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一

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

　
一
、
は
じ
め
に

　

か
つ
て
拙
稿
で
法
然
上
人
の
追
善
法
要
に
詠
ま
れ
た
和
歌
と
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文

言
に
つ
い
て
、
試
論
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
１
）。
小
考
の
内
容
を
簡
略
に
記
す
と
、
つ

ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（
以
下『
伝
法
絵
』と
称
す
）の
転
写
本
で
あ
る『
善
導
寺
本
』

巻
第
四
に
は
、
上
人
亡
き
後
に
、
七
日
毎
に
勤
め
ら
れ
た
法
要
場
面
が
あ
る
。
そ
の

第
三
七
日
忌
は
、『
伝
法
絵
』
の
作
者
で
あ
る
正
信
房
湛
空
が
施
主
を
勤
め
て
い
る
。

ま
た
こ
の
場
面
に
は
初
七
日
か
ら
七
七
日
の
中
で
、唯
一
和
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

和
歌
は
、「
に
し
へ
義
よ
く
之
ゆ
く
へ
き
み
ち
の
し
る
へ
せ
よ　

む
か
し
も
と
り
の
あ

と
は
あ
り
け
り
」
と
あ
り
、
続
け
て
「
安
息
国
の
鳥
故
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）。

　

拙
稿
で
は
、
そ
の
和
歌
と
「
安
息
国
の
鳥
」
の
故
事
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
、

最
終
的
に
は
「
安
息
国
の
鳥
の
故
（
事
）」
と
は
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
や
そ
れ
を

引
用
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
み
ら
れ
る
「
安
息
国
の
鸚
鵡
の
故
事
」
の
可
能
性
が

高
い
、
と
結
論
づ
け
た
。

　

ち
な
み
に
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
あ
る
「
安
息
国
の
鸚
鵡
の
故
事
」
と
は
、
安

息
国
の
村
に
、
念
仏
を
唱
え
る
鸚
鵡
が
現
れ
、
鸚
鵡
は
、
村
人
達
に
念
仏
を
唱
え
る

こ
と
を
教
え
る
。
後
に
鸚
鵡
は
そ
の
翼
に
村
人
達
を
乗
せ
る
と
、
村
人
と
と
も
に
西

の
彼
方
に
旅
立
ち
、
二
度
と
村
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ

る（注
３
）。

　

こ
の
「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
」
の
説
話
に
関
し
て
、
そ
の
後
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、

新
た
に
『
発
心
集
（
注
４
）』『

龍
舒
浄
土
文
（
注
５
）』『

浄
土
宗
要
集
（
注
６
）』『

妻
鏡
（
注
７
）』『

金
言
類
聚
抄
（
注
８
）』『

三

国
伝
記
（
注
９
）』『

私
聚
百
因
縁
集
）
（注

（
注

』
な
ど
の
作
品
に
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
、
新
た
に
確
認
で
き
た
「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
」
説

話
の
内
容
や
本
文
の
異
同
な
ど
を
精
査
し
て
み
た
い
。
つ
ぎ
に
、「
蝙
蝠
が
経
典
を

聴
い
た
功
徳
に
よ
る
転
生
譚
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
説
話
が
法
然
伝
の
ほ
か
『
三

宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』『
三
国
伝
記
』な
ど
に
確
認
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
本
文
の
内
容
を
精
査
し
な
が
ら
、
法
然
伝
に
描
か
れ
た
「
蝙

蝠
の
転
生
譚
」
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
て
み
た
い
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察

結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
善
導
寺
本
』
の
本
文
に
着
目
す
る
と
、
経
典
を
聴
聞
し

た
功
徳
に
よ
る
説
話
と
し
て
、
蛇
や
蝙
蝠
の
転
生
譚
が
連
続
す
る
く
だ
り
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。そ
の
点
に
注
目
す
る
と
、『
千
字
文
説
草
』や『
法
華
伝
記
』

に
み
ら
れ
る
記
述
が
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

　

以
上
、
三
点
ほ
ど
あ
げ
た
が
、『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』『
国
華
本
』『
高
田
本
』）

に
み
ら
れ
る
本
文
や
和
歌
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
話
の
源
流
は
、
い
く
つ
か
の
仏
書

　
法
然
上
人
伝
法
絵『
善
導
寺
本
』に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開　

─
鸚
鵡
の
往
生
譚
・
蝙
蝠
の
転
生
譚
を
手
が
か
り
に 

─
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二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
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研
　
究

や
文
学
作
品
に
確
認
で
き
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
ら
の
説
話
の
流
布
や
展
開
な

ど
を
考
察
し
、
ど
の
よ
う
に
『
伝
法
絵
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
若

干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
二
、
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
譚

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
三
七
日
忌
の
追
善
法
要
に
詠
ま
れ
た
和
歌
と
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
「
安
息
国
の
鳥
の
故
事
」
の
話
は
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
や
『
今

昔
物
語
集
』
に
確
認
で
き
る
「
安
息
国
の
鸚
鵡
の
往
生
」
の
故
事
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
）
（（

（
注

。
そ
の
該
当
本
文
を
『
善
導
寺
本
』
で
確
認
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

三
七
日　

御
導
師
住
信
房

　
　
　
　
　
　
　
　

弥
勒
菩
薩

　
　
　
　

躭
空

　
　

末
弟
然
宮
法
師　

捧
二
誦
経
出
唐
朝
之
王
義
之

　
　

摺
本
一
紙
一　

面
十
二
行
八
十
余
字
書
レ
之

　
　
　
　

に
し
へ
義
よ
く
之
ゆ
く
へ
き
み
ち
の
し
る
へ
せ
よ

　
　
　
　

む
か
し
も
と
り
の
あ
と
は
あ
り
け
り
〈
安
息
國
之
／
鳥
故
云
々
）
（注

（
注

〉

　

和
歌
の
部
分
を
、
読
解
の
便
を
は
か
り
私
に
解
釈
し
漢
字
を
当
て
る
と
、「
西
へ

義
（
よ
く
）
之
（
ゆ
く
）
べ
き
道
の
し
る
べ
せ
よ　

昔
も
鳥
の
跡
は
あ
り
け
り
〈
安

息
国
の
鳥
の
故
云
々
〉」
と
な
ろ
う
。
本
場
面
は
、
三
七
日
に
末
弟
躭
空
法
師
が
誦

経
を
捧
げ
、
王
羲
之
の
摺
本
一
紙
に
和
歌
を
添
え
て
法
然
の
遺
徳
を
偲
ん
だ
場
面
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
」
に
ま
つ
わ
る
話
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
調
査
を

す
す
め
た
と
こ
ろ
、関
連
す
る
話
が『
私
聚
百
因
縁
集
』『
浄
土
宗
要
集
』『
発
心
集
』『
金

言
類
聚
抄
』
な
ど
、
様
々
な
作
品
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
新
た
に

知
り
得
た
作
品
を
中
心
に
、
い
ま
一
度
、
各
作
品
の
該
当
本
文
を
比
較
検
討
し
、
そ

の
内
容
や
構
成
（
異
同
）
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
『
善

導
寺
本
』
の
本
文
を
勘
案
し
て
、
ど
の
本
文
が
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

具
体
的
手
順
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
、
①
『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』

の
「
安
息
国
の
鸚
鵡
往
生
」
の
話
を
考
察
し
、
つ
ぎ
に
②
『
私
聚
百
因
縁
集
』『
浄

土
宗
要
集
』『
発
心
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
に
み
ら
れ
る
「
鸚
鵡
往
生
」
の
説
話
に
つ

い
て
、
比
較
検
討
す
る
。

　

な
お
、
①
は
拙
稿
で
既
に
考
察
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
ま
ず
は
②
の
作

品
を
検
討
し
た
い
。

　

②
に
あ
げ
た
作
品
の
な
か
で
、
簗
瀬
一
雄
氏
の
『
発
心
集
研
究
』「
私
聚
百
因
縁

集
出
典
考
」
に
、
本
話
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
引
用
し
て
み
た
い
。

　

こ
れ
は
僧
の
念
仏
す
る
を
聞
き
な
れ
て
、
口
ま
ね
に
阿
弥
陀
仏
を
誦
へ
た
鸚

鵡
が
あ
り
、
死
し
て
之
を
土
中
に
埋
め
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
口
か
ら
一
朶
の
蓮

華
が
生
じ
た
と
言
ふ
話
で
あ
る
。

　
『
私
聚
百
因
縁
集
』
に
は
、
そ
の
説
話
の
出
典
を
明
記
す
る
も
の
が
か
な
り

存
す
る
が
、こ
れ
も
そ
の
内
の
一
で
、注
の
通
り
、南
宋
の
王
日
休
の
撰
な
る『
龍

舒
増
広
浄
土
文
』
巻
第
六
の
末
に
あ
る
「
八
八
児
口
生
二
蓮
華
一
」
に
よ
つ
て
居

り
、
一
字
一
句
の
相
違
も
存
し
な
い
。

　

氏
は
、
こ
の
鸚
鵡
の
話
は
広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
先
に
あ
げ
た
作
品



三

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

以
外
に
も
、『
発
心
集
』、『
妻
鏡
』、『
略
本
方
丈
記
』、『
今
昔
物
語
集
』、『
金
言
類

聚
抄
』に
そ
の
内
容
が
確
認
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
（注

（
注

。
氏
の
指
摘
に
導
か
れ
つ
つ
、

こ
れ
ら
を
一
通
り
眺
め
て
み
る
と
、
簗
瀬
氏
が
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
を
い
く
つ

か
、
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
八
八
児
」
と
い
う
語
句

に
注
目
す
る
と
、『
浄
土
宗
要
集
』（
以
下
、『
鎮
西
宗
要
』
と
記
す
）
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
簗
瀬
氏
の
指
摘
す
る
王
日
休
『
龍
舒
浄
土
文
』
と
『
鎮
西
宗
要
』
を
比

較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
同
一
本
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）
（注

（
注

。
つ
ぎ
に
『
鎮
西
宗
要
』

の
本
文
と
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
本
文
を
提
示
し
、そ
の
内
容
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
　

ま
ず
、『
鎮
西
宗
要
』
の
本
文
を
示
し
た
い
。

　
　
『
鎮
西
宗
要
』

　

是
勝
尋
云
經
文
爾
也
有
現
證
乎
答
安
息
國
ア
ウ
ム
鳥
也
又
龍
舒
淨
土
文
云

八
八
兒
口
生
蓮
華
有
人
養
一
鸜
鵒
俗
名
八
八
兒
見
僧
念
佛
亦
學
念
佛
遂
捨
與
僧

此
僧
常
敎
念
阿
彌
陀
佛
後
八
八
兒
死
僧
爲
小
棺
埋
之
墓
上
生
蓮
華
一
朶
開
棺
看

其
根
自
口
中
生
人
爲
偈
云
有
一
飛
禽
八
八
兒
解
隨
僧
口
念
彌
陀
死
埋
平
地
蓮
華

發
我
輩
爲
人
豈
不
知
蓋
阿
彌
陀
佛
有
誓
願
云
衆
生
念
我
名
號
者
必
生
我
國
凡
言

衆
生
者
上
自
天
人
下
至
微
細
蟲
蟻
之
類
皆
是
以
此
觀
之
則
此
八
八
兒
必
生
極
樂

世
界
爲
上
善
人
矣
人
而
不
知
人
而
不
修
可
痛
惜
哉
〈
文
）
（注

（
注

〉

　

つ
ぎ
に
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
本
文
を
提
示
し
た
い
。

『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
第
五　
　

唐
土
之
篇

十
五　

鸚ク
ラ
ク鵅 

口
ニ
生
二ス
ル

蓮
華
一ヲ

事
出
二ツ
浄-

土
文
一ニ

有
レア
ツ
テ

人
養
ヤ
シ
ナ
フ

二
一
ノ
鸚
鵅
一ヲ
俗ソ
ク
ニ
名
二ク
八
々
児シ
ト一

見テ二
僧ソ
ウ
念
仏ス
ル
ヲ

一
亦タ
学
二
念
仏
一ヲ

マ
ナ
フ

遂ニ
捨ス
テ
、

興ア
ト
フレ
僧ニ
此ノ
僧
常ツ
ネ
ニ

教ヲ
シ
ヘ
テ

念
二

阿
弥
陀
仏
一ヲ
後チ
ニ

八
々
児
死シ
ス

僧
為
二
小-

棺
一

埋
レ
之ヲ
墓ハ
カ
ノ

上ヘ
ニ

生
二
蓮-

華
一-

朶エ
タ

一ヲ
開イ
テレ

棺ヲ
看ミ
レ
ハ

其ノ-

根ネ
ノ

自ヨ
リ二

口
ノ-

中ナ
カ

一

生
人
為
レ
偈ゲ
ヲ

云ク
有
二リ
一ツ
ノ

飛ヒ
キ
ン禽

一
八
々
児
解ゲ
ス三

随
レ

僧ニ
口ニ
念
二

弥
陀
一ヲ
死テ
埋
二テ
平

地
一ニ
蓮
華
發ヒ
ラ
ク

我カ
輩ト
モ
カ
ラ

為
レシ
テ

人ト
豈ア
ニ

不サ
ラ
ン
ヤ

レ

知シ
ラ

蓋ケ
ダ
シ

念
二
阿-

弥-

陀-

仏ヲ一
有リ二
誓セ
イ-

願ク
ワ
ン一

云ク
衆-

生
念
二
我ワ
カ

名ミ
ヤ
ウ-

號カ
ウ
ヲ一

者ノ
ハ

必
生
二ス
我-

国
一ニ

凡
言
二フ
衆-

生
一ト
者
ノ
ハ

上ミ
自
二ヨ
リ

天-

人
一
下シ
モ

至イ
タ
ル二

微ミ-

細サ
イ
ノ

蟲
蟻ノ
之
類タ
ク
ヒ
ニ

一

マ
テ
皆ナ-

是レ
ナ
リ
以テ
レ
此レ
ヲ

観ク
ワ
ン
ス

レ

之レ
ヲ

則チ
此ノ
八-

々
児シ

必ス
生
二
極
楽
世
界カ
イ
ニ一

為ナ
ラ
ン二

上
善
人ト一
矣　

人ト 

而
不
レ

知
レ
人ヲ
而
不ス
ン
ハレ

修シ
ユ
セ

可キ
二
痛ツ
ウ

惜
一
シ
ヤ
ク
ス

哉-

事
在ア
リ二

潭タ
ン
州シ
ウ
ノ

城ジ
ヤ
ウ
ク

外ワ
イ
ニ一

因ヨ
リ
テレ

此
名
ク二

其ノ

城-

門
ト一
云

云

　

こ
の
両
者
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ

う
。
細
か
な
相
違
を
あ
げ
れ
ば
、『
鎮
西
宗
要
』
は
、本
話
の
出
典
を
「
龍
舒
淨
土
文
」

と
し
、『
龍
舒
淨
土
文
』
の
引
用
の
直
前
に
、「
安
息
國
ア
ウ
ム
鳥
也
」
と
い
う
語
句

が
、
確
認
で
き
る
点
で
あ
る
。

　

一
方
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
は
、
そ
の
出
典
を
「
浄
土
文
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
簗
瀬
氏
は
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
注
に
「
浄
土
文
」
を
「
龍
舒
浄

土
文
」
と
す
る
資
料
が
あ
る
と
し
て
い
る
）
（注

（
注

。
し
た
が
っ
て
、「
浄
土
文
」
＝
『
龍
舒

浄
土
文
』
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
て
、『
鎮
西
宗
要
』
に
つ
い
て
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
聖
光
の

著
作
で
、
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
の
成
立
と
あ
る
）
（注

（
注

。
こ
の
年
は
、『
善
導
寺
本
』

の
親
本
（
祖
本
）
と
な
る
『
伝
法
絵
』
が
制
作
さ
れ
た
年
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
『
善

導
寺
本
』
に
「
聖
光
上
人
」
が
光
明
寺
を
建
立
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
）
（注

（
注

を
考
え

る
と
、『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』）
と
聖
光
上
人
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
考
え
ら
れ

る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
別
稿
に
譲
り
た
い
。

ネ
ン
セ
シ
ム

ツ
ク
テ

ク
ワ
ン
ヲ
ウ
ツ
ム

｜ ス

｜ ス

ナ
シ
テ

シ
タ
カ
ッ
テ

｜ ス
ル
ヿ
ヲ

｜ ス
レ
ハ

｜ 

ス
ル

ス

｜ 

ス
ヘ
テ

シ
ラ

レ
ニ

（
注
16
）
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ま
た
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
つ
い
て
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
、

宋
・
紹
興
三
二
年
（
一
一
六
二
）
成
立
か
。
王
は
廬
州
龍
舒
（
現
・
安
徽
省
舒

城
）
の
人
で
龍
舒
居
士
と
号
し
た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
劈
頭
に
「
予
、
徧
に

蔵
経
及
び
諸
伝
記
を
覧
て
其
の
意
を
取
り
て
浄
土
文
と
為
す
。（
中
略
）
本
書

の
渡
来
は
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
か
ら
翌
年
と
推
定
さ
れ
、
念
仏
多
善
根
説

や
善
導
弥
陀
化
身
説
な
ど
、
法
然
の
思
想
形
成
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

と
あ
る
）
注注

（
注

。
す
な
わ
ち
、建
久
四
年
以
降
渡
来
し
た
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
、聖
光
が
『
鎮

西
宗
要
』
に
引
用
し
、
ま
た
『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
作
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
常
陸

国
の
浄
土
門
の
勧
化
僧
で
あ
る
住
信
も
、
引
用
し
た
こ
と
と
な
る
。

　

以
上
の
考
察
を
通
し
て
現
時
点
で
分
か
る
こ
と
は
、『
伝
法
絵
』
作
者
は
、『
龍
舒

浄
土
文
』
や
『
鎮
西
宗
要
』
と
同
内
容
の
書
物
を
閲
覧
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
」
の
話
が
浄
土

教
信
奉
者
の
な
か
で
、
広
く
流
布
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
）
注（

（
注

。

　

さ
て
、
つ
ぎ
に
『
発
心
集
』
の
本
文
を
提
示
し
て
み
た
い
。『
発
心
集
』
の
成
立

は
諸
説
あ
る
が
、
一
説
に
建
保
二
～
三
年
（
一
二
一
三
～
一
二
一
四
）
頃
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
）
注注

（
注

。

『
発
心
集
』
第
五
「
盲
者
、
関
東
下
向
の
事
」

　

聊
か
頼
も
し
き
事
の
侍
る
は
、
或
る
記
に
云
は
く
、「
中
比
、
唐
に
朝
夕
念

仏
申
す
僧
あ
り
け
り
。」
其
の
居
所
ち
か
く
、
鸚
鵡
と
云
ふ
鳥
の
、
ね
ぐ
ら
し

め
て
棲
む
あ
り
け
り
。
則
ち
、
念
仏
の
声
を
聞
き
な
ら
ひ
て
、
彼
の
鳥
の
く
せ

な
れ
ば
、
口
ま
ね
を
し
つ
つ
、
常
に
『
阿
弥
陀
仏
』
と
鳴
く
。
人
こ
ぞ
り
て
こ

れ
を
あ
は
れ
み
ほ
む
る
程
に
、
此
の
鳥
お
の
づ
か
ら
死
ぬ
。
寺
の
僧
ど
も
、
こ

れ
を
取
り
て
、
堀
り
埋
み
た
り
け
る
。
後
、
そ
の
所
よ
り
、
蓮
華
一
本
生
ひ
た

り
。
驚
き
な
が
ら
掘
り
て
見
れ
ば
、
彼
の
鸚
鵡
の
舌
を
根
と
し
て
な
む
生
ひ
出

で
た
り
け
る
」。

　

彼
の
鳥
、
口
ま
ね
い
み
じ
き
に
も
あ
ら
ず
。
悲
願
の
ね
ん
ご
ろ
な
る
故
に
、

心
に
信
ず
と
し
も
な
け
れ
ど
も
、
口
に
唱
へ
つ
れ
ば
、
利
益
む
な
し
か
ら
ぬ
に

こ
そ
侍
ら
め
。
か
か
れ
ば
、
我
等
が
散
心
念
仏
と
て
も
、
愚
か
な
る
べ
き
に
あ

ら
ず
）
注注

（
注

。

　

こ
こ
に
あ
げ
た
『
発
心
集
』
の
本
文
は
、『
鎮
西
宗
要
』『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
本

文
と
は
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
鸚
鵡
が
念
仏
を
唱
え
、
死
後
に
は
そ
の
口
か
ら

蓮
華
が
生
え
る
点
な
ど
共
通
点
も
あ
る
。
一
方
、「
或
る
記
に
云
は
く
」
と
始
ま
り
、

出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
。
三
木
紀
人
氏
は
、
こ
の
話
の
出
典
に
つ
い
て

鸚
鵡
の
説
話
は
『
私
聚
百
因
縁
集
』
五
・
十
五
に
「
浄
土
の
文
に
出
づ
」
と
し

て
語
ら
れ
、『
妻
鏡
』に
そ
の
要
旨
が
引
か
れ
て
い
る
。
鸚
鵡
往
生
の
類
話
は『
金

言
類
聚
抄
』
な
ど
に
も
見
え
、
教
訓
・
唱
導
に
多
用
さ
れ
た
譬
喩
譚
と
思
わ
れ

る
が
出
典
未
詳
。

と
し
て
い
る
）
注注

（
注

。

　

以
上
、『
鎮
西
宗
要
』『
私
聚
百
因
縁
集
』『
発
心
集
』
の
「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
譚
」

の
本
文
を
比
較
し
て
、先
学
の
指
摘
を
ま
と
め
て
み
た
。
こ
の
三
作
品
の
本
文
に「
安

息
国
」
の
文
字
が
確
認
で
き
た
の
は
、『
鎮
西
宗
要
』
の
み
で
あ
っ
た
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
鸚
鵡
の
故
事
に
つ
い
て
、
三
木
紀
人
氏
は
、『
金
言

類
聚
抄
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
唱
導
な
ど
に
多
用
す
る
話
と
指
摘
し
）
注注

（
注

、
簗
瀬
一

雄
氏
は
、
そ
の
出
典
を
『
龍
舒
浄
土
文
』
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
注注

（
注

。
た
だ
し
両
氏
は
、

こ
の
話
の
出
典
や
類
話
の
用
例
と
し
て
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
鎮
西
宗
要
』『
善



五

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

導
寺
本
』
な
ど
に
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

つ
ぎ
に
『
金
言
類
聚
抄
』
を
検
討
し
た
い
。
同
書
は
、
名
古
屋
真
福
寺
に
所
蔵
さ

れ
る
「
弘
安
元
年
十
二
月
五
日
」
の
奥
書
を
も
つ
写
本
で
あ
る
。
著
者
は
潭
朗
で
、

成
立
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
で
あ
る
）
注注

（
注

。

　
『
金
言
類
聚
抄
』
巻
第
廿
二　

禽
類
部
「
鸚
鵡
往
生
浄
土
事
」

　

戒
珠
伝
云
、
安
息
国
ハ
是
辺
鄙
ニ
シ
テ
不
識
仏
法
一
。
伝
説
一
鸚
鵡
ア
リ
。
其
色
黄
金
ニ
シ
テ

青
白
交
絑
一タ
リ
。
能
人
語
ヲ
ナ
ス
。
王
臣
人
民
共
ニ
是
ヲ
愛
楽
ス
。
人
問
何
ヲ
モ
テ
カ
為
食
一ト
。

鳥
云
。
我
阿
弥
陀
仏
名
ヲ
聞
テ
食
ト
シ
テ
力
ラ
強
盛
也
。
諸
人
競
テ
唱
仏
名
一
。
鳥
漸
ク
空
ニ

飛
騰
テ
鳴
ク
。
舞
還
テ
住
地
コ
ト
数
月
。
見
者
無
厭
一
。
鳥
云
、
汝
等
見
豊
饒
土
一
不ヤ
。
答

未
見
。
鳥
云
、
若
尓
者
、
乗
ヨ
両
羽
翼
一
。
諸
人
云
ク
。
数
頗
多
シ
如
何
。
鳥
云
、
汝

念
仏
身
広
大
也
。
即
、
念
力
大
信
心
ア
リ
。
人
競
テ
乗
之
一
。
不
信
者
、
不
乗
之
一
。
信

者
、乗
彼
羽
翼
一。
鳥
念
仏
シ
テ
飛
騰
ホ
ル
。
指
西
方
一シ
テ
去
ヌ
。
王
臣
聞
之
一
歎
云
ク
、此
是
、

阿
弥
陀
仏
ノ
化
シ
テ
作
鳥
身
一テ
、
辺
地
ヲ
引
導
シ
給
也
ト
云
々
。
即
於
彼
地
テ
立
精
舎
、
鸚

鵡
寺
ト
云
。
毎
斎
日
一
修
念
仏
。
往
生
浄
土
一
者
多
リ
キ
。

　

以
上
が
『
金
言
類
聚
抄
』
の
本
文
で
あ
る
が
、「
安
息
国
」「
鸚
鵡
寺
」
な
ど
の
固

有
名
詞
が
共
通
す
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
と
近
い
こ
と

が
分
か
る
。
た
だ
し
、『
金
言
類
聚
抄
』
は
、
本
話
の
出
典
を
「
戒
珠
伝
云
」
と
明

示
し
て
い
る
）
注注

（
注

。

（
参
考
ま
で
に
、『
今
昔
物
語
集
』
と
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
の
比
較
を
表
に
し
て
提
示
し
て

お
く
）
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『
金
言
類
聚
抄
』
巻
第
廿
二　

禽
類
部

　

鸚
鵡
往
生
浄
土
事

戒
珠
伝
云
、
安
息
国
ハ
是
辺
鄙
ニ
シ
テ
不
識
仏
法
一
。

伝
説
一
鸚
鵡
ア
リ
。

其
色
黄
金
ニ
シ
テ
青
白
交
絑
一タ
リ
。

能
人
語
ヲ
ナ
ス
。

王
臣
人
民
共
ニ
是
ヲ
愛
楽
ス
。

人
問
何
ヲ
モ
テ
カ
為
食
一ト
。

鳥
云
、

我
阿
弥
陀
仏
名
ヲ
聞
テ
食
ト
シ
テ
力
ラ
強
盛
也
。

諸
人
競
テ
唱
仏
名
一
。

鳥
漸
ク
空
ニ
飛
騰
テ
鳴
ク
。

舞
還
テ
住
地
コ
ト
数
月
。
見
者
無
厭
一
。

鳥
云
、
汝
等
見
豊
饒
土
一
不ヤ
。

答
未
見
。
鳥
云
、
若
尓
者
、
乗
ヨ
両
羽
翼
一
。

諸
人
云
ク
。
数
頗
多
シ
如
何
。

鳥
云
。
汝
念
仏
身
広
大
也
。

即
、
念
力
大
信
心
ア
リ
。
人
競
テ
乗
之
一
。

不
信
者
、
不
乗
之
一
。
信
者
、
乗
彼
羽
翼
一
。

鳥
念
仏
シ
テ
飛
騰
ホ
ル
。
指
西
方
一シ
テ
去
ヌ
。

王
臣
聞
之
一
歎
云
ク
、

此
是
、
阿
弥
陀
仏
ノ
化
シ
テ
作
鳥
身
一テ
、

辺
地
ヲ
引
導
シ
給
也
ト
云
々
。

即
於
彼
地
テ
立
精
舎
鸚
鵡
寺
ト
云
。

毎
斎
日
一
修
念
仏
。

往
生
浄
土
一
者
多
リ
キ
。

『
三
寶
感
應
要
略
録
』

　

阿
彌
陀
佛
化
作
鸚
鵡
鳥
引
起
安
息
國
感
應
第
十
七
〈
出
外
國
記
〉 

安
息
國
人
不
識
佛
法
。
居
邊
地
鄙
質
愚
氣*

。

時
有
鸚
鵡*

鳥
。

其
色
黄
金
青
白
文
飾
。

能
作
人
語
。

王
臣
人
民*

共
愛
。
身
肥
氣
力
弱
。

有
人
問
曰
。
汝
以
何
物
爲
食
。

*

曰
我
聞
阿
彌
陀
佛
唱
以
爲
食
。

身
肥
力
強
。
若
欲
養
我*

。

可
唱
佛
名
。
諸
人
競
唱
。

鳥
漸
飛
騰
空
中
還
住
地
。

鳥
曰
。

汝
等
欲
見
豐
饒
土
不
。

答
欲
見
之
。
鳥
曰
。
若
欲
見*

當
乘
我
羽
。

諸
人
乘
其
羽
翼
。

力
猶*

少
弱
。

鳥
勸
令
念
佛
。

即
飛
騰
虚
空
中
。

指
西
方
而
去
。

王
臣
歎
異
曰
。

此
是
阿
彌
陀
佛
。
化
作
鳥
身
。

引
攝
邊
鄙
。

豈
非
現
身
往
生
。

即
於
彼
地
立
精
舍
。
號
鸚
鵡
寺
。

毎
齋
日
修
念
佛
三
昧
。

以
其
已
來
。
安
息
國
人
。
少
識
佛
法
。
往
生
淨
土
者
蓋
多
矣

＊
【
異
同
】
大
正
蔵
→
『
金
剛
寺
本
』
な
し
→
也
／
鳥
→
な
し
／

共
愛
→
苦
愛
／
曰
→
鳥
曰
／
我
→
我
者
／
見
→
見
者
／
少
→
小

『
大
正
蔵
』
第
五
一
巻
・
八
三
一
頁

Ｃ
・
９
～
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『
今
昔
物
語
集
』

　
　

天
竺
、
安
息
國
ノ
鸚
鵡
鳥
ノ
語
第
卅
六

　

今
昔
、
天
竺
ノ
安
息
國
ノ
人
、
愚
痴
ニ
シ
テ
佛
法
ヲ
不
悟
ズ
。

其
ノ
時
ニ
國
ノ
中
ニ
鸚
鵡
鳥
出
耒
タ
リ
。

其
ノ
色
黄
金
ニ
シ
テ
白
ク
青
シ
。
此
ノ
鳥
、
物
ヲ
云
フ
事
、
人
ノ
如
シ
。

然
レ
バ
、
國
王
・
大
臣
及
ビ
諸
ノ
人
、
此
ノ
鳥
ヲ
興
ジ
テ
物
ヲ
令
云
ム
。

此
ノ
鳥
肥
タ
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
氣
力
弱
氣
也
。

然
レ
バ
、
諸
ノ
人
、「
此
ノ
鳥
ハ
食
ス
ル
物
ノ
无
キ
ニ
依
テ
弱
氣
ナ
ル
也
」

ト
思
テ
、
鳥
ニ
問
テ
云
ク
、「
汝
、
何
物
ヲ
カ
食
ト
為
ル
」
ト
。

　

鳥
答
テ
云
ク
、「
我
レ
ハ
、『
阿
弥
陀
佛
』
ト
唱
フ
ル
ヲ
聞
ク
ヲ
以
テ

食
ト
シ
テ
肥
エ
、
氣
力
強
ク
成
ル
也
。
我
レ
、
更
ニ
其
ノ
外
ノ
食
无
シ
。

若
我
レ
ヲ
養
ハ
ム
ト
思
ハ
ヾ
、『
阿
弥
陀
佛
』
ト
可
唱
シ
」
ト
。

此
ヲ
聞
テ
、
國
ノ
人
、
男
女
・
貴
賤
競
テ
「
阿
弥
陀
佛
」
ト
唱
フ
。

　

其
ノ
時
ニ
、鳥
、氣
力
強
ク
成
テ
漸
ク
空
ノ
中
ニ
飛
ビ
昇
テ
地
ニ
返
テ
、

鳥
ノ
云
ク
、「
汝
等
目
出
タ
キ
所
ノ
豊
ナ
ル
ヲ
見
ム
ト
思
フ
ヤ
否
ヤ
ト
。」

　

諸
ノ
人
「
見
ム
ト
思
フ
」
ト
答
フ
。
鳥
ノ
云
ク
、「
若
シ
見
ト
思
ハ
ヾ

我
ガ
羽
ニ
可
乗
シ
」ト
。諸
ノ
人
、鳥
ノ
云
フ
ニ
随
テ
皆
、其
ノ
羽
ニ
乗
ヌ
。

鳥
「
尚
我
ガ
力
少
シ
弱
シ
。『
阿
弥
陀
佛
』
ト
唱
テ
我
ニ
力
ヲ
付
ヨ
」
ト

云
フ
ニ
随
テ
、
此
ノ
乗
レ
ル
者
共
、「
阿
弥
陀
佛
」
ト
唱
フ
ル
ニ
、
鳥
即

チ
虚
空
ノ
中
ニ
飛
ビ
昇
テ
西
方
ヲ
指
テ
遙
ニ
去
ヌ
。

　

其
ノ
時
ニ
、
國
王
・
大
臣
及
ビ
諸
ノ
人
、
此
レ
ヲ
見
テ
奇
異
也
ト
思

テ
云
ク
、「
此
レ
ハ
阿
弥
陀
佛
ノ
鸚
鵡
鳥
ト
化
作
シ
テ
邊
鄙
ノ
愚
痴
ノ
衆

生
ヲ
引
接
シ
給
ヘ
ル
也
ケ
リ
ト
」
云
フ
。

鳥
亦
、
返
ル
事
无
ケ
レ
バ
、
乗
レ
ル
人
亦
、
不
返
ズ
。「
豈
ニ
此
レ
現
身

ノ
往
生
ニ
非
ザ
ラ
ム
ヤ
」
ト
云
テ
、
即
、
其
ノ
所
ニ
寺
ヲ
起
タ
リ
、
名

ヲ
鸚
鵡
寺
ト
付
タ
リ
。

其
ノ
寺
ラ
ニ
シ
テ
齋
日
毎
ニ
阿
弥
陀
ノ
念
佛
ヲ
修
シ
ケ
リ
。
其
ノ
後
ヨ

リ
ゾ
、
安
息
國
ノ
人
少
シ
佛
法
ヲ
悟
リ
因
果
ヲ
知
テ
浄
土
ニ
往
生
ス
ル

者
多
カ
リ
ケ
リ
。

　

然
レ
バ
、
阿
弥
陀
佛
ハ
心
ヲ
オ
コ
シ
テ
不
念
奉
ザ
ル
衆
生
ヲ
ス
ラ
引

接
シ
給
フ
事
如
此
シ
。
況
ヤ
、
心
ヲ
至
シ
テ
念
ジ
奉
ラ
ム
人
、
極
楽
ニ

参
ラ
ム
事
疑
ヒ
有
ラ
ジ
ト
ナ
ム
語
リ
傳
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。



七

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

　

以
上
、「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
譚
」
が
確
認
で
き
る
新
た
な
資
料
と
し
て
『
鎮
西
宗
要
』

『
私
聚
百
因
縁
集
』『
発
心
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
の
本
文
を
提
示
し
、
そ
の
構
成
や

異
同
な
ど
を
確
認
し
て
み
た
。

　

本
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
三
宝
感
応
要
略
』
に
近
い
作
品
は
、『
金
言
類
聚
抄
』

で
あ
り
、『
鎮
西
宗
要
』『
私
聚
百
因
縁
集
』
は
、『
龍
舒
浄
土
文
』
か
ら
の
引
用
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
発
心
集
』
は
先
行
す
る
作
品
か
ら
の
要
約
と
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
善
導
寺
本
』以
外
の
作
品
で
、法
然
の
門
弟
の
著
作
で
あ
る『
鎮
西
宗
要
』

に
「
安
息
國
ア
ウ
ム
鳥
」
と
確
認
で
き
た
こ
と
も
、
本
話
の
流
布
状
況
を
知
る
う
え

で
、
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。

　
『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』）
に
つ
い
て
は
、
法
然
上
人
三
七
日
忌
の
和
歌
と
「
安

息
国
の
鳥
」
の
語
句
を
重
要
視
す
れ
ば
、
今
回
、
検
討
し
た
作
品
の
な
か
で
は
、『
三

宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
に
記
さ
れ
た
内
容
の
方
が
、
よ

り
親
し
い
と
い
え
よ
う
。

　

く
わ
え
て
、『
善
導
寺
本
』に
記
さ
れ
た
法
然
上
人
三
七
日
忌
の
追
善
の
和
歌
と「
安

息
国
の
鳥
故
云
々
」
の
語
句
と
『
伝
法
絵
』
を
用
い
て
絵
解
き
を
し
て
い
た
こ
と
を

勘
案
す
る
と
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
な
ど
に
記

さ
れ
た
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
の
よ
う
な
話
を
、
絵
解
き
し
た
際
に
語
っ
た
可
能
性
も
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
注注

（
注

。

　
三
、五
百
の
蝙
蝠
の
往
生
譚

　
『
善
導
寺
本
』
巻
第
二
に
、
法
然
上
人
が
上
西
門
女
院
に
説
戒
す
る
場
面
が
あ
る
。

こ
の
く
だ
り
に
、
説
戒
の
功
徳
と
し
て
七
日
目
の
結
願
に
蛇
の
頭
が
割
れ
蝶
が
出
現

し
た
、
ま
た
蝶
か
ら
天
人
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
半
に
は
、
も
う

一
話
、説
話
が
つ
づ
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、昔
、遠
行
す
る
聖
が
塚
穴
の
中
で『
無

量
義
経
』
を
唱
え
た
。
す
る
と
、
そ
の
経
典
を
聴
聞
し
た
功
徳
に
よ
り
五
百
の
蝙
蝠

が
、
天
人
と
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
具
体
的
に
、『
善
導
寺
本
』
の
該
当
本
文

を
示
し
て
み
た
い
。

『
善
導
寺
本
』

上
西
門
女
院
に
、
上
人
七
日
説
戒
し
給
け
る
時
、
前
栽
の
草
む
ら
中
に
、
お
ほ

き
な
る
く
ち
な
は
あ
り
け
り
。
夏
の
事
也
け
れ
は
、
め
を
と
ろ
か
す
こ
と
い
へ

と
も
、
日
々
に
か
く
る
こ
と
な
く
し
て
、
壟
お
り
て
頗
聴
聞
の
気
色
見
え
け
れ

は
人
〳
〵
め
も
あ
や
に
み
け
る
。
第
七
日
結
願
に
あ
た
り
て
こ
の
蛇
ハ
か
ら
か

き
の
う
へ
に
の
ほ
り
て
、
や
か
て
死
し
け
る
ほ
と
に
、
そ
の
か
し
ら
二
に
わ
れ

に
け
る
な
か
よ
り
、
蝶
の
や
う
な
る
物
い
つ
と
み
る
人
も
あ
り
、
又
か
し
ら
は

か
り
わ
れ
た
り
と
み
る
人
も
あ
り
け
り
。
又
天
人
の
ゝ
ほ
る
と
み
る
人
も
あ
り

け
り
。

　

む
か
し
遠
行
す
る
ひ
し
り
、
こ
の
ひ
く
れ
に
け
れ
は
、
野
中
に
つ
か
あ
な
の

あ
り
け
る
に
、
と
ゝ
ま
り
て
夜
も
す
か
ら
無
量
義
経
を
暗
誦
し
け
る
ほ
と
に
、

彼
つ
か
あ
な
の
中
に
、
五
百
蝙
蝠
あ
り
け
り
。
こ
の
経
を
聴
聞
し
つ
る
功
徳
に

よ
り
て
、
こ
の
か
ハ
ほ
り
、
五
百
の
天
人
と
な
り
て
、
忉
利
天
に
生
ぬ
と
夢
に

つ
け
ゝ
り
。
い
ま
一
す
ち
の
蛇
あ
り
。
七
日
説
戒
の
功
力
に
こ
た
へ
て
、
雲
を

わ
け
て
ほ
り
ぬ
る
に
や
と
、
人
〳
〵
随
喜
を
な
す
。
彼
ハ
上
代
な
る
う
へ
ニ
大
国

也
。
こ
れ
ハ
末
代
に
し
て
又
小
国
也
。
希
代
勝
事
、
凡
人
の
所
為
ニ
ハ
あ
ら
す
と

そ
、
時
の
人
〳
〵
申
侍
け
る
）
注注

（
注

。



八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

こ
こ
に
示
し
た
一
節
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
き
く
二
つ
の
話
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。い
ま
二
話
目
の「
む
か
し
遠
行
す
る
ひ
し
り
」以
下
の
本
文
に
注
目
す
る
と
、

聖
が
『
無
量
義
経
』
を
唱
え
た
功
徳
に
よ
っ
て
「
五
百
の
蝙
蝠
」
が
「
五
百
の
天
人
」

と
な
り
「
忉
利
天
に
生
」
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
話
と
酷
似
し
た
も
の
が
、『
三

国
伝
記
』
巻
第
十
二
第
七
「
五
百
蝙
蝠
証
果
聖
人
生
事
」
に
確
認
で
き
る
。

『
三
国
伝
記
』
巻
第
十
二　

第
七　

五
百
蝙
蝠
証
果
聖
人
生
事

　

梵
曰
、
昔
、
南
海
ノ
浜
ニ
有
二
一
ノ
枯
樹
一
。
五
百
ノ
蝙
蝠
於
二
中
穴
一
居
セ
リ
。
時
ニ
、

商
客
有
テ
、
路
ニ
行
暮
タ
リ
。
雲
吐
二キ
波
中
ノ
月
一ヲ
、
雨
横
二ル
天
外
ノ
山
一ニ
。
無
レ
宿

故
ニ
此
樹
下
ニ
止
宿
ス
ル
ニ
、
風
暴ア
ラ
フ
シ
テ

払
二
ヒ

皺シ
ウ
穀コ
ク

一ヲ
、
雲
細
シ
テ
不
レ
成
レ
衣
。

　

時
ニ
、
身
凍コ
ゴ
ヘ

心
労ツ
カ
レ
タ
リ
。
爰
ニ
、
商
侶
等
小
樹
ヲ
伐
テ
為
レシ
薪
ト
、
火
ヲ

焼
温
レメ
テ
身
ヲ
居
タ
リ
ケ
ル
程
ニ
、
煙
ノ
焔ホ
ノ
オ

漸
ク　

熾

サ
カ
ン
ニ
シ
テ
枯
樹
遂
ニ

燃
モ
ユ
ル。
時
ニ

一
人
ノ
商
客
夜
分
已
後
誦
二
阿
毘
達
摩
蔵
一ヲ
。
彼
ノ
諸
ノ
蝙
蝠
雖
二
為
レニ
火
ノ
困コ
ン
憂
一ス
ト
、

好
二ミ
法
音
一ヲ
忍
而
不
レ
去
、
於
レ
此
ニ
命
終
シ
、
随
レ
業
ニ
受
レ
生
ヲ
事
不
同
ナ
レ
ド
モ
、

倶
ニ
得
二テ
人
身
一ヲ
捨
家
修
学
シ
、
乗
二ジ
聞
法
一ニ
皆
聡
明
利
智
也
。
八
正
ノ
月
晴
テ
弥
増

二シ
恵
光
一ヲ
、
三
明
ノ
露
暖
ニ
シ
テ
現
ニ
添
二
覚
蘂ズ
イ

一ヲ
。
皆
並
テ
証
二セ
リ
聖
果
一ヲ
。
近
ゴ
ロ
迦

膩
色
迦
王
与ト
二
脇
尊
者
一
招
二
集
シ
五
百
賢
聖
於
迦
湿シ
ツ
弥
羅
国
一ニ
作
二ル
毘
娑
沙
論
一ヲ
。

斯
ハ
枯
樹
ノ
中
ノ
五
百
ノ
蝙
蝠
也
云
云
。

　

以
上
が
、『
三
国
伝
記
』
の
本
文
で
あ
る
。
い
ま
、
簡
略
に
そ
の
内
容
を
記
す
と
、

ひ
と
り
の
商
客
が
枯
れ
樹
の
な
か
で
、「
阿
毘
達
摩
蔵
」を
唱
え
た
功
徳
に
よ
り
、

そ
の
樹
木
の
中
に
い
た
五
百
の
蝙
蝠
が
、
人
身
を
得
て
出
家
し
、
聖
果
を
得
た
。

後
に
、
迦
膩
色
迦
王
と
脇
尊
者
が
五
百
賢
聖
を
招
集
し
、
迦
湿
弥
羅
国
に
お
い

て
『
毘
娑
沙
論
』
を
作
ら
せ
た
が
、
そ
の
五
百
の
賢
聖
は
、
昔
、
枯
れ
樹
に
い

（
注
31
）

た
五
百
の
蝙
蝠
で
あ
る
。

と
な
ろ
う
。

　

池
上
洵
一
氏
は
、
本
話
の
出
典
に
つ
い
て
、「『
三
宝
感
応
要
略
録
』
中
（
一
二
）。

類
話
は
『
大
唐
西
域
記
』
一
一
・
健
駄
邏
国
条
や
『
今
昔
物
語
集
』
四
（
一
一
）
に

見
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
注注

（
注

。
ち
な
み
に
『
三
国
伝
記
』
巻
第
十
二
を
み
る
と
、
第

二
話
に
は
、「
無
量
義
経
弘
伝
事
」
と
あ
り
、
同
巻
第
五
話
「
釈
恵
表
事
」
に
は
「
無

量
義
経
功
徳
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
十
二
の
前
半
に
は
、『
法
華
経
』
の
開

経
で
あ
る
『
無
量
義
経
』
の
功
徳
に
よ
る
話
が
集
中
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
注注

（
注

。

　

池
上
氏
は『
三
国
伝
記
』の
書
承
関
係
に
つ
い
て
、「『
今
昔
』と『
三
宝
感
応
要
略
録
』

と
に
共
通
す
る
話
の
場
合
、『
三
国
伝
記
』
は
す
べ
て
後
者
と
直
接
し
て
」
い
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
「
五
百
蝙
蝠
」
の

話
も
、同
様
の
書
承
関
係
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
氏
は
、『
三
国
伝
記
』

の
成
立
年
時
に
つ
い
て
、
そ
の
上
限
は
「
応
永
の
末
年
、
ど
ん
な
に
遡
っ
て
も
、
応

永
十
四
年
を
出
な
い
」
と
し
、「
応
永
の
末
年
か
ら
正
長
・
永
享
・
嘉
吉
の
頃
ま
で

の
間
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
注注

（
注

。

　

氏
の
指
摘
に
従
え
ば
、『
三
国
伝
記
』
の
成
立
に
先
行
し
て
『
善
導
寺
本
』
を
は

じ
め
と
す
る
法
然
伝
に
、「
五
百
の
蝙
蝠
の
往
生
譚
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

つ
ぎ
に
、『
三
国
伝
記
』
の
出
典
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の

本
文
を
検
討
し
て
み
た
い
。
近
年
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
最
古
の
写
本
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
が
、
金
剛
寺
所
蔵
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
の
は
上
巻
の
み

で
あ
る
た
め
、
本
話
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫

所
蔵
本
（
旧
高
山
寺
蔵
本
）
を
つ
ぎ
に
示
し
た
い
。
な
お
、
大
正
新
修
大
蔵
経
『
三



九

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

宝
感
応
要
略
録
』
と
は
、
若
干
の
異
同
が
確
認
で
き
る
。
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫

所
蔵
本
の
翻
刻
は
筆
者
に
よ
る
。

　
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
巻
中　

法
宝
聚　

五
百
蝙
蝠
聞
阿
毘
達
磨
藏
感
応
第
十
二

　

出
西
域
伝

昔
南
海
之
濱
。
有
一
枯
樹
。
五
百
蝙
蝠
。
出
中
主
■
侍
有
商
侶
■
虫
樹
下
。
既

屬
風
寒
。
人
皆
飢
凍
。
聚
積
樵
蘇
。
溫
火
其
下
。
煙
焔
漸
熾
。
枯
樹
遂
燃
。
時

商
侶
中
有
賈
客
。
夜
分
已
後
。
誦
阿
達
磨
。
諸
蝙
蝠
雜
爲
火
困
。
受
好
法
音
。

忍
而
不
去
。
於
是
命
終
。
隨
業
受
生
。
倶
得
人
身
。
捨
家
修
學
小
乘
法
。
聰
明

利
智
。
並
證
聖
果
。
近
迦
膩
色
迦
王
。
與
脇
尊
者
。
招
集
五
百
賢
聖
於
迦
濕
彌

羅
國
。
作
毘
婆
娑
論
。
斯
枯
樹
之
中
五
百
蝙
蝠
也

　

大
正
新
修
大
蔵
経
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

　

第
十
二　

五
百
蝙
蝠
聞
阿
毘
達
磨
藏
感
應　

出
西
域
傳

昔
南
海
之
濱
。
有
一
樹
枯
。
五
百
蝙
蝠
。
於
中
穴
聚
居
。
有
商
侶
止
於
樹
下
。

既
屬
風
寒
。
人
皆
飢
凍
。
聚
積
樵
蘇
。
溫
火
其
下
。
煙
焔
漸
熾
。
枯
樹
遂
燃
。

時
商
侶
中
有
賈
客
。
夜
分
已
後
。
誦
阿
毘
達
磨
藏
。
諸
蝙
蝠
雜
爲
火
困
。
受
好

法
音
。
忍
而
不
去
。
於
是
命
終
。
隨
業
受
生
。
倶
得
人
身
。
捨
家
修
學
小
乘
法
。

聰
明
利
智
。
並
證
聖
果
。
近
迦
膩
色
迦
王
。
與
脇
尊
者
。
招
集
五
百
賢
聖
於
迦

濕
彌
羅
國
。
作
毘
婆
娑
論
。
斯
枯
樹
之
中
五
百
蝙
蝠
也

　

以
上
、二
つ
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
本
文
に
は
、「
出
西
域
伝
」
と
あ
り
、「
阿

毘
達
磨
藏
感
應
」
の
話
と
し
て
「
五
百
の
蝙
蝠
」
の
話
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
三

（ 
注
35
）（ 

注
36
）

国
伝
記
』
の
頭
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、こ
の
話
は
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
大

唐
西
域
記
』
に
も
確
認
で
き
る
。
い
さ
さ
か
長
文
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
し
て
比

較
し
て
み
た
い
。

　

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
四　

天
竺
羅
漢
比
丘
、
値
山
人
打
子
語
第
十
一

今
昔
、
天
竺
ニ
一
人
ノ
羅
漢
ノ
比
丘
有
リ
、
道
ヲ
行
ク
ニ
一
人
ノ
山
人
ニ
値
ヌ
。

山
人
、
一
人
ノ
幼
童
ヲ
相
ヒ
具
タ
リ
、
笞
ヲ
以
テ
幼
童
ヲ
打
テ
哭
シ
ム
。
羅
漢
、

此
ヲ
見
テ
山
人
ニ
問
テ
云
ク
、「
汝
ヂ
、
何
ノ
故
有
テ
此
ノ
幼
童
ヲ
打
テ
令
哭

ル
ゾ
。
亦
、
此
ノ
幼
童
ハ
汝
ガ
何
ゾ
」
ト
。
山
人
答
テ
云
ク
、「
此
レ
ハ
己
レ

ガ
子
ニ
侍
リ
。
而
ニ
聲
問
明
□
ト
云
フ
文
ヲ
教
フ
ル
ニ
、
エ
不
讀
取
ネ
バ
、
其

レ
ニ
依
テ
打
テ
教
フ
ル
也
」
ト
。
其
ノ
時
ニ
、
羅
漢
咲わ
ら
ひテ
、
山
人
、「
何
ゾ
咲わ
ら

フ
」

ト
問
ヘ
バ
、
羅
漢
ノ
云
ク
、「
汝
ヂ
前
生
ノ
事
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
児ち
ご

ヲ
打
也
。
此

ノ
教
フ
ル
所
ノ
文も
ん

ハ
、
此
ノ
児
ノ
、
昔
、
山
人
ト
有
リ
シ
時
、
造
レ
ル
所
ノ
文も
ん

也
。
其
レ
ニ
、
如か
く
の
ご
と此ク
ノ
文
造
テ
世
ニ
弘
ム
ル
事
ハ
、
只
今
ハ
賢
キ
様
ナ
レ
ド

モ
、
後
ノ
世
ニ
ハ
露
計ば
か
りモ
益や
く

ヲ
得
ル
事
無
ケ
レ
バ
、
カ
ヽ
ル
愚
痴
ノ
身
ト
成
テ
、

前
世
ノ
事
ヲ
モ
不し

知ら

デ
自
ラ
作
レ
ル
所
ノ
文
ヲ
モ
不よ
み
と
ら

読
取
ザ
ル
也
。
猶
、
佛
法

ノ
方か
た

ノ
事
ハ
、
当そ
の
か
み時

ハ
指さ
せ

ル
事
無
キ
様
ナ
レ
ド
モ
、
末
ノ
世
ニ
ハ
過
ニ
シ
方か
た

ノ

事
共ど
も

ヲ
只
今
見
ル
様
ニ
思お
ぼ

エ
、
今
来き
た

ラ
ム
ズ
ル
事
共
ヲ
モ
兼か
ね

テ
知
ル
事
ナ
レ
バ
、

必
ズ
佛
法
ヲ
可
な
ら
ふ
べ
き習
也
。
亦
、
汝
ニ
昔
ノ
事
共
語か
た
りテ
聞き
か

セ
ム
、
善
ク
聴
テ
可た
も
つ
べ持

シ
。
昔
南
海
ノ
浜
ヲ
旅
人
共ど
も

多お
お
く

具ぐ

シ
テ
行
ク
ニ
、
浜
は
ま
の
ほ
と
り
辺
ニ
枯
タ
ル
大お
ほ
きナ
ル
樹
う
ゑ
き

一
本
立た
て

リ
。
此
ノ
人
共
、
風
ノ
寒
サ
ニ
不た

堪へ

ズ
シ
テ
、
此
ノ
樹う
ゑ
きノ

本
ニ
宿や
ど
りシ

ヌ
。

火
ヲ
焼た

キ
テ
、
皆
並
ビ
居
テ
夜
ヲ
暛あ
か

ス
。
而し
か

ル
ニ
、
此
ノ
樹う
ゑ
きノ

ウ
ツ
ホ
ノ
上
ニ

五
百
ノ
蝙か
わ
ぼ
り蝠
住
メ
リ
。
此
ノ
火
ノ

ニ
被ふ
す
べ
ら熏
レ
テ
皆
去さ
り

ナ
ム
ト
思
フ
程
ニ
、

け
ぶ
り



一
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

暁あ
か
つ
き
が
た

方
ニ
成
ル
程
ニ
、
此
ノ
商あ
き
び
と人

ノ
中
ニ
一
人
有あ
り

テ
、
阿
毘
達
磨
ト
云
フ
法
門

ヲ
読
ム
。
此
ノ
蝙
蝠
等ど
も

ニ
被ふ
す
べ
ら熏

レ
テ
難た
へ
が
た堪

ケ
レ
ド
モ
、
此
ノ
法
門
ヲ
誦じ
ゆ

ス
ル

ヲ
聞
ク
ガ
貴
サ
ニ
念
ジ
テ
、
皆
木
ノ
ウ
ツ
ホ
ニ
付つ
き

テ
居を

リ
。
火
ノ
勢
い
き
ほ
ひ

高
ク
燃

エ
上
ガ
リ
ヌ
レ
バ
、
痛
ク
被あ
ぶ
ら炮
レ
テ
皆
死し
に

ヌ
、
一ひ
と
つト
シ
テ
生い
き

タ
ル
蝙か
は
ぼ
り蝠
無
シ
。

死し
に

テ
後
ニ
、
此
ノ
法
門
ヲ
聞き
き

シ
ガ
故
ニ
皆
人に
ん
が
い界

ニ
生
レ
ヌ
。
皆
出
家
シ
テ
比
丘

ト
成
レ
リ
、
法
門
ヲ
悟
リ
テ
羅
漢
ト
成
リ
ニ
キ
。
其
ノ
羅
漢
ノ
中
ニ
一
人
ハ
我

レ
也
。
然さ

レ
バ
猶
、
佛
法
ニ
ハ
可
随
キ
也
。
其
ノ
児
ヲ
バ
令
出
家
テ
法
門
ヲ
学

ベ
」
ト
教
フ
。

山
人
ヲ
モ
「
仏
法
ニ
可し
た
が
ふ
べ随キ

也
」
ト
云
ヘ
バ
、
児
ヲ
バ
令し
ゅ
っ
け
せ
し
め

出
家
ツ
、
山
人
モ
佛

法
ニ
随
ヒ
ヌ
。
其
ノ
後
、
羅
漢
掻か
き

消け

ツ
様や
う

ニ
失う
せ

ヌ
。
其
ノ
時
ニ
、
山
人
大お
ほ
きニ
驚

キ
貴
た
ふ
と
びテ
弥い
よ
いヨ
佛
法
ヲ
深
ク
信し
ん
ずル
事
無か
ぎ
り
な限
シ
。
此
ノ
事
、
仏
、
涅ね
は
ん槃
ニ
入い
り
た
ま
ひ給テ
後の
ち

百
余
年
ノ
程
ノ
事
ナ
ル
ベ
シ
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
）
注注

（
注

。

　

以
上
、『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
五
百
の
蝙
蝠
が
、
阿
毘
達
磨
を
聴
い
た
功
徳
に

よ
り
、
死
後
、
人
界
に
生
ま
れ
、
出
家
し
比
丘
と
な
り
、
法
門
を
悟
り
羅
漢
と
な
る

く
だ
り
と
な
っ
て
い
る
。「
昔
南
海
ノ
浜
ヲ
旅
人
共
多
具
シ
テ
行
ク
ニ
」
と
は
じ
ま

る
点
や
そ
の
内
容
な
ど
、
こ
こ
に
掲
載
し
た
本
文
の
後
半
部
分
は
、『
三
宝
感
応
要

略
録
』
の
「
五
百
の
蝙
蝠
の
転
生
譚
」
を
踏
襲
し
つ
つ
、
和
文
に
し
て
い
る
点
が
う

か
が
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』（
大
正
蔵
）と『
大
唐
西
域
記
』を
比
較
し
て
み
た
い
。

大
正
新
修
大
蔵
経
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

第
十
二　

五
百
蝙
蝠
聞
阿
毘
達
磨
藏
感
應
〈
出
西
域
傳
〉

昔
南
海
之
濱
。
有
一
樹
枯
。
五
百
蝙
蝠
。
於
中
穴
聚
居
。
有
商
侶
止
於
樹
下
。

け
ぶ
り

既
屬
風
寒
。
人
皆
飢
凍
。
聚
積
樵
蘇
。
溫
火
其
下
。
煙
焔
漸
熾
。
枯
樹
遂
燃
。

時
商
侶
中
有
賈
客
。
夜
分
已
後
。
誦
阿
毘
達
磨
藏
。
諸
蝙
蝠
雜
爲
火
困
。
受
好

法
音
。
忍
而
不
去
。
於
是
命
終
。
隨
業
受
生
。
倶
得
人
身
。
捨
家
修
學
小
乘
法
。

聰
明
利
智
。
並
證
聖
果
。
近
迦
膩
色
迦
王
。
與
脇
尊
者
。
招
集
五
百
賢
聖
於
迦

濕
彌
羅
國
。
作
毘
婆
娑
論
。
斯
枯
樹
之
中
五
百
蝙
蝠
也

　
『
大
唐
西
域
記
』
巻
二
・
四
・
二
十

曩
者
南
海
之
濱
有
一
枯
樹
。
五
百
蝙
蝠
於
中
穴
居
。
有
諸
商
侶
止
此
樹
下
。
時

屬
風
寒
人
皆
飢
凍
。
聚
積
樵
蘇
蘊
火
其
下
。
煙
焔
漸
熾
枯
樹
遂
然
。
時
商
侶
中

有
一
賈
客
。
夜
分
已
後
誦
阿
毘
達
磨
藏
。
彼
諸
蝙
蝠
雖
爲
火
困
。
愛
好
法
音
忍

而
不
去
。
於
此
命
終
隨
業
受
生
。
倶
得
人
身
捨
家
修
學
。
乘
聞
法
聲
聰
明
利
智
。

並
證
聖
果
。
爲
世
福
田
。
近
迦
膩
色
迦
王
與
脇
尊
者
。
招
集
五
百
賢
聖
。
於
迦

濕
彌
羅
國
作
毘
婆
沙
論
。
斯
並
枯
樹
之
中
五
百
蝙
蝠
也
。
余
雖
不
肖
是
其
一
數
。

斯
則
優
劣
良
異
飛
伏
縣
殊
。
仁
今
愛
子
可
許
出
家
。
出
家
功
徳
言
不
能
述
。
時

阿
羅
漢
説
此
語
已
。
示
神
通
事
。
因
忽
不
現
。
婆
羅
門
深
生
敬
異
。
歎
善
久
之
。

具
告
隣
里
。
遂
放
其
子
出
家
修
學
。
因
即
迴
信
崇
重
三
寶
。
郷
人
從
化
於
今
彌

篤
。
從
烏
鐸
迦
漢
荼
城
北
踰
山
渉
川
。
行
六
百
餘
里
至
烏
仗
那
國
唐
言
苑
。
昔

輪
王
之
苑
囿
也
。
舊
云
烏
場
。
或
曰
烏
茶
皆
訛
。
北
印
度
境

大
唐
西
域
記
卷
第
二

　

こ
こ
に
示
し
た
両
者
の
本
文
を
比
較
検
討
す
る
と
、『
大
唐
西
域
記
』
に
は
出
典

が
明
示
さ
れ
な
い
点
や
一
部
の
語
句
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
一
の
本
文
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。ち
な
み
に
、水
谷
真
成
氏
は
、『
大
唐
西
域
記
』の「
五
百

（
注
38
）

（
注
39
）



一
一

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

の
蝙
蝠
」
の
話
に
つ
い
て
、

こ
の
事
跡
が
い
わ
ゆ
る
カ
ニ
シ
カ
王
の
第
四
結
集
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
と
の
詳
細
は
巻
三
・
六
の「
迦
湿
弥
羅
国
」の
条
に
見
え
る
。ま
た「
五
百
蝙
蝠
」

の
説
話
が
単
な
る
当
地
の
伝
説
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
ま
た
何
か
基
づ
く
所
の

あ
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
諸
研
究
書
と
も
に
説
明
な
く
、
今
判
明
し

な
い
。
後
考
を
俟
つ
。

と
述
べ
て
い
る
）
注注

（
注

。
い
ま
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
『
大
唐

西
域
記
』
の
両
者
の
接
点
に
つ
い
て
は
、別
の
機
会
に
考
察
結
果
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

以
上
、「
五
百
の
蝙
蝠
」
の
く
だ
り
に
つ
い
て
、①
『
善
導
寺
本
』
②
『
三
国
伝
記
』

③
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
④
『
今
昔
物
語
集
』
⑤
『
大
唐
西
域
記
』
を
比
較
検
討
し

て
み
た
。
い
ま
、そ
の
内
容
（
特
徴
）
を
表
に
し
て
み
る
と
、つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

い
ま
、
こ
の
一
覧
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、『
大
唐
西
域
記
』
と
『
三
宝
感
応
要
略

録
』
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
で
は
あ
る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
蝙
蝠
が

や
が
て
五
百
の
賢
聖
と
な
り
、
迦
湿
弥
羅
国
で
『
毘
娑
沙
論
』
を
作
る
こ
と
に
は
、

触
れ
な
い
。
ま
た
『
善
導
寺
本
』
は
、
聖
が
塚
穴
で
唱
え
た
経
典
を
『
無
量
義
経
』

と
す
る
点
が
異
な
る
。『
今
昔
物
語
集
』
と
『
三
国
伝
記
』
は
、
そ
の
素
材
を
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
か
ら
多
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
ま
と
め
で
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、本
稿
第
二
章
で
取
り
あ
げ
た
「
安
息
国
の
鸚
鵡
の
故
事
」

に
つ
づ
き
、
五
百
の
蝙
蝠
が
経
典
を
聴
聞
し
た
功
徳
に
よ
り
、
聖
果
を
得
る
話
に
つ

い
て
も
、
そ
の
出
典
を
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
確
認
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、『
善

導
寺
本
』
は
、
上
巻
（
上
西
門
女
院
へ
の
説
戒
の
く
だ
り
）
と
下
巻
（
法
然
上
人
の

三
七
日
忌
）
に
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
出
典
が
み
と
め
ら
れ
る
説
話
が
援
用
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
注（

（
注

。

　

ち
な
み
に
、『
伝
法
絵
』
以
外
の
法
然
諸
伝
に
お
い
て
、①
三
七
日
忌
の
和
歌
と
「
安

息
国
」
の
語
句
②
五
百
の
蝙
蝠
の
往
生
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

①
三
七
日
忌
の
和
歌
と
「
安
息
国
」
の
語
句
が
あ
る
伝
本  

（
注
42
）

作
品
名

唱
え
た
経
典

転
生
後
の
功
徳

『
三
宝
感
応
要
略
録
』

阿
達
磨

五
百
人
の
賢
聖
を
招
集
し『
毘
婆
沙
論
』を
作
る

『
大
唐
西
域
記
』

阿
毘
達
磨
蔵

五
百
人
の
賢
聖
を
招
集
し『
毘
婆
沙
論
』を
作
る

『
今
昔
物
語
集
』

阿
毘
達
磨

『
毘
婆
沙
論
』に
つ
い
て
の
言
及
な
し

『
三
国
伝
記
』

阿
毘
摩
達
蔵

五
百
人
の
賢
聖
を
招
集
し『
毘
娑
沙
論
』を
作
る

『
伝
法
絵
』
善
導
寺
本

無
量
義
経

『
毘
婆
沙
論
』に
つ
い
て
の
言
及
な
し

作
品
名

導
師

和
歌

『
伝
法
絵
』

善
導
寺
本

末
弟
躭
空
法
師

に
し
へ
義
よ
く
之
ゆ
く
へ
き
み
ち
の
し
る
へ
せ

よ
む
か
し
も
と
り
の
あ
と
は
あ
り
け
り

安
息
国
之
鳥
故
云
々

『
伝
法
絵
下
』

高
田
本

住
信
房

な
し

『
琳
阿
本
』

住
眞
房
、
弟
子
湛
空

法
師

に
し
へ
よ
し
ゆ
く
へ
き
み
ち
の
し
る
へ
せ
よ

む
か
し
も
と
り
の
あ
と
は
あ
り
け
り

『
拾
遺
古
徳
伝
』

住
眞
房
、
弟
子
湛
空

に
し
へ
よ
し
ゆ
く
へ
き
み
ち
の
し
る
へ
せ
よ

む
か
し
も
鳥
の
跡
は
あ
り
け
り

『
九
巻
伝
』

住
眞
房
、
末
弟
湛
空

法
師

に
し
へ
よ
し
行
べ
き
み
ち
の
し
る
べ
せ
よ

む
か
し
も
鳥
の
あ
と
は
あ
り
け
り

『
四
十
八
巻
伝
』

住
眞
房

檀
那　

正
信
房
湛
空

に
し
へ
よ
し
ゆ
く
べ
き
道
の
し
る
べ
せ
よ

む
か
し
も
と
り
の
あ
と
は
あ
り
け
り
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②
五
百
の
蝙
蝠
の
往
生
の
話
が
あ
る
伝
本
）
注注

（
注

 

　

以
上
、
二
つ
の
図
表
を
示
し
た
が
、
①
に
つ
い
て
は
『
伝
法
絵
』
に
影
響
を
受
け

た
他
伝
の
作
者
は
、『
善
導
寺
本
』
を
み
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
「
安
息
国
」
の
故

事
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
②
に
つ
い
て

は
、『
善
導
寺
本
』
以
下
、
他
伝
に
書
承
が
認
め
ら
れ
る
が
、『
九
巻
伝
』
で
は
「
阿

毘
雲
」（
平
間
注
「
阿
毘
達
磨
」
の
こ
と
）
と
記
さ
れ
、
仏
書
や
類
話
な
ど
を
確
認

す
る
な
ど
し
て
、
原
典
に
沿
っ
た
表
記
に
改
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
四
、
蛇
と
蝙
蝠
の
説
草
に
つ
い
て

　

本
稿
を
執
筆
中
に
、
称
名
寺
聖
教
に
「
蝙
蝠
生
天
事
」
と
い
う
題
を
有
す
る
説
草

が
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
称
名
寺
聖
教
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

高
橋
悠
介
氏
に
よ
れ
ば
、称
名
寺
聖
教
に
は
、『
言
泉
集
』『
転
法
輪
鈔
』『
鳳
光
抄
』

『
釈
門
秘
鑰
』
と
い
っ
た
安
居
院
の
説
草
、
南
都
関
連
で
は
、
東
大
寺
尊
勝
院
・
弁

暁
（
一
一
三
九
～
一
二
〇
二
）
の
説
草
、
解
脱
房
貞
慶
（
一
一
五
五
～
一
二
一
三
）

の
起
草
し
た
勧
進
状
な
ど
を
ま
と
め
た
『
讃
仏
乗
鈔
』
な
ど
が
あ
り
、
京
都
や
南
都

で
形
成
さ
れ
た
説
草
が
東
国
の
称
名
寺
で
も
必
要
と
さ
れ
、
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、「
京
都
や
南
都
で
形
成
さ
れ
た
説
草
の
収
集
は
、
称
名

寺
二
世
長
老
釼
阿
の
時
代
に
大
規
模
に
行
わ
れ
、
三
世
長
老
湛
叡
に
も
引
き
継
が
れ

た
」
と
し
、
さ
ら
に
称
名
寺
聖
教
の
中
に
、
表
紙
の
右
上
に
千
字
文
が
書
か
れ
て
い

る
説
草
に
つ
い
て
、

千
字
文
説
草
に
は
奥
書
等
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
由
来
を
示
す
情
報
が
乏
し
い
こ

と
か
ら
、
安
居
院
の
説
草
や
弁
暁
草
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
現
在
確
認
で
き
て
い
る
だ
け
で
約
一
七
〇
点
が
存
在

す
る
。（
中
略
）
表
紙
の
右
上
に
書
か
れ
た
千
字
文
は
、
説
草
の
内
容
に
よ
る

分
類
と
み
え
、例
え
ば
「
玄
」
：
阿
弥
陀
、「
宇
」
：
法
華
経
、「
洪
」
：
如
法
経
、

「
丁
」
：
勧
進
、「
日
」
：
観
音
、「
金
」
：
神
明
垂
迹
、「
公
」
：
廻
向
、「
成
」
：

亡
息
廻
向
、「
陰
」
：
亡
母
追
善
、
と
い
っ
た
よ
う
な
テ
ー
マ
で
分
け
た
よ
う

だ
）
注注

（
注

。

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
恋
田
知
子
氏
は
、「
宇
」
の
字
が
付
さ
れ
た
説
草
に
は
、『
法
華
経
』
に
関
す

る
話
が
ま
と
ま
っ
て
伝
存
す
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
説
草
の
出
典
や
関
連
話
に
つ
い

て
詳
述
さ
れ
て
い
る
）
注注

（
注

。
な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
、
つ
ぎ
に
示
す
「
⑥
法
花
禽
獣
益

事
」
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
重
要
な
御
指
摘
な
の
で
、
い
さ
さ
か
長
文
で
は
あ

作
品
名

唱
え
た
経
典

五
百
の
蝙
蝠
の
転
生
後

『
伝
法
絵
』

善
導
寺
本

無
量
義
経

五
百
の
天
人
と
な
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
る

と
夢
告
を
す
る

『
伝
法
絵
下
』

高
田
本

無
量
義
経

五
百
の
天
人
と
な
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
る

『
琳
阿
本
』

無
量
義
経

五
百
の
天
人
と
な
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
る

と
夢
告
を
す
る

『
拾
遺
古
徳
伝
』

無
量
義
経

五
百
の
天
人
と
な
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
る

と
夢
告
を
す
る

『
弘
願
本
』

無
量
義
経

五
百
の
天
人
と
な
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
る

『
九
巻
伝
』

阿
毘
雲

（「
阿
毘
達
磨
」）

五
百
の
真
應（
阿
羅
漢
）と
な
る



一
三

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

る
が
表
と
本
文
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　

⑤
釋
恵
明
講
法
花
事
（
三
三
〇
函
一
〇
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宝
感
応
要
略
録
・
中
（
六
六
）、
法
華
伝
記
・
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
昔
物
語
集
・
七
（
二
四
）、
三
国
伝
記
八
（
八
）

　

⑥
法
花
禽
獣
益
事
（
三
三
〇
函
一
〇
四
）

　
　

毒
蛇
生
天
事　
　
　
　

法
華
伝
記
・
九

　
　

蝙
蝠
生
天
事　
　
　
　

法
華
伝
記
・
九

　
　

獮
猴
生
天
事　
　
　
　

法
華
伝
記
・
九

　
　

同
尺
恵
明
事
〈
在
別
帋
〉

↓

⑤
釋
恵
明
講
法
花
事

　
　

鴿
児
生
人
事
〈
在
別
帋
〉
弘
賛
法
華
伝
・
九
、
法
華
伝
記
・
九
、
法
苑
珠
林
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
〇
、
宋
高
僧
伝
・
二
五
、
太
平
広
記
・
一
〇
九
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
昔
物
語
集
・
七
（
十
）

　
　

二
野
干
事
〈
在
別
帋
〉

　
　

大
龍
生
天
事　
　
　
　

法
華
伝
記
・
七

　
　

鼠
得
人
身
事　
　
　
　

法
華
伝
記
・
九

　

氏
は
、

た
と
え
ば
⑥
『
法
花
禽
獣
益
事
』
の
「
同
尺
恵
明
事
」
や
⑨
『
法
華
八
講
事
』

の
「
釋
恵
明
事
」
に
は
表
紙
に
小
さ
く
「
在
別
帋
」
と
記
さ
れ
、
そ
こ
で
は
省

略
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
⑤
『
釋
恵
明
講
法
花
事
』
の
存
在
に
よ
り
⑤
が
別
紙

に
相
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
恵
明
に
よ
る
法
華
経
講
説
を
聞
い
た
彌
猴（
猿
）

が
忉
利
天
に
生
じ
た
と
す
る
著
名
な
説
話
で
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
三
国
伝
記
』

な
ど
に
も
収
め
ら
れ
る
。
⑥
『
法
花
禽
獣
益
事
』
や
⑨
『
法
華
八
講
事
』
を
説

く
際
に
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
説
法
の
場
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
説

話
で
あ
っ
た
。

と
指
摘
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に

⑥
『
法
花
禽
獣
益
事
』
に
は
「
在
別
帋
」
と
す
る
も
の
を
除
き
、「
毒
蛇
」「
蝙

蝠
」「
彌
猴
」「
鴿
」「
大
龍
」「
鼠
」の
法
華
経
利
生
を
語
る
六
話
が
収
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
生
前
に
僧
侶
に
よ
る
法
華
経
を
聴
聞
し
た
こ
と
や
、
死
後
僧
侶
に
法

華
経
供
養
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、忉
利
天
に
生
じ
、あ
る
い
は
人
間
の
身
と
な
っ

た
と
す
る
。
た
と
え
ば
、「
毒
蛇
生
天
事
」
で
は
、毒
蛇
が
忉
利
天
に
生
じ
た
際
、

法
華
経
の
功
徳
に
よ
り
光
り
輝
く
天
人
の
様
子
や
法
華
経
の
威
力
を
強
調
す
る

点
に
『
法
華
伝
記
』
所
収
話
と
の
異
同
が
僅
か
に
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
同
じ

く
天
に
生
じ
る
「
蝙
蝠
生
天
事
」
や
「
獮
猴
生
天
事
」、「
大
龍
生
天
事
」
さ
ら

に
人
間
の
身
と
な
る
「
鴿
児
生
人
事
」「
鼠
得
人
身
事
」
は
い
ず
れ
も
語
句
の

形
容
な
ど
細
か
な
異
同
の
み
で
、
ほ
ぼ
忠
実
に
『
法
華
伝
記
』
所
収
話
に
拠
っ

て
い
る
。
抑
も
先
の
一
覧
に
示
し
た
よ
う
に
「
大
龍
生
天
事
」
を
除
き
、
い
ず

れ
も
動
物
の
法
華
利
益
説
話
が
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
『
法
華
伝
記
』
巻

九
か
ら
集
中
的
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
恋
田
氏
の
御
指
摘
に
よ
り
、称
名
寺『
千
字
文
説
草
』の「
宇
」

が
付
さ
れ
た
も
の
の
出
典
は
、『
法
華
伝
記
』
巻
九
に
よ
る
も
の
が
多
く
、『
法
華
経
』

を
聴
聞
し
た
功
徳
や
、『
法
華
経
』
の
供
養
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
動
物
が
忉
利

天
に
生
じ
る
話
を
確
認
で
き
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
説
草
の
並
び
順
で

あ
ろ
う
。
こ
の
「
蛇
」「
蝙
蝠
」
の
話
の
連
続
は
、
先
述
し
た
『
善
導
寺
本
』
巻
二
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に
も
確
認
で
き
る
。『
善
導
寺
本
』
で
は
、
法
然
上
人
が
上
西
門
院
に
説
戒
し
た
折

り
に
、「
く
ち
な
は
（
蛇
）」
が
現
れ
、第
七
日
目
に
は
、蛇
の
「
か
し
ら
」
が
わ
れ
て
、

「
蝶
」
に
な
っ
た
と
見
る
ひ
と
や
、「
天
人
」
と
な
っ
た
姿
を
見
る
と
い
う
奇
瑞
が
記

さ
れ
て
い
た
）
注注

（
注

。
そ
の
続
き
に
は
、遠
行
す
る
聖
が
塚
穴
の
中
で
経
典
を
唱
え
、「
蝙
蝠
」

が
五
百
の
天
人
と
な
る
く
だ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
伝
法
絵
』
の
作
者
は
、こ
の
よ
う
な
説
話
を
用
い
る
際
に
『
法
華
伝
記
』
や
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
に
記
さ
れ
た
経
典
名
の
ま
ま
で
は
な
く
て
、
法
然
上
人
の
伝
記
で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、「
阿
毘
達
摩
」
か
ら
「
無
量
義
経
」
へ
と
経
典
名
を
変
え

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
推
測
の
域
を
で
な
い
が
、「
蛇
」「
蝙
蝠
」
と
連
続
す
る
称
名

寺
聖
教
の
『
千
字
文
説
草
』
と
『
法
華
伝
記
』
の
存
在
は
、『
伝
法
絵
』
を
考
え
る

上
で
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ち
な
み
に
、『
法
華
伝
記
』
の
成
立
や
編
者
に
つ
い
て
は
未
詳
な
点
が
多
い
が
、

市
岡
聡
氏
に
よ
れ
ば
、
長
久
年
間
（
一
〇
四
〇
～
一
〇
四
四
）
に
編
ま
れ
た
『
大
日

本
国
法
華
経
験
記
』
に
強
い
影
響
を
与
え
、『
百
座
法
談
聞
書
抄
』
や
醍
醐
寺
蔵
『
探

要
法
華
伝
』
へ
の
引
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
注注

（
注

。
い
ま
参
考
ま
で
に
、『
法
華
伝
記
』

の
該
当
本
文
を
提
示
し
て
み
た
い
。

  『
法
華
伝
記
』
巻
九

　

毒
蛇
生
天
九

昔
外
國
有
一
比
丘
。
坐
禪
誦
法
華
經
。
城
邑
喧
雜
。
靜
散
相
乖
。
捨
聚
落
憒
鬧
。

移
居
深
山
。
鳥
路
交
通
。
人
跡
永
絶
。
晝
夜
坐
禪
。
禪
餘
暇
誦
經
。
其
山
陰
有

大
蛇
。以
惡
業
因
縁
故
。無
量
毒
蟲
。聚
集
之
所
唼
食
。遥
聞
人
香
。宛
轉
腹
行
。

趣
向
僧
處
。
此
蛇
昔
佛
弟
子
。
聞
法
音
流
涙
。
毒
虫
食
息
。
苦
痛
暫
除
。
歡
喜

不
害
比
丘
。
常
住
僧
邊
聞
經
。
僧
不
知
有
大
蛇
。
乞
食
已
訖
。
還
所
止
見
大
蛇

蟠
。
即
生
驚
怖
語
惡
蛇
。
汝
早
去
早
去
。
若
無
惡
心
即
近
住
。
蛇
聞
此
言
。
近

來
常
住
。
聞
誦
經
聲
。
至
食
時
含
菓
來
供
養
之
。
如
此
日
日
來
。
後
時
良
久
不

來
。
比
丘
怪
之
登
峯
見
下
。
幽
谷
臭
穢
。
即
下
見
懸
高
木
枝
吐
菓
而
死
。
比
丘

見
悲
愍
。
爲
呪
願
報
恩
還
所
止
。
爾
時
天
雨
種
種
雜
華
滿
山
谷
。
來
下
比
丘
僧

室
。
種
種
供
養
之
。
飛
騰
空
中
。
比
丘
曰
。
汝
誰
天
。
答
吾
是
公
弟
子
山
陰
大

蛇
。
依
聞
法
力
。
捨
身
生
忉
利
天
。
今
爲
報
恩
來
下
而
已
。
天
又
曰
。
吾
生
天

上
。
見
一
天
子
。
從
手
放
光
。
掩
閉
諸
天
。
問
因
縁
答
。
吾
在
人
間
。
書
寫
法
華
。

生
此
天
中
。
以
是
因
縁
。
手
放
光
。
或
天
口
放
光
。
問
因
縁
答
。
吾
先
世
讀
法

華
。
凡
所
有
天
衆
。
多
無
解
而
行
法
華
人
也
。
説
此
事
已
。
還
於
本
天
。
比
丘

手
記
置
。
收
室
柱
内
耳
出
外
國
記
）
注注

（
注

 

 

『
法
華
伝
記
』
巻
九

　

魏
常
山
衡
唐
精
舍
蝙
蝠
十
四

常
山
衡
唐
精
舍
中
。
有
數
十
蝙
蝠
遊
化
。
沙
門
止
宿
寺
中
。
誦
法
華
經
。
蝙
蝠

愛
樂
法
音
在
壁
中
。
壁
頓

落
一
時
命
終
。
僧
見
其
死
呪
願
。
汝
既
聞
法
華
。

必
生
天
上
。
過
三
日
後
。
僧
夢
數
十
天
人
。
身
帶
光
明
。
來
謁
僧
曰
。
我
等
此

伽
藍
中
聞
法
故
。
捨
身
生
四
天
王
天
。
以
本
縁
所
起
來
辭
。
僧
取
蝙
蝠
埋
土
中
。

其
上
立
塔
。
稱
曰
蝙
蝠
塔
焉
）
注注

（
注

 
　

以
上
が
、『
法
華
伝
記
』
の
該
当
本
文
で
あ
る
。『
法
華
伝
記
』
と
『
善
導
寺
本
』

巻
二
の
一
節
を
比
較
検
討
し
、
そ
の
両
者
に
直
接
の
引
用
関
係
が
あ
る
か
に
つ
い
て

は
、
今
後
慎
重
な
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
提
示
の
み
に
と
ど
め
た
い
。



一
五

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

　

た
だ
現
時
点
で
は
、『
法
華
伝
記
』
や
同
書
を
出
典
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
『
千
字
文
説
草
』
の
「
毒
蛇
生
天
事
」「
蝙
蝠
生
天
事
」
の
く
だ
り
を
、『
善

導
寺
本
』
の
作
者
が
知
り
得
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
く
だ
り
を
自
ら
の
制
作

す
る
『
伝
法
絵
』
に
援
用
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

論
旨
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
の
で
、
今
一
度
、
簡
潔
に
本
稿
の
要
点
を
ま
と
め
て
み

た
い
。

　

鸚
鵡
の
往
生
の
話
は
、
中
世
に
か
な
り
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
行
研

究
を
踏
ま
え
る
と
、①
『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
と
、

②
『
龍
舒
淨
土
文
』『
鎮
西
宗
要
』『
私
聚
百
因
縁
集
』『
発
心
集
』
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た『
善
導
寺
本
』の「
安
息
国
」の
語
句
に
注
目
す
る
と
、①
の『
三

宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
と
②
『
鎮
西
宗
要
』
に
そ
の
語

句
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
『
善
導
寺
本
』
に
記
さ
れ
た
追
善
の
和
歌
は
、
法
然
上
人

の
教
え
と
極
楽
往
生
に
つ
い
て
述
べ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
善
導
寺
本
』で
は
、上
の
句
で「
西
ヘ
よ
し
」「
ゆ
く
べ
き
道
」の
言
葉
を
用
い
つ
つ
、

「
昔
も
鳥
の
跡
は
あ
り
け
り
」
と
下
の
句
を
結
ん
で
、「
安
息
国
の
鳥
故
云
々
」
と
記

し
て
い
る
。「
安
息
国
の
鳥
故
云
々
」と
い
う
文
言
は
、複
数
あ
る
法
然
伝
の
な
か
で
、

唯
一『
善
導
寺
本
』に
の
み
確
認
で
き
る
語
句
で
あ
る
。「
云
々
」と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

祖
本
に
は
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
想
像
を
逞
し

く
す
る
な
ら
ば
、本
稿
で
検
討
し
て
き
た
①
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔
物
語
集
』

『
金
言
類
聚
抄
』の
よ
う
な
鸚
鵡
往
生
に
つ
い
て
、絵
解
き
で
語
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

も
う
一
点
は
、
五
百
の
蝙
蝠
が
経
典
を
聴
聞
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
忉
利
天
に
生
じ

た
話
は
、『
法
華
伝
記
』『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
大
唐
西
域
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
三

国
伝
記
』
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、五
百
と
い
う
数
で
は
な
か
っ
た
が
、

「
蝙
蝠
」
の
経
典
に
よ
る
功
徳
譚
は
、『
千
字
文
説
草
』
や
、『
法
華
伝
記
』
に
も
確

認
で
き
た
。

　

こ
の
二
つ
の
話
、す
な
わ
ち
、「
五
百
の
蝙
蝠
の
往
生
譚
」は『
善
導
寺
本
』上
巻
の
、

法
然
上
人
が
説
戒
を
行
な
う
場
面
に
、「
安
息
国
の
鳥
の
故
（
事
）」
の
語
句
は
『
善

導
寺
本
』
下
巻
の
、
法
然
上
人
が
亡
く
な
り
、
三
七
日
忌
の
法
要
に
際
し
て
、
湛
空

が
和
歌
を
捧
げ
る
場
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
善
導
寺
本
』
の
祖
本

で
あ
る
『
伝
法
絵
』
の
作
者
は
、
上
巻
に
も
下
巻
に
も
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
な
ど

に
記
さ
れ
た
、
中
世
に
流
布
し
た
動
物
の
転
生
譚
や
往
生
譚
を
取
り
入
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
現
段
階
で
は
、『
伝
法
絵
』
作
者
が
引
用
し
た
直
接
の
出
典
を
絞
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
の
、『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
あ
る
説
話
が
、
唱
導
や
文
学
作

品
に
多
数
、
受
容
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、『
伝
法
絵
』
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
中
世
の
複
数
の
作
品
に
お
い
て
確
認
で
き
る
説
話
が
、
法
然
伝
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
稿
で
は
、
作
品
の
受
容
史
か
ら
看
過
さ
れ

て
い
た
法
然
伝
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
、
法
然
伝
各
種
の
書
承
関
係

に
つ
い
て
、
検
討
を
く
わ
え
て
い
き
た
い
。



一
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　【
注
】

（
注
１
）
拙
論
（
課
程
博
士
論
文
第
二
章
第
三
節
、『
伝
法
絵
』
和
歌
考
―
―
王
羲
之
と
鳥

跡
を
中
心
に
―
―
、
初
出
「『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
和
歌
考
―
―
王
羲
之
と
鳥
跡
を
手

掛
か
り
に
―
―
」、『
国
文
学
踏
査
』、
第
二
九
号
、
大
正
大
学
国
文
学
会
、
平
成
三
〇
年
）

一
～
二
二
頁
。

　
『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
は
、『
善
導
寺
本
』『
國
華
本
』『
高
田
本
』『
伝
法
絵
略
記
抄
』
の

写
本
が
あ
る
が
、『
国
華
本
』『
伝
法
絵
略
記
抄
』
は
、
断
簡
残
欠
本
に
よ
り
該
当
箇
所

が
な
い
の
で
、
考
察
の
対
象
に
は
し
な
い
。

（
注
２
）
本
場
面
の
底
本
は
、『
善
導
寺
本
』（
平
成
二
〇
年
、
浄
土
宗
）
影
印
九
二
～
九
三

頁
、翻
刻
一
五
七
頁
。
ま
た
『
善
導
寺
本
』
本
文
「
安
息
国
の
鳥
故
云
々
」
に
つ
い
て
は
、

本
来
は
「
安
息
国
の
鳥
の
故
事
云
々
」
で
あ
り
「
事
」
が
脱
落
し
た
か
、「
故
」
で
「
ゆ

え
に
」
と
読
ん
で
い
た
の
か
等
を
想
定
で
き
る
。

（
注
３
）『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、『
金
剛
寺
本
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
研
究
』（
大
阪

大
学
三
宝
感
応
要
略
録
研
究
会
（
編
）、
勉
誠
出
版
、
平
成
一
九
年
）
五
〇
、 

五
一
頁
。

お
よ
び
、『
大
正
蔵
』
第
五
一
巻
・
八
三
一
頁
Ｃ
９
～
22
。

（
注
４
）三
木
紀
人
校
注『
発
心
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成『
方
丈
記　

発
心
集
』、 

新
潮
社
、

昭
和
五
一
年
）
三
五
七
～
三
五
八
頁
。

（
注
５
）『
龍
舒
増
廣
淨
土
文
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
六
巻
、山
喜
房
仏
書
林
、 
昭
和
四
五
年
）

八
八
四
頁
ｂ
15
～
八
八
五
頁
ａ
8
。

（
注
６
）『
浄
土
宗
要
集
」』（『
鎮
西
宗
要
』）（『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
巻
、
山
喜
房
仏
書
林
、

昭
和
四
六
年
）
二
二
八
頁
ｂ
12
～
ａ
4
。

（
注
７
）『
妻
鏡
』（『
假
名
法
語
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
８
３
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二

年
所
収
）
一
八
〇
頁
。

（
注
８
）『
金
言
類
聚
抄
』（『
中
世
仏
伝
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
、
第
五
巻
、
臨
川
書
店
、

平
成
一
二
年
所
収
）
影
印
一
七
〇
～
一
七
一
頁
、
翻
刻
篇
三
二
三
頁
。

（
注
９
）
池
上
洵
一
校
注
『
三
国
伝
記
』（
下
）（
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
、
平
成
七
年

初
版
第
三
刷
）
二
七
三
～
二
七
四
頁
。

（
注
10
）『
私
聚
百
因
縁
集
』
中
（
古
典
文
庫
第
二
六
七
冊
、 

古
典
文
庫
、 

昭
和
四
四
年
）
巻

五
・
一
三
ウ
～
一
四
オ
。

（
注
11
）『
金
剛
寺
本
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
研
究
』（
大
阪
大
学
三
宝
感
応
要
略
録
研
究

会
（
編
）
勉
誠
出
版
、
平
成
一
九
年
）
五
〇
、 

五
一
頁
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
四
「
天
竺
、

安
息
國
ノ
鸚
鵡
鳥
ノ
語
第
卅
六
」（『
今
昔
物
語
集
』
一
、
日
本
古
典
文
学
大
系
22
、
岩

波
書
店
、
昭
和
三
四
年
）
三
二
五
頁
。

（
注
12
）
注
（
２
）
に
同
じ
、『
善
導
寺
本
』
九
二
頁
。

（
注
13
）簗
瀬
一
雄「
私
聚
百
因
縁
集
出
典
考
―
―
発
心
集
と
関
係
あ
る
説
話
に
つ
い
て
―
―
」

　
（
簗
瀬
一
雄
著
作
集
三
『
発
心
集
の
研
究
』、
加
藤
中
道
館
、
昭
和
五
一
年
）
一
二
五
～

一
二
六
頁
。

（
注
14
）『
龍
舒
增
廣
淨
土
文
』
は
注
（
５
）、『
鎮
西
宗
要
』
は
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
注
15
）『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
巻（
山
喜
房
仏
書
林
、昭
和
四
六
年
）
二
二
八
頁
ｂ
12
～
ａ
４
。

（
注
16
）『
私
聚
百
因
縁
集
』
中
（
古
典
文
庫
、
第
二
六
七
冊
、
昭
和
四
四
年
）
巻
五
一
三
ウ

～
一
四
オ
。

（
注
17
）
注
（
13
）
に
同
じ
、
一
二
五
頁
。

（
注
18
）『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』（
浄
土
宗
、
平
成
二
八
年
）「
浄
土
宗
要
集
」
の
項
参
照
。

（
注
19
）
注
（
２
）
に
同
じ
、『
善
導
寺
本
』
巻
二
、
影
印
四
四
頁
、
翻
刻
一
三
七
頁
。

（
注
20
）『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』（
浄
土
宗
、
平
成
二
八
年
）「
龍
舒
淨
土
文
」
の
項
参
照
。

（
注
21
）
安
藤
直
太
朗
氏
は
、
住
信
が
『
私
聚
百
因
縁
集
』
を
撰
述
し
た
常
陸
国
は
、
法
然

門
流
の
聖
冏
・
聖
聡
が
瓜
連
・
常
福
寺
を
中
心
に
多
く
の
門
徒
を
擁
し
、
念
仏
講
の
組

織
が
普
及
し
て
い
た
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
親
鸞
が
同
国
・
稲
田
の
浄
興
寺
を
拠
点

と
し
て
布
教
し
て
い
た
土
地
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。（「
説
話
の
類
聚
と
編

者
―
―
『
私
聚
百
因
縁
集
』
と
『
三
国
伝
記
』
―
―
」、 『
日
本
の
説
話
』
３
、 

東
京
美
術
、

昭
和
四
八
年
所
収
）
二
七
九
頁
。

（
注
22
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
四
一
六
～
四
一
七
、四
三
二
頁
。

（
注
23
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
三
五
七
～
三
五
八
頁
。

（
注
24
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
三
五
七
頁
。



一
七

　
　
　
　
法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

（
注
25
）
注
（
４
）
に
同
じ
。
三
五
七
頁
。

（
注
26
）
注
（
13
）
に
同
じ
。

（
注
27
）
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
注
28
）『
戒
珠
伝
』
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
氏
、
大
谷
旭
雄
氏
、
清
水
宥
聖
氏
を
は
じ

め
諸
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
大
谷
旭
雄
氏
は
、
飛
山
戒
珠
の
『
浄
土
往
生
伝
』
の

流
伝
に
つ
い
て
、「
証
真
、
法
然
に
お
い
て
も
そ
の
引
用
は
指
摘
で
き
ず
、
現
時
点
で
そ

れ
が
確
認
で
き
る
の
は
幸
西
の
『
京
師
善
導
和
尚
類
聚
伝
』、
慶
政
の
和
歌
な
ど
に
お

い
て
」
と
述
べ
、「『
戒
珠
伝
』
が
実
際
に
お
い
て
流
伝
し
た
の
は
法
然
の
最
晩
年
以
降
、

承
久
―
建
保
初
年
の
頃
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
京
極
為
兼
が
正
和

三
年
（
一
三
一
二
）
に
撰
進
し
た
『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
十
九
に
『
戒
珠
伝
』
を
歌
題
と

し
た
慶
政
の
和
歌
に
注
目
し
、 『
戒
珠
伝
』所
覧
の
実
例
と
し
て
い
る
。
慶
政
の『
閑
居
友
』

に
『
戒
珠
伝
』
の
引
用
が
あ
る
こ
と
と
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
和
歌
に
よ
り
、慶
政
が
『
戒

珠
伝
』
を
閲
覧
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

塚
本
善
隆
氏
は
、「
遼
僧
非
濁
の
仏
教
感
応
説
話
文
学
集
は
、『
今
昔
物
語
集
』『
偽
撰

戒
珠
往
生
伝
』『
漢
家
類
聚
往
生
伝
』
に
素
材
を
提
供
し
、
こ
と
に
彼
の
集
め
た
弥
陀
浄

土
感
応
説
話
は
、あ
た
か
も
日
本
の
弥
陀
浄
土
教
の
特
別
な
勃
興
期
に
会
し
て
、宗
教
界
・

文
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」
と
し
、『
私
聚
百
因
縁
集
』
の
う
ち
十
話
に
、
非
濁

著
作
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』、『
真
福
寺
戒
珠
伝
』、『
漢
家
類
聚
往
生
伝
』
の
ど
れ
か

に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
塚
本
氏
の
指
摘
さ
れ
た
『
私
聚
百

因
縁
』
と
非
濁
の
著
作
に
関
連
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
十
話
の
な
か
に
、
本
稿
で
取
り

上
げ
た
「
鸚
鵡
の
念
仏
往
生
」
は
、
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。（
塚
本
善
隆
「『
私
聚
百
因

縁
集
』
と
『
三
国
伝
記
』
に
見
る
非
濁
文
学
の
影
響
」『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
所
収
、
大

東
出
版
社
、
昭
和
四
九
年
、
二
一
六
～
二
三
四
頁
。）

（
注
29
）「『
伝
法
絵
』
の
詞
書
き
の
文
体
は
多
く
が
〝
耳
で
聴
く
文
章
〟」
と
指
摘
が
あ
る
。

注
（
２
）
に
同
じ
（
中
井
真
孝
「『
伝
法
絵
』（
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
）
の
作
者
と
成
立
」）

一
七
六
頁
。

（
注
30
）『
善
導
寺
本
』
上
巻
影
印
三
三
～
三
四
頁
、
翻
刻
一
三
二
頁
。

（
注
31
）
注
（
９
）
に
同
じ
。
二
七
三
～
二
七
四
頁
。

（
注
32
）
注
（
９
）
に
同
じ
。
二
七
三
頁
。

（
注
33
）
注
（
９
）
に
同
じ
。
二
六
三
、 

二
七
〇
頁
。

（
注
34
）
池
上
洵
一
校
注
『
三
国
伝
記
』（
上
）（
中
世
の
文
学
、 

三
弥
井
書
店
、
平
成
九
年

第
三
刷
）
一
三
～
二
二
頁
。

（
注
35
）
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
・
四
三
『
三
宝
感
応
要
略
録
』（
八
木
書
店
、平
成
二
十
年
）

一
二
八
～
一
二
九
頁
。
翻
刻
に
際
し
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
■
と
し
た
。

（
注
36
）『
三
宝
感
応
要
略
録
』
大
正
蔵
51
巻
、
八
三
九
頁
、
ｂ
6
～
16
。

（
注
37
）『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
四
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
33
、 

岩
波
書
店
、平
成
一
二
年
）

三
二
〇
～
三
二
一
頁
。

（
注
38
）
注
（
36
）
に
同
じ
。

（
注
39
）『
大
唐
西
域
記
』
大
正
蔵
51
巻
、
八
八
一
頁
ｃ
27
～
八
八
二
頁
ａ
29
。

（
注
40
）
水
谷
真
成
訳
『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
第
二
二
巻
（
平
凡
社
、
昭
和
四
六
年
）

九
六
～
九
八
頁
。

（
注
41
）
注
（
30
）
に
同
じ
。『
善
導
寺
本
』
上
巻
は
影
印
三
三
～
三
四
頁
、 

翻
刻
一
三
二
頁
、

『
善
導
寺
本
』
下
巻
は
影
印
九
二
～
九
三
頁
、
翻
刻
一
五
七
頁
。

（
注
42
）

　
『
善
導
寺
本
』（
注
２
）
に
同
じ
。
影
印
九
二
～
九
三
頁
、
翻
刻
一
五
七
頁
。　
　

　
『
高
田
本
』）（『
影
印
高
田
古
典
』
第
三
巻
、
顕
智
上
人
集
（
中
）、
真
宗
高
田
派
教
学
院
、

平
成
一
三
年
）
四
九
七
～
四
九
八
頁
。『
高
田
本
』
は
、 

導
師
の
名
前
の
み
記
し
、
法
要

の
詳
細
は
な
い
。

　
『
琳
阿
本
』（『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（
妙
定
院
本
）、
法
然
上
人
絵
伝
集
成
２
、
浄
土
宗
、

平
成
二
二
年
）
影
印
一
八
八
頁
、
翻
刻
二
七
九
頁
。

　
『
拾
遺
古
徳
伝
』（（
常
福
寺
本
）、
法
然
上
人
絵
伝
集
成
３
、
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
）

影
印
二
五
八
頁
、
翻
刻
三
五
五
～
三
五
六
頁
。

　
『
九
巻
伝
』（
井
川
定
慶『
法
然
上
人
傳
全
集
』、 

法
然
上
人
傳
全
集
刊
行
会
、 

昭
和
五
三
年
）

四
四
四
頁
。



一
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
『
四
十
八
巻
伝
』（
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
傳
全
集
』、
法
然
上
人
傳
全
集
刊
行
会
、
昭
和

五
三
年
）
二
五
〇
頁
。

（
注
43
）

　
『
善
導
寺
本
』
注
（
30
）
に
同
じ
。

　
『
高
田
本
』（『
影
印
高
田
古
典
』
第
三
巻
、
顕
智
上
人
集
（
中
）、
真
宗
高
田
派
教
学
院
、

平
成
一
三
年
）
四
三
七
～
四
四
〇
頁
。

　
『
琳
阿
本
』（『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（
妙
定
院
本
）、
法
然
上
人
絵
伝
集
成
２
、
浄
土
宗
、

平
成
二
二
年
）
影
印
七
五
頁
、
翻
刻
二
四
三
頁
。

　
『
拾
遺
古
徳
伝
』（（
常
福
寺
本
）、
法
然
上
人
絵
伝
集
成
３
、
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
）

影
印
七
五
頁
、
翻
刻
三
〇
二
頁
。

　
『
弘
願
本
』（
井
川
定
慶『
法
然
上
人
傳
全
集
』、 
法
然
上
人
傳
全
集
刊
行
会
、 

昭
和
五
三
年
）

五
三
九
頁
。

　
『
九
巻
伝
』（
井
川
定
慶『
法
然
上
人
傳
全
集
』、 

法
然
上
人
傳
全
集
刊
行
会
、 

昭
和
五
三
年
）

三
四
八
頁
。

（
注
44
）
高
橋
悠
介
「
称
名
寺
の
千
字
文
説
草
と
杉
本
寺
」『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
三
三
四

号
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
平
成
二
七
年
、
一
六
～
二
七
頁
。
お
よ
び
高
橋
悠
介
「
千

字
文
説
草
と
そ
の
特
徴
―
―
亡
息
・
亡
息
女
の
説
草
を
中
心
に
―
―
」『
仏
教
文
学
』
第

四
五
号
、
仏
教
文
学
会
、
令
和
二
年
、
一
～
一
一
頁
。

（
注
45
）恋
田
知
子「
千
字
文
説
草
の
法
華
経
説
話
」『
仏
教
文
学
』第
四
五
号
、 

仏
教
文
学
会
、

令
和
二
年
、
二
六
～
三
〇
頁
。

（
注
46
）『
善
導
寺
本
』
巻
二
、
蛇
と
蝙
蝠
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
注
（
30
）
に
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
蛇
が
『
法
華
経
』
書
写
の
功
徳
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
話
は
、『
今
昔

物
語
集
』
に
二
話
み
ら
れ
る
。
一
点
目
は
、
六
波
羅
蜜
寺
の
僧
侶
、
講
仙
が
橘
の
木
に

愛
執
を
と
ど
め
た
と
が
に
よ
り
、
死
後
、
蛇
身
を
受
け
た
が
、『
法
華
経
』
の
書
写
供
養

に
よ
っ
て
、
浄
土
に
転
生
す
る
を
得
た
と
い
う
話
。（『
今
昔
物
語
集
』（
１
）
巻
第
十
三

「
六
波
羅
僧
講
仙
聞
説
法
花
得
益
語
第
四
十
二
」、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、

平
成
一
一
年
、三
八
九
～
三
九
一
頁
）
二
点
目
は
、『
今
昔
物
語
集
』（
１
）
巻
第
十
三
「
女

子
死
受
蛇
身
聞
法
花
得
脱
語
第
四
十
三
」（
前
掲
三
九
二
～
三
九
五
頁
）。
前
話
の
類
話

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、現
世
で
紅
梅
を
熱
愛
し
た
女
性
が
、愛
執
の
罪
に
よ
り
、死
後
、

蛇
身
を
受
け
、
生
前
に
愛
し
た
紅
梅
の
も
と
を
去
ら
な
か
っ
た
が
、
法
華
八
講
の
功
徳

に
よ
っ
て
、
浄
土
に
転
生
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

（
注
47
）
市
岡
聡
、「『
法
華
伝
記
』
の
撰
者
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
」『
名
古
屋
市
立
大
学

大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
人
間
文
化
研
究
』、
第
十
八
号
、
平
成
二
四
年
、
三
七
二
～

三
五
八
頁
。

（
注
48
）
大
正
蔵
巻
51
、
八
九
頁
ｃ
8
～
九
〇
頁
ａ
01
。

（
注
49
）
大
正
蔵
巻
51
、
九
一
頁
ａ
27 

～
ｂ
5
。



一
九

　
　
　
　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

　
は
じ
め
に

　
「
八
種
選
択
義
」
と
は
、
法
然
上
人
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
、
以
下
全
て
の
尊

称
を
略
す
）
撰
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
下
『
選
択
集
』）
第
十
六
章
の
私
釈
段
に

述
べ
ら
れ
る
以
下
の
文
章
を
指
す
。

私
ニ
云
ク
。
凡
ソ
案
二 ズ

ル
ニ

三
經
ノ
意
ヲ一
諸
行
ノ
之
中
ニ
選
二
擇
シ
テ
念
佛
ヲ一
以
テ
爲
ス二
旨
歸
ト一
。

先
ヅ
雙
卷
經
ノ
中
ニ
有
二
三
ノ
選
擇
。一一
ニ
ハ
選
擇
本
願
、
二
ニ
ハ
選
擇
讃
歎
、
三
ニ
ハ

選
擇
留
敎
ナ
リ
。
一
ニ
選
擇
本
願
ト
ハ
者
念
佛
ハ
是
レ
法
藏
比
丘
於
テ二
二
百
一
十
億
ノ

之
中
ニ一
所
ノ二
選 

擇
一 シ

タ
マ
フ

往
生
ノ
之
行
ナ
リ
也
。
細 

旨 

見
レ
タ
リ

上
ニ
。
故
ニ
云
フ二
選
擇
本

願
ト一
也
。
二
ニ
選
擇
讃
歎
ト
ハ
者
上
ノ
三
輩
ノ
中
ニ 

雖
レド
モ擧
ト二
菩
提
心
等
ノ
餘
行
ヲ一
釋
迦

即
不
レ
讃
二
歎
セ
餘
行
ヲ一
。
唯
於
テ二
念
佛
ニ一
而
讃
歎
シ
テ
云
フ二
無
上
功
德
ト一
。
故
ニ
云
フ二
選

擇
讃
歎
ト一
也
。
三
ニ
選
擇
留
敎
ト
ハ
者
又
上
ニ 

雖
レド
モ擧
ト二
餘
行
諸
善
ヲ一
釋
迦
選
擇
シ
テ

唯
タ
留
ム二
念
佛
ノ
一
法
ヲ一
。
故
ニ
云
フ二
選
擇
留
敎
ト一
也
。

次
ニ
觀
經
ノ
中
ニ
又
有
二
三
ノ
選
擇
一。
一
ニ
ハ
選
擇
攝
取
、
二
ニ
ハ
選
擇
化
讃
、
三
ニ
ハ

選
擇
付
屬
ナ
リ
。
一
ニ
選
擇
攝
取
ト
ハ
者
觀
經
ノ
之
中
ニ
雖
レド
モ

説
二
ク
ト

定
散
ノ
諸
行
ヲ一
彌
陀
ノ

光
明
唯 

照
二シ
テ念

佛
ノ
衆
生
ヲ一
攝
取
シ
テ
不
レ
捨
タ
マ
ハ
。
故
ニ
云
フ二
選
擇
攝
取
ト一
也
。
二
ニ

選
擇
化
讃
ト
ハ
者
下
品
上
生
ノ
人 

雖
レド
モ

有
ト二
聞
經
ト
稱
佛
ト
ノ
二
行
一
彌
陀
ノ
化
佛
選
二

擇
シ
テ
念
佛
ヲ一
、
云
フ下
汝 

稱
二ス
ル
ガ

佛
名
ヲ一
故
ニ
諸
罪
消
滅
ス
、
我
來
テ 

迎
上
フ
トレ
汝
ヲ
。
故
ニ

云
フ二
選
擇
化
讃
ト一
也
。
三
ニ
選
擇
付
屬
ト
ハ
者
又 

雖
レド
モ明

二ス
ト
定
散
ノ
諸
行
ヲ一
唯
獨
リ
付
二

屬
ス
念
佛
ノ
一
行
ヲ一
。
故
ニ
云
フ二
選
擇
付
屬
ト一
也
。

次
ニ
阿
彌
陀
經
ノ
中
ニ
有
二
一
ノ
選
擇
一。
所
謂
ル
選
擇
證
誠
ナ
リ
也
。
已
ニ
於
テ二
諸
經
ノ

中
ニ一
多
ク 

雖
レド
モ
説
ト二
往
生
ノ
之
諸
行
ヲ一
六
方
ノ
諸
佛
於
テ二
彼
ノ
諸
行
ニ一
而
不
二
證
誠
セ一
至
テ三

此
ノ
經
ノ
中
ニ
説
二
タ
マ
フ
ニ
念
佛
往
生
ヲ一
六
方
恆
沙
ノ
諸
佛
各
舒
テレ
舌
ヲ
覆
ヒ二
大
千
ニ一
説
テ二
誠

實
ノ
語
ヲ一
而
證
二 

誠シタ
マ
フ
之
ヲ一
。
故
ニ
云
フ二
選
擇
證
誠
ト一
也
。

加
①
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ之

般
舟
三
昧
經
ノ
中
ニ
又
有
二
一
ノ
選
擇
一。
所
謂
ル
選
擇
我
名
ナ
リ
也
。
彌
陀
自ミ

説
テ
言
ク
。 

欲
レス
ル

來
二
生
セ
ン
ト
我
國
ニ一
者
ハ
常
ニ 

念
二ジ
テ

我
名
ヲ一 

莫
レレ
ト 

令
二ル
コ
ト

休
息
一。

故
ニ
云
フ二
選
擇
我
名
ト一
也
。

本
願
ト
攝
取
ト
我
名
ト
化
讃
ト
此
ノ
之
四
ハ
者
是
レ
彌
陀
ノ
選
擇
ナ
リ
也
。
讃
歎
ト
留
敎
ト

付
屬
ト
此
ノ
之
三
ハ
者
是
レ
釋
迦
ノ
選
擇
ナ
リ
也
。
證
誠
ハ
者
六
方
恆
沙
諸
佛
之
ノ
選

擇
ナ
リ
也
。
然
ハ
則
釋
迦
彌
陀
及
十
方
ノ
各
ノ
恆
沙
等
ノ
諸
佛
同
心
ニ
選
二 

擇シ
タ
マ
フ

念

佛
ノ
一
行
ヲ一
。
餘
行
ハ
不
レ
爾
ラ
。
故
ニ
知
ヌ
。
三②
經
共
ニ
選
デ二
念
佛
ヲ一
以
爲
二

ス
ル
ノ
ミ

宗

致
ト一
耳（
１
）。

ク
ハ
シ
キ

　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考
　

�

南
　
　
宏
　
信
　



二
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

法
然
は
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』、
そ
し
て
『
般
舟
三
昧

経
』（
一
巻
本
）
を
根
拠
と
し
、「
弥
陀
、
釈
迦
、
諸
仏
同
心
」
の
選
択
を
八
種
類
導

出
す
る
。
こ
の
「
八
種
選
択
義
」
は
『
選
択
集
』
の
最
重
要
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
２
）。

こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。『
選
択
集
』
は
一
貫
し
て
「
浄
土
三
部
経
」
を
註
釈

す
る
形
で
論
じ
て
い
く
の
だ
が
、
最
終
の
第
十
六
章
に
な
っ
て
「
加シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ之
」

（
傍
線
①
）
と
し
て
、
唐
突
に
『
般
舟
三
昧
経
』（
一
巻
本
）
を
根
拠
に
「
選
択
我

名
」
を
導
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
法
然
自
身
も
「
三●

經●

共
ニ
選
デ二
念
佛
ヲ一
以

爲
二
ス
ル
ノ
ミ

宗
致
ト一
耳
」（
傍
線
②
）
と
し
て
『
般
舟
三
昧
経
』
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の

で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿
に
お
い
て
考
察
を
加
え
て
指
摘
し
て
い
る

〔
南
二
〇
〇
六（３
）〕

が
、
そ
の
際
は
法
然
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
に
関
す
る
先
行
論
文

の
整
理
や
六
義
に
関
す
る
考
察
に
軸
を
置
い
て
い
た
の
で
「
選
択
我
名
」
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
は
部
分
的
な
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
、
若
干

の
重
複
は
あ
る
が
改
め
て
「
選
択
我
名
」
の
成
立
過
程
を
主
題
と
し
て
以
下
に
再
考

し
て
い
く
。

一
、
先
行
研
究
概
観

　
「
選
択
我
名
」
に
対
す
る
前
述
の
疑
問
は
筆
者
が
こ
こ
で
新
た
に
指
摘
し
た
も
の

で
は
な
く
、
先
学
ら
が
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
藤
堂
恭
俊
氏
が

以
下
の
様
に
論
じ
る
（
傍
線
③
）〔
藤
堂
一
九
八
三
〕。

　

最
後
に
選
択
我
名
の
義
は
浄
土
三
部
経
以
外
の
経
典
、
す
な
わ
ち
『
般
舟
三

昧
経
』
の
な
か
か
ら
の
発
掘
で
あ
る
。
こ
の
『
般
舟
三
昧
経
』
の
該
当
箇
所
は

『
阿
弥
陀
経
釈
』
と
、『
逆
修
説
法
』
二
七
日
の
条
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
な
か
前
者
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
第
八
念
仏
証
拠
門
か
ら
の
引
用
中

に
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
釈
迦
付
屬
文
の
釈
の

な
か
に
見
出
さ
れ
、
と
も
に
経
文
の
み
の
引
用
に
お
わ
っ
て
い
る
。
法③

然
が
こ

の
『
般
舟
三
昧
経
』
の
文
に
注
目
し
た
の
は
源
信
に
導
か
れ
た
こ
と
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
善
導
の
『
観
念
法
門
』
に
こ
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
あ
る
い
は
『
往
生
要
集
』
に
は
「
諸
聖
教
中
多

以
二
念
仏
一
為
二
往
生
業
一。
其
文
甚
多
。
略
出
二
十
文
一
」
と
い
い
、
そ
の
第
八
に

『
般
舟
三
昧
経
』
の
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
法
然
は
こ
れ
ら
十
種
の
経
文
の

な
か
浄
土
三
部
経
の
文
（
六
種
）
を
除
き
、
念
仏
往
生
を
説
く
諸
経
典
の
代
表

と
し
て
こ
の
『
般
舟
三
昧
経
』
を
選
び
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

『
般
舟
三
昧
経
』
に
「
欲
二
来
生
一
者
、
当
レ
念
二
我
名
一
莫
レ
有
二
休
息
一
」
と
い

う
、
第
一
人
称
を
も
っ
て
「
念
二
我
名
一
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
に
魅
せ
ら
れ

て
、
こ
の
経
文
を
選
択
我
名
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
４
）。

『
無
量
寿
経
』

『
観
無
量
寿
経
』

『
阿
弥
陀
経
』

『
般
舟
三
昧
経
』

選
択
本
願

選
択
讃
歎

選
択
留
教

選
択
摂
取

選
択
化
讃

選
択
付
属

選
択
証
誠

選
択
我
名

阿
弥
陀
仏

釈
迦

諸
仏



二
一

　
　
　
　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

続
い
て
安
達
俊
英
氏
は
以
下
の
様
に
指
摘
す
る
〔
安
達
一
九
九
一
〕。

そ
も
そ
も
「
八
選
択
」
と
は
『
逆
修
』
二
七
日
の
末
尾
で
「
凡
念
仏
往
生
之
勝

于
諸
行
往
生
有
多
義
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
八
項
目
（『
昭
法
全
』
二
四
四
～

二
四
五
頁
）
を
そ
の
ま
ま
選
択
概
念
で
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
遡
れ
ば
、
こ④
の
『
逆
修
』
の
一
節
は
『
往
生
要

集
』
念
仏
証
拠
門
に
そ
の
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、『
逆
修
』
に
は
「
八
選
択
」
そ
の
も
の

は
み
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
「
八
選
択
」
成
立
に
至
る
前
段
階
の
一
節
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
『
逆
修
』
以
前
の
『
三
経
釈
』
で
既
に
「
八
選
択
」

が
成
立
し
て
い
た
の
な
ら
、『
逆
修
』
の
当
該
箇
所
も
「
八
選
択
」
で
も
っ
て

提
示
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
５
）。

藤
堂
氏
の
論
考
に
直
接
言
及
し
な
い
も
の
の
、
時
系
列
で
見
る
に
藤
堂
氏
の
論
考
を

前
提
と
し
た
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
安
孫
子
稔
章
氏
は
前
掲
安
達
氏
の

論
考
傍
線
④
を
引
用
し
「
氏
が
何
れ
の
資
料
を
典
拠
と
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
し
た
い
」
と
し
、
論
考

の
最
後
で
も
「
ま
た
安
達
氏
が
『
往
生
要
集
』
第
八
念
仏
証
拠
門
と
見
た
こ
の
一
節

の
典
拠
も
し
く
は
素
地
に
つ
い
て
も
、
全
く
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題

点
は
自
身
の
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
（
６
）。」〔

我
孫
子
二
〇
一
二
〕
と
す
る
。

　

こ
の
他
、「
選
択
我
名
」
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
佐
藤
健
氏
と
角
野
玄

樹
氏
が
い
る
。
佐
藤
氏
は
『
選
択
集
』
に
お
け
る
『
般
舟
三
昧
経
』
の
引
用
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
い
う
〔
佐
藤
二
〇
〇
二
〕。

道
綽
は
こ
の
「
常
に
我
が
名
を
念
じ
て
休
息
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
説
示
に

注
目
し
た
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
法⑤

然
も
ま
た
こ
の
『
安
楽
集
』

に
よ
り
「
選
択
我
名
」
と
い
う
選
択
義
を
思
い
つ
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
実

は
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
綽
が
『
選
択
集
』
の
第
十
一
章
に
引
用
す
る
念

仏
の
始
終
両
益
の
文
は
、
こ
の
『
般
舟
三
昧
経
』
引
用
の
直
前
に
あ
る
（
７
）。

　

こ
の
佐
藤
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。
ま
た
角
野
氏
は
「
こ
の
八
種

義
に
、
三
部
経
以
外
の
『
般
舟
三
昧
経
』
我
名
の
文
が
な
ぜ
入
る
の
か
、
従
来
か
ら

不
明
と
さ
れ
て
い
た
（
８
）。」〔

角
野
二
〇
一
四
〕
と
疑
義
を
呈
し
、
そ
の
答
え
を
善
導
の

著
作
に
求
め
「
八
種
選
択
義
」
の
成
立
を
考
察
し
て
い
る
。

　

藤
堂
氏
が
「
選
択
我
名
」
成
立
の
背
景
に
『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門

と
の
関
わ
り
を
示
唆
し
、
そ
の
後
安
達
氏
、
安
孫
子
氏
が
そ
れ
に
関
心
を
示
し
つ
つ

も
い
ま
だ
「
選
択
我
名
」
成
立
に
関
す
る
論
考
を
見
な
い
。
佐
藤
氏
は
道
綽
（
五
六

二
―
六
四
五
）『
安
楽
集
』
に
根
拠
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
角
野
氏
は
善
導
（
六
一

三
―
六
八
一
）
の
著
作
か
ら
「
八
種
選
択
義
」
の
成
立
を
論
じ
て
い
る
が
筆
者
は
そ

の
見
解
と
は
異
な
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、「
八
種
選
択
義
」
の
淵
源
は
『
往
生
要

集
』
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
９
）〔
南
二
〇
一
四
〕。
以
下
、
藤
堂
氏
の
提
示
を
道

標
に
し
つ
つ
「
選
択
我
名
」
を
論
じ
て
い
く
。

二
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門
所
引
の
『
般
舟
三
昧
経
』

　

ま
ず
『
往
生
要
集
釈
』
等
に
説
く
六
義
（
難
行
易
行
、
少
分
多
分
、
因
明
直
弁
、

自
説
不
自
説
、
摂
取
不
摂
取
、
如
来
随
機
四
依
理
尽
）
が
根
拠
と
す
る
『
往
生
要

集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
少
々
長
文
で
は
あ
る
が
、

全
文
は
以
下
の
通
り
。



二
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佛
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大
文
第
八
ニ
念
佛
ノ
證
據
ト
者
、

問
一
切
善
業
各
有
テ二
利
益
一
各
得
ル二
往
生
ヲ一
。
何
故
ソ
唯 

勸
二 ル

ヤ
念
佛
ノ
一
門
ヲ一
。

答
今 
勸
二 ル

ハ
念
佛
ヲ一
非
ス三
是 

遮
二 ル

ニ
餘
ノ
種
種
ノ
妙
行
ヲ一
。
只
是
男
女
貴
賤
不
レ
簡
ハ二
行

住
坐
臥
ヲ一
、
不
レ
論
セ二
時
處
諸
縁
ヲ一 

修
レ ル

ニ
之
不
レ
難
カ
ラ
乃
至
臨
終
ニ
願
二
求
ス
ル
ニ
往

生
ヲ一 

得
二ル
ヿ
其
ノ
便
宜
ヲ一
不
レ
如
カ二
念
佛
ニ一
。
故
ニ
木
槵
經
ニ
云
。
難
陀
國
ノ
波
瑠
璃
王

遣
レ
使
ヲ
白
レ
佛
ニ
言
ク
。
唯
願
ハ
世
尊
特
垂
レ二
慈
愍
ヲ一
賜
ヘ二
我
ニ
要
法
ヲ一
、 

使
下 ヨ

ト
我
ヲ

日
夜
易
レ
得
二
修
行
ヲ一
未
來
世
ノ
中
ニ
遠
中
離
セ
衆
苦
ヲ上
。
佛
告
テ
言
大
王
若 

欲
レ

 

セ
ハ

滅
二 セ

ン
ト

煩
惱
障
報
障
ヲ一
者
當
ニ下
貫
テ二
木
槵
子
一
百
八
ヲ一
以
常
ニ
自
ラ
隨
フ上
。
若
ハ
行
若
ハ

坐
若
ハ
臥
恒
當
下
至
心
ニ

無
ク二
分
散
ノ
意
一
稱
二
佛
陀
達
磨
僧
伽
名
ヲ一
乃
チ
過
ス中
一
ノ
木

槵
子
ヲ上
如
クレ
是
若
ハ
十
若
ハ
二
十
若
ハ
百
若
ハ
千
乃
至
百
千
萬
セ
ヨ
。
若
能 

滿
二ン
ニ

二
十

萬
遍
ヲ一
身
心
不
レ
亂
セ
無
二キ
諸
ノ
謟
曲
一
者
ハ 

捨
レレ
ハ

命
ヲ
得
テレ 

生
二
ス
ル
ヿ
ヲ

第
三
ノ
炎
魔
天
ニ一

衣
食
自
然
ニ

常
受
ン二
安
樂
ヲ一
若
復
能
滿
ル二
一
百
萬
遍
ヲ一
者
ハ
當
ニ下
得
テレ
除
二
斷
ス
ル
ヿ
ヲ
百

八
ノ
結
業
ヲ一
背
キ二
生
死
ノ
流
ニ一
趣
テ二
涅
槃
ノ
道
ニ一
獲
中
無
上
ノ
果
ヲ上 
略抄 

況
ヤ
復
諸
ノ
聖
敎
ノ
中
多
以
二
念
佛
ヲ一
爲
ス二
往
生
ノ
業
ト一
其
ノ
文
甚
多
シ
。
略 

出
二
サ
ン

十

文
ヲ一
。

一
ニ
ハ
占
察
經
ノ
下
卷
ニ
云
若
シ
人 

欲
レ
セ
ハ

生
二
ン
ト

他
方
現
在
ノ
淨
國
ニ一
者
應
下
當
ニ
隨
テ二
彼
ノ
世

界
ノ
佛
之
名
字
ニ一
專
意
ニ
誦
念
一
心
不
上
レ
亂
レ
如
クレ
上
ノ
觀
察
セ
ハ
者
決
定
得
テレ
生
二ヿ
ヲ

彼

佛
ノ
淨
國
ニ一
善
根
增
長
速 

成
ニ
ン
ト

不
退
ヲ一　
如
上
觀
察
者
觀
下
於
地
藏
菩
薩
法
身
及
諸
佛
法
身
與
二
己
自
身
一
平
等
無
二

不
生
不
滅
常
樂
我
淨
功
德
圓
滿
上
又
觀
二
己
身
無
常
如
レ
幻
可
一レ
厭
等
也

二
ニ
ハ
雙
觀
經
ノ
三
輩
之
業
ハ 

雖
レ
ト
モ

有
ト二
淺
深
一
然
モ
通
皆
云
フ二
一
向
專
念
無
量
壽

佛
ト一
。

三
ニ
ハ
四
十
八
願
ノ
中
於
二
念
佛
門
ニ一
別
發
二
一
願
ヲ一
云
乃
至
十
念
セ
ン
ニ
若 

不
レン
ハ

生

者
不
トレ
取
ラ二
正
覺
ヲ一
。

四
ニ
ハ
觀
經
ニ
云
極
重
惡
人
ハ
無
シ二
他
ノ
方
便
一
唯 

稱
二ス
レ
ハ

彌
陀
ヲ一 

得
レ
ン
ト 

生
二ル
ヿ
ヲ

極
樂
ニ一
。

五
ニ
ハ
同
經
ニ
云
若 

欲
三セ
ハ

至
心
ニ 

生
二
ン
ト

西
方
ニ一
者
先
當
ニレ
觀
ス三
於
一
ノ
丈
六
ノ
像 

在
二ル
ヲ

池

水
ノ 

上
一
リ
ニ

。

六
ニ
ハ
同
經
ニ
云
光
明
遍
照
シ二
十
方
ノ
世
界
ヲ一
念
佛
ノ
衆
生
ヲ
攝
取
不
トレ
捨
。

七
ニ
ハ
阿
彌
陀
經
ニ
云
不
レ
可
下
以
テ二
少
善
根
福
德
ノ
因
縁
ヲ一
得
上レ
生
二
ス
ル
ヿ
ヲ

彼
國
ニ一
若
有
テ二

善
男
子
善
女
人
一
聞
キレ 

説
二
ク
ヲ

阿
彌
陀
佛
ヲ一
執
二
持
ス
ル
ヿ
名
號
ヲ一
若
ハ
一
日
乃
至
若
ハ
七

日
一
心
ニ 

不
レン
ハ

亂
レ
其
ノ
人
臨
ン二
命
終
ニ一
時
キ
阿
彌
陀
佛
與
ニ二
諸
ノ
聖
衆
ト一
現
二
在
セ
ン

其
前
ニ一
是
ノ
人
終
ル
時
心
不
二
顚
倒
セ一
即 

得
二
ン
ト

往
生
ヲ一
。

八
ニ
ハ
般
舟
經
ニ
云
阿
彌
陀
佛
ノ
言 

欲
レセ
ハ

來
二
生
ン
ト
我
國
ニ一
者
當
レ
念
レ
我
ヲ
數
數
常
ニ

當
ニ下
專
念 

莫ル
上
レ 

有
二 ル
ヿ

休
息
一 

如
レン
ハ

是
ノ 

得ン
トレ

來
二
生
ス
ル
ヿ
ヲ
我
國
ニ一
。

九
ニ
ハ
鼓
音
聲
經
ニ
云
若
有
テ二
四
衆
一
能
正
ニ
受
二
持
ス
レ
ハ
彼
佛
ノ
名
號
ヲ一
以
テ二
此
ノ
功

德
ヲ一
臨
テ二
欲
ルレ
終
ン
ト
時
ニ一
阿
彌
陀
佛
即
與
二
大
衆
ト一
往
キ二
此
人
ノ
所
ニ一
令
ン二
其
ヲ 

得セ

 

見
ル
ヿ
ヲ
見
已
テ
尋
テ
生
ス
ト
。

十
ニ
ハ
往
生
論
ニ
以
テレ
觀
二
念
ス
ル
ヲ
彼
佛
ノ
依
正
功
德
ヲ一
爲
ト二
往
生
ノ
業
ト一 

已上

此
中
觀
經
ノ
下
下
品
阿
彌
陀
經
鼓
音
聲
經
ハ
但
以
テレ 

念
二ス
ル
ヲ

名
號
ヲ一
爲
ス二
往
生
ノ
業
ト一
。

何
況
觀
二
念
セ
ン
ヲ
ヤ
相
好
功
德
一
耶
。

問
餘
行
寧 

無
二ン
ヤ

勸
信
ノ
文
一
耶
。
答
其
餘
ノ
行
法
因
ン
テ
明
ス二
彼
ノ
法
ノ
種
種
ノ
功

能
ヲ一
其
ノ
中
ニ
自
説
ク二
往
生
ノ
之
事
ヲ一
。
不
レ
如
下
キ
ニ

直
ニ
辨
二
ル
ニ

往
生
之
要
ヲ一
多 

云
中
フ
カ

念

佛
ト上
。
何
況
佛
自
ラ
既 

言
レヲ
ヤ

當
レ
シ
ト

念
スレ
我
ヲ
乎
。
亦
タ
不
レ
云
三
佛
ノ
光
明
攝
二
取
ス
ト

餘
ノ
行
人
ヲ一
。
此
等
ノ
文
分
明
。
何
ソ
重
テ 

生
レ
ン
ヤ

疑
ヲ
耶
。

問
諸
經
ニ
所
ハレ
説
隨
テレ
機
ニ
萬
品
。
何
以
テ二
管
見
ヲ一
執
二
ス
ル
ヤ

一
文
ヲ一
耶
。
答
馬
鳴
菩

薩
ノ
大
乘
起
信
論
ニ
云
復
次
ニ
衆
生
初 

學
二
フ
ニ

是
ノ
法
ヲ一
其
ノ
心
怯
弱
ニ

懼
下
畏
シ
信
心
ノ

難
ヲ上
可
二キ
ヿ

成
就
ス一
意
欲
ルレ
退
セ
ン
ト
者
ハ
當
ニレ
知
ル
如
來
ニ
有
テ二
勝
方
便
一
攝
二
護
ス
信
心
ヲ一

謂
以
テ二
專
心
念
佛
ノ
因
縁
ヲ一
隨
テレ
願
ニ
得
ンレ
往
二
生
ス
ル
ヿ
ヲ
他
方
ノ
佛
土
ニ一
如
シ二
修
多
羅
ニ 一レ



二
三

　
　
　
　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

説
カ一
若
シ
人
專
二
念
シ
西
方
ノ
阿
彌
陀
佛
ヲ一
所
修
ノ
善
業
ヲ
廻
向
願
三
求
セ
ハ
生
二
ン
ト

彼
ノ

世
界
ニ一
即
得
二
ン
ト

往
生
ヲ一 

已上 
明
ニ
知
ヌ
。
契
經
ニ
ハ
多
以
テ二
念
佛
ヲ一
爲
二ル
ヿ
ヲ

往
生
ノ
要
ト一
若
不
レン
ハ

爾
ラ
者
四
依
ノ
菩
薩
即

非
ス二
理
盡
ニ一
。
）
（1
（
　

　

こ
れ
に
対
し
て
『
往
生
要
集
釈
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
六
義
を
説
く
。

私
ニ
云
ク
。
此
ノ
中
ニ
有
リ二
三
番
ノ
問
答
一。
初
ノ
問
ノ
意
ハ
可
シレ
見
。
唯
勸
ノ
語
ハ
正
ク

指
ス二
上
ノ
觀
察
門
ノ
中
ノ
行
住
坐
臥
等
ノ
文
一
也
。
其
ノ
故
ハ
尋
二ス
ル
ニ
一
部
ノ
始
末
ヲ一
慇

懃
ニ
勸
進
ス
ル
ヿ
只
有
二
觀
察
門
ニ一
。
餘
ノ
處
ニ
ハ
全
ク
所
レ
不
レ
見
也
。
答
ノ
中
ニ
有
二
二

義
一。
一
ニ
ハ
者
難
行
易
行
。
謂
ク
諸
行
ハ
難
クレ
修
シ
念
佛
ハ
易
レ
修
シ
。
二
ニ
ハ
者
少
分

多
分
。
謂
諸
行
ハ
勸
進
ノ
文
甚
タ
少
ク
念
佛
ハ
諸
經
ニ
多
ク
勸
二
進
ス
ト
之
ヲ一
。
次
ノ
問
答
ノ

中
ニ
問
ノ
意
ハ
可
レ
知
ヌ
。
答
ノ
中
ニ
有
二
三
義
一。
一
因
明
ト
不
因
明（
直
弁
）ト
ナ
リ
。
謂
ク

諸
行
ハ
專
ラ
為
二メ
ニ
往
生
ノ一
不
レ
説
レ
之
。
念
佛
ハ
專
ラ
為
ニ二
往
生
ノ一
撰
テ
説
クレ
之
。
二
ニ
ハ

自
説
ト
不
自
説
ト
ナ
リ
。
謂
ク
諸
行
ハ
阿
彌
陀
如
來
不
レ
説
二
自
ラ
當
ニ一レ
修
スレ
之
、
念
佛
ハ

説
二
自
ラ
當
一レ
念
レ
我
。
三
ニ
ハ
攝
取
ト
不
攝
取
ト
ナ
リ
。
謂
ク
修
二シ
テ
諸
行
ヲ一
佛
光
不
三

攝
二
取
下
ハ
之
ヲ一
、
行
レ
念
者
佛
光
攝
二
取
ス
之
ヲ一
。
次
ノ
問
答
ノ
中
ノ
問
ノ
意
ハ
可
シレ
得
。

答
ノ
中
ニ
有
二
一
義
一。
如
來
ノ
隨
機
ト
四
依
ノ
理
盡
ト
ナ
リ
。
謂
ク
諸
行
ハ
釋
迦
如
來
隨
二

衆
生
ノ
機
ニ一
説
レタ
マ
フ
之
、
念
佛
ハ
四
依
ノ
菩
薩
盡
レシ
テ
理
ヲ
勸
レタ
マ
フ
之
。
是
レ
則
此
ノ
集
ノ

本
意
也
。
委
ク
可
シレ
思
レ
之
）
（（
（

。

『
往
生
要
集
』
の
「
況
ヤ
復
諸
ノ
聖
敎
ノ
中
多
以
二
念
佛
ヲ一
爲
ス二
往
生
ノ
業
ト一
其
ノ
文
甚
多
シ
。

略
ソ
出
二サ
ン

十
文
ヲ一
。」
と
『
往
生
要
集
釈
』
所
説
六
義
の
対
応
関
係
は
以
下
の
通
り
。 ⑥

『
往
生
要
集
釈
』
六
義
　
　
　
　『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門
所
引
の
十
文

①
難
行
易
行 

 

　

①
『
占
察
経
』
→
×

②
少
分
多
分 

 

　

②
『
無
量
寿
経
』「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」

　
（
→
下
段
全
体
に
関
わ
る
） 　

③
『
無
量
寿
経
』「
乃
至
十
念
セ
ン
ニ
若 

不
レン

ハ
生
者
不
トレ
取
ラ二
正
覺
ヲ一
」

③
因
明
直
弁　

→
× 

　

④
『
観
経
』
下
品
の
称
仏
を
指
す
。

④
自
説
不
自
説 

 

　

⑤
『
観
経
』
第
十
三
雑
想
観
を
指
す
。『
要
集
』第
七
第
五
念
弥
陀
別
益
に
も
引
く

⑤
摂
取
不
摂
取 

 

　

⑥
『
観
経
』「
光
明
遍
照
の
文
」

⑥
如
来
随
機
四
依
理
尽
→
× 

　

⑦
『
阿
弥
陀
経
』「
少
善
根
福
德
因
縁
、
一
日
七
日
の
念
仏
」

 
 

 

　

⑧
『
般
舟
三
昧
経
』「
欲
來
生
我
國
者
當
念
我
」

 
 

 

　

⑨
『
鼓
音
声
経
』
→
×

 
 

 

　

⑩
『
往
生
論
』
→
×

六
義
の
う
ち
三
種
は
「
八
種
選
択
義
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
「
浄
土
三
部
経
」
か
ら

の
引
文
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門
で
引
用
し
、
法
然
が
『
往

生
要
集
釈
』
で
自
説
不
自
説
義
を
導
出
す
る
（
傍
線
⑥
）『
般
舟
三
昧
経
』
は
三
巻

本
で
あ
る
。

八
ニ
ハ
般
舟
經
ニ
云
阿
彌
陀
佛
ノ
言
欲
レ セ

ハ
來
二
生
ン
ト
我
國
ニ一
者
當
レ
念●

レ
我●

ヲ
數
數
常
ニ

當
ニ下
專
念
ソ 

莫ル
上レ 

有
二
ル
「

休
息
一
如
レ
ン
ハ

是
ノ
得
レン
ト

來
二
生
ス
ル
ヿ
ヲ
我
國
）
（1
（

ニ一
。

『
往
生
要
集
釈
』
で
は
「
念
我
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
巻
本
の
対
応

箇
所
は阿

彌
陀
佛
報
言
。
欲
來
生
者
當
念●

我●

名●

。
莫
有
休
息
則
得
來
生）（1
（

と
な
っ
て
お
り
、「
念
我
」
で
は
な
く
「
念
我
名
」
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
は
『
逆



二
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

修
説
法
』
二
七
日
に
お
い
て
「
八
種
選
択
義
」
の
素
地
を
説
く
箇
所
や
『
選
択
集
』

に
お
い
て
『
般
舟
三
昧
経
』
を
引
用
す
る
場
合
に
は
一
巻
本
で
説
く
「
念
我
名
」
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
三
巻
本
か
ら
一
巻
本
へ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
に
し
て

起
こ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
藤
堂
氏
が
傍
線
③
で
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
『
往
生
要

集
』
大
文
第
六
別
時
念
仏
門
に
引
く
善
導
『
観
念
法
門
』
が
一
巻
本
を
引
用
す
る
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
通
り
。

導
和
尚
云
般
舟
三
昧
經
ニ
佛
告
二
跋
陀
和
ニ一
（
中
略
）
阿
彌
陀
佛
報
言
ク
欲
二セ
ハ
來

生
一
者
常
念
二セ
ヨ
我
名
一
莫
レン
ハ
得
二
休
息
）
（1
（

一

三
、『
逆
修
説
法
』
二
七
日
に
見
る
「
弥
陀
自
言
」

　

前
項
で
見
た
よ
う
に
法
然
が
『
般
舟
三
昧
経
』
の
引
用
を
三
巻
本
の
「
念
我
」
か

ら
一
巻
本
の
「
念
我
名
」
へ
と
移
し
た
背
景
に
善
導
『
観
念
法
門
』
の
影
響
が
想
定

で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
法
然
の
引
用
態
度
を

見
る
と
そ
の
過
程
を
確
認
で
き
る
。『
逆
修
説
法
』
二
七
日
に
「
凡
ソ
念
佛
往
生

之
勝
二ル
ヿ
于
諸
行
往
生
ニ一
有
二
多
義
一
」
）
（1
（

と
し
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

凡
ソ
念
仏
往
生
ノ
之 

勝
二ル
ヿ

于
諸
行
往
生
ニ一
有
二
多
義
一
。

一
ニ
ハ
者
因
位
ノ
本
願
。
謂
ク
弥
陀
如
来
ノ
因
位
法
蔵
菩
薩
ノ
時
キ 

願
下下
ヘ
ル

発
二
四
十

八
願
ヲ一 

設
二
ケ
テ

浄
土
ヲ一
成ン
ト上レ

仏
ニ
之
時 

立
二
ン
ト

衆
生
往
生
ノ
行
ヲ一
撰
―
定
下
フ
時
撰
二
捨
餘

行
ヲ一
撰
二
定
唯
念
仏
一
行
ヲ一
而 

立
二
下
ヘ
リ

于
往
生
ノ
行
ニ一
。
此
ノ
撰
択
ノ
願ト
云
ヿ
ハ

者
大
阿

弥
陀
経
ノ
説
ナ
リ
也
。

二
ニ
ハ
者
光
明
摂
取
ナ
リ
。
此
ハ
是
レ
阿
弥
陀
仏
還
二
念
因
位
ノ
本
願
一
以
テ二
相
好
ノ
之

光
明
ヲ一
摂
二
取
シ
念
仏
ノ
衆
生
ヲ一
而
不
ソ
捨
下
ハ 

令
二下
フ

往
生
一
也
。
不
二
摂
二
取
餘
行
ノ

者
ヲ一
矣
。

三
ニ
ハ
者
弥
陀
自
言
ク
。
此
レ
ハ
是
レ
跋
陀
和
菩
薩 

詣
二
テ
ン
ニ
ハ

極
樂
世
界
ニ一
修
二
何
ノ
行
ヲ一 

可
レキ
ト

往
二―
生
彼
ノ
国
ニ一 

奉
レ
ン
カ

問
二
阿
弥
陀
仏
ニ一
者
佛
答
言
ハ
ク
欲
ハ三
来
二
生
我
国
ニ一
者 

當
ニ三
念
二
我
カ
名
一
莫
ル二
休 

息
一
ス
ル
ヿ

即 

得
二
ン
ト

往 

生
一ヿ
ヲ
云
云
不
レ 

勧
二下
ハ

餘
行
ハ一
。

四
ニ
ハ
者
釈
迦
ノ
付
属
。
謂
ク
今
此
ノ
経
ニ
所
レ
説
付
属
流
通
也
。
不
レ
付
二
属
餘 

行ヲ
ハ

一。

五
ニ
ハ
者
諸
仏
ノ
證
誠
。
此
ハ
是
レ
阿
弥
陀
経
ニ
所
ノレ
説
釈
迦
仏
撰
テ 

説
二下
ヘ

念
仏
往
生
ノ

旨
ヲ一
者
六
方
ノ
諸
仏
各
同
讃
同
勧
テ
舒
テ二
廣
長
ノ
舌
ヲ一
遍
覆
テ二
三
千
大
千
世
界
ニ一
而
證

誠
下
ヘ
リ
。
是
レ
則
為
レ
令
下
一
切
衆
生
一ヲ

信
中
念
仏
往
生
ハ
決
定
可
レ
无
レ
疑
上
也
。

餘
行
ヲ
ハ
如
レ
是
不
二
證
誠
一矣
。

六
ニ
ハ
者
法
滅
往
生
。
謂
ク
万
年
三
宝
滅
此
経
住
百
年
尓
時
聞
一
念
皆
當
得
生

彼
ト
云

云
末
法
万
年
ノ
後
唯
念
仏
ノ
一
行
ノ
ミ
留
テ
可
二
往
生
一
云
事
也
。
餘
行
ハ
不
レ
尓
。

加
レ
之
下
品
上
生
ノ
十
悪
ノ
罪
人
臨
終
之
時
聞
経
ト
與
ノ二
称
仏
一
之
二
善
ヲ
雖
レ 

並
レ
タ
リ
ト

之
化
佛
来
迎
而 

讃下
フ
ニ
ハ

云
テ二
汝
稱
仏
名
一
故
諸
罪
消
滅
我
来
迎
汝
ト一
。
未
タレ 

讃
二下
ハ

聞
経
ノ
之 

事
一ヲ
ハ

又
双
巻
経
ニ
説
ク二
三
輩
往
生
ノ
業
ヲ一
之
中
ニ
雖
レ
説
ト二
菩
提
心
及
ヒ
起
立
塔
像
等
ノ
之

餘
行
ヲ一
至
テ二
流
通
ノ
處
ニ一
讃
テ下
其
有
得
聞
彼
仏
名
号
歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念
當
知
此
人

為
得
大
利
則
是
具
足
无
上
功
德
ト上
不
下
指
テ二
餘
行
ヲ一 

讃
中下
ハ

无
上
功 

德
上ト
ハ。

念
仏
往
生
ノ
旨 

取
ヿレ

要
在
レ
之
。
仰
キ
願
）
（1
（

ク
ハ
云

云

　
「
因
位
ノ
本
願
」「
光
明
攝
取
」「
彌
陀
自
言
ク
」「
釋
迦
ノ
付
屬
」「
諸
佛
ノ
證
誠
」

「
法
滅
往
生
」「
化
佛
讚
歎
」「
讚
歎
無
上
功
徳
」
を
あ
げ
る
。『
選
択
集
』「
八
種
選

択
義
」
と
の
対
応
は
以
下
の
通
り
。

ヘ
シ



二
五

　
　
　
　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

『
逆
修
説
法
』
二
七
日
　
　
　『
選
択
集
』（
三
部
経
の
順
）

①
因
位
本
願　
　
　
　
　
　
　

①
選
択
本
願　
『
無
量
寿
経
』（
三
章
、
弥
陀
）

②
光
明
摂
取　
　
　
　
　
　
　

②
選
択
讃
歎　
『
無
量
寿
経
』（
四
・
五
章
、
釈
迦
）

③
彌
陀
自
言　
　
　
　
　
　
　

③
選
択
留
教　
『
無
量
寿
経
』（
六
章
、
釈
迦
）

④
付
属　
　
　
　
　
　
　
　
　

④
選
択
摂
取　
『
観
経
』（
七
章
、
弥
陀
）

⑤
諸
仏
証
誠　
　
　
　
　
　
　

⑤
選
択
化
讃　
『
観
経
』（
十
章
、
弥
陀
）

⑥
法
滅
往
生　
　
　
　
　
　
　

⑥
選
択
付
属　
『
観
経
』（
十
二
章
、
釈
迦
）

⑦
化
仏
讃
歎　
　
　
　
　
　
　

⑦
選
択
証
誠　
『
阿
弥
陀
経
』（
十
四
章
、
諸
仏
）

⑧
讃
歎
無
上
功
徳　
　
　
　
　

⑧
選
択
我
名　
『
般
舟
三
昧
経
』（
十
六
章
、
弥
陀
）

こ
の
中
③
の
「
彌
陀
自
言
ク
」
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

三
ハ
者
彌
陀
自
言
ク
此
レ
ハ
是
レ
跋
陀
和
菩
薩
詣
二テ
ン
ニ
ハ
極
樂
世
界
ニ一
修
二
何
ノ
行
ヲ一

可
レキ
ト
往-

二
生
彼
ノ
國
ニ一
奉
レシ
カ
問
二
阿
彌
陀
佛
ニ一
者
佛
答
言
ク
欲
ハ三
來
二
生
我
國
ニ一
者

當
ニ三
念
二
我
カ
名
一
莫
ル二
休
息
一ス
ル
ヿ
即
得
二ン
ト
往
生
ヲ一
云

々
不
レ
勸
二玉
ハ
餘
行
）
（1
（

ハ一

　
「
彌
陀
自
言
ク
」
で
『
般
舟
三
昧
経
』
を
引
用
す
る
こ
と
は
、『
往
生
要
集
釈
』
等

『
釈
』
で
は
難
行
易
行

『
釈
』
で
は
摂
取
不
摂
取

『
釈
』
で
は
自
説
不
自
説

の
「
自
説
不
自
説
義
」
と
符
号
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
當
ニ三
念
ス二

我
カ
名
一
」
と
あ
り
、
す
で
に
一
巻
本
か
ら
の
引
用
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。
と
は
い
え
記
述
形
式
も
「
彌
陀
自
言
ク
」
で
あ
り
、『
選
択
集
』
第
十
六
章
）
（1
（

に
お

い
て
「
選
択
我
名
」
と
し
て
「
選
択
本
願
」「
選
択
摂
取
」「
選
択
化
讃
」
と
と
も
に

弥
陀
の
「
選
択
」
に
昇
華
す
る
ほ
ど
の
段
階
で
は
な
い
。

四
、『
選
択
集
』
に
見
る
『
般
舟
三
昧
経
』
の
引
文

こ
れ
ま
で
の
過
程
を
経
て
『
選
択
集
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

加シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ之 

般
舟
三
昧
經
ノ
中
ニ
又
有
二
一
ノ
選
擇
一。
所
謂
ル
選
擇
我
名
ナ
リ
也
。
彌
陀

自ミ

説
テ
言
ク
。
欲
レス
ル

來
二
生
セ
ン
ト
我
國
ニ一
者
ハ
常
ニ 

念
二 ジ

テ
我
名
ヲ一 

莫
レレ
ト 

令
二ル
コ
ト

休
息
一。

故
ニ
云
フ二
選
擇
我
名
ト一
也
）
（1
（

。

こ
れ
ま
で
の
『
般
舟
三
昧
経
』
の
引
用
を
め
ぐ
る
対
応
関
係
を
本
論
の
末
尾
に

【
表
】
で
示
し
た
。「
當
」「
常
」
の
違
い
は
、
同
一
書
の
諸
本
に
お
い
て
も
区
々
で

あ
り
、
字
形
の
近
似
に
よ
る
誤
写
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
系
統
を
決
定
づ
け
る
に

は
決
め
手
を
欠
く
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
法
然
が
『
逆
修
説
法
』

『
選
択
集
』
で
引
用
す
る
『
般
舟
三
昧
経
』
は
厳
密
に
は
一
巻
本
に
も
完
全
に
は
一

致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
法
然
は
『
往
生
要
集
』
が
引
用
す
る
三
巻
本

を
引
用
し
て
い
る
が
、「
念
我
名
」
が
出
て
く
る
一
巻
本
の
後
半
部
分
を
三
巻
本
の

当
該
箇
所
に
置
換
し
た
形
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で『
選
択
集
』に
お
け
る『
般
舟
三
昧
経
』の
引
用
文
は
道
綽『
安
楽
集
』所
引

の『
般
舟
三
昧
経
』か
ら
の
影
響
で
あ
る
の
か
と
い
う
佐
藤
氏
の
指
摘
（
傍
線
⑤
）

に
つ
い
て
検
討
す
る
。



二
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

こ
の
比
較
の
み
を
見
る
と
確
か
に
『
安
楽
集
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
も
捉
え
ら

れ
よ
う
が
「
阿
弥
陀
仏
語
是
菩
薩
言
」
と
「
弥
陀
自
説
言
」、「
有
」
と
「
令
」
の
相

違
が
あ
り
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
す
で
に
『
往
生
要
集
釈
』
等
の
自
説
不
自
説

か
ら
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
り
、
ま
た
末
尾
の
【
表
】
に
あ
る
よ
う
に
『
逆
修
説

法
』
で
引
用
す
る
「
即
得
往
生
」
は
一
巻
本
を
引
く
善
導
『
観
念
法
門
』
か
ら
の
影

響
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
に
、
も
ち
ろ
ん
法
然
は
『
安
楽
集
』
を
披

閲
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
佐
藤
氏
が
想
定
す
る
よ
う
な
『
安
楽
集
』
か
ら
の
直
接
的

な
影
響
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
『
選
択
集
』
に
お
け
る
「
選
択
」
概
念
は
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
同
心
の
「
選

択
」
で
あ
っ
て
）
11
（

、
善
導
を
三
昧
発
得
の
師
、
さ
ら
に
は
弥
陀
の
化
身
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
重
要
と
な
る
）
11
（

。
法
然
自
身
が
『
選
択
集
』
十
六
章
で
述
べ
て
い
る
様
に
、
た

と
え
道
綽
が
善
導
の
師
と
は
い
え
三
昧
発
得
を
体
得
し
て
い
な
い
道
綽
を
「
選
択
」

概
念
の
根
拠
に
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
も
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

五
、『
古
本
漢
語
灯
録
』
の
問
題

　

最
後
に
前
述
の
傍
線
⑥
に
つ
い
て
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
。
金
沢
文
庫
蔵
『
往

生
要
集
鈔
』
と
同
蔵
『
往
生
要
集
釈
』
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
文
か

ら
の
引
用
で
あ
る
の
で
、
と
も
に
「
念●

我●

」
と
あ
り
『
般
舟
三
昧
経
』
三
巻
本
か
ら

の
忠
実
な
引
用
で
あ
る
。
こ
の
金
沢
文
庫
蔵
『
往
生
要
集
鈔
』
は
法
然
滅
後
八
年
に

あ
た
る
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
の
書
写
奥
書
が
あ
り
、
同
蔵
『
往
生
要
集
釈
』
は

良
忠
の
弟
子
良
聖
（
一
二
三
四
―
没
年
不
明
）
手
沢
本
で
あ
る
。
と
も
に
法
然
の
活

躍
し
た
時
代
に
迫
る
資
料
で
あ
る
。

　

一
方
、
元
禄
年
間（
一
六
八
八
―
一
七
〇
四
）に
書
写
さ
れ
た
恵
空（
―
一
七
二
一
）

所
持
本
の
系
統
に
位
置
付
け
ら
れ
る
『
古
本
漢
語
灯
録
』（
大
谷
大
学
蔵
本
、
善
照

寺
蔵
本
）
と
義
山
（
一
六
四
八
―
一
七
一
七
）
開
版
『
新
本
漢
語
灯
録
』
の
当
該
箇

所
は
「
念●

我●

名●

」
と
あ
る
）
11
（

。
従
来
こ
の
箇
所
は
『
往
生
要
集
』
に
引
く
三
巻
本
の

「
念
我
」
と
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
文
章
は
三
巻
本
の
ま
ま
で
、「
念
我
」

の
箇
所
だ
け
「
念
我
名
」
と
す
る
の
で
あ
る
。『
古
本
漢
語
灯
録
』
は
、
法
然
研
究

に
お
け
る
一
級
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
現
存
本
は
江
戸
時
代

の
書
写
で
あ
り
、『
新
本
漢
語
灯
録
』
も
江
戸
時
代
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す

る
に
、「
選
択
我
名
」
に
つ
い
て
相
当
程
度
熟
知
し
て
い
た
者
が
『
古
本
漢
語
灯

録
』
所
収
の
『
往
生
要
集
釈
』
に
「
名
」
の
文
字
を
加
え
、『
選
択
集
』
所
説
の

「
選
択
我
名
」
と
整
合
性
を
図
ろ
う
と
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
作
業
は
法
然
自

身
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
本
稿
で
成
立
過
程
を
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
）
11
（

。
今

後
『
古
本
漢
語
灯
録
』
の
検
討
作
業
の
継
続
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

①
「
念
我
」
か
ら
「
念
我
名
」
へ

　
『
選
択
集
』
は
「
浄
土
三
部
経
」
を
基
に
構
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

ぜ
そ
の
構
成
を
崩
す
よ
う
な
形
で
『
般
舟
三
昧
経
』
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
選
択
我

名
」
を
加
え
て
八
種
と
し
た
の
か
。

　

ま
ず
法
然
は
源
信
『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
門
に
お
い
て
『
般
舟
三
昧

『
安
楽
集
』
阿
弥
陀
仏
。
語
是
菩
薩
言
。
欲
来
生
我
国
者
。
常
念
我
名
莫
有
休
息
。
如
是
得
来
生
我
国
土）

11
（

『
選
択
集
』
弥
陀
自
説
言　
　
　
　
　

欲
来
生
我
国
者　

常
念
我
名
莫
令
休
息
）
1（
（

。



二
七

　
　
　
　
法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

経
』
の
三
巻
本
の
「
念
我
」
を
引
用
し
、『
往
生
要
集
釈
』
等
で
は
そ
れ
を
受
け
て

「
自
説
不
自
説
義
」
を
立
て
る
。
そ
の
後
『
逆
修
説
法
』
で
は
、
一
巻
本
の
「
念
我

名
」
へ
と
引
用
を
変
更
し
「
彌
陀
自
言
」
を
立
て
、
さ
ら
に
『
選
択
集
』
で
「
選
択

我
名
」
に
昇
華
し
て
い
く
成
立
過
程
を
見
た
。
法
然
は
こ
こ
で
は
文
献
学
的
な
知
見

の
も
と
に
、
直
接
三
巻
本
と
一
巻
本
と
を
比
較
し
た
結
果
「
念
我
名
」
の
一
巻
本
に

変
更
し
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
移
行
の
理
由
と
し
て
法
然
の
善
導
へ
の
傾
倒
（
偏
依

善
導
一
師
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

②
「
偏
依
善
導
一
師
」

　

三
巻
本
（「
念
我
」）
か
ら
一
巻
本
（「
念
我
名
」）
へ
の
移
行
の
理
由
は
、
善
導
が

『
観
念
法
門
』
で
引
用
す
る
の
が
一
巻
本
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
一
巻
本
を
引
用
す
る
『
観
念
法
門
』
の
引
用
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
六
別
時

念
仏
門
が
引
用
す
る
。『
往
生
要
集
釈
』
等
で
は
い
ま
だ
「
自
説
不
自
説
義
」
で
あ

っ
た
の
が
『
逆
修
説
法
』
の
「
八
種
選
択
義
」
の
素
地
で
あ
る
「
凡
ソ
念
佛
往
生
之

勝
二ル
ヿ
于
諸
行
往
生
ニ一
有
二
多
義
一
」
に
お
い
て
「
彌
陀
自
言
」
へ
と
展
開
す
る
が
、
そ

の
背
景
に
は
善
導
へ
の
傾
倒
が
予
想
さ
れ
る
。

③
「
選
択
我
名
」
の
必
然
性
―
淵
源
と
し
て
の
『
往
生
要
集
』
―

　
「
自
説
不
自
説
」
か
ら
「
彌
陀
自
言
」
へ
の
過
程
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、『
逆
修

説
法
』
所
説
「
八
種
選
択
義
の
素
地
」
と
『
選
択
集
』「
八
種
選
択
義
」
の
対
応
関

係
を
見
る
と
、『
逆
修
説
法
』
は
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
し
た
順
番
に
な
っ
て
お
り

「
彌
陀
自
言
」
は
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
往
生
要
集
』
が
引
用
す
る
『
般
舟

三
昧
経
』
の
「
念
我
」
に
つ
い
て
長
年
逡
巡
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
が

『
選
択
集
』
で
は
「
浄
土
三
部
経
」
を
軸
に
構
成
さ
れ
る
の
で
、
最
終
章
で
唐
突
に

追
加
挿
入
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、「
選
択
我
名
」
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第

八
念
仏
証
拠
門
に
淵
源
が
あ
っ
て
、『
選
択
集
』
が
「
浄
土
三
部
経
」
を
軸
に
構
成

し
た
時
で
さ
え
、
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
程
、
熟
考
を
重
ね
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
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二
九

　
　
　
　

法
然
「
選
択
我
名
」
成
立
考

　
　
註

（
1
）
増
土
川
勧
学
宗
学
興
隆
会
編
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
昭
和
八
年
、
昭
和
十
一
年
訂
正

再
版
を
使
用
、
以
下
『
土
川
本
』）
一
二
三
頁
五
行
―
一
二
六
頁
一
行
。
改
行
、
句
読
点
、

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
2
）『
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
「
八
選
択
」
と
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
浄
土
宗
二
祖
弁
長

（
一
一
六
二
―
一
二
三
八
）
や
良
三
祖
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）
は
「
八
種
選
択
」

の
語
を
使
用
し
、
ま
た
本
稿
は
後
述
の
藤
堂
恭
俊
氏
の
論
考
に
依
る
所
が
大
き
い
の
で
、

氏
が
使
用
す
る
「
八
種
選
択
義
」
を
使
用
す
る
。

（
3
）
拙
稿
「
法
然
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
六
義
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

三
四
、 

二
〇
〇
六
年
）

（
4
）
藤
堂
恭
俊
「
法
然
の
偏
依
善
導
と
八
種
選
択
義
」（
同
『
法
然
上
人
研
究
』
一
〈
思
想

編
〉、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
三
年
）
三
六
七
頁
。

（
5
）
安
達
俊
英
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の
展
開
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』

一
七
、 

一
九
九
一
年
）。

（
6
）安
孫
子
稔
章「『
逆
修
説
法
』二
七
日
所
説
の
念
仏
勝
義
性
を
示
す
八
文
に
つ
い
て
―『
選

択
集
』
所
説
八
種
選
択
義
と
の
対
比
を
通
じ
て
―
」（『
浄
土
学
』
四
九
、 

二
〇
一
二
年
）。

（
7
）佐
藤
健「
法
然
浄
土
教
と
道
綽
浄
土
教
―『
選
択
集
』お
よ
び
法
語
に
お
け
る『
安
楽
集
』

の
影
響
と
顕
彰
―
」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』（
別
冊
：『
法
然
浄
土
教
の
総
合

的
研
究
』）
二
〇
〇
二
年
）

（
8
）
角
野
玄
樹
「『
逆
修
説
法
』
第
二
七
日
に
お
け
る
八
種
義
の
成
立
」（『
佛
教
大
学
仏
教

学
部
論
集
』
九
八
、  

二
〇
一
四
年
）

（
9
）
拙
稿
「
法
然
「
八
種
選
択
義
」
の
淵
源
―
『
往
生
要
集
』
か
ら
『
選
択
集
』
へ
―
」（『
浄

土
宗
学
研
究
』
四
一
、 

二
〇
一
四
年
）

（
10
）『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下『
浄
全
』）一
五
巻
一
二
八
頁
下
段
八
行
―
一
三
〇
頁
上
段
二
行
。

（
11
）
石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年
、 

以
下
『
昭

法
全
』）
二
五
頁
一
四
行
―
二
六
頁
七
行
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
黒
谷
上
人
語
灯
録

写
本
集
成
１
（
善
照
寺
本
古
本
漢
語
灯
録
）』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
九
五
頁

五
行
―
九
六
頁
七
行
。

（
12
） 『
浄
全
』
一
五
巻
一
二
九
頁
下
段
一
九
―
二
〇
行
。

（
13
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
』（
以
下『
大
正
蔵
』）一
三
巻
八
九
九
頁
上
段
二
十
九
―
中
段
一
行
。

（
14
）『
浄
全
』
一
五
、 

一
〇
八
頁
上
段
一
七
行
―
一
〇
九
頁
下
段
四
行
。

（
15
）『
佛
教
古
典
叢
書
古
本
漢
語
燈
録
』
七
巻
二
五
頁
六
行
―
、 『
昭
法
全
』
二
四
四
頁
九
行
。

（
16
）浄
土
宗
総
合
研
究
所
編『
黒
谷
上
人
語
灯
録
写
本
集
成
１（
善
照
寺
本
古
本
漢
語
灯
録
）』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
〇
頁
三
行
―
一
八
二
頁
六
行
。

（
17
）『
佛
教
古
典
叢
書
古
本
漢
語
燈
録
』
七
巻
二
五
頁
一
〇
行
―
、『
昭
法
全
』
一
二
行
―
。

（
18
）『
土
川
本
』
一
二
五
頁
四
行
―
。

（
19
）『
土
川
本
』
一
二
五
頁
四
―
七
行
。

（
20
）『
大
正
蔵
』
四
七
巻
一
五
頁
上
段
二
二
行
。

（
21
）『
土
川
本
』
一
二
五
頁
五
行
。

（
22
）
安
達
俊
英
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の
展
開
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』

一
七
、 一
九
九
〇
年
）

（
23
）
林
田
康
順
「『
選
択
集
』
に
お
け
る
善
導
弥
陀
化
身
説
の
意
義
～
選
択
と
偏
依
～
」『
仏

教
文
化
研
究
』
四
二
・
四
三
合
併
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思

想
の
成
立
～
選
択
と
偏
依
～
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
七
（
二
）、
一
九
九
九
年
）

（
24
）『
昭
法
全
』
二
六
頁
校
訂
註
⑫
参
照
。

（
25
）ま
た
拙
稿「
法
然『
往
生
要
集
』諸
釈
書
の
六
義
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

三
四
、 

二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
も
同
様
の
例
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

『
阿
弥
陀
経
釈
』（『
古
本
漢
語
灯
』
所
収
）
所
引
の
『
往
生
要
集
釈
』
等
の
六
義
の
う
ち

「
自
説
不
自
説
」
の
名
称
が
「
本
願
非
本
願
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も

良
忠
以
降
の
変
化
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る
。





三
一

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

　

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
、
以
下
尊
称
略
）
の
出
現
に
よ
っ
て
、
日
本

の
浄
土
思
想
は
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
た
。
法
然
は
、
称
名
念
仏
こ
そ
が
末
代
に
生

き
る
罪
濁
の
凡
夫
を
済
度
す
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
本
願
と
し
て
選
択
し
た
唯
一
の

行
で
あ
る
と
す
る
「
選
択
本
願
念
仏
」
説
を
唱
え
、
称
名
念
仏
の
み
が
本
願
行
で
あ

り
そ
れ
以
外
の
諸
行
は
非
本
願
の
行
で
あ
る
と
主
張
し
、
大
き
な
波
紋
を
起
こ
し
た

の
で
あ
る
。

　

法
然
門
下
の
上
足
の
一
人
で
あ
る
覚
明
房
長
西
（
一
一
八
四
～
一
二
六
六
）
は
法

然
の
死
後
、
出
雲
路
の
住
心
房
覚
愉
（
一
一
五
八
～
一
二
三
三
）
に
学
ん
で
、
師
説

と
は
異
な
る「
諸
行
本
願
義
」を
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。「
諸
行
本
願
義
」と
は
、

「
念
仏
以
外
の
諸
行
も
念
仏
と
同
様
に
仏
が
本
願
に
お
い
て
誓
わ
れ
た
浄
土
往
生
の

行
で
あ
る
と
い
う
説
（
１
）」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
諸
行
が
本
願
行
か
非
本
願
行
か
」

と
い
う
議
論
は
、
法
然
に
よ
っ
て
諸
行
非
本
願
の
教
説
が
提
示
さ
れ
る
ま
で
存
在
し

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
諸
行
本
願
義
」は「
諸
行
非
本
願
説
」の
対
概
念（
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
）
と
し
て
出
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

管
見
の
限
り
、「
諸
行
本
願
義
」
な
る
術
語
の
明
確
な
初
出
は
、
東
大
寺
凝
然

（
一
二
四
〇
～
一
三
二
一
）
の
『
浄
土
法
門
源
流
章
』（
以
下
『
源
流
章
』）
で
あ
る
（
２
）。

『
源
流
章
』
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
亘
る
浄
土
教
の
歴
史
を
通
観
し
た
、

我
国
で
は
じ
め
て
の
典
籍
で
あ
る
。『
源
流
章
』
で
は
法
然
門
下
に
関
し
て
詳
細
な

記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
法
然
門
下
を
研
究
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
資
料
と
し
て
重
用
さ
れ
て
き
た
。
わ
け
て
も
長
西
に
関
す
る
記
述
は
、
凝
然

が
二
十
二
歳
の
時
に
長
西
晩
年
の
善
導
『
観
経
疏
』
講
筵
に
連
な
っ
た
「
面
授
の
弟

子
」
で
あ
る
（
３
）こ
と
か
ら
「
尤
も
信
用
す
べ
き
（
４
）」
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に『
源
流
章
』で
は
、長
西
お
よ
び
そ
の
流
れ
を
汲
む「
九
品
寺
流
」

の
人
師
た
ち
、
お
よ
び
南
都
を
中
心
と
し
た
法
然
と
は
直
接
の
つ
な
が
り
を
持
た
な

い
人
師
た
ち
の
所
立
を
、
共
に
「
諸
行
本
願
義
」
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
以
降
、「
諸

行
本
願
義
」
は
、
狭
く
は
長
西
の
所
立
を
指
し
、
広
く
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
「
九
品

寺
流
」
乃
至
「
非
法
然
系
」
の
浄
土
思
想
全
般
を
示
す
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
。

　

凝
然
が
「
諸
行
本
願
義
」
と
呼
ん
だ
諸
師
に
つ
い
て
は
、
長
西
も
含
め
て
著
作
の

多
く
が
散
佚
し
て
お
り
、
現
存
す
る
典
籍
も
未
翻
刻
の
も
の
が
大
半
で
、
そ
の
思
想

内
容
に
は
不
明
瞭
な
点
が
多
か
っ
た
。
ま
た
事
蹟
に
つ
い
て
も
、
利
用
参
照
さ
れ
る

資
料
が
か
な
り
限
定
さ
れ
て
お
り
、
研
究
が
進
ま
な
い
状
況
が
長
く
続
い
た
（
５
）。

　

し
か
し
近
年
、
中
世
仏
教
史
の
研
究
が
進
展
し
、
資
料
の
翻
刻
紹
介
な
ど
も
進

　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け
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ん
だ
（
６
）こ
と
で
、「
諸
行
本
願
義
」
の
人
師
た
ち
に
従
来
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
光
が

当
た
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
流
章
』
所
載
の
「
諸
行
本
願
義
」

諸
師
の
事
蹟
を
再
検
討
し
た
上
で
、
近
年
の
研
究
成
果
を
紹
介
参
照
し
な
が
ら
、「
諸

行
本
願
義
」
を
捉
え
直
す
一
つ
の
視
点
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

二
、「
諸
行
本
願
義
」
の
人
師
た
ち 

～
各
系
譜
資
料
の
対
照
～

　
『
源
流
章
』
で
「
諸
行
本
願
義
」
の
諸
師
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、長
西
の
系
統
（
九

品
寺
流
）
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
と
、
法
然
（
源
空
）
の
所
立
に
依
ら
ず
に
浄
土
教

を
弘
通
し
た
人
物
を
紹
介
し
た
部
分
と
の
二
箇
所
で
、
こ
こ
は
『
源
流
章
』
一
部
の

最
末
部
分
に
あ
た
り
、
両
者
は
連
続
し
た
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
（
７
）。『

源
流
章
』
で

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
師
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

＊
九
品
寺
流
に
連
な
る
諸
師

①
澄
空
（
如
輪
房
）　

②
理
圓　

③
覚
心　

④
覚
阿　

⑤
西
覚　

⑥
阿
弥
陀
房

⑦
禅
信　

⑧
了
敏　

⑨
空
寂　

⑩
十
地　

⑪
道
教　

⑫
上
衍　

⑬
証
忍　

計
十
三
名
（
派
祖
長
西
は
除
く
）

＊
法
然
の
所
立
に
依
ら
な
い
英
哲

⑭
住
心
（
覚
愉
） 

⑮
良
遍　

⑯
眞
空　

⑰
悟
阿　

⑱
制
心　

⑧
了
敏　

⑲
圓
照

計
六
名
（
了
敏
は
重
複
の
た
め
除
く
）

　

凝
然
は
こ
れ
ら
の
諸
師
を
列
挙
し
た
後
に
、

住
心
・
良
遍
・
眞
空
等
の
師
は
皆
な
諸
行
本
願
の
義
を
立
つ
。
長
西
の
所
立
と

一
同
契
會
せ
り
。
悟
阿
の
所
立
は
亦
は
本
願
亦
は
非
本
願
な
り
。
第
十
八
願
に

依
て
此
の
義
を
成
ぜ
り
（
８
）。

と
述
べ
て
、
住
心
・
良
遍
・
眞
空
等
の
所
立
が
長
西
の
所
立
と
同
じ
く
「
諸
行
本
願

義
」（
悟
阿
の
所
立
は
「
本
願
亦
非
本
願
」
の
義
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
両
者
の

近
親
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
法
然
の
門
流
に
お
い
て
は
「
系
譜
資
料
」

と
称
さ
れ
る
、
師
弟
関
係
を
図
示
し
た
資
料
が
各
種
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
系
譜
資

料
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
人
が
「
諸
行
本
願
義
」
の
人
師
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
表
１
・
表
２
に
て
以
下
の
資
料
を
対
照
整
理
し
て
み
た
。

・
凝
然
『
浄
土
法
門
源
流
章
』　

応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
成
立　
『
浄
全
』
巻

十
五
所
収

　
　

参
考
／
凝
然
『
内
典
塵
露
章
』　

成
立
年
不
詳　
『
仏
全
』
巻
三
所
収

・ 

堯
恵
『
吉
水
法
流
記
』　

永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
成
立　

牧
哲
義
「『
吉

水
法
流
記
』『
法
水
分
流
記
』
の
翻
刻
と
そ
の
研
究
」（『
東
洋
学
研
究
』

三
〇
、一
九
九
〇
）
所
収

・
静
見
『
法
水
分
流
記
』　

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
成
立　

野
村
恒
道
・
福
田

行
慈
編
『
法
然
教
団
系
譜
選
』〔
二
〇
〇
四
〕
所
収

・
融
舜
『
浄
土
惣
系
図
』〈
西
谷
本
〉　

永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
成
立　
『
法
然

教
団
系
譜
選
』
所
収

・
袋
中
『
浄
土
血
脈
論
』　

天
正
二
年
（
一
五
八
三
）
～
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）

成
立　
『
続
浄
』
巻
十
七
所
収

・
鸞
宿
『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』
巻
下　

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
頃
成
立　
『
浄

全
』
巻
十
九
所
収



三
三

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

　

こ
の
対
照
に
よ
っ
て
、『
源
流
章
』の
影
響
の
大
き
さ
が
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、『
源
流
章
』
で
は
九
品
寺
流
と
非
法
然
系
の
浄
土
教
者
た
ち
が
「
諸

行
本
願
義
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
形
態
は
後
発
の
系
譜
資
料
に
お
い

て
も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、全
資
料
を
通
じ
て
、あ
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
記
事
が
あ
る
の
は
大
半
が
『
源
流
章
』
所
載
の
人
師
で
あ
る
。『
源
流
章
』
所
載

の
人
師
が
典
型
的
な
「
諸
行
本
願
義
」
の
人
師
と
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
踏
襲
継
承
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　

事
蹟
に
関
す
る
記
事
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
記
事
内
容
に
つ

い
て
も
梗
概
は
継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
『
源
流
章
』
は

浄
土
教
に
つ
い
て
の
通
史
書
で
あ
り
、
記
載
さ
れ
る
の
は
必
然
的
に
浄
土
教
に
関
係

す
る
事
項
が
中
心
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
は
後
発
の
系
譜
資
料
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
（
９
）。『
源
流
章
』
の
記
事
内
容
の
特
徴
を
読
み
取
る
た
め
に
も
、
そ
の
人

物
の
全
体
像
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、『
源
流
章
』
所
載
の
「
諸
行
本
願
義
」
人
師
十
九
名
に
つ
い
て
、『
源
流

章
』
の
記
載
内
容
を
記
し
要
点
を
抜
き
出
し
た
上
で
、
系
譜
資
料
や
そ
の
他
の
資
料

も
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
事
蹟
・
人
物
像
を
検
証
し
、
彼
ら
の
思
想
傾
向
を
把
握
す

る
上
で
の
手
が
か
り
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
調
査
結
果
の
表
示
に
関
す
る

凡
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、『
源
流
章
』
の
テ
キ
ス
ト
、
そ
の
要
点
（
▽
）、
総
合
的
な
事
蹟
あ
る
い
は
特

記
事
項
（
▼
）
の
順
に
掲
載
し
た
。

一
、 

表
１
～
３
の
対
照
に
使
用
し
た
系
譜
資
料
に
つ
い
て
は
〔
総
〕（
＝
『
浄
土

伝
灯
総
系
譜
』）
の
よ
う
に
略
号
を
使
用
し
た
。

一
、
引
用
テ
キ
ス
ト
は
前
頁
に
掲
げ
た
典
籍
を
使
用
し
、
原
則
と
し
て
新
字
体
を

用
い
た
。
ま
た
返
り
点
、
送
り
仮
名
、
出
所
頁
数
は
割
愛
し
た
。

　

三
、「
九
品
寺
流
」
諸
師
の
事
蹟

①
澄
空
（
如
輪
房
） 

②
理
圓

〔
源
〕
證
空
理
円
両
上
人
者
宗
研
天
台
説
法
流
美
。
兼
随
長
西
宗
学
浄
教
。
法
蔵

比
丘
五
劫
思
惟
唯
思
修
行
両
哲
諍
論
。
西
公
作
章
名
五
劫
思
惟
諍
論
鈔
。
即
決

判
両
英
諍
論
。
即
決
判
云
、
五
劫
修
行
非
唯
思
念
。
浄
影
等
師
如
是
判
故
。

　

▽
両
名
と
も
天
台
を
研
鑚
、
説
法
を
得
意
と
す
る
。
法
蔵
比
丘
の
五
劫
思
惟
に

つ
い
て
、
両
名
の
間
で
唯
思
か
修
行
か
論
争
（
長
西
は
修
行
と
決
判
）。

　

▼
①
澄
空
は
〔
総
〕
に
「
号
如
輪
。
関
白
師
家
息
。
住
洛
西
千
本
大
報
恩
寺
念

仏
勧
化
」
と
あ
る
よ
う
に
、
関
白
松
殿
師
家
（
一
一
七
二
～
一
二
三
八
）
の

息
。
明
院
律
師
と
号
す
。
洛
西
千
本
大
報
恩
寺
に
住
し
、
定
覚
（
寛
仁
頃
の

人
）
が
主
唱
し
た
釈
迦
念
仏
（
釈
迦
堂
念
仏
）
を
再
興
、
大
い
に
念
仏
を
弘

通
し
た
）
（1
（

。
②
理
圓
に
つ
い
て
〔
総
〕
に
は
「
本
為
台
徒
洛
陽
弘
通
」、
天
台

僧
で
京
都
に
教
え
を
弘
め
た
と
あ
る
。

③
覚
心

〔
源
〕覚
心
大
徳
。
讃
州
西
三
谷
盛
弘
浄
教
。
彼
処
是
長
西
上
人
建
興
之
寺
也
。（
長

西
の
伝
歴
あ
り
、
中
略
）
上
足
覚
心
住
彼
弘
教
。

　

▽
讃
岐
国
西
三
谷
に
て
弘
教
。
倶
舎
・
釈
論
に
通
ず
（
④
覚
阿
の
項
よ
り
）。

　

▼
『
源
流
章
』
以
上
の
記
事
は
見
当
た
ら
ず
。

④
覚
阿

〔
源
〕
北
洛
泉
涌
住
持
覚
阿
上
人
。
随
覚
心
公
習
学
浄
教
。
覚
心
兼
学
倶
舎
通
錬



三
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

釈
論
。
覚
阿
随
心
公
兼
学
倶
舎
論
。

　

▽
③
覚
心
に
浄
土
教
と
倶
舎
を
学
ぶ
。
泉
涌
寺
住
持
。

　

▼
覚
一
房
。
生
没
年
不
詳
。『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
四
）
（（
（

に
よ
る
と
、
智
鏡
）
（1
（

・
浄

因
）
（1
（

か
ら
律
部
を
学
び
、
憲
静
か
ら
密
灌
を
、
忍
性
）
（1
（

か
ら
通
受
の
法
（
律
）
を

受
け
た
。
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
前
後
に
相
模
国
飯
山
寺
住
持
）
（1
（

。
後
に
泉

涌
寺
に
転
住
（
時
期
不
詳
）。

⑤
西
覚

〔
源
〕
覚
心
門
人
有
西
覚
公
。
兼
承
証
忍
大
達
浄
教
。

　

▽
③
覚
心
の
弟
子
。
⑬
証
忍
に
も
学
ぶ
。

　

▼
『
源
流
章
』
以
上
の
記
事
は
見
当
た
ら
ず
。

⑥
阿
弥
陀
房

〔
源
〕
阿
弥
陀
公
立
十
六
定
善
義
。
依
玄
義
釈
名
門
成
立
義
理
。

　

▽
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
釈
名
門
に
依
っ
て
十
六
定
善
の
義
を
立
て
る
）
（1
（

。

　

▼
一
二
〇
〇
～
一
二
七
八
。
系
譜
資
料
で
は
「
阿
弥
陀
」
と
表
記
さ
れ
る
。
没

年
に
つ
い
て
〔
惣
〕〔
総
〕
は
弘
安
元
年
三
月
十
五
日
七
十
九
才
と
記
す
。

出
雲
路
に
住
し
た
。
良
忠
『
選
択
疑
問
答
』
の
問
難
者
、毘
沙
門
堂
阿
弥
か
。

〔
総
〕
に
「
依
玄
義
分
釈
名
門
立
十
六
定
善
義
。
住
出
雲
路
而
作
鈔
記
弘
自

立
義
」
と
あ
る
が
著
作
は
伝
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
長
西
述
『
観
経
疏
光
明
抄
』

の
「
私
解
」
の
部
分
、
お
よ
び
『
二
十
願
決
疑
問
答
』
は
阿
弥
陀
房
の
撰
述

と
い
う
説
が
有
力
）
（1
（

。

⑦
禅
信

〔
源
〕
弥
陀
公
下
有
禅
信
公
。
開
敷
有
功
讚
仰
不
倦
。

　

▽
阿
弥
陀
房
の
弟
子
。
開
敷
に
功
が
あ
っ
た
。
鑚
仰
し
て
倦
ま
な
か
っ
た
。

▼
〔
総
〕
に
は
「
住
出
雲
路
弘
通
」
と
あ
る
。
阿
弥
陀
房
の
後
継
者
で
あ
っ
た
か
。

そ
の
他
の
事
蹟
は
不
明
。〔
吉
〕
で
は
「
禅
心
法
師
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま

た
⑱
制
心
を
「
禅
心
」
と
伝
え
る
資
料
が
多
い
こ
と
か
ら
、
⑦
禅
信
と
⑱
制

心
が
同
一
人
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

⑧
了
敏

〔
源
〕
知
足
院
了
敏
大
徳
。
随
弥
陀
公
習
学
浄
教
修
練
無
懈
。

　

▽
阿
弥
陀
房
の
弟
子
。
東
大
寺
知
足
院
。
⑰
悟
阿
の
弟
子
で
も
あ
る
（
⑰
悟
阿

の
項
に
も
記
述
あ
り
）。

　

▼
知
足
院
に
て
悟
阿
に
師
事
。『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
十
四
「
京
北
九
品
寺
沙
門

長
西
伝
」
に
は
、
了
敏
は
空
寂
に
も
師
事
し
た
と
あ
る
）
（1
（

。

⑨
空
寂

〔
源
〕
空
寂
上
人
多
作
章
疏
。
大
経
有
五
巻
疏
善
導
観
経
疏
述
八
巻
記
又
弘
元
照

弥
陀
疏
集
三
巻
鈔
。
／
先
有
空
寂
公
。
住
竹
林
寺
弘
持
浄
教
大
施
化
導
。
長
西

門
人
学
解
神
足
。
後
至
甲
斐
国
弘
浄
土
教
（
⑮
良
遍
の
項
よ
り
）

　

▽
『
無
量
寿
経
』
疏
五
巻
・
善
導
『
観
経
疏
』
記
八
巻
・
元
照
『
阿
弥
陀
経
疏
』

鈔
三
巻
な
ど
を
著
す
。
／
長
西
門
下
の
学
解
の
神
足
で
、
良
遍
に
先
ん
じ
て

竹
林
寺
に
住
し
、後
甲
斐
の
国
に
移
住
（
事
蹟
の
記
述
は
⑮
良
遍
の
項
よ
り
）

　

▼
長
西
門
下
で
も
指
折
り
の
学
僧
。
良
遍
に
先
ん
じ
て
竹
林
寺
に
住
す
る
）
（1
（

。
元

照
『
阿
弥
陀
経
疏
』
の
鈔
三
巻
は
同
書
の
日
本
最
初
の
註
釈
書
か
。
後
に
甲

斐
国
に
移
る
。
著
作
は
散
佚
し
た
が
、
坪
井
俊
映
氏
は
金
沢
文
庫
に
伝
存
す

る
『
観
経
疏
顕
意
抄
』
の
著
者
を
空
寂
と
推
定
し
て
い
る
）
11
（

。〔
総
〕
で
は
そ

の
思
想
を
「
半
自
力
半
他
力
義
」
と
紹
介
。



三
五

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

⑩
十
地

〔
源
〕（
記
事
な
し
）

　

▼
系
譜
類
に
も
記
事
は
な
し
。
禅
院
万
寿
寺
開
山
・
十
地
房
覚
空
（
？
～

一
二
八
六
）か
。
覚
空
は
天
台
と
南
山
律
宗
を
学
ん
だ
後
に
浄
土
門
に
帰
依
、

二
尊
院
の
湛
空
か
ら
円
頓
戒
を
受
け
る
）
1（
（

。
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
七
月

二
十
九
日
に
は
道
光
に
円
頓
戒
を
授
け
た
）
11
（

。

⑪
道
教

〔
源
〕
道
教
上
人
関
東
弘
教
。
天
台
教
観
講
敷
弘
通
。
講
浄
土
教
広
被
道
俗
。
門

輩
非
一
連
続
弘
化
。

　

▽
関
東
に
弘
教
。
天
台
教
観
お
よ
び
浄
土
教
を
講
ず
る
。
門
人
多
数
。

　

▼
諱
念
空
。
没
年
に
つ
い
て〔
法
〕に「
弘
安
十
丁
亥
七
八
亡
」、〔
惣
〕に
は「
弘

安
十
五
七
月
八
入
」
と
あ
る
が
、干
支
が
一
致
す
る
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）

か
。
鎌
倉
新
善
光
寺
に
住
し
た
関
東
九
品
寺
流
を
代
表
す
る
人
物
で
、『
観

経
定
善
義
見
聞
集
』『
観
経
散
善
義
見
聞
集
』『
諸
行
本
願
義
』
な
ど
著
作
多

数
）
11
（

。
叡
尊
よ
り
具
足
戒
を
受
け
る
）
11
（

。

⑫
上
衍 

⑬
証
忍

〔
源
〕
上
衍
証
忍
両
哲
倶
守
師
躅
住
九
品
寺
。
恒
講
浄
教
紹
隆
宗
義
。
忍
公
門
人

遠
近
興
宗
各
生
門
輩
。
開
演
甚
昌
。

　

▽
九
品
寺
に
住
し
、
恒
に
浄
教
を
講
じ
た
。
⑬
証
忍
に
は
門
人
が
多
く
、
各
々

宗
を
興
す
。

　

▼
⑫
上
衍
に
つ
い
て
は
、九
品
寺
に
住
し
た
こ
と
以
外
事
蹟
不
詳
。
⑬
証
忍
は
、

弘
安
五
年
か
ら
九
年
（
一
二
八
二
～
一
二
八
六
）
に
か
け
て
西
山
深
草
義
の

道
教
顕
意
（
？
～
一
三
〇
五
）
と
の
間
で
法
論
問
答
を
交
わ
し
て
お
り
、
そ

の
折
の
著
作
と
し
て
『
観
経
義
賢
問
愚
答
鈔
』（『
正
蔵
』
巻
八
十
四
所
収
）

が
伝
わ
る
）
11
（

。

　

四
、「
源
空
の
所
立
に
依
ら
ざ
る
英
哲
」
の
事
蹟

⑭
住
心

　
〔
源
〕
出
雲
路
住
心
上
人
。
天
台
学
者
。
長
西
上
人
兼
承
住
心
。

　

▽
天
台
の
学
者
。
長
西
は
（
法
然
の
他
に
）
住
心
に
も
師
事
し
た
。

　

▼
住
心
房
覚
愉
。
一
一
五
八
～
一
二
三
三
。
寺
門
系
の
僧
。
律
の
法
門
を
訊
く

た
め
に
法
然
を
訪
問
、
浄
土
教
の
教
え
も
受
け
る
）
11
（

。
出
雲
路
の
廬
山
寺
を
開

創
し
た
と
伝
わ
る
。
藤
原
定
家
な
ど
の
戒
師
と
し
て
活
躍
）
11
（

。
孫
弟
子
の
真
阿

（
長
西
の
弟
子
で
は
な
い
）
が
鎌
倉
の
浄
光
明
寺
に
住
し
た
。

⑮
良
遍

〔
源
〕
生
馬
良
遍
法
印
法
相
英
哲
。
良
遍
法
印
道
号
信
願
官
位
居
法
印
権
大
僧
都
。

法
相
因
明
研
精
究
尽
深
獲
奥
旨
。四
十
有
八
棄
捨
世
栄
居
住
生
馬
大
聖
竹
林
寺
。

随
唐
招
提
寺
覚
盛
和
上
受
具
足
戒
。
律
蔵
宗
旨
通
別
相
状
習
学
研
精
。
陳
菩
薩

戒
義
有
六
巻
章
鈔
。
明
律
藏
義
造
五
巻
章
。
陳
浄
土
義
作
數
巻
章
。
自
行
利
佗

唯
事
浄
土
。
建
長
四
年
遷
神
浄
邦
于
時
春
秋
六
十
有
九
。
竹
林
精
舎
現
有
遺
房
。

　

▽
法
相
の
英
哲
。
道
号
信
願
。
法
相
因
明
を
究
め
る
も
四
十
八
才
で
生
馬
大
聖

竹
林
寺
に
隠
遁
。
覚
盛
和
上
に
戒
を
受
け
律
に
通
ず
る
。
戒
律
に
関
す
る

著
作
の
他
、
浄
土
義
を
陳
べ
た
数
巻
の
鈔
あ
り
。
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

六
十
九
才
に
て
往
生
。
竹
林
寺
に
遺
房
あ
り
。

　

▼
信
願
（
房
）
良
遍
、
蓮
阿
、
勝
願
院
。
一
一
九
四
～
一
二
五
二
。
東
大
寺

戒
壇
院
で
受
戒
後
、
興
福
寺
勝
願
院
に
入
り
、
光
明
院
覚
遍
・
東
大
寺
宗



三
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

性
か
ら
法
相
・
因
明
を
学
ぶ
。
講
会
に
盛
ん
に
出
仕
す
る
も
、
仁
治
三
年

（
一
二
四
二
）
四
十
九
歳
で
生
駒
大
聖
竹
林
寺
へ
隠
遁
。
隠
遁
後
に
浄
土
教

著
作
『
善
導
大
意
』『
厭
欣
抄
』『
念
仏
往
生
決
心
記
』
を
著
す
。
ま
た
大
悲

菩
薩
覚
盛
よ
り
具
足
戒
を
受
け
、
律
蔵
の
宗
旨
お
よ
び
通
別
の
相
状
に
つ
い

て
習
学
研
鑽
、
菩
薩
戒
義
（
六
巻
）、
律
蔵
義
（
五
巻
）
の
章
を
著
す
な
ど
、

戒
律
復
興
に
尽
力
）
11
（

。
東
大
寺
知
足
院
を
戒
律
道
場
と
し
て
中
興
し
た
と
い

う
）
11
（

。〔
総
〕
で
は
良
忠
は
良
遍
か
ら
法
相
を
習
っ
た
と
記
す
。

⑯
眞
空

〔
源
〕
木
幡
真
空
上
人
。
本
諱
定
兼
官
昇
律
師
。
三
論
真
言
美
誉
絶
倫
。
真
空
上

人
三
論
名
哲
。
遁
世
之
後
専
弘
真
言
。
事
相
教
相
甚
致
精
詳
。
教
相
義
解
辞
弁

縦
横
。
立
敵
対
論
無
並
肩
者
。
兼
研
浄
教
建
立
義
門
。
曇
鸞
註
論
有
六
巻
鈔
記

永
観
十
因
作
三
巻
文
集
。
随
覚
盛
上
人
受
具
足
戒
。
住
木
幡
観
音
院
後
往
関
東

弘
化
導
引
。

　

▽
三
論
の
名
哲
。
遁
世
後
は
専
ら
真
言
を
弘
め
る
。
兼
ね
て
浄
土
教
を
研
究
し
、

曇
鸞
『
往
生
論
註
』
に
六
巻
の
鈔
記
を
、
永
観
『
往
生
拾
因
』
に
三
巻
の
文

集
を
作
る
。
覚
盛
か
ら
具
足
戒
を
受
け
る
。
木
幡
・
観
音
院
に
住
し
、
後
に

関
東
へ
移
住
。

　

▼
廻
心
（
房
）
眞
空
、
木
幡
上
人
。
一
二
〇
四
～
一
二
六
八
。
藤
原
定
信
の
子

で
醍
醐
寺
に
て
出
家
。
東
大
寺
東
南
院
で
三
論
を
修
学
し
、
醍
醐
寺
で
は
真

言
を
研
鑽
。
さ
ら
に
覚
盛
か
ら
戒
を
受
け
、円
爾
弁
円
か
ら
は
禅
を
学
ん
だ
。

高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
も
住
し
、
ま
た
京
都
遍
照
心
院
（
大
通
寺
）
の
開
山

と
も
な
り
、
鎌
倉
無
量
寿
院
に
迎
え
ら
れ
同
寺
で
寂
し
た
。
浄
土
教
に
関
す

る
著
作
と
し
て
、『
浄
土
論
註
抄
』『
往
生
十
因
文
集
』『
三
廟
抄
』
が
あ
る
。

木
幡
観
音
院
を
開
創
し
て
律
を
広
宣
）
11
（

、
律
僧
と
し
て
の
名
声
が
高
か
っ
た
。

⑰
悟
阿

〔
源
〕
東
大
寺
知
足
院
悟
阿
上
人
。
習
学
律
並
法
相
。
悟
阿
上
人
、
大
弘
浄
土
五

祖
虬
文
皆
作
鈔
記
。
製
述
繁
多
数
満
百
巻
。
特
研
群
疑
論
飛
名
邇
遐
。
悟
阿

門
人
有
制
心
了
敏
両
哲
。
倶
研
浄
教
大
播
化
導
。

　

▽
知
足
院
。
律
と
法
相
を
学
ぶ
。
浄
土
五
祖
の
著
作
す
べ
て
に
鈔
記
を
作
り
、

著
作
多
数
で
百
巻
に
及
ぶ
。
特
に
『
群
疑
論
』
研
究
で
名
高
い
。
門
人
の
制

心
・
了
敏
は
と
も
に
浄
土
教
を
研
鑽
し
大
い
に
化
導
し
た
。

　

▼
諱
良
喜
〔
吉
〕
ま
た
は
良
善
〔
法
〕。〔
惣
〕〔
血
〕
で
は
良
遍
の
弟
子
と
す

る
。
弘
安
六
年
十
二
月
十
七
日
没
〔
吉
〕〔
法
〕（〔
惣
〕〔
総
〕
は
十
一
月
）。

知
足
院
に
て
法
相
・
戒
律
を
究
め
る
）
1（
（

。
群
疑
論
鈔
二
十
五
巻
、
新
拾
因
な
ど

浄
土
教
関
係
の
著
作
百
巻
に
及
ぶ
。「
諸
行
亦
本
願
亦
非
本
願
義
」
を
立
て

る
。
な
お
〔
吉
〕
で
は
西
山
流
（
深
草
義
・
本
山
義
）
と
の
法
縁
関
係
が
記

さ
れ
）
11
（

、
史
実
と
は
み
な
し
難
い
が
興
味
深
い
。

⑱
制
心
（
禅
心
）

〔
源
〕
制
心
上
人
。
法
相
学
者
。
法
華
玄
賛
深
得
幽
旨
。
講
敷
繁
多
大
立
門
輩
。

兼
習
浄
教
盛
施
化
導
。

　

▽
法
相
の
学
者
。
法
華
玄
賛
に
造
詣
深
く
門
人
多
い
。
兼
ね
て
浄
土
教
を
習
い

盛
ん
に
化
導
す
る
。

　

▼
知
足
院
に
て
悟
阿
に
師
事
。
白
毫
寺
に
住
す
。〔
法
〕
で
は
「
禅
心
」
だ
が

傍
注
で
「
制
」
と
あ
る
。〔
惣
〕〔
血
〕
で
は
「
禅
心
」。〔
総
〕
で
は
禅
心
と

制
心
を
別
人
と
し
、
所
住
の
寺
も
禅
心
は
眉
間
寺
、
制
心
は
知
足
院
と
す
る
。

ま
た
制
心
に
つ
い
て
「
法
華
玄
賛
殊
得
其
旨
」
と
記
し
て
い
る
。



三
七

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

⑧
了
敏
（
尊
観
）

〔
源
〕
了
敏
上
人
。
元
学
法
相
後
随
悟
阿
。
専
学
浄
教
講
弘
行
業
唯
事
浄
土
。

　

▽
知
足
院
。
は
じ
め
法
相
を
学
び
、
後
に
悟
阿
に
従
い
浄
土
を
専
ら
と
す
る
。

　

▼
阿
弥
陀
房
の
弟
子
で
も
あ
る
。〔
法
〕
で
は
諱
を
「
尊
観
」
と
し
、
眉
間
寺

に
住
し
た
と
註
さ
れ
る
。〔
惣
〕〔
血
〕
の
尊
観
も
「
眉
間
寺
長
老
」
と
さ
れ

て
お
り
、
⑧
了
敏
と
同
一
人
と
判
断
し
た
。〔
総
〕
で
は
了
敏
と
尊
観
を
別

人
と
し
、
所
住
の
寺
も
尊
観
は
眉
間
寺
、
了
敏
は
知
足
院
と
す
る
。

⑲
圓
照

〔
源
〕
東
大
寺
有
円
照
上
人
。
道
号
実
相
。
聰
叡
敏
利
多
聞
深
悟
。
大
小
化
制
顕

密
禅
教
解
行
通
錬
無
不
貫
括
。
随
良
遍
上
人
学
法
相
研
精
浄
教
。
随
覚
盛
上
人

受
通
門
具
足
戒
。
随
叡
尊
上
人
興
正
菩
薩
受
別
受
具
戒
興
隆
戒
壇
。
住
持
竹
林

開
善
法
寺
興
金
山
院
。
講
律
授
戒
弘
通
真
言
。
説
法
開
導
徳
量
多
端
。
兼
弘
浄

教
深
入
幽
致
。

　

▽
東
大
寺
。
良
遍
に
法
相
と
浄
教
を
学
び
、
覚
盛
・
叡
尊
に
戒
を
受
け
戒
壇
を

興
隆
。
律
を
講
じ
戒
を
授
け
真
言
を
弘
通
、
兼
ね
て
浄
土
教
を
弘
め
る
。

　

▼
実
相（
房
）円
照
。一
二
二
一
～
一
二
七
七
。父
は
東
大
寺
厳
寛
。叡
尊
・
円
爾
・

覚
盛
・
良
遍
な
ど
に
師
事
し
、
律
を
は
じ
め
三
論
・
法
相
・
天
台
・
真
言
・

禅
な
ど
八
宗
を
修
学
し
た
。
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
東
大
寺
戒
壇
院
院
主
、

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
造
東
大
寺
大
勧
進
に
就
任
、
堂
塔
の
復
興
に
尽
く

し
戒
壇
院
の
中
興
開
山
と
な
る
。
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
後
嵯
峨
上
皇
に

戒
師
と
し
て
授
戒
。
凝
然
の
師
）
11
（

。

五
、「
諸
行
本
願
義
」
諸
師
の
事
蹟
の
特
徴

　

以
上
、『
源
流
章
』
所
載
の
十
九
名
の
人
師
の
事
蹟
や
人
物
像
に
つ
い
て
検
討
し

た
が
、
そ
の
結
果
か
ら
気
付
い
た
点
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
彼
ら
が
皆
な
浄
土
信
仰
を
持
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
法
然

流
の
専
修
念
仏
と
は
様
相
を
異
に
し
、
天
台
や
法
相
、
律
な
ど
と
兼
学
兼
修
す
る
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
九
品
寺
流
で
は
天
台
が
多
く
、
非
法
然
系
で
は
法

相
や
真
言
、
律
な
ど
多
様
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
九
品
寺
流
の
諸
師
と
非
法
然
系
の
諸
師
と
の
間
に
密
な
人
的
交
流
が
あ

る
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
複
数
の
師
か
ら
諸
宗
の
教
え
を
学
び
、
各
々
が
比
較
的
自
由

に
、
独
自
の
見
解
を
立
て
、
時
に
は
論
争
す
ら
行
わ
れ
て
い
た
）
11
（

こ
と
が
『
源
流
章
』

の
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
一
種
の
共
同
体
の
存
在
を
示
唆

す
る
の
が
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
板
行
さ
れ
た
『
安
楽
集
』
の
刊
記
で
あ

る
）
11
（

。
彼
往
成
所
彫
刻
之
板
凉
燠
推
移
字
点
尽
消
爰
悟
阿
数
嘆
摺
写
之
云
絶
強
抽
弘
／

通
之
懇
志
之
間
続
前
願
王
之
蹤
開
斯
印
板
之
文
願
酬
上
下
一
部
勧
進
之
功
将
／

成
貴
賤
民
諸
人
引
導
之
誠
而
已

弘
安
三
年
庚
四
月　

日　
　
　
　
　

仏
子
悟
阿

右
一
部
印
板
三
十
二
枚
内
奉
加
衆　

四
枚
僧
十
地　

四
枚
僧
南
無　

四
枚
僧
証
忍

四
枚
僧
行
覚　

二
枚
僧
律
禅　

二
枚
僧
信
阿　

二
枚
僧
覚
阿　

二
枚
僧
本
悟　

二
枚
僧
法
意

二
枚
僧
鏡
心　

二
枚
安
養
寺　

一
枚
僧
了
意　

一
枚
僧
観
真　

模
□
墨
付
等
已
下
一
貫

五
百
尼
妙
福

　

悟
阿
を
中
心
に
、
数
名
の
共
同
出
資
で
典
籍
版
行
事
業
を
行
っ
た
貴
重
な
記
録
で

あ
る
。
十
地
・
証
忍
・
覚
阿
な
ど
九
品
寺
流
お
よ
び
非
法
然
系
と
し
て
『
源
流
章
』



三
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

に
記
載
さ
れ
る
諸
師
の
名
が
見
ら
れ
る
一
方
、
同
時
代
に
京
都
を
拠
点
に
活
動
し
て

い
た
鎮
西
流
の
良
忠
や
、
西
山
流
の
顕
意
な
ど
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、「
諸
行
本
願
義
」
と
「
諸
行
非
本
願
」
の
立
場
に
立
つ
他
の
法
然
門
流
と
の
間
に
、

人
的
交
流
と
い
う
面
で
一
線
が
引
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

第
三
に
、
九
品
寺
流
・
非
法
然
系
を
問
わ
ず
、
彼
ら
の
事
蹟
に
「
戒
律
」
に
関
す

る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
は
、
俊
芿
・
覚
盛
・

叡
尊
ら
に
よ
っ
て
本
格
化
し
た
中
世
南
都
の
戒
律
復
興
運
動
の
最
中
で
あ
っ
た
も
の

の
、
良
遍
・
眞
空
・
圓
照
と
い
っ
た
覚
盛
の
次
の
世
代
で
戒
律
復
興
の
中
心
を
担
っ

た
者
や
、
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
者
た
ち
が
、
み
な
浄
土
信
仰
を
併
せ
持
っ
て
い
た

こ
と
は
、
は
た
し
て
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。『
源
流
章
』
の
著
者
で
あ
る
凝
然
自
身
も
、

華
厳
と
律
を
本
宗
と
し
、
圓
照
の
後
を
承
け
て
東
大
寺
戒
壇
院
に
住
し
た
戒
律
の
大

家
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
こ
の
戒
律
復
興
の
動
向
と
「
諸
行
本
願
義
」
と

の
間
に
は
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。

六
、
中
世
に
お
け
る
戒
律
の
復
興
と
霊
芝
元
照

　

中
世
南
都
の
戒
律
復
興
運
動
に
つ
い
て
、
先
学
の
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
通
観
し

て
み
よ
う
。

　

南
都
に
お
け
る
戒
律
復
興
運
動
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
、
中
ノ
川
の
実
範
（
？
～

一
一
四
四
）
で
あ
る
。
実
範
は
興
福
寺
に
学
ん
だ
が
、
常
に
戒
律
の
絶
え
た
こ
と
を

遺
憾
と
し
、
律
書
を
探
求
し
て
戒
壇
式
を
作
っ
た
と
い
う
）
11
（

。
こ
の
実
範
の
孫
弟
子
に

あ
た
る
の
が
解
脱
房
貞
慶（
一
一
五
五
～
一
二
一
三
）で
、そ
の
弟
子
で
あ
る
覚
心（
覚

真
）・
戒
如
（
共
に
生
没
年
不
詳
）
を
経
て
、
戒
如
の
弟
子
で
あ
る
覚
盛
（
一
一
九
四

～
一
二
四
九
）・
叡
尊
（
一
二
〇
一
～
一
二
九
〇
）
の
二
人
に
よ
っ
て
、
名
実
共
に

戒
律
の
「
復
興
」
が
果
た
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
）
11
（

。
し
か
し
覚
盛
・
叡
尊
に
よ
る
こ
の

「
復
興
」
は
、
文
字
通
り
の
意
味
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
鑑
真

以
来
の
律
宗
教
学
の
伝
統
（
南
山
宗
に
相
部
宗
を
兼
学
す
る
も
の
）
を
単
に
踏
襲
・

復
活
さ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
新
来
の
宋
代
の
南
山
律
宗
教
学
、
す
な
わ
ち
霊
芝
元

照
（
一
〇
四
八
～
一
一
一
六
）
を
は
じ
め
と
す
る
「
資
持
家
」
の
教
学
に
立
脚
し
つ

つ
、
独
自
の
展
開
を
と
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
）
11
（

。
覚
盛
ら
は
そ
う
し
た
教
学
的
な

裏
付
け
に
よ
り
、
鑑
真
以
来
の
「
三
師
七
証
」
を
請
じ
て
の
受
戒
か
ら
、
仏
前
で
の

自
誓
受
戒
へ
の
大
転
換
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
元
照
の
『
四
分
律
行
事
鈔

資
持
記
』（『
資
持
記
』）
を
将
来
し
た
の
は
、京
都
泉
涌
寺
の
開
山
で
、い
わ
ゆ
る
「
北

京
律
」
の
鼻
祖
た
る
俊
芿
（
一
一
六
六
～
一
二
二
七
）
で
あ
っ
た
。
後
、戒
如
に
よ
っ

て
『
資
持
記
』
は
南
都
へ
持
ち
込
ま
れ
、
興
福
寺
の
常
喜
院
を
中
心
に
研
究
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
覚
盛
ら
の
「
復
興
」
の
背
景
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
）
11
（

。

　

戒
律
「
復
興
」
運
動
の
教
学
的
背
景
を
な
し
た
元
照
は
、
律
僧
で
あ
る
と
同
時
に

浄
土
教
者
と
し
て
も
名
高
く
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
に
お
け

る
元
照
の
影
響
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
元
照
は
当
時
最
先
端
の
宋
代
仏
教

の
、
戒
律
・
浄
土
教
の
両
面
に
わ
た
る
巨
頭
で
は
あ
っ
た
が
、
良
遍
や
眞
空
と
い
っ

た
学
行
兼
備
、学
徳
の
誉
れ
高
い
僧
侶
た
ち
が
単
な
る
「
流
行
」
と
し
て
元
照
に
倣
っ

た
と
は
考
え
が
た
い
。
彼
ら
が
元
照
の
教
説
を
受
容
し
た
の
に
は
、
何
ら
か
の
必
然

的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



三
九

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

七
、「
禅
律
仏
教
」
と
い
う
枠
組
み

　

こ
の
疑
問
に
対
し
て
近
時
、
明
快
な
解
答
を
提
示
し
た
の
が
大
塚
紀
弘
氏
で
あ
る

（『
中
世
禅
律
仏
教
論
』〔
二
〇
〇
九
〕）。
大
塚
氏
は
中
世
仏
教
全
体
を
俯
瞰
し
、「
禅

律
仏
教
」
と
い
う
新
た
な
枠
組
み
を
提
起
し
た
。
大
塚
氏
の
所
論
に
つ
い
て
、
筆
者

な
り
に
要
約
し
て
み
よ
う
。

　

平
安
時
代
の
末
期
、
末
法
思
想
の
広
ま
り
や
戦
乱
・
天
災
の
続
発
を
受
け
、
仏
教

界
に
は
現
状
に
対
す
る
危
機
意
識
が
高
ま
っ
た
。
真
面
目
な
仏
教
者
た
ち
が
求
道
上

の
課
題
と
し
た
の
は
、
仏
教
の
本
来
的
な
あ
り
方
と
さ
れ
て
き
た
三
学
（
戒
・
定
・

慧
）
へ
の
向
き
合
い
で
あ
る
。
当
時
、
慧
（
学
解
）
の
み
が
盛
ん
で
戒
・
定
は
習
学

実
践
と
も
疎
か
に
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
上
級
僧
侶
（
官
僧
）
た
ち
に
お
い
て
顕
著

で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
聖
・
遁
世
僧
と
呼
ば
れ
る
中
下
級
僧
侶
た
ち
の
中
か
ら
、
戒
・

定
を
復
興
す
る
こ
と
が
仏
教
を
復
興
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
や
気
運
が
芽
生

え
、
大
き
な
波
と
な
っ
て
ゆ
く
。
彼
ら
が
規
範
と
し
た
の
が
中
国
・
南
宋
の
仏
教

で
あ
っ
た
。
南
宋
で
は
戒
・
定
・
慧
の
三
学
に
対
応
し
た
教
（
慧
）・
律
（
戒
）・
禅

（
定
）
の
三
院
が
制
度
化
さ
れ
（
教
院
の
大
半
は
天
台
宗
寺
院
）、
三
学
を
兼
学
兼
修

す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
南
宋
の
仏
教
が
、
典
籍
や
思
想
だ
け
で

な
く
制
度
や
建
築
、
習
慣
と
い
っ
た
総
合
文
化
と
し
て
日
本
に
移
入
さ
れ
、
独
自
の

変
容
を
遂
げ
な
が
ら
新
た
な
時
代
の
日
本
仏
教
の
あ
り
方
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　

大
塚
氏
は
、
平
安
末
ま
で
の
仏
教
の
あ
り
方
（
体
制
）
を
顕
密
仏
教
（
南
都
六
宗

プ
ラ
ス
天
台
・
真
言
の
八
宗
に
よ
る
）、
鎌
倉
時
代
以
降
の
そ
れ
を
禅
律
仏
教
（
八

宗
プ
ラ
ス
禅
・
浄
土
の
十
宗
、
律
は
各
宗
共
通
）
と
呼
ん
で
い
る
。
弘
法
大
師
空
海

（
七
七
四
～
八
三
五
）
は
真
言
宗
以
外
の
仏
教
を
す
べ
て
「
顕
教
」
に
一
括
し
「
密

教
」（
真
言
宗
）
を
対
等
の
存
在
と
し
て
併
置
し
た
が
、禅
律
仏
教
で
は
三
学
の
「
戒
」

を
律
、「
定
」
を
禅
が
担
い
、残
り
の
全
宗
を
「
教
」
へ
と
収
め
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、律
と
禅
は
す
べ
て
の
「
教
」
の
基
盤
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

兼
学
兼
修
す
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
、
顕
密
仏
教
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
排
除

で
は
な
く
併
存
を
指
向
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
徒
に
律
と
禅
の
優
位
を
説
く

も
の
で
は
な
く
、
先
述
の
「
十
宗
」
に
も
現
れ
て
い
た
よ
う
に
、
八
宗
に
加
え
て
浄

土
教
も
一
宗
と
し
て
位
置
付
け
た
上
で
、
教
律
禅
（
戒
定
慧
）
の
兼
学
兼
備
を
目
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

禅
律
仏
教
が
紹
介
さ
れ
普
及
し
、
や
が
て
定
着
、
主
流
化
し
て
い
く
の
が
鎌
倉
時

代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
宋
代
の
仏
教
は
、
す
で
に
平
安
末
期
か
ら
、

帰
国
し
た
入
宋
僧
や
交
易
に
よ
っ
て
到
来
し
た
典
籍
に
よ
っ
て
徐
々
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
の
は
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
に
俊

芿
が
大
量
の
典
籍
と
共
に
帰
朝
し
、
泉
涌
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
塚

氏
は
、泉
涌
寺
と
い
う「
場
」が
有
し
た
特
筆
す
べ
き
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
戒
・

定
の
復
興
に
は
文
献
・
思
想
だ
け
で
な
く
実
践
の
場
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
俊
芿
に

よ
っ
て
南
宋
の
仏
教
が
「
文
化
」
の
領
域
ま
で
含
め
て
移
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ

が
実
現
、
加
速
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
律
僧
集
団
や
禅
僧
集
団
は
、
南
宋
を
規
範
と

し
た
独
自
の
服
装
や
作
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
他
と
の
差
別
化
を
は
か
り
、「
律
家
」

「
禅
家
」
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
宋
の
仏
教
文
化
す
な
わ
ち
禅
律
仏
教
の
影
響
は
宗

派
を
超
え
て
広
ま
り
、
例
え
ば
僧
侶
の
名
前
は
従
来
の
房
号
か
ら
道
号
へ
と
変
化
し

た
）
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
下
、
鎌
倉
期
以
降
全
国
各
地
に
南
宋
の
律
院
や
禅
院
を
意
識



四
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

し
た
新
た
な
寺
院
が
続
々
と
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
鎌
倉
前
期
に
教
院
を
規
範
と

し
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
は
京
都
の
泉
涌
寺
や
大
慈
園
寺
を
数
え
る
の
み
で
、
後
に
両

寺
は
律
院
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
鎌
倉
末
期
に
教
院
興
行
を
掲

げ
る
新
た
な
僧
侶
集
団
と
し
て
、
大
塚
氏
は
京
都
西
山
の
往
生
院
（
後
の
三
鈷
寺
）

を
拠
点
に
活
動
し
た
康
空
お
よ
び
そ
の
門
弟
の
仁
空
ら
「
三
鈷
寺
流
」
に
注
目
す
る
。

西
山
流
本
山
義
と
も
称
さ
れ
る
こ
の
集
団
は
、
天
台
・
真
言
・
円
戒
・
浄
土
の
四
宗

兼
学
が
特
色
で
、
廬
山
寺
や
二
尊
院
も
そ
の
影
響
下
に
置
い
た
が
、
そ
の
教
院
興
行

は
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
三
学
の
兼
学
兼
修

に
よ
る
仏
教
復
興
を
目
指
し
た
禅
律
仏
教
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
禅
律
仏
教

と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
中
世
仏
教
史
上
に
正
し
く
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、大
塚
氏
の
所
論
を
ま
と
め
て
み
た
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、

「
鎌
倉
仏
教
」
な
ど
と
特
筆
さ
れ
る
仏
教
改
革
の
気
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
る
が
、
大
塚
氏
は
こ
れ
を
、「
末
法
の
時
代
に
お
け
る
戒
定
慧
三
学
へ
の

向
き
合
い
」
と
い
う
点
で
把
握
し
、「
禅
律
仏
教
」
と
い
う
視
座
を
提
示
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
視
座
に
立
つ
と
、
俊
芿
の
首
唱
し
た
北
京
律
や
南
都
で
「
復
興
」
さ
れ

た
戒
律
は
教
律
禅
の
「
律
」
を
、
禅
宗
や
泉
涌
寺
の
十
六
観
堂
に
象
徴
さ
れ
る
天
台

流
の
観
想
念
仏
は
「
禅
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
う
も
の
で
あ
り
、「
教
」
に
偏
重
し
た

当
時
の
仏
教
を
是
正
す
る
重
要
な
柱
と
し
て
、
時
代
が
求
め
る
仏
教
と
し
て
隆
盛
し

た
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
こ
う
し
た
大
塚
氏
の
所
論
は
、
大
枠
に
お
い
て
首
肯
し
う

る
も
の
と
筆
者
は
評
価
し
た
い
。

八
、「
禅
律
仏
教
」
と
し
て
の
「
諸
行
本
願
義
」

　

大
塚
氏
の
い
う
「
禅
律
仏
教
」
の
特
徴
は
、
ま
た
「
諸
行
本
願
義
」
の
特
徴
と
合

致
す
る
点
が
多
く
、
ま
た
そ
う
捉
え
る
こ
と
で
明
瞭
に
理
解
で
き
る
面
も
多
い
。
こ

こ
か
ら
は
、
大
塚
氏
を
は
じ
め
と
し
た
近
年
の
研
究
成
果
を
援
用
す
る
こ
と
で
、「
諸

行
本
願
義
」
に
関
し
て
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
筆
者
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
九
品
寺
流
の
性
格
と
位
置
づ
け
で
あ
る
。
大
塚
氏
に
よ
れ
ば
、
泉
涌
寺
は

当
初
、
俊
芿
が
留
学
時
に
学
ん
だ
律
院
と
教
院
を
模
範
と
し
て
建
立
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
、
修
学
の
柱
は
律
宗
と
天
台
宗
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
南
宋
の
教
院
を
特
徴
づ

け
る
堂
舎
で
あ
る
十
六
観
堂
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
天
台
系
の
浄
土
教
を
研
学
実
践

す
る
一
大
拠
点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

九
品
寺
流
の
祖
で
あ
る
長
西
は
泉
涌
寺
に
て
俊
芿
に
師
事
し
て
い
る
。そ
れ
以
前
、

法
然
滅
後
に
師
事
し
た
の
は
住
心
房
覚
愉
で
あ
っ
た
）
11
（

。
法
然
も
覚
愉
も
元
々
は
天
台

僧
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
九
品
寺
流
の
諸
師
に
は
天
台
系
の
者
が
目
立

ち
、
泉
涌
寺
と
の
縁
も
④
覚
阿
を
筆
頭
に
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
派
祖
長

西
か
ら
の
い
わ
ば
伝
統
で
あ
り
、
九
品
寺
流
の
実
態
は
天
台
浄
土
教
と
北
京
律
を
基

盤
と
す
る
浄
土
思
想
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
非
法
然
系
の
諸
師
た
ち
は
い
ず
れ
も
南
都
系
の
仏
教
者
で
あ
る
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
彼
ら
の
浄
土
信
仰
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
霊
芝
元
照
で
あ
っ
た
。
俊
芿

に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
『
資
持
記
』
が
南
都
に
到
り
、
盛
ん
に
研
学
弘
演
さ
れ
る
と

共
に
、
元
照
の
他
の
著
作
と
り
わ
け
浄
土
教
典
籍
に
も
注
目
が
集
ま
り
、
律
僧
た
ち

の
間
に
浄
土
信
仰
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑨
空
寂
が
な
し
た
と
い
う
元

照
『
阿
弥
陀
経
疏
』
の
鈔
三
巻
は
、
元
照
の
浄
土
教
典
籍
に
対
す
る
最
初
期
の
研
究

と
思
わ
れ
る
。
空
寂
は
九
品
寺
流
と
し
て
名
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
⑮
良
遍
の
前
に
竹



四
一

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

林
寺
に
住
す
る
な
ど
活
動
の
拠
点
は
む
し
ろ
南
都
に
あ
っ
た
。

　

元
照
に
お
け
る
戒
律
と
浄
土
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
吉
水
岳
彦
氏
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

元
照
は
、
衆
生
を
末
法
五
濁
の
世
に
生
き
、
惑
業
深
纏
に
し
て
自
力
で
悟
り
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
平
素
か
ら
戒
と
浄
土
教
の
二

種
の
修
行
を
説
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
つ
い
か
な
る
時
も
戒
を
受
持
し
、

戒
体
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
憶
い
お
こ
し
生
活
す
る
こ
と
を
勧
め
る
一
方
で
、

五
濁
悪
世
の
末
法
時
に
お
い
て
、
惑
業
と
離
れ
ら
れ
ず
、
悪
慣
習
を
自
ら
の
力

で
断
て
な
い
衆
生
に
は
、
浄
土
往
生
以
外
に
悟
り
の
道
は
な
い
と
元
照
は
説
い

て
い
る
）
11
（

。

元
照
に
お
け
る
末
法
時
の
衆
生
の
実
践
と
は
、
宗
旨
を
問
わ
ず
、
在
家
出
家
を

選
ば
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
世
に
お
い
て
悟
り
を
得
る
こ
と
の
不
可

能
な
衆
生
に
対
し
、
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
修
行
と
、
実
質
的
に
救
わ
れ
る
た
め

の
修
行
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
さ
に
諸
宗
を

学
ん
だ
元
照
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
べ
て
の
衆
生
に
実
践
可
能
な
戒
と
浄
土
教

の
二
法
門
に
着
目
し
、
多
く
の
衆
生
に
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
11
（

。

　

俊
芿
（
北
京
）
お
よ
び
覚
盛
・
叡
尊
（
南
都
）
ら
に
よ
る
戒
律
復
興
は
、
三
学
の

復
興
に
よ
り
仏
教
を
復
興
し
よ
う
と
い
う
大
き
な
改
革
運
動
の
一
翼
で
あ
っ
た
。
各

宗
に
通
底
す
る
基
盤
と
し
て
戒
律
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
末
法
の
時
代
に
お
い
て
三
学
を
実
践
す
る
意
義
と
は
何
か
、

ど
の
よ
う
に
実
践
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
元
照
が

示
し
た
解
答
は
、末
法
時
の
衆
生
は
「
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
修
行
」
で
あ
る
戒
律
と
、

「
実
質
的
に
救
わ
れ
る
た
め
の
修
行
」
で
あ
る
浄
土
信
仰
を
併
修
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
日
本
中
世
の
（
と
く
に
南
都
系
の
）
仏
教
者
に
と
っ
て
中
国
宋
代
の
元
照
は
、

同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
先
達
で
あ
り
、
規
範
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、『
源
流
章
』
に
お
い
て
「
諸
行
本
願
義
」
と
呼
ば
れ
る
人

師
た
ち
の
位
置
付
け
は
、
大
き
く
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
諸
行
本
願

義
」
は
古
く
か
ら
、
雑
修
・
併
修
の
浄
土
教
で
あ
る
と
軽
視
な
い
し
異
端
視
さ
れ
て

き
た
）
11
（

。
し
か
し
そ
れ
は
、
法
然
＝
諸
行
非
本
願
説
の
立
場
を
正
統
と
す
る
側
か
ら
の

一
方
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
）
11
（

。長
西
が
法
然
面
授
の
弟
子
で
あ
っ
た
事
実
に
よ
っ
て
、

九
品
寺
流
は
「
法
然
門
下
」
の
一
派
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
が
、
長
西
本
人
は
と

も
か
く
、
門
流
た
ち
に
ど
こ
ま
で
「
法
然
の
流
れ
を
汲
む
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た

の
か
は
疑
問
で
あ
る
）
11
（

。
彼
ら
は
法
然
と
は
異
な
る
仏
教
観
を
持
ち
、
異
な
る
信
仰
世

界
を
生
き
た
、
ま
さ
に
「
源
空
の
所
立
に
非
ざ
る
英
哲
」（
九
品
寺
流
の
諸
師
も
含

め
て
）
で
あ
っ
た
。
諸
行
本
願
義
以
外
の
他
の
法
然
門
下
諸
流
は
少
な
く
と
も
諸
行

非
本
願
説
を
共
有
し
て
お
り
、
諸
行
本
願
義
は
そ
の
点
で
他
の
門
流
諸
派
と
太
い
一

線
を
画
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

九
、
法
然
と
の
違
い 

―
「
三
学
興
行
」
と
「
三
学
超
越
」
―

　

最
後
に
、そ
の
「
太
い
一
線
」
に
つ
い
て
、も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
。

　

大
塚
氏
の
所
説
に
よ
る
と
「
禅
律
仏
教
」
と
は
、
三
学
（
戒
・
定
・
慧
）
の
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
、
慧
学
に
偏
重
し
た
状
態
を
是
正
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
仏
教
の
あ
り

方
を
取
り
戻
し
、仏
教
を
復
興
し
よ
う
と
い
う
改
革
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
戒
・

定
を
担
う
「
律
」「
禅
」
を
前
面
に
押
し
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、
慧
を
担
う
「
教
」

も
含
め
、
三
学
は
兼
学
兼
修
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
理
念
が
、
改
革
運
動
の
当
事
者
た

ち
に
と
っ
て
（
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
前
期
、
十
三
世
紀
半
ば
頃
ま
で
は
）
当
然
の
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前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
学
を
如
法
に
実
践
す
る
こ
と
は
末
法
の
世
で
は

不
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
現
世
を
生
き
る
間
は
三
学
の
実
践
を
目
指
す

と
い
う
方
針
で
あ
り
、
大
塚
氏
は
「
三
学
興
行
の
思
想
」
と
呼
ん
で
い
る
）
11
（

。

　

し
か
し
法
然
の
場
合
、
同
じ
く
「
三
学
」
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ス
タ
ン
ス

は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
法
然
は
「
三
学
非
器
」
と
い
う
述
懐
を
残

し
て
お
り
、
そ
こ
で
は

お
お
よ
そ
仏
教
多
し
と
い
え
ど
も
、
所
詮
戒
定
恵
の
三
学
を
ば
過
ぎ
ず
。
所
謂

小
乗
の
戒
定
恵
、
大
乗
の
戒
定
恵
、
顕
教
の
戒
定
恵
、
密
教
の
戒
定
恵
な
り
。

し
か
る
に
、
我
が
こ
の
身
は
、
戒
行
に
お
い
て
一
戒
を
も
保
た
ず
。
禅
定
に
お

い
て
一
つ
も
こ
れ
を
得
ず
。
人
師
釈
し
て
尸
羅
清
浄
な
ら
ざ
れ
ば
、
三
昧
現
前

せ
ず
と
言
え
り
。
ま
た
、
凡
夫
の
心
は
、
物
に
従
い
て
移
り
易
し
。
例
え
ば
、

猿
猴
の
枝
に
伝
う
が
ご
と
し
。
真
に
散
乱
し
て
動
じ
易
く
、一
心
静
ま
り
難
し
。

無
漏
の
正
智
、
何
に
よ
り
て
か
起
こ
ら
ん
や
。
も
し
、
無
漏
の
智
剣
な
く
ば
、

い
か
で
か
悪
業
煩
悩
の
絆
を
絶
た
ん
や
。
悪
業
煩
悩
の
絆
を
絶
た
ず
ば
、
何
ぞ

生
死
繋
縛
の
身
を
、
解
脱
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
悲
し
き
か
な
悲
し
き
か
な
、

い
か
が
せ
ん
い
か
が
せ
ん
。
こ
こ
に
、
我
等
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒
定
恵
の
三

学
の
器
に
非
ず
。
こ
の
三
学
の
外
に
、
我
が
心
に
相
応
す
る
法
門
有
り
や
。
我

が
身
に
堪
え
た
る
修
行
や
有
る
と
、
万
の
智
者
に
求
め
、
諸
の
学
者
に
訪
い
し

に
、
教
う
る
に
人
も
な
く
、
示
す
輩
も
な
し
）
11
（

。

と
述
べ
ら
れ
、
仏
教
イ
コ
ー
ル
三
学
と
し
な
が
ら
も
、
三
学
の
実
践
が
不
可
能
な
自

己
を
嘆
き
、「
三
学
以
外
の
法
門
」
を
求
め
て
い
る
。「
三
学
以
外
の
法
門
」
と
は
、

つ
ま
り
「
仏
教
で
は
な
い
仏
教
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
教
う
る
に
人
も
な
く
、

示
す
輩
も
な
」
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
従
来
の
「
三
学
＝
仏
教
」
は
「
聖

道
門
」
と
し
て
限
局
さ
れ
、
新
た
に
「
仏
教
で
は
な
い
仏
教
」
と
し
て
「
浄
土
門
」

が
立
て
ら
れ
た
）
11
（

。三
学
を
復
興
す
る
の
で
は
な
く
、三
学
の
不
可
能
性
の
自
覚
に
立
っ

た
上
で
、
三
学
と
は
異
な
る
修
道
体
系
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
大
塚
氏
は
、
法
然
の

こ
う
し
た
発
想
を
「
三
学
超
越
の
思
想
」
と
呼
び
、
後
者
の
例
と
し
て
法
然
に
加
え

晩
年
の
日
蓮
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
に
つ
い
て
も
、
三
学
の
一
つ
で
あ
る
定

を
担
う
禅
か
ら
、
禅
の
実
践
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
三
学
が
成
ず
る
と
い
う
考
え
へ
の

変
化
が
看
て
取
れ
、「
三
学
興
行
の
思
想
」
か
ら
「
三
学
超
越
の
思
想
」
へ
の
傾
斜

を
指
摘
し
て
い
る
。

　

法
然
・
道
元
・
日
蓮
ら
が
「
三
学
超
越
の
思
想
」
を
樹
立
し
え
た
の
は
、「
専
修
」

と
い
う
立
場
・
方
法
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。「
専
修
」
と
は
、
単
に
一
行
に
徹

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
行
に
徹
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
仏
教
全
体
を
包
摂

す
る
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
吉
津
宣
英
氏
が
指
摘
し
た
「
全
一
の
イ

デ
ア
」
す
な
わ
ち
、
本
来
は
部
分
（「
一
」）
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
全

体
（「
全
」））
を
包
摂
し
て
し
ま
う
論
理
・
発
想
（
イ
デ
ア
）
を
想
定
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
吉
津
氏
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
教
理
的
に
は
法
蔵
の
「
別
教
一
乗
」
思
想
（
一

つ
の
教
え
を
他
と
峻
別
し
最
上
位
に
置
こ
う
と
す
る
）
と
元
暁
の
「
和
諍
」
思
想
（
異

質
な
も
の
の
会
通
を
目
指
す
）
と
が
融
合
し
た
独
特
の
一
乗
思
想
で
、
歴
史
的
に
は

日
本
華
厳
宗
の
成
立
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
イ
デ
ア
は
以
後

の
日
本
仏
教
思
想
史
に
通
底
す
る
論
理
と
な
っ
て
お
り
、
称
名
念
仏
の
一
行
を
「
選

択
」
し
て
そ
こ
に
全
仏
教
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
法
然
浄
土
教
も
、そ
の
よ
う
な
「
全

一
の
イ
デ
ア
」
を
継
承
し
た
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。
日
蓮
・
道
元
に
も
同
様
の

論
理
・
発
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
平
岡
聡
氏
も
近
著
に
お
い
て
指
摘
し

て
い
る
）
11
（

。
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　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
法
然
の
浄
土
思
想
と
「
諸
行
本
願
義
」
と
は
、「
三
学
」

へ
の
向
き
合
い
方
、
ひ
い
て
は
仏
教
観
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

後
代
、
法
然
に
端
を
発
す
る
浄
土
思
想
が
日
本
仏
教
の
中
で
勢
力
を
伸
ば
し
、
宗
派

と
し
て
永
続
し
た
こ
と
で
そ
の
影
に
隠
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、中
世
に
お
い
て
は
、

そ
れ
と
は
違
っ
た
仏
教
観
に
基
づ
く
浄
土
思
想
が
併
存
し
、
一
定
以
上
の
存
在
感
を

持
っ
て
い
た
。「
諸
行
本
願
義
」
は
そ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
る
べ

き
と
提
起
し
た
い
。

十
、
お
わ
り
に

　

以
上
、『
源
流
章
』
所
載
の
諸
師
の
事
蹟
を
起
点
と
し
て
、
最
近
の
研
究
成
果
を

参
照
し
な
が
ら
、「
諸
行
本
願
義
」
の
性
格
と
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

最
後
に
、
今
後
の
研
究
の
課
題
や
展
望
を
示
し
て
む
す
び
に
変
え
た
い
。

　
「
諸
行
本
願
義
」諸
師
の
事
蹟
に
つ
い
て
、当
初
は
以
前
か
ら
調
査
し
て
い
た
律
系
・

南
都
系
の
資
料
に
加
え
、
禅
系
・
天
台
系
な
ど
の
資
料
に
調
査
対
象
を
拡
大
す
る
計

画
だ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
資
料
調
査
が
充
分
に
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
遺
憾
と
す
る
。
ま
た
、
紙
幅
の
関
係
で
結
果
の
表
示
も
ご
く
簡
略
化
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
今
後
も
調
査
を
続
け
、
自
ら
が
示
し
た
見
通
し
を
検
証
し
て
ゆ
き
た

い
。

　

ま
た
本
稿
執
筆
に
よ
り
、
法
然
と
「
諸
行
本
願
義
」
と
の
接
点
に
位
置
す
る
覚
明

房
長
西
と
い
う
存
在
の
興
味
深
さ
が
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
上
が
っ
た
。
長
西
の
所
立

は
、
当
時
の
「
諸
行
本
願
義
」
か
ら
見
る
と
異
色
の
存
在
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
が
）
11
（

、
か
つ
て
筆
者
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
名
体
決
』
を
中
心
に
行
っ
た
考
察
）
11
（

で

も
、
長
西
は
諸
行
に
よ
る
往
生
を
「
経
説
」
と
い
う
こ
と
で
確
か
に
認
め
て
は
い
る

も
の
の
、
積
極
的
に
諸
行
往
生
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
実
践
上
は
む
し
ろ
否

定
的
に
扱
っ
て
い
る
な
ど
、「
諸
行
本
願
義
」
と
し
て
の
異
色
さ
の
一
端
を
窺
う
こ

と
が
で
き
た
）
11
（

。
長
西
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
近
時
佐
竹
真
城
氏
ら
に

よ
っ
て
翻
刻
紹
介
が
進
ん
で
お
り
、
一
次
資
料
に
基
づ
い
た
長
西
思
想
の
解
明
も
今

後
進
め
て
い
き
た
い
。

　
「
諸
行
本
願
義
」
は
現
在
の
宗
派
の
枠
組
み
を
超
え
て
展
開
さ
れ
た
浄
土
思
想
で

あ
り
、
研
究
に
は
中
世
仏
教
全
般
を
視
野
に
入
れ
、
宗
派
を
横
断
し
た
知
見
を
駆
使

す
る
必
要
が
あ
る
。
浅
学
非
才
の
筆
者
に
は
困
難
な
課
題
で
あ
り
、
諸
賢
の
ご
指
導

ご
教
示
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
【
注
】

（
１
）『
浄
土
宗
大
辞
典
』〔
一
九
七
六
〕「
諸
行
本
願
義
」
の
項
目
。
佐
竹
真
城
氏
は
「
諸

行
本
願
義
」
の
定
義
・
説
明
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
（
同
氏
「
長
西

の
「
諸
行
本
願
義
」
考
―
「
浄
土
疑
芥
」
を
通
し
て
の
再
検
討
―
」『
宗
学
院
論
集
』

八
八
、二
〇
一
六
）。
な
お
、「
諸
行
本
願
・
非
本
願
」
の
議
論
は
必
然
的
に
「
諸
行
往
生
・

不
生
」
の
議
論
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
両
者
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

（
２
）
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
常
陸
国
の
住
信
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
私
聚
百
因
縁
集
』

巻
七
「
我
朝
仏
法
王
法
縁
起
由
来
」
に
は
、法
然
の
門
流
に
つ
い
て
ふ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
長
西
を
「
長
西
〈
九
品
寺
之
諸
行
本
願
之
元
祖
〉」
と
し
て
い
る
（『
新
仏
全
』

九
二
・
一
八
五
ｂ
。〈　

〉
内
は
割
註
）。
し
か
し
、
現
行
『
百
因
縁
集
』
の
構
成
は
正
嘉

元
年
当
時
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
の
記
述
に
よ
っ
て
当
時
の
関

東
浄
土
教
の
実
態
を
探
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
、
と
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

こ
と
も
あ
り
（
湯
谷
祐
三
「『
私
聚
百
因
縁
集
』
と
檀
王
法
林
寺
蔵
『
枕
中
書
』
に
つ
い

て
」『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
八
四
、一
九
九
九
）、
こ
こ
で
は
『
源
流
章
』
を
最
古

の
資
料
と
み
て
お
き
た
い
。。

（
３
）
凝
然
『
維
摩
経
疏
菴
羅
記
』
巻
九
（『
新
仏
全
』
一
三
・
一
一
〇
ｂ
～
ｃ
）。

（
４
）
住
田
智
見
『
浄
土
法
門
源
流
章
解
説
』〔
一
九
二
五
、
再
刊
一
九
七
八
〕
三
六
三
頁
。

（
５
）「
諸
行
本
願
義
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
、
石
橋
誡
道
『
九
品

寺
流
長
西
教
義
の
研
究
』〔
一
九
三
七
〕、安
井
廣
度
『
法
然
門
下
の
教
学
』〔
一
九
三
八
〕、

石
田
充
之
『
日
本
浄
土
教
の
研
究
』〔
一
九
五
二
〕、『
鎌
倉
浄
土
教
成
立
の
基
礎
研
究
』

〔
一
九
六
六
〕、『
法
然
上
人
門
下
の
浄
土
教
学
の
研
究
・
下
』〔
一
九
七
九
〕な
ど
。
論
文
は
、

宮
崎
圓
遵「
金
沢
称
名
寺
と
浄
土
教
」（『
龍
谷
学
報
』三
〇
九
、一
九
三
四
）、櫛
田
良
洪「
浄

光
明
寺
の
学
風
を
め
ぐ
っ
て
」（『
仏
教
史
研
究
（
日
本
仏
教
史
学
）』
三
、一
九
六
八
）、

坪
井
俊
映
「
鎌
倉
に
お
け
る
諸
行
本
願
義
に
つ
い
て
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
四
―
五
、

一
九
六
八
）
な
ど
。
こ
の
他
、「
法
然
浄
土
教
批
判
」「
長
西
」「
南
都
浄
土
教
」「
鎌
倉

の
浄
土
教
」
な
ど
を
扱
っ
た
論
考
に
も
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

（
６
）
佐
竹
真
城
「
金
沢
文
庫
蔵
『
浄
土
論
注
要
文
抄
』
の
諸
問
題
」（『
眞
宗
研
究
』

五
六
、二
〇
一
二
）、
同
「
金
沢
文
庫
蔵
『
浄
土
論
注
要
文
抄
』
撰
者
考
」（『
岐
阜
聖

徳
学
園
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
二
、二
〇
一
二
）、、
同
「『
浄
土
法
門
源
流

章
』
所
説
の
長
西
教
義
考
―
「
浄
土
疑
芥
」
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」（『
仏
教
学
研

究
』
七
三
、二
〇
一
七
）、
同
「
称
名
寺
聖
教
『
浄
土
論
注
要
文
抄
』（
仮
題
）
に
つ
い

て
（
１
）
概
要
と
上
巻
翻
刻
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
三
四
〇
、二
〇
一
八
）、
同
「
称
名

寺
聖
教
『
浄
土
論
注
要
文
抄
』（
仮
題
）
に
つ
い
て
（
２
）
下
巻
翻
刻
」（
金
沢
文
庫
研

究
』
三
四
一
、二
〇
一
八
）、
赤
松
信
映
・
西
村
慶
哉
・
佐
竹
真
城
「
共
同
研
究 

称
名

寺
聖
教
『
法
事
讃
光
明
抄
』
に
つ
い
て
（
１
）
概
要
と
巻
一
翻
刻
（『
宗
学
院
論
集
』

九
一
、二
〇
一
九
）、佐
竹
真
城「
称
名
寺
聖
教『
往
生
礼
讃
光
明
抄
』翻
刻
」（『
日
本
研
究
』

六
〇
、二
〇
二
〇
）、同「
称
名
寺
聖
教『
往
生
礼
讃
光
明
抄
』に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
研
究
』

七
六
、二
〇
二
〇
）。

（
７
）『
浄
全
』
一
五
・
五
九
九
ｂ
～
六
〇
一
ｂ
。
ち
な
み
に
凝
然
は
、
法
然
門
下
の
上
足
と

し
て
、
幸
西
・
隆
寛
・
証
空
・
聖
光
・
信
空
・
行
空
・
長
西
の
七
人
を
列
挙
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
具
体
的
か
つ
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、幸
西
・
隆
寛
・
証
空
・
聖
光
・

長
西
の
五
人
で
あ
り
、
記
述
さ
れ
る
順
序
も
上
記
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
の

順
序
に
は
、
凝
然
な
り
の
法
然
門
下
諸
師
の
思
想
理
解
や
そ
の
位
置
付
け
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
８
）『
浄
全
』
一
五
・
六
一
〇
ｂ
。

（
９
）『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』
に
お
い
て
は
『
源
流
章
』
に
記
述
さ
れ
な
い
事
蹟
が
大
幅
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
期
に
入
っ
て
各
種
の
僧
伝
や
寺
誌
な

ど
が
編
纂
刊
行
さ
れ
、
以
前
よ
り
も
容
易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
由
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）
鷲
尾
順
敬
編
『
日
本
仏
家
人
名
辞
書
』
八
二
三
～
八
二
四
頁
。
同
書
で
は
資
料
と
し

て
『
総
系
譜
』
の
他
に
『
塵
塚
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』
を
挙
げ
て
い
る
。

（
11
）『
新
仏
全
』
六
四
・
二
二
三
ｂ
。

（
12
）
字
は
明
観
（
生
没
年
不
詳
）。
俊
芿
の
孫
弟
子
に
当
た
る
。
善
導
を
学
ん
だ
後
、
暦

仁
（
一
二
三
八
～
三
九
）
の
頃
入
宋
し
て
律
宗
と
浄
土
教
を
学
び
、
帰
国
後
泉
涌
寺
で

両
者
を
弘
通
し
た
。

（
13
）字
は
圓
悟
、西
査
と
も
称
す（
一
二
一
七
～
一
二
七
一
）。俊
芿
の
弟
子
で
泉
涌
寺
首
座
。

東
大
寺
圓
照
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五
八
）
に
浄
因
を
戒
壇
院
に
招
い
て
律
疏
の
講
義
を

受
け
、
そ
の
際
に
「
布
薩
の
行
儀
」「
食
堂
の
規
式
」
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
（『
圓
照

上
人
行
状
』
巻
中
、
大
塚
紀
弘
『
中
世
禅
律
仏
教
論
』
一
〇
六
頁
に
よ
る
）。

（
14
）
字
は
良
観
（
一
二
一
七
～
一
三
〇
三
）。
叡
尊
の
弟
子
で
鎌
倉
極
楽
寺
開
山
。
非
人

や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
な
ど
の
救
済
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
名
高
い
。

（
15
）「
具
支
灌
頂
請
定
」（
金
沢
文
庫
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
三
六
六
三
号
）。

（
16
）
長
西
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
『
観
経
疏
光
明
抄
』
の
「
私
解
」
の
部
分
は
阿
弥
陀

房
の
説
と
さ
れ
る
。
岸
章
二
「
金
沢
文
庫
所
蔵
観
経
疏
光
明
抄
玄
七
第
五
（
？
）
と

同
序
三
第
一
の
本
文
及
び
そ
の
解
説
と
光
明
抄
研
究
の
一
問
題
」（『
宗
学
研
究
』

一
一
、一
九
三
五
）
参
照
。
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　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

（
17
）
山
上
正
尊
「
二
十
願
決
疑
問
答
影
写
記
」（『
宗
学
研
究
』
九
、一
九
三
四
）、
岸
章
二

「
金
沢
文
庫
所
蔵
観
経
疏
光
明
抄
玄
七
第
五
（
？
）
と
同
序
三
第
一
の
本
文
及
び
そ
の
解

説
と
光
明
抄
研
究
の
一
問
題
」（『
宗
学
研
究
』
一
一
、一
九
三
五
）。

（
18
）『
新
仏
全
』
六
三
・
九
七
ｃ
。

（
19
）『
竹
林
寺
略
録
』（『
新
仏
全
』
八
五
・
二
六
五
ｃ
）。

（
20
）「
金
沢
文
庫
蔵
観
経
疏
顕
意
抄
の
著
者
入
阿
に
つ
い
て
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』

六
四
、一
九
六
一
）。

（
21
）
道
光
『
天
台
菩
薩
戒
義
疏
見
聞
』
巻
一
（『
続
浄
』
一
一
・
一
四
九
ａ
）。

（
22
）
清
浄
華
院
蔵
『
円
戒
譜
』（
玉
山
成
元
『
中
世
浄
土
宗
教
団
史
の
研
究
』〔
一
九
八
〇
〕

に
よ
る
）。

（
23
）
石
橋
前
掲
書
、
坪
井
俊
映
「
金
沢
文
庫
蔵 

観
経
疏
見
聞
集
に
つ
い
て
―
善
導
教
学

受
容
の
一
形
態
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
〇
―
二
、一
九
六
二
）
な
ど
参
照
。

（
24
）
道
教
の
叡
尊
よ
り
の
受
戒
に
つ
い
て
、『
関
東
往
還
記
』（
弘
長
二
年
）
七
月
十
九
日

の
條
に
は
、
道
教
が
病
床
の
叡
尊
に
対
面
を
願
っ
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
（『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
八
九
頁
）。
一
方
、「
西
大
寺
叡
尊
像
納
入
文
書
」
の

一
つ
で
あ
る
『
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
』
に
は
、「
結
縁
衆
」
の
一
人
と
し
て
「
道
教
」
の

名
が
見
ら
れ
（
前
掲
書
、
三
五
四
頁
上
）、
現
在
で
は
受
戒
し
て
い
た
と
見
る
研
究
者
が

多
く
な
っ
て
い
る
。

（
25
）
望
月
信
亨
「
九
品
寺
證
忍
の
観
経
義
賢
問
愚
答
鈔
と
竹
林
寺
顕
意
の
拙
疑
巧
答
研
覈

鈔
」（『
浄
土
教
之
研
究
（
再
版
）』〔
一
九
二
二
〕
所
収
、
初
出
一
九
一
八
）
参
照
。

（
26
）『
明
義
進
行
集
』
巻
第
三
（『
法
伝
全
』
一
〇
一
七
ｂ
）。
寺
門
僧
で
あ
っ
た
覚
愉
は
、

延
暦
寺
戒
壇
（
大
乗
戒
）
で
は
な
く
東
大
寺
戒
壇
（
具
足
戒
）
に
お
い
て
受
戒
し
た
と

考
え
ら
れ
、
律
へ
の
関
心
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
27
）『
明
月
記
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
二
月
十
三
日
か
ら
安
貞
元
年

十
一
月
七
日
ま
で
複
数
回
、
覚
愉
が
定
家
に
授
戒
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
覚
愉

の
伝
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
出
雲
路
の
住
心
房
覚
愉
に
つ
い
て
」（
小
澤
憲
珠
名
誉
教
授

頌
寿
記
念
論
集
『
大
乗
仏
教
と
浄
土
教
』
所
収
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
。

（
28
）『
律
宗
綱
要
』
巻
下
（『
正
蔵
』
七
四
・
一
九
ｃ
）、『
竹
林
寺
略
録
』（『
新
仏
全
』

八
五
・
二
六
五
ｃ
）、『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
二
（『
新
仏
全
』
六
四
・
二
一
六
ａ
）
な
ど
。

北
畠
典
生
「
良
遍
の
生
涯
」（『
龍
谷
紀
要
』
三
―
二
、一
九
八
二
）
他
を
参
考
と
し
た
。

（
29
）
良
遍
が
知
足
院
を
戒
律
道
場
と
し
て
中
興
し
た
こ
と
は
『
蓮
阿
菩
薩
伝
』
の
み
に
見

ら
れ
る
記
述
（『
新
日
蔵
』
六
九
・
一
二
二
ｂ
）
で
、
注
意
を
要
す
る
。

（
30
）『
律
宗
綱
要
』
巻
下
（『
正
蔵
』
七
四
・
一
九
ｃ
）、『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
二
（『
新
仏

全
』
六
四
・
二
一
六
ｂ
～
ｃ
）
な
ど
。
本
城
俊
澄
「
眞
空
律
師
伝
の
研
究
」（『
歴
史
と
国

文
学
』
一
六
―
一
、一
九
三
七
）、大
塚
紀
弘
「
中
世
都
市
京
都
の
律
家
」（『
寺
院
史
研
究
』

一
〇
、二
〇
〇
六
）
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
31
）『
内
典
塵
露
章
』「
浄
土
宗
」
の
項
（『
新
仏
全
』
二
九
・
三
七
ｂ
）。
坂
上
雅
翁
「
知

足
院
悟
阿
と
良
遍
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
〇
―
二
、一
九
九
二
）、「
知
足
院
悟
阿

に
つ
い
て
」（
藤
吉
慈
海
喜
寿
記
念
『
仏
教
学
・
浄
土
学
論
集
』〔
一
九
九
二
〕
所
収
）

を
参
考
と
し
た
。

（
32
）「
初
帰
立
信
上
人
後
帰
道
教
上
人
成
弟
子
」
と
あ
り
、
西
山
深
草
義
の
立
信
円
空

（
一
二
一
一
～
一
二
八
四
）
お
よ
び
道
教
顕
意
（
一
二
三
八
～
一
三
〇
四
）
と
の
師
弟
関

係
を
伝
え
、
ま
た
悟
阿
の
門
流
と
し
て
示
導
康
空
（
一
二
八
六
～
一
三
四
六
）
な
ど
西

山
本
山
義
（
三
鈷
寺
流
）
を
挙
げ
て
い
る
。

（
33
）『
東
大
寺
圓
照
上
人
行
状
』
巻
上
～
中
（
東
大
寺
図
書
館
刊
行
本
〔
一
九
七
七
〕、
翻

刻
篇
一
～
八
頁
）、『
律
宗
綱
要
』
巻
下
（『
正
蔵
』
七
四
・
一
九
ｃ
）
な
ど
。

（
34
）「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
諸
行
本
願
義
」
は
「
諸
行
非
本
願
義
」
に
対
す

る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
大
枠
で
は
一
括
で
き
て
も
そ
の
主
張
内
容
に
は
相
違
が
多

く
、時
と
し
て
師
説
を
否
定
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
九
品
寺
流
が
早
く
に
法
灯
を
絶
っ

た
の
も
、こ
の
よ
う
な
「
諸
行
本
願
義
」
の
特
質
が
大
き
く
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
35
）
藤
堂
祐
範
『
増
訂
新
版　

浄
土
教
版
の
研
究
』〔
一
九
七
六
〕
五
〇
頁
。

（
36
）『
律
宗
綱
要
』
巻
下
（『
正
蔵
』
七
四
・
一
九
ａ
）、『
東
大
寺
圓
照
上
人
行
状
』
巻
上
（
前

掲
書
翻
刻
篇
・
二
頁
下
）
な
ど
。

（
37
）
南
都
に
お
け
る
戒
律
学
の
伝
統
と
、
そ
の
「
復
興
」
に
到
る
ま
で
の
重
要
人
物
に
つ
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い
て
の
詳
細
は
、
蓑
輪
顕
量
「
南
都
律
学
の
系
譜
」（
同
氏
『
中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興

の
研
究
』〔
一
九
九
九
〕
所
収
）、「
戒
律
復
興
運
動
初
期
の
動
向
」（
同
）
な
ど
を
参
照
。

（
38
）
徳
田
明
本
「
南
山
律
宗
と
し
て
の
西
大
寺
派
に
つ
い
て
」（『
南
都
仏
教
』

一
八
、一
九
六
六
）「
東
大
寺
戒
壇
院
戒
和
上
相
承
に
つ
い
て
」（『
南
都
仏
教
』

三
九
、一
九
七
七
）、
蓑
輪
「
南
都
律
学
の
系
譜
」
な
ど
参
照
。
た
だ
し
、
覚
盛
・
良
遍
・

叡
尊
ら
の
戒
観
は
あ
く
ま
で
も
法
相
為
本
で
あ
り
、彼
ら
の
興
律
は「
瑜
伽
三
聚
通
受
戒
」

の
再
興
で
あ
っ
て
各
宗
共
通
の
戒
律
で
あ
っ
た
、
そ
れ
を
南
山
律
「
宗
」
の
再
興
と
す

る
の
は
（
戒
律
が
宗
派
化
し
だ
し
た
時
代
に
生
き
た
）
凝
然
に
始
ま
る
、
と
の
指
摘
も

あ
る（
上
田
霊
城「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
宗
派
化
」〈『
戒
律
の
世
界
』〔
一
九
九
三
〕

所
収
、
初
出
一
九
七
五
〉
な
ど
）。

（
39
）
蓑
輪
「
南
都
律
学
の
系
譜
」
参
照
。
前
註
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
初
期
の
南
都

に
お
け
る
戒
律
の
「
復
興
」
は
元
照
の
律
学
の
み
で
説
明
で
き
な
い
点
は
注
意
し
て
お

き
た
い
。

（
40
）
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
学
に
お
け
る
元
照
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
石
田
充
之

「
鎌
倉
浄
土
教
と
俊
芿
律
師
」（『
親
鸞
教
学
の
基
礎
的
研
究 
二
』〔
一
九
七
七
〕
所
収
、

初
出
一
九
七
二
）、
上
田
晃
圓
「
鎌
倉
仏
教
に
与
え
た
宋
代
仏
教
の
思
想
的
背
景
―
そ
の

一 

浄
土
教
―
」（『
北
畠
典
生
博
士
還
暦
記
念 

日
本
の
仏
教
と
文
化
』〔
一
九
九
〇
〕
所

収
）
な
ど
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
法
然
門
下
に

対
し
て
で
あ
り
、
非
法
然
系
の
諸
師
に
お
け
る
元
照
教
学
の
影
響
に
言
及
し
た
研
究
は
、

石
田
充
之
「
浄
土
源
流
章
研
究
序
説
―
凝
然
大
徳
の
浄
土
教
―
」（『
親
鸞
教
学
の
基
礎

的
研
究 

二
』
所
収
、
初
出
一
九
五
六
）
程
度
で
あ
っ
た
。
近
時
、
大
塚
紀
弘
氏
が
着
目

し
大
き
な
業
績
を
あ
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
後
述
す
る
。

（
41
）
浄
土
宗
（
鎮
西
流
）
で
道
号
の
使
用
が
定
着
す
る
の
は
、
第
四
祖
・
寂
慧
良
暁
の
世

代
以
降
で
あ
る
。

（
42
）
長
西
が
覚
愉
と
俊
芿
、
さ
ら
に
道
元
に
師
事
し
た
こ
と
は
『
源
流
章
』
に
記
さ
れ
て

い
る
。
拙
稿
「
覚
明
房
長
西
の
修
学
過
程
」（
宇
高
良
哲
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
歴
史

と
仏
教
』〔
二
〇
一
二
〕
所
収
）
参
照
。

（
43
）『
霊
芝
元
照
の
研
究
―
宋
代
律
僧
の
浄
土
教
―
』〔
二
〇
一
五
〕
一
二
〇
頁
。

（
44
）
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

（
45
）例
え
ば『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）巻
四
十
八
で
は
、長
西
に
つ
い
て「
覚

明
房
長
西
は
、上
人
没
後
に
、出
雲
路
の
住
心
房
に
依
止
し
、諸
行
本
願
の
旨
を
執
し
て
、

『
選
択
集
』
に
違
背
す
。（
中
略
）
随
分
名
誉
の
仁
た
り
と
雖
も
、
上
人
の
冥
慮
量
り
難

き
に
よ
り
て
、
門
弟
の
列
に
載
せ
ざ
る
所
な
り
」（『
浄
土
宗
聖
典
』
六
・
七
六
六
）
と
述

べ
ら
れ
、「
背
師
自
立
」
ゆ
え
門
弟
の
列
か
ら
除
く
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

（
46
）
佐
竹
真
城
氏
は
、
長
西
・
諸
行
本
願
義
を
邪
義
・
異
端
と
評
価
し
た
の
は
も
っ
ぱ
ら

鎮
西
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
、
そ
の
教
学
的
・
教
団
史
的
な
背
景
を
考
察
し
て
い

る
（
同
氏
「
長
西
教
学
に
関
す
る
一
試
論
―
法
然
聖
人
門
流
に
お
け
る
邪
義
・
異
端
評

価
の
成
立
背
景
―
」『
中
央
仏
教
学
院
紀
要
』
二
八
、二
〇
一
七
）。

（
47
）
鎌
倉
浄
光
明
寺
住
持
の
性
仙
道
空
は
道
教
の
弟
子
（
長
西
の
孫
弟
子
）
で
九
品
寺

流
の
法
灯
に
連
な
る
人
師
だ
が
、『
選
択
集
述
疑
』
に
お
い
て
明
確
に
法
然
批
判
を
打

ち
出
し
た
。
こ
れ
は
、
浄
光
明
寺
と
い
う
兼
学
を
旨
と
す
る
寺
院
の
住
持
た
る
道
空
に

と
っ
て
は
当
然
の
主
張
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
法
然
門
下
」
と
さ
れ
る
九
品
寺
流

の
人
師
が
法
然
の
所
説
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
と
い
う
事
実
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
道
空

の
法
然
批
判
に
つ
い
て
は
、
浅
井
成
海
「
金
沢
文
庫
の
浄
土
教
資
料
―
特
に
『
選
択
集

述
疑
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
七
三
、一
九
八
四
）、「
法
然
の
諸

行
廃
捨
に
対
す
る
批
判
の
系
譜
―
『
選
択
集
述
疑
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
真
宗
学
』

七
四
、一
九
八
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
48
）
大
塚
氏
前
掲
書
、
第
二
章
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
「
宗
」
と
三
学
」。

（
49
）『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
巻
六
（『
浄
土
宗
聖
典
』
六
・
六
一
～
六
二
）。

（
50
）「
仏
教
で
は
な
い
仏
教
」
を
求
め
た
点
に
法
然
の
天
才
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
仏
教
」
の
拡
張
は
、
本
文
中
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
空
海
を
先
例
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
51
）「
全
一
の
イ
デ
ア
」（
鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀
記
念
『
華
厳
学
論
集
』〔
一
九
九
七
〕
所
収
）。

（
52
）『
鎌
倉
仏
教
』〔
二
〇
二
一
〕。
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付
け

（
53
）
鵜
木
行
観
の
『
選
択
集
秘
鈔
』
巻
二
所
載
の
逸
話
に
よ
る
と
、
諸
行
本
願
義
を
唱
え

た
と
い
わ
れ
る
木
幡
の
真
空
が
、
長
西
も
諸
行
本
願
の
義
を
立
て
て
い
る
と
聞
い
て
出

向
い
た
と
こ
ろ
『
選
択
集
』
を
談
じ
て
い
た
、
そ
れ
を
見
た
真
空
は
「
諸
行
本
願
の
義

を
立
て
な
が
ら
『
選
択
集
』
を
用
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
言
い
怒
っ
て
帰
っ

た
と
い
う
（『
浄
全
』
八
・
三
六
七
a
。
似
た
よ
う
な
逸
話
は
、
智
圓
の
『
選
択
私
聚
鈔
』

巻
四
に
も
見
ら
れ
る
）。

（
54
）「
覚
明
房
長
西
の
浄
土
思
想
考
―
『
選
択
本
願
念
仏
集
名
体
決
』
を
中
心
に
―
」（『
大

正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
二
四
、二
〇
〇
〇
）。

（
55
）
近
時
、
佐
竹
真
城
氏
が
一
次
資
料
で
あ
る
長
西
撰
「
浄
土
疑
芥
」
に
基
づ
い
た
思
想

研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
お
お
む
ね
同
様
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
詳

細
は
佐
竹
氏
前
掲
論
文
群
を
参
照
。
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表
１　
「
九
品
寺
流
」
の
人
師
一
覧

浄
土
法
門
源
流
章

（
五
九
九
下
～
六
〇
〇
下
）

吉
水
法
流
記

（
一
〇
〇
～
一
）

法
水
分
流
記

（
二
三
～
五
）

浄
土
惣
系
図〈
西
谷
本
〉

（
四
七
～
九
）

浄
土
血
脈
論

（
三
五
四
）

浄
土
伝
灯
総
系
譜

（
一
一
一
～
四
）

①
澄
空
（
如
輪
房
）
＊

②
理
円
＊

③
覚
心
＊
　

　
④
覚
阿
＊

　
⑤
西
覚
＊

⑥
阿
弥
陀
房
＊

　
⑦
禅
信
＊

　
⑧
了
敏
＊

⑨
空
寂
＊

⑩
十
地

⑪
道
教
＊

⑫
上
衍
＊

⑬
証
忍
＊

【
参
考
】

内
典
塵
露
章

（
六
八
上
）

③
覚
心

⑥
阿
弥
陀

⑪
道
教

⑫
上
衍

⑬
証
忍

【
九
品
寺
義
】

⑬
証
忍
法
師

　
　

法
円
法
師
＊

　
　

明
円
法
師

　
　

性
忍
法
師

　
　

欣
忍
法
師

　

教
観
法
師

③
覚
心
法
師

　

楽
寂
法
師

⑥
阿
弥
陀

　
⑦
禅
心
法
師

⑪
道
教
法
師

　
　

性
仙
法
師

　

浄
道
法
師

　

浄
円
法
師

　

慈
心
法
師

　

順
心
法
師

　

戒
心
法
師

【
九
品
寺
義
又
号

諸
行
本
願
義
】

　

了
阿
＊

　

⑬
証
忍

　
　
　

法
円

　
　
　
　

了
然

　
　
　

値
阿
＊

　
　
　

欣
忍

　
　
　

順
忍

　
　
　

了
円

　
　
　

明
円

⑬
証
忍

⑥
阿
弥
陀

　
　
⑦
禅
信

　
　
⑧
了
敏

　

正
縁
＊

⑨
空
寂

　

戒
心

　

慈
信

①
澄
空

　

浄
円

⑫
上
衍
＊

　

楽
寂

②
理
円

　

意
乗

　

教
忍

　

教
観

⑩
十
地

　

順
心

⑤
西
覚

　

浄
導

④
覚
阿

　

唯
性

③
覚
心

　
　

称
名

　

⑤
西
覚

　
　

浄
教

　
　

心
澄

⑪
道
教
＊

　
　

性
仙

　
　

阿
観

　
　

理
道

　

行
照

【
諸
行
本
願
義
／

九
品
寺
義
】

※
長
西
を
證
空
の
弟
子
と

す
る

　

楽
寂

　

意
乗

③
覚
心

　

浄
円

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

如
覚

　

良
弁

　

意
阿

　

了
阿

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

道
智

　
　

等
円

　

信
道

　

凝
然

⑩
十
地

⑬
証
忍

　
　

朗
円

　
　

欣
忍

　
　

法
円

　
　

了
円

　
　

順
忍

　

示
観
＊

　

五
眼

　

明
信

　

唯
性

⑪
道
教
＊

　
　

如
円

　
　

覚
雲

　
　

理
道

　
　

性
仙
＊

　
　
　

蓮
証
＊

　
　
　

行
悟
＊

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

円
実

　
　

阿
目（
日
カ
）

　
　

明
覚

　
　

観
心

　
　

浄
教

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

阿
観

⑥
阿
弥
陀
＊

　
⑦
禅
信

示
寂

　

意
乗

③
覚
心

　

浄
円

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

如
覚

　

信
道

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

等
円

　
　

道
智

　

了
阿

　

意
阿

　

良
弁

　

覚
智

　

空
蓮

　

戒
心

　

了
密

⑥
阿
弥
陀

⑪
道
教

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

実
円

　
　

理
道

　
　

覚
運

　
　

如
円

　
　

禅
心

　
　

円
実

　
　

性
仙

　
　
　

蓮
証

　
　
　

行
悟

　
　

阿
観

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

浄
教

　
　

観
心

　
　

明
覚

　
　

阿
日

　

唯
性

　

明
信

　

五
眼

　

示
現
＊

⑬
証
忍

　

朗
円

　

欣
忍

　

法
円

　

了
円

　

順
真

⑩
十
地

　

凝
然

【
九
品
寺
流
】

③
覚
心
＊

　
④
覚
阿
＊

　
⑤
西
覚
＊

①
澄
空
＊

②
理
円
＊

⑬
証
忍
＊

　
⑤
西
覚

　
　

朗
円

　
　

欣
忍

　
　

法
円

　
　

了
円

　
　

順
忍

⑪
道
教
＊

　
　

如
円

　
　

覚
雲

　
　

理
道

　
　

性
仙
＊

　
　
　

蓮
証
＊

　
　
　

行
悟
＊

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

円
実

　
　

阿
日

　
　

明
覚

　
　

観
心

　
　

浄
教

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

阿
観

⑥
阿
弥
陀
＊

　
⑦
禅
信
＊

　
⑧
了
敏
＊

⑨
空
寂
＊

⑫
上
衍
＊

　

楽
寂

　

意
乗
＊

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

道
智

　
　

等
円

　

凝
然
＊

　

如
覚

　

了
密

　

戒
心

　

意
阿

　

了
阿

　

空
蓮

　

信
道

⑩
十
地

　

覚
智

　

五
眼

　

明
信

　

唯
性

　

良
弁



四
九

　
　
　
　「
諸
行
本
願
義
」 

の
性
格
と
位
置
付
け

表
２　
「
非
法
然
系
」
の
人
師
一
覧

浄
土
法
門
源
流
章

（
五
九
九
下
～
六
〇
〇
下
）

吉
水
法
流
記

（
一
〇
〇
～
一
）

法
水
分
流
記

（
二
三
～
五
）

浄
土
惣
系
図〈
西
谷
本
〉

（
四
七
～
九
）

浄
土
血
脈
論

（
三
五
四
）

浄
土
伝
灯
総
系
譜

（
一
一
一
～
四
）

①
澄
空
（
如
輪
房
）
＊

②
理
円
＊

③
覚
心
＊
　

　
④
覚
阿
＊

　
⑤
西
覚
＊

⑥
阿
弥
陀
房
＊

　
⑦
禅
信
＊

　
⑧
了
敏
＊

⑨
空
寂
＊

⑩
十
地

⑪
道
教
＊

⑫
上
衍
＊

⑬
証
忍
＊

【
参
考
】

内
典
塵
露
章

（
六
八
上
）

③
覚
心

⑥
阿
弥
陀

⑪
道
教

⑫
上
衍

⑬
証
忍

【
九
品
寺
義
】

⑬
証
忍
法
師

　
　

法
円
法
師
＊

　
　

明
円
法
師

　
　

性
忍
法
師

　
　

欣
忍
法
師

　

教
観
法
師

③
覚
心
法
師

　

楽
寂
法
師

⑥
阿
弥
陀

　
⑦
禅
心
法
師

⑪
道
教
法
師

　
　

性
仙
法
師

　

浄
道
法
師

　

浄
円
法
師

　

慈
心
法
師

　

順
心
法
師

　

戒
心
法
師

【
九
品
寺
義
又
号

諸
行
本
願
義
】

　

了
阿
＊

　

⑬
証
忍

　
　
　

法
円

　
　
　
　

了
然

　
　
　

値
阿
＊

　
　
　

欣
忍

　
　
　

順
忍

　
　
　

了
円

　
　
　

明
円

⑬
証
忍

⑥
阿
弥
陀

　
　
⑦
禅
信

　
　
⑧
了
敏

　

正
縁
＊

⑨
空
寂

　

戒
心

　

慈
信

①
澄
空

　

浄
円

⑫
上
衍
＊

　

楽
寂

②
理
円

　

意
乗

　

教
忍

　

教
観

⑩
十
地

　

順
心

⑤
西
覚

　

浄
導

④
覚
阿

　

唯
性

③
覚
心

　
　

称
名

　

⑤
西
覚

　
　

浄
教

　
　

心
澄

⑪
道
教
＊

　
　

性
仙

　
　

阿
観

　
　

理
道

　

行
照

【
諸
行
本
願
義
／

九
品
寺
義
】

※
長
西
を
證
空
の
弟
子
と

す
る

　

楽
寂

　

意
乗

③
覚
心

　

浄
円

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

如
覚

　

良
弁

　

意
阿

　

了
阿

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

道
智

　
　

等
円

　

信
道

　

凝
然

⑩
十
地

⑬
証
忍

　
　

朗
円

　
　

欣
忍

　
　

法
円

　
　

了
円

　
　

順
忍

　

示
観
＊

　

五
眼

　

明
信

　

唯
性

⑪
道
教
＊

　
　

如
円

　
　

覚
雲

　
　

理
道

　
　

性
仙
＊

　
　
　

蓮
証
＊

　
　
　

行
悟
＊

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

円
実

　
　

阿
目（
日
カ
）

　
　

明
覚

　
　

観
心

　
　

浄
教

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

阿
観

⑥
阿
弥
陀
＊

　
⑦
禅
信

示
寂

　

意
乗

③
覚
心

　

浄
円

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

如
覚

　

信
道

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

等
円

　
　

道
智

　

了
阿

　

意
阿

　

良
弁

　

覚
智

　

空
蓮

　

戒
心

　

了
密

⑥
阿
弥
陀

⑪
道
教

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

実
円

　
　

理
道

　
　

覚
運

　
　

如
円

　
　

禅
心

　
　

円
実

　
　

性
仙

　
　
　

蓮
証

　
　
　

行
悟

　
　

阿
観

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

浄
教

　
　

観
心

　
　

明
覚

　
　

阿
日

　

唯
性

　

明
信

　

五
眼

　

示
現
＊

⑬
証
忍

　

朗
円

　

欣
忍

　

法
円

　

了
円

　

順
真

⑩
十
地

　

凝
然

【
九
品
寺
流
】

③
覚
心
＊

　
④
覚
阿
＊

　
⑤
西
覚
＊

①
澄
空
＊

②
理
円
＊

⑬
証
忍
＊

　
⑤
西
覚

　
　

朗
円

　
　

欣
忍

　
　

法
円

　
　

了
円

　
　

順
忍

⑪
道
教
＊

　
　

如
円

　
　

覚
雲

　
　

理
道

　
　

性
仙
＊

　
　
　

蓮
証
＊

　
　
　

行
悟
＊

　
　

円
融

　
　

心
蓮

　
　

円
道

　
　

円
定

　
　

円
実

　
　

阿
日

　
　

明
覚

　
　

観
心

　
　

浄
教

　
　

信
阿
闍
梨

　
　

阿
観

⑥
阿
弥
陀
＊

　
⑦
禅
信
＊

　
⑧
了
敏
＊

⑨
空
寂
＊

⑫
上
衍
＊

　

楽
寂

　

意
乗
＊

　

慈
信

　

教
観

　

順
正
＊

　

浄
導

　

仏
心

　

証
恵

　
　

円
明

　
　

顕
日

　
　

相
阿

　
　

道
智

　
　

等
円

　

凝
然
＊

　

如
覚

　

了
密

　

戒
心

　

意
阿

　

了
阿

　

空
蓮

　

信
道

⑩
十
地

　

覚
智

　

五
眼

　

明
信

　

唯
性

　

良
弁

浄
土
法
門
源
流
章

（
六
〇
一
上
～
下
）

吉
水
法
流
記

（
一
〇
一
～
四
）

法
水
分
流
記

（
三
一
～
二
）

浄
土
惣
系
図〈
西
谷
本
〉

（
六
一
～
五
）

浄
土
血
脈
論

（
三
五
七
～
九
）

浄
土
伝
灯
総
系
譜

（
一
二
二
～
七
）

⑭
住
心

⑮
良
遍

⑯
真
空

⑰
悟
阿

　
⑱
制
心

　
⑧
了
敏

⑲
円
照

【
参
考
】

内
典
塵
露
章

（
六
八
上
）

⑭
住
心

⑮
良
遍

⑯
真
空

⑰
悟
阿

【
浄
土
先
達
】

⑭
覚
愉
＊

　
　

自
覚

　
　
　

禅
如

　
　

本
願

　
　

真
阿
＊

　
　

覚
明 

九
品
寺
義

⑮
良
遍
＊

⑯
真
空
＊

【
別
義
建
立
】

⑰
悟
阿
＊

　
　

示
導 

諱
康
空

　
　
　

示
浄
＊

　
　
　

実
導
＊

　
　
　

明
導
＊

【
雖
未
必
伝
上
人
宗
義

於
浄
土
教
帰
学
諸
輩
】

⑭
住
心
＊

　
　

自
覚

　
　
　

禅
如

　
　

本
願

　
　
　

真
阿
＊

⑮
良
遍
＊

⑲
円
照
＊

⑰
悟
阿
＊

⑱
制
心
＊

⑧
了
敏
＊

⑯
真
空
＊

⑭
住
心
上
人
＊

　
　

自
覚

　
　
　

禅
如

　
　

本
願

　
　
　

真
阿

　
　

覚
明

⑮
知
足
院
法
印
＊

⑰
悟
阿
＊

　
⑱
禅（
制
）心
＊

　
⑧
尊
観
＊

⑯
木
幡
迴
心
上
人
＊

⑭
住
心
上
人
＊

　
　

自
覚

　
　
　

禅
女

　
　

本
願

　
　
　

真
阿

　
　

覚
明

⑯
木
幡
迴
心
上
人
＊

⑮
知
足
院
法
印
＊

⑰
悟
阿
＊

　
⑱
禅
心
＊

　
⑧
尊
観
＊

【
従
他
帰
入
】

⑭
住
心
上
人
＊

　
　

自
覚

　
　
　

禅
如

　
　

本
願

　
　
　

真
阿
＊

　
　
　
　

真
了
＊

　
　

覚
明

⑮
良
遍
僧
都
＊

⑯
真
空
上
人
＊

⑰
悟
阿
上
人
＊

　
⑱
禅
心
＊

　
⑱
制
心
＊

　
⑧
尊
観
＊

　
⑧
了
敏
＊

⑲
円
照
律
師
＊

　

凝
然
国
師
＊

・ 
典
籍
名
の
左
に
付
し
た
数
字
は
、
本
文
中

に
掲
載
し
た
所
収
文
献
に
お
け
る
当
該
頁

数
を
示
す
。

・ 

＊
は
割
註
に
て
事
蹟
等
の
記
載
が
あ
る
こ

と
を
示
す
。

・ 

ゴ
シ
ッ
ク
体
は
『
源
流
章
』
に
記
載
さ
れ

て
い
る
人
師
を
示
す
。





五
一

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
浄
土
宗
僧
侶
と
な
る
た
め
に
増
上
寺
で
修
学
し
た
学
僧
が
、
修
学

後
ど
の
よ
う
な
道
を
歩
ん
だ
の
か
の
一
端
を
個
別
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
の
基
本
史
料
は
増
上
寺
に
現
存
す
る
『
入
寺
帳
』
と
な
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
増
上
寺
を
離
れ
た
後
の
行
動
を
追
跡
で
き
る
史
料

が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
総
本
山
知
恩
院
に
現
存
す
る
『
日
鑑
』
を
あ
わ
せ
て
使
用

す
る
。

　

江
戸
時
代
、
浄
土
宗
の
一
人
前
の
僧
侶
に
な
る
た
め
に
は
、
関
東
に
あ
る
十
八
の

檀
林
に
て
修
学
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ど
こ
の
檀
林
に
行
く
か
選
択
の
自
由
は
あ
っ

た
が
、
江
戸
に
あ
る
府
内
檀
林
の
人
気
は
高
く
、
そ
の
中
で
も
増
上
寺
の
人
気
は
特

に
高
か
っ
た
。
そ
の
た
め
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
檀
林
清
規
で
定
員
が
定
め
ら

れ
、
増
上
寺
は
七
十
人
と
な
っ
た
。
定
員
超
過
の
場
合
は
籤
で
決
ま
っ
た
。
毎
年
正

月
十
一
日
に
七
十
人
が
入
寺
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
増
上
寺
の
学
寮

主
や
一
文
字
席
な
ど
の
上
位
者
に
は
「
直
弟
子
」
や
「
似
我
弟
子
」
と
い
わ
れ
る
特

別
枠
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
入
寺
者
が
定
員
と
同
数
程
度
の
年
も
あ
っ
た
（
１
）。
こ
う
し
た

入
寺
者
の
基
本
台
帳
、
入
学
者
名
簿
が
『
入
寺
帳
』
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
増

上
寺
に
は
寛
文
九
年（
一
六
六
九
）
か
ら
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
ま
で
の
二
〇
〇

余
年
間
の
も
の
が
、
途
中
欠
本
が
あ
る
も
の
の
、
破
損
甚
大
で
開
扉
で
き
な
い
も
の

も
含
め
、
近
世
分
と
し
て
三
十
三
冊
が
現
存
し
て
い
る
。

　

増
上
寺
に
お
け
る
『
入
寺
帳
』
研
究
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
長
谷
川
匡
俊
氏
が
最
近
上
梓
さ
れ
た
『
近
世
浄

土
宗
・
時
宗
檀
林
史
の
研
究（２
）』

で
あ
ろ
う
。
長
谷
川
氏
は
こ
の
書
の
「
序
」
で
増
上

寺
『
入
寺
帳
』
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
と

し
て
、
本
稿
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
①
長
谷
川
氏
「
増
上
寺
所
蔵
『
入

寺
帳
』
と
修
学
者
数
の
動
向
」
②
梶
井
一
暁
氏
「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学

僧
の
入
寺
・
修
学
動
向
|
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
か
ら

│

（
３
）」、
③
阿
川
雅
俊
氏

『
増
上
寺
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
４
）』
で
あ
る
。
①
は
入
寺
に
関
す
る
基
本
的
事
項
と

約
二
万
四
千
人
に
及
ぶ
入
寺
者
の
年
月
別
の
デ
ー
タ
を
一
覧
表
に
し
て
提
供
し
て
く

れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
全
体
像
の
概
略
が
把
握

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
②
は
現
存
す
る
『
入
寺
帳
』
を
一
〇
年
ご
と
に
抽
出
し
て

そ
の
傾
向
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
析
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
の
関
係

で
い
え
ば
、
消
帳
内
容
を
分
析
し
て
、
修
学
僧
の
そ
の
後
に
も
言
及
し
て
お
り
、
本

稿
の
視
角
と
も
大
い
に
関
連
す
る
。
た
だ
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

数
量
的
分
析
の
た
め
、
個
別
具
体
的
な
分
析
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
③
は
長
谷

　
増
上
寺 
『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 

「
国
元
成
就
」 

と 

「
引
込
切
成
就
」　

─
増
上
寺
で
学
ん
だ
僧
は
ど
こ
に
い
っ
た
か
追
跡
調
査
─

 

伊　
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川
氏
が
数
字
で
提
示
し
た
入
寺
者
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
の

形
式
で
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
入
寺
年
月
日
、
入
寺
時
の
資
格
、

法
名
、
出
身
（
国
名
・
所
属
寺
院
名
・
師
僧
名
）・
現
寺
院
番
号
（
現
在
浄
土
宗
に

所
属
す
る
寺
院
に
割
り
振
ら
れ
た
番
号
）
の
五
項
目
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
誰

が
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
増
上
寺
に
修
学
に
来
た
の
か
追
跡
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
阿
川
氏
の
デ
ー
タ
入
力
も
公
開
以
前
か
ら
参
照
さ
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
増
上
寺
当
局
の
許
可
を
得
て
、
全
文
デ
ー
タ
を
入
力
し
た
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
を
作
成
し
た
。『
入
寺
帳
』
は
記
載
形
式
か
ら
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る

（
写
真
①
～
③
）。
簡
素
な
記
載
の
一
・
二
冊
目
（
第
一
期
）、
修
学
中
の
履
歴
が
書

き
込
ま
れ
て
い
る
三
～
二
〇
冊
目
（
第
二
期
）、
ま
た
簡
素
な
記
載
に
戻
る
二
一
冊

目
～
三
三
冊
目
（
第
三
期
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
最
も
詳
細
な
記
事

が
あ
る
三
冊
目
～
二
〇
冊
目
を
対
象
と
す
る
。
年
紀
で
い
え
ば
享
保
十
六
年
（
一
七

三
一
）
か
ら
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

で
、
こ
の
間
の
一
万
二
八
〇
九
件
を
対

象
と
す
る
。
こ
こ
に
は
新
入
寺
し
た
後
、

随
身
と
し
て
他
の
檀
林
に
移
っ
た
後
、

再
び
帰
山
し
た
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
一
人
の
修
学
僧
が
『
入
寺

帳
』
に
二
回
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
こ
う
し
た
重
複
分
一
四
九
七
件

を
除
く
と
、
一
万
一
三
一
二
件
、
一
万

一
三
一
二
人
と
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
新

入
寺
僧
を
を
検
討
対
象
と
し
て
、
彼
ら

が
増
上
寺
を
離
れ
て
か
ら
、
ど
こ
で
ど

う
し
て
い
た
の
か
を
可
能
な
限
り
追
跡

す
る
。

　
『
入
寺
帳
』
に
は
一
人
の
入
寺
記
録

が
一
行
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
右

脇
か
左
脇
に
、
そ
の
後
の
異
動
状
況
が

時
の
月
行
事
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
情
報
を
本
稿
で
は
付
記

と
表
現
す
る
。
例
え
ば
写
真
②
を
み
て

み
よ
う
。
享
保
十
七
年
十
一
月
七
日
に

入
寺
し
た
随
雄
の
項
の
右
脇
に
、「
元

文
六
酉
年
（
一
七
四
一
）
正
月
廿
一
日

国
元
成
就
消
帳
。
月
番
順
真
（
印
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
随
雄
は
入
寺
後
十

年
目
に
「
国
元
成
就
」
し
て
『
入
寺

帳
』
か
ら
「
消
帳
」
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
消
帳
さ
れ
た
場
合
は
一
番
下
の

名
前
に
線
が
引
か
れ
る
。
問
題
は
そ
の

「
国
元
」
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

と
は
い
え
、
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
を

全
て
調
査
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の

で
、
冒
頭
で
述
べ
た
知
恩
院
の
『
日

写真①  第1期  寬文10年（1670）

写真③  第3期  天保8年（1837）9月 写真②  第2期  享保17年（1732）11月
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鑑
』
を
活
用
す
る
。『
日
鑑
』
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
か
ら
幕
末
ま
で
ほ
ぼ
揃

っ
て
現
存
し
て
お
り
、
た
だ
い
ま
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
ま
で
が
活
字
化
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
知
恩
院
の
日
々
の
動
き
と
と
も
に
、
直
末
寺
院
の
住
職
任
免
の
記

事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
活
字
化
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
は
、
住
職
任
命
記
事
が
四
二

五
六
件
、
人
数
で
は
三
四
〇
〇
余
人
が
確
認
で
き
た
。
例
え
ば
そ
の
中
に
「
随
雄
」

の
名
が
あ
れ
ば
、
そ
の
国
元
が
ど
こ
か
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
増
上
寺
に
入
寺
し
た
修
学
僧
一
万
一
三
〇
〇
余
人
と
、『
日
鑑
』
に

記
載
の
あ
る
三
四
〇
〇
余
人
の
知
恩
院
直
末
寺
院
住
職
と
の
突
合
を
試
み
よ
う
と
い

う
の
が
本
稿
の
作
業
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
た
め
の
補
助
史
料
と
な
る
の
が
知
恩
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
寺
院

住
職
綸
脈
改
正
録
』（
以
下
『
改
正
録
』）
と
、『
諸
寺
院
弟
子
御
目
見
』
で
あ
る
。

前
者
は
知
恩
院
の
住
職
に
就
任
す
る
際
に
、
初
入
寺
・
宗
脈
・
血
脈
そ
し
て
綸
旨
を

受
け
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
記
録
で
あ
る
。
記
載
期
間
は
元
文
六
年
（
一
七
四

一
）
か
ら
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
ま
で
で
、
こ
の
七
年
間
に
延
べ
四
三
九
件
の
住

職
就
任
記
録
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
住
職
就
任
の
際
に
は
知
恩
院
住
職
と
の
対

面
（
御
目
見
）
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
に
五
重
・
宗
脈
・
血
脈
・
綸
旨
を
い

つ
受
け
た
の
か
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。
後
者
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。
明
和
七
年
（
一

七
七
〇
）
七
月
か
ら
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
十
一
月
ま
で
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
筆
者
が
調
査
し
た
近
江
国
甲
賀
郡
内
の
直
末
寺
院
に
残
さ
れ
た
史
料
も

適
宜
参
照
し
て
、
本
稿
の
課
題
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　

一　

増
上
寺
『
入
寺
帳
』
と
知
恩
院
『
日
鑑
』
の
突
合

　

両
史
料
を
突
合
し
て
い
く
と
、
五
十
二
人
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

『
入
寺
帳
』
に
は
誉
号
は
記
さ
れ
て
い
な
い
う
え
、
同
名
の
僧
が
多
数
存
在
す
る
。

た
だ
師
匠
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
師
匠
の
跡
を
継
い
で
出
身
寺
院
の
住

職
と
な
っ
た
こ
と
が
『
日
鑑
』
で
確
認
で
き
れ
ば
両
史
料
が
重
な
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
結
果
が
五
十
二
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
五
十
二
人
を
増
上
寺
で
の
最
終
履
歴
を
付

記
か
ら
分
類
す
る
と
、「
国
元
成
就
」
三
十
例
、「
引
込
切
成
就
」
八
例
、「
随
身
」

十
二
例
、「
往
生
」
一
例
、
不
明
一
例
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、『
入
寺
帳
』
の
付
記

よ
り
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
付
記

の
最
終
履
歴
に
よ
っ
て
以
下
の
六
つ
に
分
け
て
述
べ
て
い
く
。

　
（
１
）
突
合
で
き
な
か
っ
た
場
合

①
檀
林
へ
「
出
世
」
の
場
合　

京
都
帰
命
院
霊
忠

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
霊
忠
は
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
十
一
月
七
日
、
京

都
帰
命
院
懐
誉
霊
山
の
弟
子
と
し
て
十
五
歳
で
増
上
寺
に
入
寺
す
る
（
写
真
②
参

照
）
が
、
そ
れ
は
後
に
霊
巌
寺
に
晋
山
す
る
真
誉
貴
順
の
「
谷
頭
役
」
似
我
弟
子
と

し
て
の
入
寺
で
あ
っ
た
。
寮
坊
主
も
指
南
も
そ
の
貴
順
で
あ
っ
た
。『
入
寺
帳
』
に

は
以
下
の
三
点
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
保
二
壬
戌
（
一
七
四
二
）
三
月
十
一
日
上
座
指
合
改
名
。
月
番
説
冏
（
印
）

寛
延
四
未
年
（
一
七
五
一
）
閏
六
月
十
五
日
上
座
指
合
改
名
腹
本
名
。
月
番
弁

秀
（
印
）

明
和
七
寅
年
（
一
七
七
〇
）
十
一
月
八
日
岩
附
浄
国
寺
江
出
世
消
帳
。
月
番
定

説
（
印
）

　

こ
の
付
記
か
ら
霊
忠
は
、
寛
保
二
年
に
先
輩
僧
侶
と
同
じ
名
前
に
な
る
の
で
改
名

し
、
寛
延
四
年
に
ま
た
元
の
名
前
に
戻
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
入
寺
帳
』
に
は
改
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名
後
の
名
前
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
復
命
し
た
際
に
黒
塗
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
後
の
足
跡
は
不
明
だ
が
、
明
和
七
年
に
十
八
檀
林
の
ひ
と
つ
、
岩
槻
の
浄
国

寺
住
職
に
就
任
（
出
世
）
し
た
。

　

そ
れ
で
は
『
日
鑑
』
で
は
霊
忠
は
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
初
め
て

登
場
す
る
の
は
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
三
月
十
二
日
、
入
寺
二
十
一
年
目
、
霊
忠

三
十
五
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
霊
忠
は
「
出
世
成
就
ニ
付
、
御
目
見
願
」

の
た
め
知
恩
院
に
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
師
匠
で
あ
る
霊
山
と
も
ど
も

知
恩
院
住
職
へ
の
拝
礼
を
果
た
し
た
。
こ
の
記
事
に
あ
る
「
出
世
」
と
は
、
檀
林
住

職
へ
の
就
任
で
は
な
く
、
朝
廷
よ
り
上
人
号
の
綸
旨
を
得
た
（「
拝
綸
」）
こ
と
を
示

し
、
こ
れ
に
よ
り
師
匠
で
あ
る
霊
山
の
正
式
な
後
継
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の

御
目
見
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
近
い
将
来
帰
命
院
の
住
職
と
な
る
こ
と
が

約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
霊
忠
の
兄
弟
子
で
あ
ろ
う
霊
門
の
死
去
が
関
係
し
て
い
た
。
す
で

に
御
目
見
を
果
た
し
て
い
た
霊
門
は
宝
暦
元
年
七
月
十
一
日
に
死
去
し
た
と
、
十
八

日
に
知
恩
院
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
後
継
者
を
失
っ
た
霊
山
は
急
遽
霊
忠
を
次
の
後

継
者
と
し
て
増
上
寺
か
ら
京
都
に
呼
び
戻
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
霊
忠
は
学
問
へ

の
志
を
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
宝
暦
六
年
閏
十
一
月
十
二
日
に
、
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
。

帰
命
院
登
山
。
増
上
寺
三
嶋
中
谷
弟
子
霊
忠
儀
、
喚
誉
大
僧
正
御
代
、
初
而
御

目
見
被
仰
付
候
。
然
ル
ニ
此
者
儀
、
学
席
相
続
仕
度
、
達
而
相
願
候
ニ
付
、
御
帳

面
御
消
帳
奉
願
旨
、
願
書
差
出
。
則
御
聞
済
之
段
申
談
。

　

こ
の
日
師
匠
で
あ
る
帰
命
院
現
住
懐
誉
霊
山
が
知
恩
院
に
や
っ
て
き
た
。
用
件
は

増
上
寺
三
嶋
中
谷
に
い
る
弟
子
の
霊
忠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
霊
忠
は
知
恩
院
喚
誉
雲

頂
が
住
職
の
時
に
御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
が
、
帰
命
院
に
は
戻
ら
ず
、
こ
の
ま
ま

勉
学
の
道
を
続
け
た
い
と
霊
山
に
嘆
願
し
て
き
た
の
で
、
御
目
見
帳
か
ら
霊
忠
の
名

前
を
削
除
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
認
め
ら
れ
、
霊
忠

は
増
上
寺
で
学
問
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
霊
忠
の

説
明
と
し
て
「
増
上
寺
三
嶋
中
谷
弟
子
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
御
目
見
の

た
め
に
京
都
に
戻
っ
た
が
、
そ
の
後
も
霊
忠
は
江
戸
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
霊
忠
は
増
上
寺
で
学
僧
と
し
て
の
階
梯
を
昇
る
こ
と
に
な
る
。『
入
寺

帳
』
で
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
霊
忠
の
似
我
弟
子
と
し
て
入
寺
す
る
際
に
、
そ
の
階

梯
が
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宝
暦
七
年
十
月
に
入
「
一
文
字
」（
肥
前
諫
早
慶
巌

寺
宝
誉
林
英
弟
子
弁
山
入
寺
の
際
）、
同
十
年
四
月
「
谷
頭
役
」（
周
防
伊
保
庄
願
成

寺
性
誉
観
流
弟
子
慎
了
入
寺
の
際
）、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
三
月
「
大
衆
頭

職
」（
伊
豆
三
島
宿
長
円
寺
郁
誉
一
秀
弟
子
証
秀
入
寺
の
際
）、
明
和
四
年
十
月
「
下

読
扱
」（
伊
勢
下
之
川
村
極
楽
寺
成
誉
覚
音
弟
子
弁
成
入
寺
の
際
）、
明
和
五
年
七
月

「
仮
五
人
以
上
」（
佐
渡
相
川
西
念
寺
顔
誉
円
達
弟
子
円
秀
入
寺
の
際
）、
明
和
五
年

十
二
月
「
五
人
以
上
」（
伊
予
岩
城
島
浄
光
寺
巒
誉
信
冏
弟
子
万
冏
入
寺
の
際
）、
明

和
七
年
八
月
「
二
臈
席
」（
信
濃
森
村
興
正
寺
芸
誉
哲
善
弟
子
超
巌
入
寺
の
際
）、
明

和
七
年
十
月「
学
頭
」成（
因
幡
鳥
取
一
行
寺
軟
誉
祖
泰
弟
子
泰
霊
入
寺
の
際
）と
昇

進
し
、
翌
十
一
月
八
日
に
浄
国
寺
へ
晋
山
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
霊
忠
の
似
我
弟
子

と
し
て
入
寺
し
た
学
僧
に
は
、
寮
坊
主
、
指
南
い
ず
れ
か
で
霊
忠
が
関
わ
っ
て
い
る
。

②
個
別
寺
院
「
成
就
」
の
場
合　

増
上
寺
塔
頭
常
行
院
察
道
の
弟
子
信
立

　
『
入
寺
帳
』
に
は
関
東
を
中
心
に
、
十
九
ヶ
国
・
地
域
に
四
三
〇
ヶ
寺
、
一
〇
九

二
人
の
住
職
就
任
記
事
が
付
記
さ
れ
て
い
る
（
表
①
）。
最
も
多
い
の
は
増
上
寺
の

お
膝
元
の
江
戸
で
七
〇
九
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
尾
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張
以
西
は
京
都
の
清
凉
寺
と
大
坂
の
天
竜
院
、
紀
伊
の
大
智
寺
だ
け
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
『
日
鑑
』
に
は
関
連
記
事
が
な
い
。

　

例
え
ば
、『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
増
上
寺
塔
頭
常
行
院
察
道
の
弟
子
信
立
は
、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
九
月
二
十
日
、
十
五
歳
で
増
上
寺
に
入
寺
、
潮
冏
寮
に
入

寮
し
、
指
南
坊
主
は
満
忠
で
あ
っ
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
十
二
月
十
五
日
に

潮
冏
を
引
き
継
い
だ
天
倫
の
直
弟
に
な
り
、
四
年
「
下
沈
」
し
て
い
る
。「
下
沈
」

と
は
臈
次
が
下
が
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
六
月
十
日
に

相
模
国
名
瀬
西
蓮
寺
の
住
職
に
な
っ
た
。

　

知
恩
院
と
は
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
当
然
『
日
鑑
』
に
は
そ
の
名
は
出
て
こ
な

い
が
、
西
蓮
寺
に
入
っ
た
日
付
を
増
上
寺
の
史
料
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
増
上
寺

に
『
寺
院
成
就
記
』
と
い
う
史
料
が
あ
り
、
一
部
横
浜
市
域
の
分
が
活
字
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
史
料
は
増
上
寺
が
管
轄
す
る
寺
院
に
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
入

っ
た
か
を
記
し
た
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
信
立
が
西
蓮
寺
に
入
っ
た
部
分
を
み
て

み
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
文
化
九
年
十
月
廿
日
一
文
字
回
章
出
。
十
月
廿
四
日
扇
間
回

文
出
。
十
月
廿
七
日
縁
輪
回
章
出
。
酉
六
月
十
日
山
禅
玉
寮
文
句
部
十
七
年
信
立
仰

付
」
と
あ
る
。『
寺
院
成
就
記
』
の
他
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
こ
こ
に
書
か
れ
て

い
る
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
西
蓮
寺
住
職
希
望
者
を
募
る
た
め
、

文
化
九
年
十
月
二
十
日
に
は
一
文
字
席
に
、
十
月
二
十
四
日
に
は
扇
間
席
に
、
そ
し

て
十
月
二
十
七
日
に
は
縁
輪
席
に
回
文
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
誰
も
応
募
す
る
も
の

が
お
ら
ず
、
月
日
は
流
れ
、
翌
年
六
月
十
日
に
信
立
が
住
職
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
。

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
入
寺
で
文
化
十
年
（
一
七
一
三
）
の
成
就
だ
と
、
本
来

の
臈
次
は
二
十
一
年
だ
が
、
四
年
の
下
沈
を
加
味
す
る
と
十
七
年
に
な
り
、「
文
句

部
十
七
年
」
の
記
載
と
合
致
す
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、『
入
寺
帳
』
の
日
付
と
『
寺
院
成
就
記
』
の
日
付
が
一
致

す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
と
の
ず
れ
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

小
括

　

檀
林
へ
の
出
世
の
場
合
、
関
東
の
檀
林
内
で
異
動
す
る
た
め
、
知
恩
院
の
『
日

鑑
』
に
出
て
く
る
こ
と
は
本
来
な
い
。
霊
忠
の
場
合
は
異
例
と
い
え
よ
う
。
だ
が
後

継
住
職
の
地
位
よ
り
も
学
問
へ
の
道
を
選
ん
だ
こ
と
で
、
霊
忠
は
『
日
鑑
』
に
そ
の

名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
住
職
就
任
先
と
し
て
具
体
的
な
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
寺
院
は
、
ほ
と
ん
ど

が
増
上
寺
の
影
響
力
が
強
い
関
東
の
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
表
①
）。

そ
の
た
め
『
入
寺
帳
』
記
載
の
成
就
日
と
実
際
の
住
職
就
任
日
に
ず
れ
は
な
い
。
そ

し
て
知
恩
院
末
寺
院
の
住
職
と
な
る
こ
と
が
な
い
場
合
は
、『
日
鑑
』
等
知
恩
院
の

史
料
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
突
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
２
）
突
合
で
き
る
場
合

③
「
国
元
成
就
」
の
場
合　

但
馬
国
宵
田
村
蓮
生
寺
知
洞

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
知
洞
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
一
月
十
一
日
、
蓮

生
寺
暢
誉
智
恩
の
弟
子
と
し
て
十
五
歳
で
増
上
寺
に
入
寺
し
た
。
寮
坊
主
は
詮
覚
、

指
南
は
了
風
で
あ
っ
た
。『
入
寺
帳
』
に
は
以
下
の
三
点
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
保
二
壬
戌
年
（
一
七
四
二
）
八
月
廿
一
日
瀧
山
大
善
寺
知
俊
和
尚
エ
随
身
。

月
番
義
俊
（
印
）

寛
保
三
癸
亥
年
（
一
七
四
三
）
十
月
廿
四
日
帰
山
。
月
番
門
冏
（
印
）

延
享
三
寅
年
（
一
七
四
六
）
十
二
月
廿
一
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
霊
妙
（
印
）
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表①個別寺院成就先一覧
陸奥 南部 大泉寺

出羽 秋田 当福寺
米沢 西蓮寺

上野

吾妻 善導寺 / 宗本寺
安中 大泉寺
白井 源空寺
高崎 安国寺 / 大信寺
中野 清見寺

下野
宇都宮 光琳寺
小倉 延寿寺
佐野 大庵寺

武蔵

赤山 源長寺
足立 専称寺
稲毛 泉沢寺
岩付 浄安寺
岩淵 正光寺
鵜木 光明寺

大相模 浄音寺
大松村 清浄院
葛西 円泉寺 / 金蔵寺 / 西念寺 / 浄興寺
片山 法台寺

神奈川 慶雲寺
神奈川 西蓮寺 / 成仏寺
栢山 善宗寺
川崎 一行院 / 教安寺
熊谷 熊谷寺
越谷 江成院 / 西教院 / 天嶽寺

小塚原 誓願寺
小机 泉谷寺

幸手町 聖福寺
下戸田村 常福寺
新堀村 宗福寺
滝山 極楽寺
平方 林西寺

増林村 林泉寺
峰村 阿弥陀寺 / 清浄院
持田 正覚寺
山田 大善寺
矢向 良忠寺

横曽根 西福寺
与野 長伝寺

江戸

青山 高徳寺 / 長安寺 / 長安寺
赤坂 浄土寺 / 専修寺 / 清巌寺 / 法安寺 / 竜泉寺
赤羽 心光院
赤山 源長寺

浅草
行安寺 / 九品寺 / 源空寺 / 光感寺 / 欣浄寺 / 西光寺 / 西福寺 / 寿松院 / 正安寺 / 正覚寺
/ 正定寺 / 正清寺 / 浄土寺 / 浄念寺 / 正法寺 / 新光明寺 / 清教寺 / 清光寺 / 清徳寺 / 聖
徳寺 / 専光寺 / 善徳院 / 善徳寺 / 宗安寺 / 宗円寺 / 貞源寺 / 天嶽院 / 満泉寺 / 竜法院 /
竜宝寺 / 竜法寺 / 了源寺 / 涼源寺

麻布 教雲寺 / 教善寺 / 光専寺 / 称念寺 / 浄林寺 / 深広寺 / 善学寺 / 専称寺 / 崇巖寺 / 長伝寺
/ 法庵寺 / 竜土庵 / 竜土寺

伊皿子 光雲寺 / 長安寺 / 道往寺
板橋 乗蓮寺 / 東光寺
市谷 安養寺
今戸 勝運寺 / 心光院 / 蓮華寺
牛込 建勝寺 / 光照寺 / 西方寺 / 清源寺 / 大信寺 / 大念寺 / 大養寺 / 法正寺

大久保 専念寺
尾久 満光寺
奥沢 浄真寺
押上 大雲寺

小日向 還国寺 / 智願寺
北沢 森巖寺



五
七

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

江戸

小石川 一行院 / 源覚寺 / 光円寺 / 西岸寺 / 善応寺 / 善雄寺 / 大雲寺 / 大善寺 / 法伝寺 / 無量院
麹町 心法寺 / 栖岸院

駒込 栄松院 / 願行寺 / 正行寺 / 浄心寺 / 正泉寺 / 定泉寺 / 常徳寺 / 瑞泰寺 / 専念寺 / 潮泉寺
/ 天栄寺 / 蓮光寺

小松川 源宝寺 / 寿光院 / 仲台院
小山 竜原寺
鮫橋 崇源寺

山内

安養院 / 安立院 / 安蓮社 / 一経院 / 威徳院 / 雲晴院 / 恵眼院 / 花岳院 / 岳蓮社 / 華陽院 / 観
智院 / 鑑蓮社 / 恭敬院 / 月界院 / 月窓院 / 源空院 / 源興院 / 源寿院 / 源宝院 / 源流院 / 光学
院 / 広慶院 / 広度院 / 最勝院 / 浄運院 / 常行院 / 常照院 / 浄照院 / 昌泉院 / 松蓮社 / 真乗院
/ 瑞華院 / 瑞善院 / 瑞蓮院 / 清光院 / 清光寺 / 清林院 / 池徳院 / 通元院 / 貞松院 / 天光院 /
天陽院 / 徳水院 / 仏心院 / 宝珠院 / 宝松院 / 妙定院 / 酉蓮社 / 隆崇院 / 良慶院 / 良源院 / 林
松院

山谷 易行院 / 源照寺 / 源寿院 / 光照院 / 広徳寺 / 瑞泉寺 / 大秀寺 / 道林寺 / 念仏院 / 蓮花院

下谷 安楽寺 / 永昌寺 / 西運寺 / 最上寺 / 西蓮寺 / 専光寺 / 宗源寺 / 大音寺 / 泰寿院 / 長光寺
/ 万徳寺

品川 願行寺 / 法禅寺
芝 西応寺 / 西信寺 / 宗光寺

下屋敷 正福寺 / 本願寺
白金 西光寺 / 正源寺

新鳥越 源寿院 / 念仏院 / 養伯寺
関口 大泉寺 / 養国寺

世田谷 無量寺
千住 誓願寺

千駄ヶ谷 長善寺
高輪 願生寺 / 正覚寺 / 常光寺 / 浄業寺
田端 円勝寺 / 仲台院
田町 成覚寺 / 智福寺

天徳寺末 道源寺
西久保 大養寺
二本榎 栄信寺 / 永信寺 / 松光寺 / 清林寺
橋場 玉蓮院 / 正憶院 / 法源寺 / 智清寺
深川 雲光院 / 玄信寺 / 西光寺 / 正源寺 / 心行寺 / 法禅寺 / 本誓寺 / 霊光院
本郷 昌清寺 / 法真寺
本所 重願寺 / 大雲寺 / 霊空院 / 霊光寺
丸山 大善寺

三河島 浄正寺

三田 願海寺 / 魚藍寺 / 光台院 / 済海寺 / 実相寺 / 春林寺 / 称讃寺 / 正泉寺 / 随応寺 / 大松寺
/ 大信寺 / 大増寺 / 長松寺 / 貞林寺 / 林泉寺

箕輪 西光寺 / 浄閑寺
目黒 戒法寺 / 光取寺 / 最上寺 / 清岸寺 / 善長寺 / 本願寺 / 祐天寺
湯島 涼智院

四谷 享恩寺 / 西迎寺 / 珠法寺 / 浄運寺 / 成覚寺 / 正受院 / 専念寺 / 太宗寺 / 長安寺 / 法蔵寺
/ 了学寺

下総

大鹿 弘経寺
鏑木 光明寺
行徳 源心寺 / 善照寺 / 大徳寺 / 大蓮寺 / 法伝寺 / 法得寺
佐倉 松林寺 / 清光寺

下小堀 浄福寺
千葉 来迎寺
船橋 浄勝寺
古河 西岸寺
三崎 法住寺

上総

木更津 選択寺
佐貫 勝隆寺

中島村 正行寺
富津 大乗寺

法巖寺

安房
大網 大巖院
館山 三福寺
北条 金台寺
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相模

一色村 浄源寺
伊勢原 大福寺
岩瀬 大長寺
浦郷 良心寺
大磯 大運寺

大神村 正安寺
大山 西岸寺
萩野 法界寺

小田原 安楽寺/三宝寺/城源寺/心光寺/誓願寺/大栄寺/大蓮寺/伝肇寺/道場院/本誓寺/無量寺
落幡村 西光寺
門沢橋 浄久寺
鎌倉 安養院 / 高徳院

子安村 易往寺
酒匂 大見寺
四宮 大念寺
下島 霊山寺
須賀 海宝寺
玉縄 貞宗寺

長後村 泉願寺
土棚村 蓮光寺
妻田村 西福寺
戸塚 清源院

中田村 中田寺
名瀬 西蓮寺

沼田村 西念寺
沼目 三福寺
箱根 本還寺

松延村 宗源寺
矢作 春光院
矢部 大善寺
八幡 長善寺

信法寺
善徳寺
南蓮寺
薬王寺
来迎寺

甲斐 甲府 教安寺 / 瑞泉寺 / 誓願寺 / 善光寺 / 尊躰寺 / 来迎寺
円福寺

伊豆

下田 海善寺 / 稲田寺
下多賀 海福寺
田方 光照寺
名瀬 西蓮寺
松崎 浄泉寺
三島 願成寺 / 長円寺 / 林光寺 / 蓮馨寺

天然寺

駿河

駿府 花陽院 / 報土寺 / 来迎院
中山村 西方寺
根古屋 西岸寺
二子村 竜善寺
御厨 善竜寺 / 大乗寺 / 天嶽寺

遠江 二俣 清滝寺
横須賀 撰要寺

三河 岡崎 西岸寺 / 松応寺 / 信光明寺
吉田 悟真寺

越前 運正寺
京 嵯峨 清凉寺

大坂 天竜院
紀伊 大智寺

不明
高田 来迎寺
土手 大音寺

法住寺



五
九

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
寛
保
二
年
に
伴
頭
法
誉
知
俊
が
十
八
檀
林
の
ひ
と
つ
滝
山
大
善

寺
に
晋
山
す
る
と
、
知
洞
も
そ
れ
に
随
身
し
て
大
善
寺
に
移
る
。
翌
寛
保
三
年
知
俊

が
金
戒
光
明
寺
に
移
る
と
、
そ
れ
に
は
付
い
て
い
か
（
け
？
）
ず
、
再
び
増
上
寺
に

帰
山
し
た
。
そ
の
後
延
享
三
年
に
「
国
元
」
で
「
成
就
」、
つ
ま
り
住
職
に
就
任
し

た
と
し
て
消
帳
さ
れ
て
い
る
。
入
寺
十
六
年
目
、
知
洞
三
十
歳
で
あ
る
。

　

一
方
、『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
七
月
二
十
五
日
、「
但
州

出
石
蓮
生
寺
無
住
ニ
付
、
為
後
住
願
、
旦
那
并
前
住
弟
子
知
洞
登
山
。
組
中
方
添
簡

指
出
之
。
次
大
寺
格
を
以
、
知
洞
江
住
職
被
仰
付
」
と
、
知
洞
が
前
住
弟
子
と
し
て

知
恩
院
か
ら
蓮
生
寺
の
住
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
蓮
生
寺
の
寺
格
は
次
大
寺
格
で

あ
っ
た
。
入
寺
か
ら
二
十
一
年
目
知
洞
、
三
十
五
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に

『
日
鑑
』
で
知
洞
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

両
史
料
の
間
で
は
五
年
の
ず
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ

ろ
う
か
。『
入
寺
帳
』
に
は
具
体
的
な
国
名
や
成
就
先
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
延
享
三
年
に
但
馬
国
に
帰
国
し
て
、
蓮
生
寺
近
隣
の
寺
院
の
住
職
に
就
任

し
、
宝
暦
元
年
に
出
身
寺
院
の
蓮
生
寺
住
職
に
就
任
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

④
「
引
込
切
成
就
」
の
場
合　

大
坂
西
寺
町
源
聖
寺
本
悦

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
本
悦
は
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
一
月
十
一
日
、
大

坂
西
寺
町
源
聖
寺
真
誉
春
悦
の
弟
子
と
し
て
十
五
歳
で
定
員
の
七
十
僧
の
ひ
と
り
と

し
て
増
上
寺
に
入
寺
す
る
。
寮
坊
主
は
雲
悦
、
指
南
は
性
察
で
あ
っ
た
。『
入
寺

帳
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

寛
保
三
亥
年
（
一
七
四
三
）
正
月
四
日
引
篭
切
成
就
消
帳
。
月
番
演
的
（
印
）

　

こ
こ
に
あ
る
「
引
篭
切
」
と
は
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
他
で
は
「
引
込
切
」
と

も
あ
る
の
で
「
ひ
き
こ
み
き
り
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
寛
保
三
年
は
入
寺
か
ら
十

二
年
目
に
あ
た
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
本
悦
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
三
月
六
日
に
知
恩
院
で

御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
際
提
出
さ
れ
た
の
は
「
師
匠
書
上
・
組
寺
連
印
・

役
寺
添
翰
・
綸
脈
」
で
あ
っ
た
。「
綸
脈
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
悦
は
綸
旨
と
宗

脈
・
戒
脈
の
両
脈
も
済
ま
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
付
か
ら
は
成
就
し
た
直
後
に

知
恩
院
で
御
目
見
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
本
悦
は
病
身
の
た
め
に
隠
居
し

た
真
誉
春
悦
の
後
継
者
と
し
て
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
九
月
二
十
一
日
、
三
十

三
歳
で
源
聖
寺
住
職
を
拝
命
し
た
。
寺
格
は
最
極
大
寺
格
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
悦

は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
二
月
十
八
日
に
死
去
し
た
と
同
月
二
十
一
日
知
恩
院

に
報
告
が
あ
っ
た
。
四
十
歳
で
あ
っ
た
。

⑤
他
檀
林
へ
の
随
身
の
場
合　

近
江
国
草
津
正
定
寺
文
竜　

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
文
竜
は
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
一
月
十
一
日
、
近
江

国
草
津
正
定
寺
見
誉
竜
朝
の
弟
子
と
し
て
十
五
歳
で
増
上
寺
に
入
寺
し
た
。
寮
坊
主

は
知
俊
、
指
南
は
順
真
で
あ
っ
た
。『
入
寺
帳
』
に
は
次
の
よ
う
な
付
記
が
あ
る
。

寛
保
二
壬
戌
年
（
一
七
四
二
）
八
月
滝
山
大
善
寺
知
俊
和
尚
江
随
身
。
月
番
義

俊
（
印
）

寛
保
三
癸
亥
年
（
一
七
四
三
）
十
月
廿
四
日
帰
山
。
月
番
門
冏
（
印
）

宝
暦
七
丑
年
（
一
七
五
七
）
六
月
廿
三
日
生
実
大
巌
寺
要
信
和
尚
随
身
。
月
番

霊
応
（
印
）

　

文
竜
は
、
寮
坊
主
で
あ
る
知
俊
が
大
善
寺
に
晋
山
す
る
と
そ
れ
に
随
身
す
る
が
、

翌
年
知
俊
が
金
戒
光
明
寺
に
移
る
と
、
そ
れ
に
は
つ
い
て
行
か
（
け
？
）
ず
増
上
寺

に
帰
っ
た
。

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
六
年
十
月
二
十
日
に
文
竜
の
御
目
見
記
事
が
あ
る
。



六
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

一
摂
州
茨
木
梅
林
寺
見
誉
直
弟
文
竜
、
御
目
見
奉
願
由
、
当
住
并
旦
那
連
印
之
願

書
出
之
。
別
回
章
之
所
故
、
触
頭
・
組
無
之
。
則
披
露
之
上
、
願
之
通
御
免
之

趣
申
渡
、
拝
礼
相
済
。
次
極
大
寺
之
御
礼
物
也
。

　

文
竜
の
師
匠
で
あ
る
見
誉
竜
朝
は
、
文
竜
が
入
寺
し
た
直
後
の
元
文
三
年
（
一
七

三
八
）
十
一
月
十
九
日
に
正
定
寺
か
ら
梅
林
寺
に
移
転
し
て
い
た
。
御
目
見
の
際
に

は
「
拝
礼
」
が
あ
っ
た
の
で
、
文
竜
は
知
恩
院
に
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か

し
『
入
寺
帳
』
で
は
、
宝
暦
七
年
に
大
巌
寺
に
晋
山
し
た
皎
誉
要
信
に
随
身
し
て
い

る
の
で
、
御
目
見
の
た
め
に
一
時
的
に
上
洛
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。『
入
寺

帳
』
で
は
こ
れ
以
降
の
足
跡
は
確
認
で
き
な
い
。

　

一
方
『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
宝
暦
九
年
二
月
二
十
二
日
に
、
病
気
で
隠
居
し
た
見

誉
に
代
わ
っ
て
文
竜
が
梅
林
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
に
師
匠
の
元

に
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

大
巌
寺
で
の
動
向
は
大
巌
寺
の
入
寺
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

増
上
寺
の
『
入
寺
帳
』
に
そ
こ
ま
で
の
記
載
が
な
い
の
は
当
然
と
い
え
る
が
、
随
身

先
檀
林
か
ら
師
匠
の
元
に
戻
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑥
往
生
」
の
場
合　

大
坂
下
寺
町
源
聖
寺
真
誉
春
悦
弟
子
亶
翁

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
亶
翁
は
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
一
月
十
一
日
増

上
寺
に
十
五
歳
で
入
寺
し
た
。
付
記
に
は
入
寺
十
五
年
目
に
「
寛
延
三
庚
午
年
（
一

七
五
〇
）
三
月
十
一
日
往
生
消
帳
。
月
番
貞
瑞
（
印
）」
と
あ
る
の
み
な
の
で
、
こ

れ
だ
け
を
み
る
と
亶
翁
が
増
上
寺
修
学
中
に
往
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
『
日
鑑
』
を
み
る
と
そ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
入
寺
後
一
〇
年
目
の

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
二
十
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
伏
見
龍
源

寺
為
後
住
願
、
組
西
岸
寺
井
旦
那
壱
人
登
山
。
御
好
身
戒
誉
亶
翁
住
職
被
仰
付
、
小

寺
格
を
以
拝
礼
相
済
。
但
未
出
世
故
、
年
数
已
満
之
節
、
綸
旨
頂
戴
可
仕
旨
一
札
、

同
所
悟
真
寺
現
誉
証
印
を
以
、
山
役
源
光
院
迄
差
出
之
」。
こ
の
日
亶
翁
は
、
伏
見

龍
源
寺
の
住
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
知
恩
院
住
職
は
霊
誉
鸞
宿
で
あ
る

が
、
そ
の
「
好
身
」
と
し
て
の
任
命
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
『
改
正
録
』
に
も
亶
翁
の
記
事
が
あ
る
。

　
　

丑
八
月
廿
四
日

　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戒
誉
亶
翁

　
　
　
　
　
　

初
入
寺　

享
保
廿
一
辰
年
正
月
十
一
日　

増
上
寺
通
誉
大
僧
正
代

　
　
　
　
　
　

五　

重　

元
文
四
未
年
十
一
月　
　
　
　

増
上
寺
尊
誉
大
僧
正
代

　
　
　
　
　
　

血　

脈　

寛
保
二
戌
年
十
一
月　
　
　
　

増
上
寺
尊
誉
大
僧
正
代

　
　
　
　
　
　

綸　

旨

　
　
　
　
　
　

今　

伏
見
龍
源
寺
住
職

　

こ
こ
か
ら
は
、
亶
翁
初
入
寺
後
、
四
年
目
の
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
五
重
を
、

七
年
目
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
血
脈
を
受
け
た
こ
と
、
そ
し
て
『
日
鑑
』
に

も
あ
る
よ
う
に
、
年
数
が
満
た
な
い
の
で
綸
旨
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
ど
の
時
点
で
京
都
に
来
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
血
脈
を
受
け
た
後
、
住
職

就
任
ま
で
の
間
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
国
元
成
就
」
の
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
は
『
入
寺
帳
』
に
は
記

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
増
上
寺
を
離
れ
て
国
元
に
戻
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

『
入
寺
帳
』
で
は
随
身
と
し
て
増
上
寺
を
離
れ
る
場
合
か
、
関
東
近
辺
の
寺
院
に
住

職
と
し
て
入
る
か
し
か
、
離
山
の
日
付
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
『
日
鑑
』
に
は
亶
翁
の
最
期
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
寛
延
二
年
十
一

月
十
二
日
条
に
「
伏
見
南
組
龍
源
寺
戒
誉
、
永
病
気
ニ
付
、
去
ル
九
日
命
終
之
旨
、



六
一

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

組
阿
弥
陀
寺
登
山
、
届
書
差
出
之
」
と
あ
る
。
戒
誉
亶
翁
は
長
患
い
の
末
、
こ
の
年

の
十
一
月
九
日
に
死
去
し
た
の
で
あ
る
。『
入
寺
帳
』
記
載
の
日
付
と
は
四
ヶ
月
の

ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
『
入
寺
帳
』
の
付
記
の
日
付
は
現
実
と
の
ず
れ
が
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
増
上
寺
で
は
な
く
、
住
職
寺
院
で
「
往
生
」
し
た
後
に
、

そ
の
こ
と
を
増
上
寺
に
報
告
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と

「
国
元
成
就
」
の
記
載
が
な
い
の
は
、
亶
翁
が
増
上
寺
に
報
告
し
て
お
ら
ず
、
増
上

寺
が
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑦
不
明
の
場
合　

大
和
国
平
岡
極
楽
寺
秀
弁

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
秀
弁
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
九
月
十
五
日
、
大

和
国
平
岡
極
楽
寺
津
誉
秀
尊
の
弟
子
と
し
て
二
十
歳
で
増
上
寺
に
入
寺
す
る
が
、
定

員
で
あ
る
七
十
僧
で
は
な
く
、「
大
円
和
尚
戌
年
学
頭
職
似
我
」
と
し
て
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
の
ち
に
檀
林
住
職
と
も
な
る
寂
誉
大
円
が
「
戌
年
」
つ
ま
り
前
年
の
享
保
十

五
年
に
学
頭
職
に
就
任
し
た
際
認
め
ら
れ
た
似
我
弟
子
と
し
て
入
寺
し
た
の
で
あ
っ

た
。
寮
坊
主
は
全
超
、
指
南
坊
主
は
春
沢
で
あ
っ
た
。『
入
寺
帳
』
に
は
以
下
の
二

点
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

享
保
廿
卯
年
（
一
七
三
五
）
三
月
十
七
日
幡
随
院
瑞
潭
和
尚
エ
随
身
。
月
番
覚

瑩
（
印
）

寛
保
二
壬
戌
年
（
一
七
四
二
）
十
一
月
十
六
日
帰
山
。
月
番
沢
真
（
印
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
享
保
二
十
年
に
二
臈
実
誉
瑞
潭
が
檀
林
幡
随
院
に
晋
山
す
る
と
、

そ
れ
に
随
身
し
て
幡
随
院
に
移
り
、
の
ち
瑞
潭
が
寛
保
二
年
に
天
徳
寺
に
移
る
と
、

そ
れ
に
は
付
い
て
い
か
（
け
？
）
ず
、
再
び
増
上
寺
に
帰
山
し
た
。

　
『
入
寺
帳
』
か
ら
秀
弁
の
動
向
は
こ
こ
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、『
日
鑑
』
に
そ

の
先
の
記
事
が
あ
る
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
二
月
二
十
一
日
、「
宣
誉
秀
弁
」

が
御
目
見
を
許
さ
れ
、「
拝
礼
」
し
て
い
る
の
で
、
知
恩
院
に
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
そ
し
て
同
十
年
四
月
六
日
、
病
身
の
た
め
隠
居
が
許
さ
れ
た
師
匠
秀
尊
の
後

継
者
と
し
て
極
楽
寺
住
職
を
拝
命
し
た
。
寺
格
は
大
寺
格
で
あ
っ
た
。
入
寺
三
十
年

目
、
四
十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
年
後
の
宝
暦
十
年
四
月
二
日
、

秀
弁
が
借
金
の
た
め
行
方
不
明
だ
と
、
知
恩
院
に
報
告
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
例
の
場
合
、『
入
寺
帳
』
に
記
載
が
な
く
て
も
、
地
元
に
帰
っ
て
住
職
を

し
て
い
る
こ
と
が
『
日
鑑
』
か
ら
確
認
で
き
た
。
増
上
寺
か
ら
他
檀
林
へ
随
身
す
る

場
合
は
付
記
と
し
て
記
載
さ
れ
る
が
、
往
生
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以

外
は
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
国

元
成
就
」
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
も
増
上
寺
に
は
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

小
括

　

増
上
寺
に
入
寺
し
た
修
学
僧
の
成
就
先
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
檀
林
を
は

じ
め
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
三
河
ま
で
の
増
上
寺
の
影
響
力
が
強
い
国
々
で
あ
っ
た
。

元
禄
八
、
九
年
に
諸
国
浄
土
宗
寺
院
が
作
成
し
た
由
緒
書
の
提
出
先
は
尾
張
以
東
は

増
上
寺
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
寺
院
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
約
四
〇
〇
ヶ
寺
の
一
〇

〇
〇
人
の
記
事
は
そ
の
ま
ま
住
職
就
任
記
事
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
「
国
元
成
就
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
の
「
国
元
」
が
ど
こ
な
の
か
、
ま

た
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
月
日
は
、
文
字
通
り
読
め
ば
「
消
帳
」
し
た
日
付
で

あ
っ
て
、
成
就
し
た
日
付
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
報
告
す
る
か
ど
う
か
も
、
成
就
側

次
第
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
は
報
告
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
成
就
後
の
い
つ
報

告
さ
れ
る
の
か
は
個
別
事
例
を
積
み
上
げ
て
い
く
し
か
な
い
。
畿
内
近
国
で
「
成

就
」
し
て
か
ら
、
増
上
寺
で
消
帳
さ
れ
る
ま
で
に
一
体
ど
れ
だ
け
の
時
間
が
か
か
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
章
か
ら
は
「
国
元
成
就
」
と
「
引
込
切
成
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就
」
の
ふ
た
つ
の
「
成
就
」
に
つ
い
て
、「
成
就
」
と
「
消
帳
」
の
時
間
差
に
注
目

し
て
検
討
し
よ
う
。

　

二　
「
国
元
成
就
」
の
内
実

　
『
入
寺
帳
』
と
『
日
鑑
』
を
突
合
で
き
る
国
元
成
就
に
該
当
す
る
の
は
先
述
の
知

洞
を
含
め
て
三
十
人
い
る
（
表
②
）。
事
例
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
煩
雑
で
は
あ

る
が
そ
の
全
て
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
次
の
二
点
の
実
態
解
明
を
課
題
と
す
る
。

ひ
と
つ
は
「
国
元
」
と
は
ど
こ
の
こ
と
か
、
も
う
ひ
と
つ
は
成
就
は
い
つ
の
こ
と
か
、

で
あ
る
。
な
お
『
日
鑑
』
で
の
成
就
順
に
掲
出
す
る
。

　
　

１　

称
誉
真
察
随
身
法
欽
・
慈
天
・
義
寅

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
十
月
十
日
に
称
誉
真
察
が
住

職
で
あ
っ
た
浅
草
幡
随
院
に
入
寺
し
た
法
欽
は
、
知
恩
院
に
移
っ
た
真
察
と
は
離
れ
、

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
六
月
二
十
四
日
に
増
上
寺
に
他
山
入
寺
し
た
。
そ
し
て
国

元
成
就
と
し
て
入
寺
二
十
五
年
目
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
四
月
六
日
に
消
帳
さ

れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
の
法
欽
は
、
元
文
三
年
九
月
二
十
七
日
に
「
御
弟
子
法
欽
」
と

あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
の
で
、
他
山
入
寺
直
後
に
知
恩
院
に
移
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の

後
延
享
二
年
四
月
二
日
に
称
誉
真
察
の
命
で
大
坂
天
満
西
福
寺
啓
誉
の
附
弟
と
な
り
、

同
四
年
（
一
七
四
七
）
二
月
四
日
に
大
坂
天
満
西
福
寺
の
住
職
と
な
っ
た
。
法
欽
の

場
合
、
両
史
料
を
突
合
す
る
と
、
西
福
寺
住
職
就
任
後
、
程
な
く
し
て
増
上
寺
に
そ

の
旨
が
報
告
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

同
様
に
称
誉
真
察
の
随
身
と
し
て
知
恩
院
で
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
人
物
と
し
て
、

表②国元成就特徴一覧
寺院名 寺格 僧名 入寺帳消帳年月日 修学年数 日鑑成就年月日 修学年数 先後 ずれ年数

1 蓮生寺 次大寺格 知洞 1746 12 月 21 日 16 1751 7 月 25 日 21 入寺帳⇒日鑑 -5
2 大善寺 大寺格 義寅 1745 4 月 4 日 21 1740 5 月 18 日 16 日鑑⇒入寺帳 5
3 西方寺 次中寺格 舜嶠 1743 10 月 2 日 21 1740 10 月 13 日 18 日鑑⇒入寺帳 3
4 正法院 次大寺格 完道 1746 12 月 21 日 20 1741 7 月 29 日 15 日鑑⇒入寺帳 5
5 聖徳寺 大寺格 慈天 1743 12 月 11 日 20 1743 9 月 18 日 20 日鑑⇒入寺帳 0
6 法泉寺 中寺格 諦順 1744 1 月 24 日 11 1744 9 月 23 日 11 入寺帳⇒日鑑 0
7 西念寺 極小寺格 弁及 1745 12 月 2 日 15 1745 8 月 11 日 15 日鑑⇒入寺帳 0
8 安養院 次大寺格 本秀 1746 3 月 11 日 22 1745 9 月 18 日 21 日鑑⇒入寺帳 1
9 観音寺 極大寺格 秀巌 1751 9 月 11 日 19 1745 2 月 19 日 13 日鑑⇒入寺帳 6
10 正高寺 小寺格 文橋 1748 8 月 2 日 14 1745 8 月 29 日 11 日鑑⇒入寺帳 3
11 竜岸寺 次大寺格 長鶴 1751 2 月 11 日 20 1747 8 月 9 日 16 日鑑⇒入寺帳 4
12 安楽寺 大寺格 円静 1751 12 月 21 日 15 1747 2 月 4 日 11 日鑑⇒入寺帳 4
13 西福寺 大寺格 法欽 1747 4 月 6 日 25 1747 2 月 4 日 25 日鑑⇒入寺帳 0
14 西光寺 極大寺格 円応 1749 12 月 21 日 19 1748 5 月 10 日 18 日鑑⇒入寺帳 1
15 尋盛寺 ？ 弁道 1749 5 月 2 日 19 1748 10 月 8 日 18 日鑑⇒入寺帳 1
16 善竜寺 最極大寺格 問津 1750 11 月 11 日 18 1751 8 月 12 日 19 入寺帳⇒日鑑 -1
17 遍照寺 中寺格 白弁 1751 10 月 2 日 19 1751 3 月 13 日 19 日鑑⇒入寺帳 0
18 福田寺 次大寺格 見了 1754 12 月 2 日 13 1754 4 月 27 日 13 日鑑⇒入寺帳 0
19 専称寺 大寺格 懐悦 1753 12 月 11 日 20 1755 7 月 24 日 22 入寺帳⇒日鑑 -2
20 護念院 極大寺格 諦善 1756 9 月 21 日 16 1755 10 月 29 日 15 日鑑⇒入寺帳 1
21 大光寺 次大寺格 品察 1757 12 月 14 1757 8 月 29 日 14 日鑑⇒入寺帳 0
22 浄土寺 次大寺格 真我 1752 12 月 11 日 15 1758 3 月 5 日 21 入寺帳⇒日鑑 -6
23 浄蓮寺 中寺格 祥月 1758 9 月 21 日 21 1760 9 月 13 日 23 入寺帳⇒日鑑 -2
24 浄土寺 次大寺格 大順 1757 4 月 3 日 14 1760 4 月 14 日 17 入寺帳⇒日鑑 -3
25 西念寺 次大寺格 信教 1763 9 月 21 日 17 1763 3 月 13 日 17 日鑑⇒入寺帳 0
26 浄福寺 （小寺格） 真量 1764 12 月 1 日 11 1763 4 月 2 日 10 日鑑⇒入寺帳 1
27 長栄寺 次大寺格 淳的 1765 3 月 21 日 21 1764 2 月 13 日 20 日鑑⇒入寺帳 1
28 台鏡寺 次大寺格 融晃 1759 11 月 21 日 13 1768 6 月 17 日 22 入寺帳⇒日鑑 -9
29 大蓮寺 （中寺格） 詮的 1767 8 月 21 日 19 1769 3 月 11 日 21 入寺帳⇒日鑑 -2
30 白雲寺 ？ 託頂 1771 2 月 21 日 17 1770 11 月 11 日 16 日鑑⇒入寺帳 1



六
三

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

慈
天
と
義
寅
が
い
る
。『
入
寺
帳
』
で
慈
天
は
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
二
十
年
目
の

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
十
二
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
、
義
寅
は
国
元
成
就
と
し
て

入
寺
二
十
一
年
目
の
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
四
月
四
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
の
両
人
は
、
慈
天
が
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
九
月
十
八
日
に

京
西
寺
町
聖
徳
寺
住
職
、
義
寅
が
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
五
月
十
八
日
に
伏
見
大

善
寺
住
職
に
、
翌
年
に
近
江
国
大
津
西
福
寺
の
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
両
者
と
も

『
入
寺
帳
』
の
日
付
よ
り
も
『
日
鑑
』
の
日
付
の
方
が
早
く
、『
入
寺
帳
』
の
日
付
は

後
日
の
報
告
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
　

２　

甲
斐
国
甲
府
瑞
泉
寺
演
誉
珂
的
弟
子
舜
嶠

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
三
月
九
日
馨
誉
檀
察
が
住
職

を
す
る
深
川
霊
山
寺
に
入
寺
し
た
舜
嶠
は
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
一
月
十
一

日
に
増
上
寺
に
他
山
し
た
。
そ
れ
は
霊
山
寺
の
後
、
常
福
寺
、
伝
通
院
を
歴
任
し
た

檀
察
が
同
年
九
月
二
十
七
日
に
遷
化
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。『
入
寺
帳
』
の
付
記
で

は
入
寺
二
十
一
年
目
に
「
寛
保
三
亥
年
（
一
七
四
三
）
十
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。

月
番
門
冏
（
印
）」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
国
元
」
は
甲
斐
国
で
あ
る
可
能
性
は

高
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
入
寺
十
八
年
目
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
月
三
日
に
大

和
国
戒
重
村
西
方
寺
住
職
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
二
月
四
日
に
摂
津
国
池
田
法

園
寺
住
職
に
就
任
し
た
人
物
に
忍
誉
舜
嶠
が
い
る
。
こ
れ
が
『
入
寺
帳
』
人
物
と
同

じ
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
改
正
録
』
中
に
あ
る
忍
誉
舜
矯
の
記
事
を

み
て
み
よ
う
。

　
　
　

亥
三
月
十
八
日
改　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　

一
甲
州
府
中
瑞
泉
寺
忍
誉
舜
嶠
権
上
人　

右
中
弁
規
長　
　
　

　
　
　
　

元
文
五
申
年
十
月
三
日
戒
重
西
方
寺
住
職
之
時
改
有
之　 （
２
）      

　
　
　

今
摂
州
池
田
法
園
寺
住
職　
　

今
度
西
方
寺
ゟ
転
住            

　
（
１
）
は
住
職
任
命
日
、（
２
）
は
綸
旨
の
宛
名
と
差
出
で
あ
る
。
綸
旨
の
宛
先
が
、

舜
嶠
の
入
寺
帳
に
お
け
る
出
身
寺
院
と
同
一
な
の
で
、『
入
寺
帳
』
と
『
日
鑑
』
に

お
け
る
舜
嶠
は
同
一
人
物
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
入
寺
帳
に
お
け
る

「
国
元
」
と
は
甲
斐
国
で
は
な
く
、
大
和
国
、
も
し
く
は
摂
津
国
と
な
る
。

　
　

３　

完
道
（
出
身
寺
院
不
明
）

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
一
月
十
一
日
に
増
上
寺
に

入
寺
し
た
完
道
は
、
同
十
七
年
（
一
七
三
二
）
十
月
二
日
に
鎌
倉
光
明
寺
の
称
誉
真

察
に
追
随
身
し
た
後
、
知
恩
院
に
移
っ
た
真
察
と
は
離
れ
、
元
文
三
（
一
七
三
八
）

六
月
に
増
上
寺
に
帰
山
し
た
。
そ
し
て
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
二
十
年
目
の
延
享
三

年
（
一
七
四
六
）
十
二
月
二
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
七
月
二
十
九
日
京
西
寺
町
正
法

院
の
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
入
寺
後
十
五
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
の
完
道

の
肩
書
き
は
「
御
随
身
」
で
あ
る
。
完
道
の
『
日
鑑
』
で
の
初
出
は
元
文
四
年
九
月

十
一
日
で
、「
御
使
僧
」
と
し
て
出
て
く
る
。
元
文
三
年
六
月
の
増
上
寺
帰
山
後
、

す
ぐ
に
称
誉
を
追
っ
て
知
恩
院
に
随
身
し
た
よ
う
で
あ
る
。
正
法
院
の
住
職
を
拝
命

し
た
完
道
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
三
月
十
九
日
に
京
四
条
春
長
寺
に
移
っ
て

い
る
が
、『
入
寺
帳
』
に
あ
る
国
元
成
就
の
日
付
は
こ
れ
よ
り
も
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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４　

摂
津
国
粟
生
村
法
泉
寺
諦
誉
栄
順
弟
子
諦
順

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
一
月
十
一
日
、
十
六
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
諦
順
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
一
年
目
の
寛
保
四
年
（
一

七
四
四
）
一
月
二
十
四
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
九
月
二
十
二
日
に
御
目
見
を
果
た
し
、

死
去
し
た
師
匠
に
代
わ
っ
て
十
月
三
日
に
法
泉
寺
住
職
を
拝
命
し
た
。
諦
順
の
場
合
、

十
一
年
目
の
成
就
は
後
述
す
る
引
込
切
成
就
よ
り
も
早
い
住
職
就
任
で
あ
る
。「
引
込

切
成
就
」
の
よ
う
に
増
上
寺
で
消
帳
さ
れ
て
か
ら
法
泉
寺
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

５　

京
六
角
通
善
想
寺
薫
誉
応
閑
弟
子
弁
及

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
一
月
十
一
日
、
十
五
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
弁
及
は
、
同
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
一
月
二
十
二
日
、
弁
及

の
寮
坊
主
で
あ
っ
た
哲
恕
の
大
善
寺
晋
山
に
随
身
し
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に

増
上
寺
に
帰
山
し
た
。
そ
の
後
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
五
年
目
の
延
享
二
年
（
一

七
四
五
）
十
二
月
二
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
延
享
二
年
八
月
十
一
日
に
山
城
国
草
内
村
西
念
寺
に
「
御
好

身
」
と
し
て
「
担
誉
弁
及
」
が
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。

　

し
か
し
『
入
寺
帳
』
の
弁
及
と
『
日
鑑
』
の
担
誉
弁
及
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
、

一
見
し
た
だ
け
で
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
。
こ
の
両
者
を
結
ぶ
史
料
が
『
改
正
録
』

で
あ
る
。
弁
及
が
西
念
寺
住
職
に
任
命
さ
れ
た
時
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

丑
八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　

一
山
城
国
京
都
善
想
寺
担
誉
弁
及
権
上
人　

権
右
中
弁
清
胤　
　
（
２
）

　
　
　
　
　

元
文
四
乙
未
年
十
一
月　

増
上
寺
尊
誉
大
僧
正
御
代　
　
　
（
３
）

　
　
　
　
　

寛
保
三
年
六
月
十
一
日　

当
山
称
誉
大
僧
正
御
代　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
　
　

今
城
州
草
内
西
念
寺
住
職

　

注
目
す
べ
き
は
（
２
）
に
弁
及
の
出
身
寺
院
で
あ
る
善
想
寺
と
書
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
弁
及
の
場
合
、
出
身
寺
院
で
あ
る
善
想
寺
で
は
な
く
、
同
じ
国
の
他
寺

院
住
職
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
を
「
国
元
成
就
」
と
し
て
四
ヶ
月
後
の
十
二
月
に
増

上
寺
に
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

６　

京
都
五
条
安
養
院
本
竜
弟
子
本
秀

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
十
月
、
衍
誉
利
天
が
住
職
の

小
金
東
漸
寺
に
入
寺
し
た
本
秀
は
、
同
十
七
年
（
一
七
三
二
）
九
月
二
十
九
日
、
増

上
寺
に
「
衍
誉
大
僧
正
御
随
身
」
と
し
て
他
山
し
て
い
る
。
利
天
は
東
漸
寺
の
後
常

福
寺
、
光
明
寺
を
経
て
増
上
寺
に
晋
山
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
本
秀
は
常
に
随
身

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
他
山
後
は
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
二
十
二
年
目
の
延
享
三

年
（
一
七
四
六
）
三
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
三
月
十
六
日
、
同
四
年
十
一
月

二
十
六
日
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
五
日
と
、
知
恩
院
住
職
の
代
替
わ
り
ご

と
に
三
度
御
目
見
を
果
た
し
た
本
秀
は
、
同
年
九
月
十
八
日
に
安
養
院
の
住
職
に
任

命
さ
れ
て
い
る
。
入
寺
二
十
一
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
増
上
寺
で
は

安
養
院
住
職
就
任
後
、
七
ヶ
月
後
に
消
帳
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　

７　

伊
勢
国
六
呂
見
観
音
寺
範
誉
秀
伝
弟
子
秀
巌

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
一
月
十
一
日
、
十
五
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
秀
巌
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
九
年
目
の
寛
延
四
年
（
一



六
五

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

七
五
一
）
九
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
四
月
十
一
日
に
御
目
見
願

の
た
め
に
知
恩
院
を
訪
れ
て
い
る
が
、
知
恩
院
で
は
、
そ
れ
を
却
下
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
観
音
寺
は
朱
印
寺
院
で
も
あ
り
、
法
臈
二
十
年
以
上
の
住
職
が

就
任
す
る
寺
院
で
、
弟
子
御
目
見
の
例
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
秀
巌

は
六
月
十
五
日
に
再
び
嘆
願
し
た
と
こ
ろ
、
二
十
年
未
満
の
住
職
は
認
め
な
い

が
特
例
で
御
目
見
だ
け
は
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
翌
年
師
匠
の
範
誉
が
急
死
す

る
と
、
二
十
年
未
満
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
は
認
め
な
い
と
い
う
条
件
付
け

で
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
二
月
十
九
日
に
住
職
を
拝
命
し
た
。『
入
寺
帳
』
で

消
帳
さ
れ
る
よ
り
六
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

８　

山
城
国
醍
醐
極
楽
寺
心
誉
宗
有
弟
子
文
橋

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
九
月
十
日
、
浄
誉
担
梁
が

住
職
を
す
る
深
川
霊
山
寺
に
入
寺
し
た
文
橋
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
六
月
七

日
「
知
恩
院
霊
誉
鸞
宿
和
尚
随
身
」
と
し
て
他
山
入
寺
し
て
い
る
。『
改
正
録
』
に

は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
一
月
に
常
福
寺
霊
誉
鸞
宿
の
も
と
で
血
脈
を
受
け
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
担
梁
は
元
文
三
年
に
京
都
浄
華
院
に
移
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
際
鸞
宿
に
随
身
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
改
正
録
』
に
も
「
元
霊
山
寺
所
化
忍
誉
専

□
と
五
重
ニ
在
之
。
其
後
改
名
、
如
右
ニ
而
霊
誉
上
人
ヘ
随
身
。
東
漸
寺
・
常
福
寺
ゟ

当
山
へ
参
ル
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　
『
入
寺
帳
』
の
付
記
に
「
寛
延
元
年
辰
（
一
七
四
八
）
八
月
二
日
国
元
成
就
消
帳
。

月
番
快
全
（
印
）」
と
あ
る
の
で
、「
国
元
」
は
山
城
国
の
可
能
性
が
あ
る
が
、『
改

正
録
』
に
は
そ
れ
よ
り
早
い
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
二
十
九
日
に
近
江
国
矢

橋
正
高
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
橋
の
場
合
、『
入
寺
帳
』
に
あ

る
「
国
元
」
は
出
身
の
山
城
国
で
は
な
く
、
近
江
国
で
あ
っ
た
。

　
　

９　

駿
河
国
駿
府
宝
台
院
謙
誉
忍
了
和
尚
弟
子
長
鶴

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
一
月
十
一
日
、
増
上
寺
に

十
五
歳
で
入
寺
し
た
長
鶴
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
後
二
十
年
目
の
寛
延
四
年

（
一
七
五
一
）
二
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
二
月
十
一
日
に
長
鶴
は
謙

誉
忍
了
の
弟
子
で
は
な
く
、
竜
岸
寺
曼
誉
弟
子
と
し
て
御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
の
経
緯
は
『
日
鑑
』
で
は
「
初
入
寺
之
節
、
駿
府
宝
台
院
忍
了
和
尚
似
我
弟
子
入

寺
ニ
而
相
済
。
依
之
入
寺
証
文
宝
台
院
弟
子
と
有
之
候
ニ
付
、
忍
了
和
尚
、
其
節
御

添
状
ニ
、
竜
岸
寺
曼
誉
弟
子
紛
無
之
旨
、
証
印
有
之
。
其
上
初
入
寺
ゟ
之
寮
坊
主
了

碩
、
幡
随
院
へ
出
所
之
後
、
右
無
相
違
之
段
、
証
状
被
差
越
、
尤
組
・
旦
中
厳
重
之

連
署
差
上
之
。
綸
脈
并
初
入
寺
ゟ
之
指
南
・
寮
等
書
付
、
吟
味
之
上
、
直
弟
ニ
紛
無

之
段
、
及
披
露
、
御
聞
澄
之
上
、
御
目
見
被
仰
付
、
拝
礼
相
済
」
と
あ
る
。
入
寺
証

文
に
は
宝
台
院
忍
了
和
尚
弟
子
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
似
我
弟
子
で
あ
り
、
実
際
に
は

竜
岸
寺
曼
誉
の
弟
子
に
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
御
目
見
を
果
た
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
八
月
九
日
に
竜
岸
寺
住
職
に
就
任
し
た
。

入
寺
後
十
六
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
鶴
の
場
合
、
増
上
寺
へ
の
報
告
は
そ
れ
か

ら
四
年
後
で
あ
っ
た
。

　
　

10　

大
坂
生
玉
安
楽
寺
念
誉
円
纂
弟
子
円
静

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
一
月
十
一
日
、
十
六
歳
で
増
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

上
寺
に
入
寺
し
た
円
静
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
五
年
目
の
宝
暦
元
年
（
一
七

五
一
）
十
二
月
二
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
九
月
二
十
八
日
に
御
目
見
を
果
た

し
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
二
月
四
日
に
安
楽
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
つ
ま

り
増
上
寺
へ
の
報
告
は
、
実
際
の
住
職
就
任
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　

11　

近
江
国
大
津
花
階
寺
到
誉
大
円
弟
子
円
応

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
正
月
十
一
日
、
深
川
霊
巌

寺
に
入
寺
し
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
三
月
二
十
二
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
た
円

応
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
九
年
目
の
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
十
二
月
廿
一

日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
五
月
十
日
近
江
国
八
幡
西
光
寺
住

職
を
拝
命
し
て
い
る
。
入
寺
十
八
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
花
階
寺
で
は
な
く

西
光
寺
か
と
い
う
と
、
師
匠
の
大
円
が
享
保
十
九
年
二
月
二
十
九
日
に
花
階
寺
か
ら

西
光
寺
に
異
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。
師
弟
関
係
は
伽
藍
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
人
に

付
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
円
応
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
二
月
五
日
初
御
目
見
、

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
一
月
二
十
六
日
再
御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
。
両
史
料
を

合
理
的
に
判
断
す
る
と
、
寛
延
元
年
五
月
に
西
光
寺
住
職
拝
命
し
た
後
、
翌
年
十
二

月
に
増
上
寺
に
そ
の
旨
の
報
告
が
あ
り
『
入
寺
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

12　

尾
張
国
名
古
屋
尋
盛
寺
但
誉
仙
澄
弟
子
弁
道

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
九
月
十
九
日
に
増
上
寺
に

入
寺
し
た
弁
道
は
、
同
十
八
年
（
一
七
三
三
）
八
月
一
日
、
指
南
で
あ
る
春
笛
の
直

弟
に
師
匠
替
え
が
な
さ
れ
て
春
雄
と
改
名
し
た
。
そ
の
後
元
文
二
（
一
七
三
七
）
十

一
月
十
四
日
に
上
座
の
僧
侶
と
重
複
し
た
の
で
、
本
名
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
国
元
成

就
と
し
て
入
寺
十
九
年
目
の
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
五
月
二
日
に
消
帳
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
「
国
元
」
を
出
身
国
と
す
る
な
ら
ば
尾
張
に
な
る
は
ず
だ
が
実
際
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
日
鑑
』
で
弁
道
の
名
を
探
し
て
み
る
と
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
八
月
十
二

日
に
摂
津
国
兵
庫
極
楽
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
将
誉
弁
道
と
、
延
享
元
年
（
一
七

四
四
）
七
月
一
日
に
伏
見
竜
源
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
現
誉
弁
道
の
二
人
が
い
る
。

ど
ち
ら
に
該
当
す
る
の
か
、
ま
た
ど
ち
ら
も
該
当
し
な
い
の
か
の
手
が
か
り
を
『
改

正
録
』
か
ら
探
っ
て
み
る
と
、
将
誉
の
綸
旨
の
宛
先
は
「
和
州
奈
良
霊
巌
院
」
で
、

現
誉
は
「
尾
州
名
護
屋
南
寺
町
尋
盛
寺
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
弁
道
は
現
誉
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
竜
源
寺
に
入
っ
た
現
誉
弁
道
は
、
翌
年
七
月
十
一
日
に
は
病

身
と
い
う
理
由
で
退
任
し
て
い
る
。

　

退
任
後
の
現
誉
弁
道
は
、『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
月

十
七
日
に
は
、
遠
江
国
浜
松
心
造
寺
の
住
職
に
就
任
し
、
寛
延
二
年
六
月
二
十
三
日

に
、
尾
張
相
応
寺
よ
り
「
尾
州
名
護
屋
尋
盛
寺
現
誉
、
入
院
」
届
が
来
て
い
る
。
現

誉
弁
道
の
場
合
、『
入
寺
帳
』
に
あ
る
「
国
元
」
と
は
、
最
初
に
住
所
を
勤
め
た
竜

源
寺
の
あ
る
山
城
国
で
は
な
く
、
出
身
地
の
尾
張
国
の
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。

　
　

13　

大
坂
西
寺
町
善
竜
寺
橋
誉
雲
暢
弟
子
問
津

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
問
津
は
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
十
月
七
日
、
十
六

歳
で
増
上
寺
に
入
寺
す
る
が
、
時
の
増
上
寺
住
職
衍
誉
利
天
の
似
我
弟
子
入
寺
で
あ

っ
た
。
指
南
は
沢
真
で
あ
る
が
、
寮
坊
主
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
問
津
は
住
職
の
側



六
七

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

近
く
に
仕
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
入
寺
帳
』
に
は
「
寛
延
三
午
（
一
七
五

〇
）
十
一
月
十
一
日
国
元
成
就
消
帳
。
月
番
雅
山
（
印
）」
と
い
う
付
記
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
問
津
は
入
寺
十
八
年
目
の
寛
延
三
年
十
一
月
十
一
日
に
国
元
で
住

職
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
ど
う
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
日
鑑
』
で
は
、
寛
延

三
年
九
月
四
日
、「
弟
子
御
目
見
」
を
果
た
し
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
八
月
十

二
日
、
病
身
で
あ
っ
た
橋
誉
の
後
継
者
と
し
て
善
竜
寺
住
職
に
任
命
さ
れ
た
。
寺
格

は
最
極
大
寺
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、『
入
寺
帳
』
の
付
記
に
あ
る
「
国
元
成
就
」
の
日
付
は
、
住
職
任
命

の
日
で
は
な
く
、
御
目
見
の
日
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
九
月
四
日
の
弟

子
御
目
見
に
よ
っ
て
、
後
継
者
と
し
て
の
地
位
が
確
立
し
た
こ
と
を
増
上
寺
に
報
告

し
、
そ
れ
が
増
上
寺
に
到
着
し
記
帳
さ
れ
、「
消
帳
」
さ
れ
た
の
が
、
十
一
月
十
一

日
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
付
記
に
あ
る
日
付
は
増
上
寺
で
消
帳
し
た
日
付
で
あ
り
、
成
就
し
た
日
付
で

は
な
い
こ
と
が
い
え
よ
う
。
増
上
寺
で
「
国
元
成
就
」
と
記
載
さ
れ
た
の
も
、
そ
の

よ
う
に
善
竜
寺
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
増
上
寺
で
は
報
告
の
真
偽
ま

で
吟
味
は
せ
ず
に
、
報
告
の
ま
ま
記
載
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
報
告
が

あ
れ
ば
記
載
し
、
報
告
が
な
け
れ
ば
記
載
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

14　

播
磨
国
明
石
本
誓
寺
真
誉
弁
了
弟
子
白
弁

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
八
年
（
七
三
三
）
十
一
月
二
十
五
日
、
岩
槻
浄

国
寺
に
入
寺
し
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
一
月
一
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
た
白

弁
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
九
年
目
の
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
十
月
二
日
に

消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
九
月
四
日
、
弁
良
の

後
継
者
と
し
て
同
国
長
坂
寺
村
遍
照
寺
住
職
で
あ
っ
た
願
誉
白
弁
が
出
身
寺
院
で
あ

る
本
誓
寺
の
住
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
入
寺
二
十
一
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
は
白
弁
は
い
つ
遍
照
寺
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）

三
月
十
三
日
、「
本
誓
寺
実
誉
弟
子
願
誉
白
弁
江
移
転
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き

が
初
め
て
の
住
職
就
任
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
『
入
寺
帳
』
に
あ
る
寛
延
四
年
の

「
国
元
成
就
」
は
、
遍
照
寺
住
職
就
任
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。『
入
寺
帳
』
に

記
載
さ
れ
る
の
は
七
ヶ
月
ご
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　

15　

京
都
九
条
福
田
寺
梅
誉
流
芳
弟
子
見
了

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
五
月
六
日
に
十
五
歳
で
増
上

寺
に
入
寺
し
た
見
了
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
三
年
目
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五

四
）
十
二
月
二
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
三
年
十
月
二
十
九
日
に
初
御
目
見
を
果
た
し
、
そ
の

際
「
入
寺
証
文
・
諭
脈
等
無
相
違
」
き
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
四
年

四
月
二
十
七
日
に
福
田
寺
住
職
を
拝
命
し
た
。
こ
の
場
合
も
拝
命
後
七
ヶ
月
後
に
報

告
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

16　

和
泉
国
綾
井
専
称
寺
懐
典
弟
子
懐
悦

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
四
月
二
十
一
日
に
十
八
歳

で
増
上
寺
に
入
寺
し
た
懐
悦
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
二
十
年
目
の
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）
十
二
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。



六
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

こ
れ
に
対
し
『
日
鑑
』
で
は
宝
暦
元
年
九
月
二
日
に
初
御
目
見
、
同
五
年
六
月
二

十
四
日
に
再
御
目
見
を
果
た
し
、
同
年
七
月
二
十
四
日
に
専
称
寺
住
職
に
任
命
さ
れ

て
い
る
。
入
寺
二
十
二
年
目
、
四
十
一
歳
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
入
寺
帳
』
で
成
就
し
た
日
付
は
、
初
御
目
見
と
再
御
目
見
の
間
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
成
就
は
、
初
御
目
見
の
報
告
が
二
年
後
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
以
外
に
考
え

ら
れ
な
い
。
専
称
寺
住
職
拝
命
以
前
に
ど
こ
か
の
住
職
へ
就
任
し
た
の
可
能
性
も
あ

る
が
、
御
目
見
を
果
た
し
た
後
継
者
が
他
寺
の
住
職
に
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
で

る
。『
日
鑑
』
に
は
『
入
寺
帳
』
の
日
付
周
辺
で
は
懐
悦
の
記
事
は
出
て
こ
な
い
。

　
　

17　

大
和
国
当
麻
護
念
院
玄
誉
白
善
弟
子
諦
善

　
『
入
寺
帳
』
で
は
、
寛
保
元
酉
（
一
七
四
一
）
十
二
月
二
十
五
日
、
深
川
霊
巌
寺

に
入
寺
し
た
諦
善
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
六
月
二
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
、

国
元
成
就
と
し
て
十
六
年
目
の
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
九
月
二
十
一
日
に
消
帳
さ

れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
五
年
十
月
二
十
九
日
に
出
身
の
護
念
院
住
職
を
拝
命
し

て
い
る
。
こ
の
場
合
は
翌
年
九
月
に
増
上
寺
に
拝
命
の
報
告
を
し
た
と
理
解
で
き
る
。

　
　

18　

京
都
二
条
新
地
大
光
寺
真
誉
掬
善
弟
子
品
察

　
『
入
寺
帳
』
で
は
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
十
月
二
十
一
日
に
十
七
歳
で
増
上

寺
に
入
寺
し
た
品
察
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
四
年
目
の
宝
暦
七
年
（
一
七
五

七
）
十
二
月
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
七
年
八
月
三
日
に
御
目
見
を
果
た
し
た
後
、
病
気
の

師
匠
に
代
わ
っ
て
同
月
二
十
九
日
大
光
寺
の
住
職
を
拝
命
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
成
就
し
た
報
告
を
『
入
寺
帳
』
に
記
載
し
た
と
理
解
で
き

よ
う
。
ち
な
み
に
『
日
鑑
』
で
の
初
出
は
前
年
の
宝
暦
六
年
十
二
月
二
十
一
日
で
、

知
恩
院
の
帳
場
役
を
務
め
て
い
る
。

　
　

19　

近
江
国
市
原
野
村
浄
土
寺
法
誉
愍
我
弟
子
真
我

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
一
月
二
十
六
日
鎌
倉
光
明

寺
に
入
寺
し
、
同
年
十
二
月
十
二
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
た
真
我
は
、
国
元
成
就
と

し
て
入
寺
十
五
年
目
の
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
十
二
月
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
七
年
四
月
に
初
御
目
見
、
翌
八
年
三
月
五
日
に
浄
土

寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
入
寺
二
十
年
一
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
拝
命
年
が
『
入

寺
帳
』
の
記
載
と
は
六
年
の
開
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い

か
。
浄
土
寺
の
前
に
ど
こ
か
の
寺
院
の
住
職
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

20　

播
磨
国
明
石
浄
蓮
寺
鎮
誉
純
栄
弟
子
祥
月

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
月
二
十
六
日
に
岩
槻
浄
国

寺
に
入
寺
し
、
翌
十
一
月
十
一
日
増
上
寺
に
他
山
し
た
祥
月
は
、
国
元
成
就
と
し
て

入
寺
二
十
一
年
目
の
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
九
月
廿
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
日
鑑
』
で
は
宝
暦
十
年
九
月
十
三
日
に
浄
蓮
寺
住
職
に
任
命
さ

れ
て
い
る
。
入
寺
二
十
三
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
御
目
見
の
記
事
は
『
日
鑑
』
に
見

当
た
ら
な
い
。
実
際
の
「
成
就
」
よ
り
『
入
寺
帳
』
の
日
付
は
二
年
前
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
だ
け
で
は
こ
れ
が
ど
こ
で
「
成
就
」
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。



六
九

　
　
　
　
増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

　
　

21　

大
和
国
倶
尸
羅
浄
土
寺
順
誉
冏
湛
弟
子
大
順

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
一
月
十
一
日
に
十
五
歳
で
増

上
寺
に
入
寺
し
た
大
順
は
、
国
元
成
就
と
し
て
十
四
年
目
の
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

四
月
三
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
十
年
四
月
十
四
日
に
「
初
入
寺
・
都
部
・
綸
旨
吟
味

相
違
無
」
し
と
し
て
初
御
目
見
を
果
た
し
、
翌
々
十
六
日
に
浄
土
寺
住
職
を
拝
命
さ

れ
た
。 

こ
の
場
合
も
19
・
20
同
様
消
帳
は
御
目
見
以
前
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

具
体
的
な
成
就
し
た
寺
院
名
は
『
日
鑑
』
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　

22　

京
都
四
条
裏
寺
町
西
念
寺
忍
誉
恵
光
弟
子
信
教

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
月
十
二
日
に
十
七
歳
で
増
上

寺
に
入
寺
し
た
信
教
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
七
年
目
の
宝
暦
十
三
（
一
七
六

三
）
九
月
廿
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
宝
暦
十
三
年
三
月
七
日
に
御
目
見
、
十
三
日
に
西
念
寺
住
職
を

拝
命
し
た
。
三
十
三
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
三
月
に
住
職
就
任
し
、
増
上
寺
へ
の
報
告
が

半
年
後
の
九
月
と
い
う
理
解
が
で
き
る
。

　
　

23　

和
泉
国
豊
中
村
浄
福
寺
行
誉
霊
快
弟
子
真
量

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
一
月
十
一
日
増
上
寺
に
十
五

歳
で
入
寺
し
た
真
量
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
一
年
目
の
明
和
元
年(

一
七
六

四
）
十
二
月
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
四
月
一
日
に
御
目
見
、
翌
二
日

に
浄
福
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
住
職
就
任
後
に
増
上
寺
へ
報
告
し
た

と
理
解
で
き
る
。

　
　

24　

京
都
西
陣
長
栄
寺
喚
誉
恵
達
弟
子
淳
的

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
九
月
十
八
日
浅
草
幡
随
院
に

入
寺
し
た
淳
的
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
八
月
二
十
五
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
、

国
元
成
就
と
し
て
二
十
一
年
目
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
三
月
二
十
一
日
に
消
帳

さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
二
月
十
三
日
に
長
栄
寺
住
職
を
拝

命
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
住
職
就
任
後
に
増
上
寺
へ
報
告
し
た
と
理
解
で
き
る
。

　
　

25　

河
内
国
枚
方
台
鏡
寺
元
誉
素
有
弟
子
融
晃

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
二
月
十
三
日
に
十
五
歳
で
増

上
寺
に
入
寺
し
た
融
晃
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
三
年
目
の
宝
暦
九
年
（
一
七

五
九
）
十
一
月
廿
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
六
月
十
七
日
台
鏡
寺
住
職
を
拝

命
し
て
い
る
。
入
寺
か
ら
二
十
一
年
後
三
十
六
歳
の
時
の
こ
と
だ
。
両
史
料
間
で
は

九
年
の
開
き
が
あ
る
。
た
だ
台
鏡
寺
の
末
寺
な
ど
の
住
職
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
が
、
確
認
は
で
き
て
い
な
い
。

　
　

26　

播
磨
国
赤
穂
大
蓮
寺
成
誉
詮
良
弟
子
詮
的

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
一
月
十
一
日
に
十
六
歳
で
増

上
寺
に
入
寺
し
た
詮
的
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
九
年
目
の
明
和
四
年
（
一
七

六
七
）
八
月
二
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
三
月
十
一
日
に
大
蓮
寺
住
職
を
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拝
命
し
て
い
る
。
実
際
の
成
就
よ
り
も
入
寺
帳
の
日
付
は
二
年
前
で
あ
る
。『
日

鑑
』
で
は
御
目
見
の
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。

　
　

27　

大
坂
八
丁
目
寺
町
大
念
寺
才
誉
春
雄
弟
子
託
頂

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
月
十
一
日
増
上
寺
に
十
五

歳
で
入
寺
し
た
託
頂
は
、
国
元
成
就
と
し
て
入
寺
十
七
年
目
の
明
和
八
年
（
一
七
七

一
）
二
月
二
十
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
明
和
七
年
十
一
月
十
一
日
に
、
大
念
寺
で
は
な
く
、
白
雲

寺
住
職
と
し
て
大
坂
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
日
の
『
日
鑑
』
で
は
「
増
上
寺
所
化
迎

誉
託
頂
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
増
上
寺
か
ら
直
接
迎
え
入
れ
ら
れ
た
と
い
え
よ

う
。
ち
な
み
に
大
念
寺
で
は
明
和
二
年
に
師
匠
春
雄
が
遷
化
し
て
お
り
、
別
人
が
住

職
に
入
っ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
託
頂
の
場
合
も
白
雲
寺
住
職
就
任
後
に
増
上

寺
に
報
告
し
た
と
理
解
で
き
る
。

　

小
括　

　

国
元
成
就
の
事
例
を
二
十
九
例
検
討
し
た
。
ま
ず
「
国
元
」
の
場
所
で
あ
る
が
、

そ
の
多
く
は
出
身
寺
院
の
所
在
す
る
国
で
あ
っ
た
が
、
舜
嶠
や
文
橋
の
場
合
の
よ
う

に
、
そ
れ
以
外
の
国
の
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
国
元
」
と
い
う
だ
け
で
、

安
易
に
出
身
国
と
す
る
こ
と
が
危
険
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
関
東
近
辺

以
外
」
と
い
う
く
ら
い
の
大
き
な
範
囲
で
考
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
付
記
の
日
付
と
実
際
の
住
職
就
任
の
日
付
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
付

は
成
就
し
た
時
点
で
は
な
く
、
消
帳
し
た
時
点
の
日
付
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
の
ず
れ
は
『
日
鑑
』
よ
り
『
入
寺
帳
』
の
日
付
が
早
い
方
が
よ
り
多
い
。

一
年
、
二
年
だ
け
で
な
く
、
五
年
、
六
年
、
九
年
の
開
き
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
入

寺
帳
を
管
理
す
る
側
と
し
て
は
、
成
就
の
日
付
よ
り
も
、
成
就
に
よ
る
消
帳
と
い
う

行
為
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
成
就
先
寺
院
は
、
増
上
寺
と
関
連
す

る
寺
院
以
外
は
特
に
必
要
な
情
報
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
具
体
的
な
寺
院
名
が
記
載

さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
『
日
鑑
』
の
日
付
が
『
入
寺
帳
』
よ
り
早
い
場
合
は
、
そ
の
多
く
が
年
内

か
翌
年
中
に
増
上
寺
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
報
告
と
判
断
し
た
の
は
消
帳
の
日
付
に

二
日
、
十
一
日
、
二
十
一
日
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ど
こ
が
窓
口

か
は
不
明
だ
が
、
随
時
消
帳
す
る
の
で
は
な
く
、
十
日
に
一
回
の
定
例
会
議
で
消
帳

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
報
告
す
る
か
ど
う
か
は
、
報
告
す
る
側
が
決
め
る
こ
と
な
の

で
、
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
遅
れ
は
九
年
後
の
場
合
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

付
記
の
日
付
か
ら
平
均
成
就
年
数
を
計
算
す
る
こ
と
も
実
態
を
表
し
て
い
る
と
は
い

え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。　

　
三
　「
引
込
切
成
就
」
の
内
実

　
「
引
込
切
成
就
」
は
、
先
述
の
本
悦
を
含
め
て
八
例
確
認
で
き
た
。

　
　

１　

近
江
国
竜
法
師
村
金
龍
院
潤
誉
学
禅
弟
子
禅
応

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
一
月
十
一
日
に
二
十
五
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
禅
応
は
、「
引
込
切
成
就
」
と
し
て
入
寺
十
二
年
目
の
寛
延
二

年
（
一
七
四
九
）
一
月
五
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
三
月
十
一
日
「
海
誉
禅
応
」
が

金
龍
院
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
が
、
金
龍
院
に
現
存
す
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
よ

り
前
の
同
年
二
月
二
十
七
日
付
で
綸
旨
を
受
け
て
い
る
（
写
真
④
）。
先
述
の
本
悦



七
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増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

の
事
例
と
こ
の
事
例
か
ら
は
、
引
込
切
成
就
に

よ
る
消
帳

↓

綸
旨

↓

住
職
就
任
と
い
う
流
れ
が

想
定
で
き
よ
う
。

　
　

２　

和
泉
国
尾
崎
善
性
寺
選
誉
任
良

　
　
　
　
弟
子
真
了

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
二
十
年
（
一

七
三
五
）
一
月
二
十
七
日
に
十
七
歳
で
増
上
寺

に
入
寺
し
た
真
了
は
、「
引
篭
切
成
就
」
と
し

て
入
寺
十
二
年
目
の
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

一
月
五
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
延
享
三
年
九
月
五
日
に
「
出
世
成
就
」、
つ
ま
り
綸

旨
を
受
け
て
す
ぐ
に
御
目
見
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）

八
月
十
一
日
に
極
大
寺
格
善
性
寺
の
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。
入
寺
か
ら
十
五
年
後

の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

３　

摂
津
国
安
威
庄
大
念
寺
真
誉
頓
冏
弟
子
真
冏

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
月
十
五
日
に
鴻
巣
勝
願
寺

に
入
寺
し
た
真
冏
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
六
月
八
日
に
増
上
寺
に
他
山
し
、

「
引
籠
切
成
就
」
と
し
て
入
寺
十
二
年
目
の
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
十
月
八
日
に

消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、 

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
十
一
月
二
十
日
に
御
目
見
を
果

た
し
、
同
月
二
十
三
日
に
次
大
寺
格
大
念
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い
る
。

　
　

４　

摂
津
国
打
出
村
親
王
寺
鳳
誉
泰
林
弟
子
泰
巌

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
一
月
二
十
七
日
に
十
五
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
泰
巌
は
、「
引
込
切
」
と
し
て 

入
寺
十
二
年
目
の
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
二
月
二
十
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
宝
暦
九
年
六
月
十
三
日
摂
津
国
北
畑
村
西
光
寺
住
職
に
、

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
二
月
三
日
に
出
身
の
大
寺
格
親
王
寺
住
職
を
拝
命
し
て
い

る
。

　
　

５　

京
都
高
倉
長
香
寺
重
誉
恕
諾
弟
子
程
亨

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
十
月
二
十
八
日
に
十
五
歳
で

増
上
寺
に
入
寺
し
た
程
亨
は
、「
引
込
切
成
就
」
と
し
て
入
寺
十
二
年
目
の
明
和
二

年
（
一
七
六
五
）
一
月
七
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
明
和
三
年
十
一
月
九
日
に
極
大
寺
格
長
香
寺
住
職
を
拝
命
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
師
匠
で
あ
る
恕
諾
の
後
を
継
承
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
恕

諾
は
同
年
二
月
十
一
日
に
病
気
の
た
め
隠
居
し
、
即
日
再
三
御
目
見
得
を
果
た
し
て

い
た
兄
弟
子
の
舜
程
が
跡
を
継
い
だ
。
と
こ
ろ
が
舜
程
は
す
で
に
病
を
得
て
い
て
、

十
一
月
二
日
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
檀
越
で
あ
る
大
工
頭
中
井
家
は
後
継
住
職

に
舜
程
の
弟
弟
子
で
あ
る
程
亨
を
推
薦
し
、
十
一
月
九
日
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　

６　

京
今
出
川
常
林
寺
弁
誉
賢
的
弟
子
賢
霊

　
『
入
寺
帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
一
月
二
十
七
日
に
十
五
歳

で
増
上
寺
に
入
寺
し
た
賢
霊
は
、「
引
篭
切
」
と
し
て
十
二
年
目
の
延
享
三
年
（
一

写真④  金龍院海誉禅応宛桃園天皇論旨
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七
四
六
）
三
月
一
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
改
正
録
』
に
は
、「
綸
旨　

延
享
三
年
五
月
十
四
日　

当
山
霊
誉
大
僧
正

御
代
」
と
あ
り
、
消
帳
直
後
に
綸
旨
を
受
け
、
そ
の
後
『
日
鑑
』
で
は
、
賢
霊
は
延

享
三
年
六
月
九
日
に
「
和
州
宇
陀
郡
松
山
町
慶
恩
寺
直
弟
弁
誉
即
童
弟
子
往
誉
賢

霊
」
と
し
て
御
目
見
を
果
た
し
、
翌
四
年
四
月
五
日
に
慶
恩
寺
に
入
寺
し
て
い
る
。

　

た
だ
賢
霊
師
匠
の
因
名
が
『
入
寺
帳
』
の
「
賢
的
」
と
『
日
鑑
』
の
即
童
で
違
う
。

し
か
し
『
日
鑑
』
で
即
童
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
八
月
十
七
日
に
東
河
原
常
林

寺
か
ら
転
住
し
て
い
る
。
常
林
寺
就
任
は
享
保
十
五
年
四
月
二
十
七
日
な
の
で
、
両

者
は
同
一
人
物
で
あ
る
。

　
　

７　

大
和
国
竜
田
村
浄
慶
寺
念
誉
良
円
弟
子
俊
良

　

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
十
一
月
二
十
五
日
瓜
連
常
福
寺
に
入
寺
し
た
俊
良
は
、

『
入
寺
帳
』
で
は
同
十
七
年
十
月
十
三
日
増
上
寺
に
他
山
し
、「
引
込
切
」
と
し
て
入

寺
十
二
年
目
の
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
三
月
八
日
に
消
帳
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
日
鑑
』
で
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
五
月
二
十
九
日
に
病
身
で
隠
居

し
た
師
匠
の
念
誉
に
代
わ
っ
て
浄
慶
寺
住
職
を
拝
命
し
た
。
両
史
料
の
日
付
に
は
四

年
の
ず
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
記

事
が
『
改
正
録
』
に
あ
る
。

　
　
　

五
月
廿
九
日

　
　
　

一
和
州
竜
田
村
浄
慶
寺
尽
誉
俊
良
権
上
人　

権
左
中
弁
兼
胤

　
　
　
　
　

初
入
寺　

享
保
十
一
酉
年
霜
月
廿
五
日　

常
福
寺
衍
誉
利
天
和
尚
代

　
　
　
　
　

五
重　
　

享
保
十
四
酉
霜
月　
　
　
　
　

常
福
寺
衍
誉
和
尚
代

　
　
　
　
　

血
脈　
　

享
保
十
六
年
辛
亥
霜
月　
　
　

常
福
寺
衍
誉
和
尚
代

　
　
　
　
　

綸
旨　
　

元
文
二
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
山
堅
誉
大
僧
正
御
代

　
　
　

今
右
寺
住
職

　

禅
応
・
真
了
・
賢
霊
の
場
合
と
同
様
に
、
俊

良
も
引
込
切
消
帳
の
直
後
に
綸
旨
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
引
込

切
」
の
特
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知

恩
院
所
蔵
の
『
諸
寺
院
弟
子
御
目
見
』
で
確
認

し
て
み
よ
う
。『
入
寺
帳
』
と
こ
の
史
料
か
ら

引
込
切
成
就
消
帳
の
日
付
と
綸
旨
の
日
付
を
比

較
し
て
み
た
い
（
表
③
）。
こ
こ
か
ら
も
一
部

例
外
が
あ
る
が
、「
引
込
切
成
就
」
の
日
付
の

直
後
に
綸
旨
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

よ
う
。

　

小
括

　

非
常
に
少
な
い
事
例
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
れ

ら
に
共
通
す
る
の
は
、「
引
込
切
成
就
」
は
入

寺
後
十
二
年
目
の
成
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
こ
に
挙
げ
た
事
例
だ
け
で
な
く
、
四

〇
九
例
中
三
九
二
例
と
い
う
圧
倒
的
な
割
合
を

占
め
る
。
そ
し
て
こ
の
「
成
就
」
も
住
職
就
任

を
意
味
し
て
い
な
い
。
真
了
は
成
就
の
三
年
後
、

表③引込切成就日付と綸旨発給日付の比較
国名 地名 寺院名 僧名 『入寺帳』 

引込切成就日付
『諸寺院弟子御目見』 

綸旨発給日付
入寺後
修学年 備考

1 大坂 西寺町 源聖寺 本悦 寛保3年（1743）1月4日 12
2 近江国 竜法師村 金竜院 禅応 寛延2年（1749）1月5日 寛延2年（1749）2月27日※ 12 ※ 金龍院文書
3 摂津国 有馬湯山町 念仏寺 魁哲 寛延3年（1750）6月14日 寛延3年（1750）6月22日 12
4 大坂 大坂 西方寺 海雄 明和2年（1765）2月7日 明和2年（1765）5月6日 12
5 和泉国 佐野 上善寺 察善 明和2年（1765）2月16日 明和2年（1765）3月24日 12
6 京 北野 東光寺 霊道 明和8年（1771）8月23日 明和8年（1771）8月7日 12 綸旨が先
7 大和国 南都 浄国院 隣英 明和8年（1771）8月29日 明和9年（1772）5月3日 12
8 山城国 西富野 極楽寺 泰静 安永2年（1773）1月 安永2年（1773）3月2日 12
9 丹後国 宮津 大頂寺 蟠海 安永6年（1777）2月28日 安永6年（1777）4月16日 12
10 大和国 竜門 西蓮寺 弁覚 寛政4年（1792）7月11日 寛政4年（1792）6月8日 12 綸旨が先
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増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

真
冏
は
成
就
の
翌
月
、
泰
巌
は
成
就
の
四
ヶ
月
後
と
、
国
元
成
就
の
場
合
と
は
違
い
、

必
ず
『
入
寺
帳
』
よ
り
も
『
日
鑑
』
の
日
付
の
方
が
後
に
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
入
寺
後
十
二
年
目
の
修
学
僧
で
、
師
匠
の
病
気
等
、
出
身
寺
院
の
何
ら

か
の
理
由
で
早
め
に
出
身
寺
院
に
戻
ら
な
い
と
い
け
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
、

「
引
込
切
成
就
」
と
し
て
消
帳
し
た
う
え
で
、
京
都
に
送
り
出
し
、
そ
こ
で
綸
旨
を

受
け
た
後
は
、
増
上
寺
に
戻
ら
ず
、
出
身
寺
院
に
帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
通
常
よ
り

も
早
く
に
一
人
前
に
な
れ
る
代
わ
り
に
、
増
上
寺
に
は
二
度
と
戻
ら
せ
な
い
こ
と
で

「
引
込
切
成
就
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

　

こ
の
見
方
を
裏
付
け
る
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。『
日
鑑
』
で
は
、
明
和
二
年
一
月

二
十
八
日
に
「
上
納
官
僧
壱
人
、
増
上
寺
所
化
竜
弁
、
大
坂
西
寺
町
心
光
寺
」
と
し

て
、
こ
の
日
綸
旨
を
受
け
る
た
め
の
費
用
を
知
恩
院
に
上
納
し
た
僧
の
名
前
と
し
て

「
増
上
寺
所
化
」
竜
弁
が
登
場
す
る
。
綸
旨
に
書
か
れ
た
所
属
寺
院
は
「
大
坂
西
寺

町
心
光
寺
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
竜
弁
の
綸
旨
が
通
常
の
順
番
よ
り
も
早
く
発
給

さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
二
月
三
日
に
知
恩
院
奥
向
よ
り
尋
問
の
た
め
呼
び

出
し
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
初
入
寺
何
年
ニ
而
添
翰
頂
戴
被
申
候
哉
」、
そ
う
な
っ

た
訳
を
報
告
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
綸
旨
を
受
け
る
た
め
に
は
増
上
寺
の

添
翰
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
竜
弁
の
返
答
は
「
法
臈
拾
弐
年
、
引
込

切
・
入
寺
証
文
之
写
指
出
候
」「
尤
帥
匠
病
気
引
込
切
、
寮
主
指
南
周
益
書
付
」
も

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
竜
弁
の
法
臈
も
こ
れ
ま
で
み
た
と
お
り
十
二

年
で
、
師
匠
の
病
気
が
「
引
込
切
」
と
関
連
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
明
和
三
年
六
月
二
十
七
日
の
尋
問
で
は
「
十
二
年
ニ
而
添
状
申
請
候
事
、

何
寺
江
住
職
仕
候
付
相
願
候
哉
。
未
満
之
添
状
取
候
得
者
、
二
枚
証
文
ニ
而
消
帳
ニ

相
成
候
。
其
方
年
若
キ
身
ニ
而
被
位
消
事
不
容
易
候
。
何
寺
江
住
職
治
定
ニ
而
、
引

込
切
綸
旨
頂
戴
仕
候
哉
。
答
、
私
儀
其
節
在
府
仕
居
候
処
、
師
匠
就
大
病
、
添
状
致

頂
戴
、
登
候
様
申
越
候
故
、
何
之
弁
へ
な
く
頂
戴
仕
登
り
候
由
」
と
の
応
答
が
あ
っ

た
。
知
恩
院
側
か
ら
は
、
ど
こ
の
寺
の
住
職
が
決
ま
っ
て
い
て
、
十
二
年
と
い
う
規

定
未
満
の
添
状
を
増
上
寺
か
ら
出
し
て
も
ら
っ
た
の
か
、
と
尋
ね
ら
れ
た
竜
弁
は
、

「
わ
た
し
が
江
戸
（
増
上
寺
）
に
い
た
際
に
師
匠
が
大
病
に
な
り
、
添
状
を
頂
戴
し

て
綸
旨
を
も
ら
う
た
め
に
上
洛
す
る
よ
う
（
師
匠
か
ら
）
言
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
何

の
考
え
も
な
く
頂
戴
し
て
上
洛
し
た
の
だ
」
と
い
う
返
事
を
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
①
出
身
寺
院
で
あ
る
心
光
寺
か
ら
の
要
請
で
綸
旨
を
受
け
た
こ
と
、
②
そ
の

理
由
が
師
匠
の
大
病
で
あ
る
こ
と
、
③
添
状
を
頂
戴
し
て
上
洛
し
た
こ
と
か
ら
、

「
引
込
切
成
就
」
の
日
付
は
添
状
の
日
付
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
④
添
状
発

給
の
要
件
が
、
住
職
と
し
て
入
る
べ
き
寺
院
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し

い
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
引
込
切
成
就
」
は
成
就
後
に
綸
旨
を
受
け
る

と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
一
万
一
三

〇
〇
余
人
と
、『
日
鑑
』
に
記
載
さ
れ
た
三
四
〇
〇
人
の
突
合
を
通
じ
て
、『
入
寺

帳
』
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
内
実
が
見
え
て
き
た
。
以
下
に
そ
れ
を
列

記
す
る
。

①
『
入
寺
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
日
付
は
、
あ
く
ま
で
記
入
さ
れ
た
日
で
あ
っ
て
、

成
就
し
た
日
で
は
な
い
。

②
『
入
寺
帳
』
に
記
載
さ
れ
る
の
は
「
国
元
」
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
場
合
で
、
報

告
が
な
け
れ
ば
記
載
さ
れ
な
い
。
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③
「
国
元
」
と
は
、
出
身
国
を
示
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
出
身
国
以
外

の
場
合
も
あ
る
た
め
、
増
上
寺
の
管
轄
国
以
外
を
漠
然
と
示
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

③
増
上
寺
に
報
告
が
あ
っ
て
も
、
実
際
の
成
就
の
日
よ
り
は
ど
う
し
て
も
遅
く
な

る
。
ど
れ
ほ
ど
ず
れ
が
あ
る
か
は
、
い
つ
報
告
さ
れ
た
か
に
よ
る
た
め
、
数
ヶ

月
か
ら
数
年
ま
で
様
々
で
あ
る
。

④
そ
の
た
め
「
国
元
成
就
」
で
記
載
さ
れ
た
日
付
で
統
計
を
取
る
の
は
実
態
と
乖

離
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑥
し
か
し
、
他
の
檀
林
へ
随
身
し
た
日
や
関
東
近
辺
の
寺
院
に
成
就
す
る
な
ど
、

増
上
寺
の
意
向
が
大
き
く
働
い
て
い
る
場
合
は
、
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

⑦
⑥
以
外
の
場
合
で
増
上
寺
を
離
れ
る
場
合
に
は
、『
入
寺
帳
』
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、「
往
生
」
や
「
病
身
」
に
よ
る
消
帳
も
、
入
寺
十
年
目
以
降
の

場
合
は
増
上
寺
修
学
中
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

⑦
「
引
込
切
成
就
」
の
場
合
は
、
国
元
の
意
向
が
強
く
働
き
、
住
職
就
任
が
前
提

で
、
通
常
十
三
年
以
上
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
下
の
十
二
年
目
で
「
権
上
人
」
号

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
師
匠
の
病
気
等
、
一
刻
も
早
く
出
身
寺
院
に
戻
る

よ
う
「
引
き
込
む
」
の
で
、「
引
込
切
成
就
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
を
も
と
に
、

知
恩
院
に
残
さ
れ
た
史
料
で
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
一
部
成
就
先
寺
院
に

残
さ
れ
た
史
料
も
参
照
し
た
が
、
今
後
そ
う
し
た
寺
院
の
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

成
就
後
の
よ
り
詳
細
な
動
き
が
み
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、
近
江
国
水
口
大
徳
寺
に
「
大
徳
寺
来
由
開
基
歴
代
伝
記
」
と

い
う
史
料
を
紹
介
し
よ
う
。
文
字
通
り
歴
代
住
職
の
伝
記
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
各
歴

代
の
弟
子
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
嘆
誉
義
鳳
の
弟
子
と
し
て
嘆
冏
の
名

が
み
え
る
。
そ
の
下
に
は
「
西
堂
。
出
生
当
家
中
、
中
川
村
弥
八
子
。
真
徳
寺
住
。

天
明
四
年
甲
辰
（
一
七
八
四
）
閏
二
月
廿
九
日
没
。
行
年
廿
八
才
。」
と
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
地
元
水
口
藩
加
藤
家
に
仕
え
る
武
家
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
徳
寺

の
末
寺
真
徳
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
こ
と
、
綸
旨
を
受
け
て
い
な
い
「
西
堂
」
で
あ
っ

た
こ
と
、
天
明
四
年
に
二
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
入
寺

帳
』
に
よ
る
と
、
嘆
冏
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
一
月
十
一
日
に
十
五
歳
で
増
上

寺
に
入
寺
し
、
付
記
に
は
「
天
明
四
辰
四
月
二
日
命
終
消
帳
。
月
番
智
厳
（
印
）」

と
あ
る
。
こ
の
付
記
だ
け
だ
と
、
入
寺
十
五
年
目
の
増
上
寺
修
学
中
に
落
命
し
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
大
徳
寺
の
史
料
で
は
、
修
学
中
で
は
な
く
、
そ
の
末
寺
真
徳
寺
の

住
職
と
な
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
両
史
料
を
突
合
す
る
と
、
天
明

四
年
閏
二
月
末
に
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
報
告
が
届
け
ら
れ
、
四
月
始
め
に
消
帳
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
入
寺
帳
』
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
、
寺
院
に
残

さ
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
、
嘆
冏
の
足
跡
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
。

　

今
後
は
こ
う
し
た
寺
院
に
残
さ
れ
た
史
料
も
活
用
す
る
こ
と
で
、
歴
史
に
名
を
残

し
た
著
名
な
僧
侶
で
は
な
く
、
よ
り
民
衆
教
化
の
最
前
線
に
た
っ
た
一
僧
侶
の
足
跡

を
追
う
こ
と
で
、
豊
か
で
厚
み
の
あ
る
浄
土
宗
史
を
構
築
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
同
じ
学
寮
で
学
ん
だ
、「
同
窓
生
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
修
学
後
全
国
に
散
ら
ば
っ
た
同
窓
生
は
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
ど
う
活
か
し
た
の
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
各
寺
院
に
残
さ

れ
た
諸
史
料
が
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
近
江
国
水
口
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増
上
寺 『
入
寺
帳
』 

に
お
け
る 「
国
元
成
就
」 

と 「
引
込
切
成
就
」

大
徳
寺
の
史
料
を
使
っ
て
「
無
為
窟
」
と
い
う
増
上
寺
学
寮
で
学
ん
だ
人
び
と
の
足

跡
を
別
稿
で
追
っ
て
み
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
（
６
）。

　
　

註
（
1
）
増
上
寺
で
の
修
学
に
つ
い
て
は
「
学
寮
と
修
学
方
法
」（『
大
本
山
増
上
寺
史　

本
文

編
』、
一
九
九
九
）
や
大
島
泰
信
「
浄
土
宗
史
」（『
浄
土
宗
全
書
』
二
〇
、一
九
一
四
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
長
谷
川
匡
俊
『
近
世
浄
土
宗
・
時
宗
檀
林
史
の
研
究
』（
法
臧
館
、
二
〇
二
〇
年
）。

増
上
寺
『『
入
寺
帳
』』
に
関
す
る
研
究
は
第
二
部
第
一
章
「
増
上
寺
所
蔵
『『
入
寺
帳
』』

と
修
学
者
数
の
動
向
」。
初
出
は
一
九
八
二
～
一
九
八
四
年
。

（
3
）
梶
井
一
暁
「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学
僧
の
入
寺
・
修
学
動
向
│
増
上

寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
か
ら
│
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要 

第
一
部 

教
育
学
』

四
八
、一
九
九
八
）。

（
4
）
阿
川
雅
俊
『
増
上
寺
入
寺
帳
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
、

二
〇
一
七
）。

（
5
）
遠
藤
廣
昭
「
増
上
寺
所
蔵
『
入
寺
帳
』（
諸
檀
林
分
）
及
び
『
寺
院
成
就
記
』
の
翻
刻

と
紹
介
」（『
横
浜
市
歴
史
博
物
館
調
査
研
究
報
告
』vol.4

、
二
〇
〇
八
）。

（
６
）
伊
藤
真
昭
「
増
上
寺
学
寮
無
為
窟
で
学
ぶ
人
び
と
|
近
江
国
八
幡
正
福
寺
・
同
国
水

口
大
徳
寺
・
京
樋
口
善
尊
寺
の
結
節
点
|
」（
佛
教
大
学
仏
教
学
会
『
仏
教
学
会
紀
要
』

第
二
十
六
号
、
二
〇
二
一
）。





七
七

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
と
は
、
法
然
の
孫
弟
子
で
あ
る
敬
西
房
信
瑞
が
著
し
た
諏
訪
信

仰
と
浄
土
教
に
関
す
る
全
五
巻
の
問
答
書
で
あ
る
。
こ
の
書
は
日
本
で
初
め
て
神
道

と
浄
土
教
と
が
対
峙
し
た
書
で
あ
り
、
二
十
五
の
問
答
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論

で
は
こ
の
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
説
示
さ
れ
る
諏
訪
信
仰
の
様
相
を
整
理
し
、
神
明
観
、

殺
生
肉
食
論
、
治
世
論
の
三
点
か
ら
、
信
瑞
の
神
道
へ
の
対
処
を
検
討
す
る
。

　
一
　
諏
訪
信
仰
の
様
相

　

諏
訪
神
社（１
）は

長
野
県
諏
訪
市
中
洲
の
上
社
と
諏
訪
郡
下
諏
訪
町
の
下
社
と
か
ら
な

る
神
社
で
あ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
天
照
大
神
の
使
い
で
あ
っ
た
武
甕
槌
命
と
力
比
べ
を
し
て
負
け
た
建
御
名
方
神

が
諏
訪
ま
で
逃
れ
て
そ
こ
を
治
め
た
と
あ
り
、
東
国
で
は
群
を
抜
い
て
古
い
地
域
で

あ
る
。

　

金
井
典
美
氏
に
よ
る
と
、「
諏
訪
神
社
」
の
文
献
的
初
見
は
『
日
本
書
紀
』「
持
統

天
皇
五
年
八
月
」
の
条
、「
辛
酉
に
使
者
を
遣
し
て
竜
田
風
神
、
信
濃
の
須
波
、
水

内
等
の
神
を
祭
ら
し
む
」
で
あ
る
と
さ
れ
、『
続
日
本
後
紀
』
の
「
建
御
名
方
富

命
」「
八
坂
刀
売
」
の
「
富
命
（
ト
ミ
）」「
刀
売
（
ト
メ
）」
が
蛟
（
蛇
）
を
表
す
と

い
う
記
述
か
ら
も
、
そ
の
当
時
か
ら
諏
訪
神
社
は
「
蛇
を
象
徴
動
物
と
す
る
水
神
」

と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
（
２
）。

こ
れ
は
正
平
二
年
（
一
三
五
六
）
成
立
の
『
諏
訪
大

明
神
絵
詞
』
の
主
人
公
た
る
甲
賀
三
郎
も
蛇
身
と
し
て
現
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
諏
訪
明
神
は
荒
神
・
軍
神
・
狩
猟
神
の
性
格
を
も
有
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
諏
訪
神
社
に
関
す
る
資

料
に
つ
い
て
井
原
今
朝
男
氏
は
「
中
世
諏
訪
神
社
に
関
す
る
史
料
は
、
そ
の
主
要
な

も
の
は
現
存
す
る
古
文
書
よ
り
も
、
編
纂
物
に
よ
る
も
の
が
は
る
か
に
多
い（４
）」
と
し
、

中
世
の
諏
訪
神
社
は
外
部
史
料
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
。
最
も
詳
細
に
諏
訪
信
仰
を
描
い
た
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
の
成
立
は
正
平
十

一
年
（
一
三
五
六
）
で
あ
り
、『
広
疑
瑞
決
集
』
よ
り
も
百
年
後
の
成
立
で
あ
る
。

二
本
松
康
宏
氏
は
こ
の
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』
を
「
中
世
の
諏
訪
信
仰
を
窺
い
知
る

根
本
資
料
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
」
と
、
そ
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
、

一
方
で
「
ご
く
近
年
で
は
『
画
詞
』
以
前
の
諏
訪
信
仰
の
様
相
を
探
ろ
う
と
す
る
研

究
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
（
５
）」
と
し
て
、『
諏
訪
上
社
物
忌
令
』『
諏
訪
大
明
神
講
式
』

『
陬
波
御
記
文
』『
陬
波
私
注（６
）』『
諏
訪
信
重
解
状（７
）』
等
の
史
料
を
提
示
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
史
料
の
真
贋
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い
（
８
）。

　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰
　

�

前
　
島
　
信
　
也
　



七
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　

諏
訪
神
社
関
係
資
料
群

　

中
世
諏
訪
神
社
資
料
群
の
真
贋
の
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
宝
治
三
年

（
一
二
四
九
）
の
奥
書
を
有
す
る
『
諏
訪
信
重
解
状
』（
以
下
、『
信
重
解
状
』）
で
あ

る
。
こ
の
書
の
内
容
は
、
上
社
が
下
社
よ
り
も
社
格
が
上
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

訴
訟
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
が
宝
治
三
年
に
成
立
し
た
も
の
と
主
張
す
る
の
は
、
伊
藤

富
雄
氏
、
金
井
典
美
氏
、
石
井
進
氏
、
井
原
今
朝
男
氏
ら
で
あ
り
、
反
対
に
『
諏
訪

大
明
神
画
詞
』
と
同
時
期
に
偽
作
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、『
諏
訪
史
』
執
筆
者
の
渡

辺
世
佑
氏
、
祢
津
宗
伸
氏
、
中
澤
克
昭
氏
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
井
原
氏
、
祢
津
氏
、

中
澤
氏
、
そ
し
て
諏
訪
に
関
す
る
研
究
書
を
ま
と
め
る
二
本
松
氏
の
四
氏
の
論
考
か

ら
そ
の
争
点
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
こ
の
文
書
の
「
進
上
御
奉
行
所
」
と
い
う
記
述
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。
こ

の
『
信
重
解
状
』
は
「
御
奉
行
所
」
に
宛
て
た
訴
訟
文
で
あ
る
。
こ
の
「
御
奉
行

所
」
と
い
う
表
記
を
使
用
す
る
時
期
に
つ
い
て
、
井
原
氏
は
鎌
倉
後
期
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
も
の
の
（
９
）、
宝
治
三
年
の
成
立
で
も
「
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
無
い
と
も

い
え
微
妙
な
時
期
」
と
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
成
立
を
推
す
研
究
者
の
間
で
も

非
常
に
判
断
の
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
文
書
が
信
頼
に
足
る
根
拠
と
し
て
井
原
氏
は
、「
現
人
神
」
の
記
述

が
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
十
一
月
八
日
条
の
内
容
に
符
合
す
る
点
、『
信
重
解
状
』

の
内
容
に
あ
る
「
記
文
」
が
「
院
政
期
〜
鎌
倉
後
期
に
成
立
し
て
く
る
神
と
人
間
と

の
交
感
・
契
約
の
中
で
神
仏
の
誓
願
・
口
筆
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た

歴
史
的
文
書
形
態
」
で
あ
り
、
そ
の
当
時
か
ら
存
在
し
得
た
点
か
ら
、『
信
重
解

状
』
が
信
頼
に
足
る
も
の
と
す
る
）
（1
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
祢
津
氏
、
中
澤
氏
、
二
本
松
氏
は
、
そ
の
内
容
に
殺
生
功
徳
論

が
既
に
存
在
し
て
い
る
点
に
疑
問
を
呈
す
る
。
祢
津
氏
に
よ
れ
ば
、
殺
生
功
徳
論
と

は
贄
と
な
る
動
物
を
殺
生
し
て
も
そ
の
動
物
は
神
に
捧
げ
ら
れ
人
間
に
食
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
成
仏
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
中
世
諏
訪
信
仰
の
特

徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
）
（（
（

。
祢
津
氏
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
中
に
殺
生
功
徳
論
が
論
じ

ら
れ
な
い
点
か
ら
、

従
来
様
ざ
ま
な
疑
問
を
呈
さ
れ
つ
つ
論
じ
ら
れ
て
き
た
嘉
禎
三
年
（
一
二
三

七
）
成
立
と
記
さ
れ
た
『
諏
訪
上
社
物
忌
令
』
お
よ
び
宝
治
三
年
（
一
二
四

九
）
成
立
と
記
さ
れ
て
い
る
『
大
祝
信
重
解
状
』
は
、
そ
の
な
か
に
諏
訪
社
独

特
の
殺
生
功
徳
論
を
内
包
す
る
が
ゆ
え
に
、『
広
疑
瑞
決
集
』
の
成
立
事
情
を

全
否
定
し
な
い
限
り
、
偽
撰
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
得
る
の
で
あ

る
。

と
結
論
づ
け
る
。
中
澤
氏
も
祢
津
氏
の
指
摘
を
承
け
、
そ
の
内
容
が
十
四
世
紀
以
降

の
資
料
と
一
致
す
る
部
分
が
多
い
点
、
諏
訪
を
「
日
本
第
一
の
軍
神
」
と
す
る
に
は

早
す
ぎ
る
点
か
ら
、『
信
重
解
状
』
を
宝
治
三
年
成
立
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
す
る
）
（1
（

。
二
本
松
氏
は
、

奥
書
に
記
さ
れ
た
署
名
「
大
祝
信
濃
守
信
重
解
状
」
の
不
自
然
さ
や
宛
先
と
し

て
記
さ
れ
た
「
進
上　

御
奉
行
所
」
の
違
和
感
か
ら
、『
信
重
解
状
』
が
ほ
ん

と
う
に
「
宝
治
三
年
」
に
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
よ
う

で
あ
る
）
（1
（

。

と
し
て
、
そ
の
成
立
を
疑
問
視
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
広
疑
瑞
決
集
』
は
諏
訪
の
内
部
史
料
を
検
討
す
る
根
拠
と
し
て
利

用
さ
れ
、
中
世
諏
訪
信
仰
上
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重
要
な
文
献
的
価
値
を
有
し
て

い
る
。



七
九

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

　
　
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
見
ら
れ
る
諏
訪
信
仰

　

次
に
『
広
疑
瑞
決
集
』
内
に
見
ら
れ
る
諏
訪
信
仰
の
様
相
に
つ
い
て
、「
祭
祀
の

対
象
」「
祭
祀
の
方
法
」「
祭
祀
の
目
的
」
の
三
点
か
ら
検
討
す
る
。

　

ま
ず
「
祭
祀
の
対
象
」
に
つ
い
て
、
巻
第
三
の
最
初
の
問
答
と
な
る
第
二
十
四

疑
・
問
答
①
）
（1
（

に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

仏
ノ
信
施
ト
神
ノ
信
施
と
、
い
つ
れ
か
つ
み
ふ
か
き
事
に
て
候
。
又
い
か
な
る
も

の
蛇
に
は
な
り
候
や
ら
ん
と
。�

（
青
五
三
丁
オ
）
（1
（

）

信
瑞
は
こ
の
問
の
後
半
部
分
、「
蛇
に
な
る
業
因
」
と
し
て
、
瞋
憎
・
慳
貪
・
愛

執
・
謗
法
・
事
廟
神
の
五
つ
を
提
示
し
、
特
に
五
番
目
の
「
廟
神
に
事
え
る
者
は
必

ず
蛇
身
を
受
く
こ
と
」
を
詳
述
す
る
。
こ
の
中
で
信
瑞
は
廟
神
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
る
。

今
世
間
に
処
々
に
な
に
か
し
の
大
明
神
と
い
は
る
ゝ
廟
神
は
、
内
証
を
は
し
ら

す
、
外
相
は
正
し
く
蛇
神
な
り
。（
中
略
）
な
れ
る
者
は
ね
ん
こ
ろ
に
事
る
は
、

現
世
に
は
神
恩
を
か
う
ふ
り
、
後
生
に
は
蛇
身
を
受
へ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　

�

（
青
五
七
丁
ウ
〜
青
五
八
丁
オ
）

信
瑞
は
廟
神
を
「
な
に
か
し
の
大
明
神
」
と
し
て
具
体
的
に
提
示
し
な
い
も
の
の
、

そ
れ
は
蛇
身
を
有
し
た
内
証
不
明
の
神
と
す
る
。
こ
れ
は
当
時
か
ら
蛇
神
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
諏
訪
明
神
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
（1
（

。
上
原

敦
広
自
身
も
こ
れ
を
受
け
て
、

　
　

い
か
が
用
心
し
て
、
後
悪
法
（
蛇
道
の
業
の
こ
と
）
を
ま
ぬ
か
れ
ん
。

�

（
青
五
八
丁
ウ
）

と
尋
ね
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
祭
祀
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
第
二
十
五
疑
・
問
答
②
内
で
、
上
原
敦
広
が
、

次
に
き
か
ん
と
思
ふ
。
昔
ヨ
リ
已
来
た
、
福
を
得
ん
た
め
に
生
殺
シ
テ
神
ヲ
祭
ル
事

あ
り
。（
知
三
丁
オ
）

た
と
ひ
ゆ
る
す
人
あ
り
と
も
、
む
か
し
よ
り
こ
の
か
た
、
ひ
さ
し
く
つ
と
め
き

た
れ
る
殺
生
祭
神
ノ
礼
ヲ
そ
む
き
て
、（
知
九
丁
オ
）

と
上
原
自
身
が
殺
生
に
よ
っ
て
祭
祀
す
る
こ
と
を
述
べ
る
点
、
信
瑞
が
巻
第
四
で
殺

生
を
批
判
す
る
点
か
ら
、
殺
生
を
伴
う
贄
の
提
供
、
つ
ま
り
殺
生
祭
祀
が
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
祭
祀
の
目
的
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
疑
・
問
答
④
の
な
か
で
上
原
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

念
仏
は
一
向
後
世
の
為
也
。
葬
家
の
追
善
の
外
に
、
現
世
の
祈
祷
に
是
を
も
ち

い
す
。
然
れ
は
今
生
の
所
求
い
の
り
申
さ
ん
神
明
の
御
前
に
し
て
、
念
仏
申
て

法
楽
に
そ
な
へ
ん
事
憚
あ
り
と
思
へ
り
。�

（
青
六
三
丁
ウ
〜
青
六
四
丁
オ
）

上
原
は
念
仏
と
神
明
の
祭
祀
を
比
較
し
て
、
念
仏
は
後
世
の
た
め
、
神
明
の
祭
祀
は

今
生
の
た
め
と
し
て
お
り
、
神
明
の
祭
祀
は
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
を
求
め
る
も
の
と

す
る
。

　

一
方
、
信
瑞
は
殺
生
祭
祀
す
る
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
物
ノ
命
な
ほ
哀
れ
ふ
へ
し
、
い
は
む
や
と
し
〳
〵
に
お
ほ
く
の
生
類
ヲ
こ
ろ

す
を
や
。
も
し
し
か
ら
は
な
に
ゝ
よ
り
て
か
国
祈
ト
な
ら
む
。
伊
蘭
の
種
ヲ
う

へ
て
栴
檀
ヲ
み
さ
る
喩
、
上
ニ
こ
れ
を
引
ク
。
心
に
そ
あ
て
思
へ
し
。
た
ゝ
清
浄
ニ

祭
祀
シ
テ
、
君
ヲ
モ
い
の
り
、
身
ヲ
モ
た
す
け
む
は
、
最
上
ノ
祈
祷
也
。

�

（
知
一
五
丁
ウ
〜
一
六
丁
オ
）

こ
の
箇
所
は
、
上
原
が
祭
祀
の
際
に
肉
を
用
い
な
い
と
神
罰
を
受
け
る
と
主
張
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
信
瑞
が
「
三
種
の
浄
肉
」
に
よ
る
祭
祀
を
主
張
す
る
な
か
で
述
べ
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た
も
の
で
あ
る
。
信
瑞
は
諏
訪
の
祭
祀
を
「
国
祈
」「
君
ヲ
モ
い
の
り
」
と
す
る
こ
と

か
ら
、
諏
訪
信
仰
の
目
的
は
護
国
安
寧
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
『
広
疑
瑞
決
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
諏
訪
信
仰
に
つ
い
て
検

討
し
た
。
中
世
諏
訪
神
社
資
料
、
特
に
『
信
重
解
状
』
に
つ
い
て
は
後
人
の
偽
作
の

可
能
性
が
高
く
、『
広
疑
瑞
決
集
』
が
『
諏
訪
大
明
神
縁
起
』
以
前
の
諏
訪
信
仰
史

を
語
る
上
で
、
非
常
に
高
い
文
献
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
『
広

疑
瑞
決
集
』
に
み
え
る
諏
訪
信
仰
は
、
そ
の
対
象
が
内
証
不
明
の
蛇
身
を
有
す
る

「
殺
生
祭
神
」
で
あ
り
、
殺
生
祭
祀
に
よ
っ
て
護
国
安
寧
を
願
う
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
二
　
神
明
観

　

中
世
に
お
け
る
神
観
念
の
分
類
の
ひ
と
つ
に
権
と
実
の
二
分
法
が
あ
る
。
こ
の
二

分
法
は
貞
慶
『
興
福
寺
奏
状
』
に
代
表
さ
れ
る
分
類
で
あ
り
、
神
明
を
「
権
化
垂

迹
」
と
「
実
類
鬼
神
」
と
に
二
分
す
る
も
の
で
あ
る
。『
興
福
寺
奏
状
』
に
は
以
下

の
よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

念
仏
之
輩
永
別
神
明
。
不
論
権
化
実
類
。
不
憚
宗
廟
大
社
。
若
奘
神
明
。
必
堕

魔
界
。
云
々
。
於
実
類
鬼
神
者
。
置
而
不
論
。
至
権
化
垂
迹
者
。
既
是
大
聖
也
。

上
代
高
僧
。
皆
以
帰
敬
）
（1
（

。

　

こ
の
分
類
は
南
北
朝
時
代
の
真
宗
僧
侶
で
あ
る
存
覚
が
著
し
た
『
諸
神
本
懐
集
』

に
も
存
在
す
る
。『
諸
神
本
懐
集
』
と
は
鎌
倉
末
期
に
存
覚
が
仏
光
寺
了
源
の
所
望

に
よ
っ
て
当
時
流
布
の
あ
る
本
を
添
削
し
た
書
で
あ
り
、
仏
教
と
神
道
の
関
係
に
つ

い
て
述
べ
た
典
籍
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
と
『
諸
神
本
懐
集
』

と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
、『
広
疑
瑞
決
集
』
は
『
諸
神
本
懐
集
』
の
前
段
階
的
立
ち

位
置
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
）
（1
（

。
現
在
、
両
書
の
関
係
は
北
西
弘
氏
に
よ
っ

て
、
長
野
県
上
田
市
で
発
見
さ
れ
た
『
神
本
地
之
事
』
を
底
本
に
、『
広
疑
瑞
決

集
』
を
参
照
し
な
が
ら
『
諸
神
本
懐
集
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。『
広
疑
瑞

決
集
』
と
『
諸
神
本
懐
集
』
は
こ
の
権
実
二
分
法
を
共
有
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
珍

重
さ
れ
る
が
）
11
（

、
特
に
『
諸
神
本
懐
集
』
は
こ
の
二
分
法
を
「
権
社
」「
実
社
」
と
い

う
語
句
を
使
用
し
て
理
論
的
に
説
示
し
た
。
こ
こ
で
は
「
権
社
」
を

往
古
ノ
如
来
、
深
位
ノ
菩
薩
、
衆
生
ヲ
利
益
セ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、
カ
リ
ニ
神
明
ノ

カ
タ
チ
ヲ
現
ジ
タ
マ
ヘ
ル
ナ
リ）1（
（

と
し
て
、「
実
社
」
を

生
霊
・
死
霊
等
ノ
神
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
如
来
ノ
垂
迹
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
モ
シ
ハ
人
類

ニ
テ
モ
ア
レ
、
モ
シ
ハ
畜
類
ニ
テ
モ
ア
レ
、
タ
タ
リ
ヲ
ナ
シ
、
ナ
ヤ
マ
ス
コ
ト

ア
レ
バ
、
コ
レ
ヲ
ナ
ダ
メ
ン
ガ
タ
メ
ニ
神
ト
ア
ガ
メ
タ
ル
タ
グ
ヒ
ア
リ）11
（

と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
。

　

一
方
、『
広
疑
瑞
決
集
』
も
こ
の
二
分
法
を
説
示
す
る
が
、
は
っ
き
り
と
定
義
づ

け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
浅
井
了
宗
氏
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
「
権
」
を
和
光
同
塵
の

結
縁
に
よ
っ
て
済
度
す
る
存
在
、「
実
」
を
肉
を
好
ん
で
罰
を
与
え
る
た
め
対
治
す

べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
信
瑞
が
神
を
い
わ
ゆ
る
「
護
法
善
神
」「
神
身

離
脱
」
と
い
う
思
想
に
念
仏
を
取
り
込
む
と
い
う
形
で
発
展
さ
せ
た
と
す
る
）
11
（

。
そ
し

て
、
伊
藤
聡
氏
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
を
「
権
社
神
と
実
社
神
と
を
明
確
に
区
別
せ
ず
、

神
へ
の
奉
仕
に
お
い
て
、
本
地
を
意
識
す
る
か
否
か
と
い
う
態
度
を
問
題
に
し
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
。

　

こ
の
相
違
は
、『
広
疑
瑞
決
集
』
が
問
答
書
と
い
う
性
質
上
、
煩
雑
な
構
造
の
中
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　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

で
本
地
垂
迹
が
説
示
さ
れ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の

本
地
垂
迹
の
議
論
か
ら
、
信
瑞
の
神
明
観
の
検
討
を
行
う
。

　
　

本
地
垂
迹
説

　

仏
と
神
明
の
関
係
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
巻
第
三
で
主
に
説
示
さ
れ
る
。
巻
第
三

は
全
二
十
五
問
答
の
中
の
第
二
十
四
疑
が
説
示
さ
れ
、
そ
の
中
に
①
〜
⑦
の
問
答
が

存
在
す
る
。

　
　

⑴  

第
二
十
四
疑
　
①
②

　

巻
第
三
の
第
二
十
四
疑
①
は
以
下
の
問
い
か
ら
始
ま
る
。

仏
ノ
信
施
ト
神
ノ
信
施
と
、
い
つ
れ
か
つ
み
ふ
か
き
事
に
て
候
。
又
い
か
な
る
も

の
蛇
に
は
な
り
候
や
ら
ん
と
。�

（
青
五
三
丁
オ
）

信
瑞
は
こ
の
問
の
後
半
部
に
対
し
、「
廟
神
に
事
え
る
者
は
必
ず
蛇
身
を
受
く
こ

と
」
を
詳
述
す
る
な
か
で
、「
廟
神
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
世
間
に
処
々
に
な
に
か
し
の
大
明
神
と
い
は
る
ゝ
廟
神
は
、
内
証
を
は
し
ら

す
、
外
相
は
正
し
く
蛇
神
な
り
。（
中
略
）
ね
ん
こ
ろ
に
事
ル
は
、
現
世
に
は

神
恩
を
か
う
ふ
り
、
後
生
に
は
蛇
身
を
受
へ
し
。

�

（
青
五
七
丁
ウ
〜
青
五
八
丁
オ
）

信
瑞
は
「
廟
神
」
を
、
蛇
身
を
有
し
た
内
証
不
明
、
つ
ま
り
本
地
不
明
の
神
明
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
事
え
る
者
が
来
世
で
蛇
身
を
受
け
る
と
す
る
）
11
（

。
こ
の
よ

う
な
認
識
は
、
上
原
自
身
が
問
を
立
て
て
い
る
点
、
信
瑞
が
「
処
々
の
祢
宜
祝
等
の

多
く
蛇
身
を
受
け
り
と
聞
ゆ
る
は
」（
青
五
八
丁
オ
）
と
述
べ
る
点
か
ら
も
、
当
時

の
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
原
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
い
か
が
用
心
し
て
後
悪
法
（
蛇
道
の
業
の
こ
と
）
を

ま
ぬ
か
れ
ん
」（
青
五
八
丁
ウ
）
と
尋
ね
る
。
信
瑞
は
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
が
神

国
で
あ
り
、
日
本
の
神
明
の
本
地
が
釈
迦
・
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
と
い
っ
た
仏
菩
薩

で
あ
る
と
す
る
。

天
照
太
神
、
天
磐
戸
を
を
し
ひ
ら
き
玉
ひ
し
よ
り
已
来
た
、
こ
の
国
は
神
国
也
。

（
中
略
）
静
か
に
吾
朝
の
神
明
の
本
地
を
聞
に
、
多
は
是
レ
釈
迦
、
弥
陀
、
観
音
、

勢
至
、
普
賢
、
文
殊
、
地
蔵
、
龍
樹
等
也
。

�

（
青
五
八
丁
ウ
〜
青
五
九
丁
オ
）

そ
し
て
そ
れ
ら
の
仏
菩
薩
等
は
み
な
弥
陀
の
念
仏
を
勧
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
神

に
事
え
る
社
司
も
念
仏
を
修
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

然
を
釈
迦
は
一
代
諸
教
に
、
も
は
ら
弥
陀
を
念
し
て
、
往
生
せ
よ
と
す
ゝ
め
玉

へ
り
。
弥
陀
と
観
音
と
勢
至
と
の
御
事
は
申
に
及
は
す
。
普
賢
は
大
行
禅
師
に

阿
弥
陀
仏
を
念
し
奉
れ
と
教
へ
玉
ひ
、
文
殊
は
又
法
照
禅
師
に
同
く
弥
陀
の
名

号
を
念
し
て
、
休
息
す
る
事
な
か
れ
と
教
へ
玉
へ
り
。
大
行
も
法
照
も
み
な
以

往
生
人
也
。
も
と
も
此
跡
を
追
へ
し
。
地
蔵
菩
薩
は
弥
陀
と
同
体
な
る
か
故
に
、

弥
陀
の
名
号
を
唱
へ
は
、
彼
御
意
に
か
な
は
ん
事
疑
な
し
。
龍
樹
は
往
生
の
授

記
を
か
う
ふ
り
て
、
我
も
ね
か
ひ
、
人
を
も
す
ゝ
む
。
今
は
極
楽
の
一
聖
也
。

弥
陀
を
念
せ
は
随
喜
は
な
は
た
し
か
ら
ん
。
此
外
の
仏
菩
薩
い
つ
れ
か
又
弥
陀

を
そ
む
か
ん
。
此
義
深
思
ふ
へ
し
。
然
則
諸
国
大
小
霊
神
の
社
司
等
、
如
レ
此

心
得
て
、
常
に
念
仏
を
申
へ
し
。
此
名
号
は
、
一
念
能
ク
八
十
億
劫
の
生
死
の

罪
を
滅
す
。
何
況
今
生
一
世
の
蛇
道
の
業
を
や
。�

（
青
五
九
丁
オ
〜
ウ
）

こ
の
箇
所
が
『
広
疑
瑞
決
集
』
で
初
め
て
本
地
垂
迹
説
を
説
示
す
る
箇
所
だ
が
、
神

明
の
本
地
を
仏
菩
薩
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
ま
だ
提
示
し
て
お
ら
ず
、
念
仏
を
愛
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楽
す
る
仏
菩
薩
と
日
本
国
の
神
明
を
同
一
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
の
神

明
も
念
仏
愛
楽
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
　

⑵
　
第
二
十
四
疑
　
③

　

信
瑞
の
回
答
を
受
け
、
上
原
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

問
。
仏
道
と
神
道
と
の
、
底
の
一
つ
な
る
ら
ん
様
を
は
し
ら
す
。
面
は
殊
の
外

に
か
は
り
て
、
其
勤
め
行
ふ
あ
り
さ
ま
、
水
と
火
と
の
こ
と
し
。
然
れ
は
神
職

に
居
ん
人
、
い
か
ゝ
相
並
へ
て
仏
事
を
い
と
な
ま
ん
や
。�

（
青
六
〇
丁
オ
）

上
原
は
仏
道
と
神
道
の
根
底
が
共
通
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
行
う
仏

事
と
神
事
が
大
き
く
異
な
る
と
述
べ
、
特
に
神
職
に
あ
る
者
が
、
ど
の
よ
う
に
仏
事

を
行
う
べ
き
か
を
問
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
信
瑞
は
、
神
事
と
仏
事
を
併
修
す
る
こ
と
、
む
し
ろ
神
前
で
も
仏

事
を
行
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、「
選
子
内
親
王
説
話
」
と
「
諸
仏
菩
薩
の
済
度
の

方
便
」
と
い
う
例
を
示
し
て
解
決
を
図
る
。

　

ま
ず
、
実
際
に
仏
事
と
神
事
を
併
修
し
た
人
物
と
し
て
「
選
子
内
親
王
説
話
」
を

提
示
す
る
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』
巻
中
に
基
づ
く
説
話
で
あ
り
、
選
子
内
親
王
が
賀
茂

神
社
に
あ
り
な
が
ら
雲
林
院
に
対
し
て
布
施
を
行
い
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
を

提
示
す
る
。

　

そ
し
て
「
諸
仏
菩
薩
の
済
度
の
方
便
」
と
し
て
「
折
伏
門
」
と
「
摂
受
門
」
の
二

種
を
提
示
す
る
。

尋
み
れ
は
、
そ
れ
諸
仏
菩
薩
の
済
度
の
方
便
、
二
門
の
不
同
あ
り
。
一
に
は
折

伏
門
、
二
に
は
摂
受
門
也
。�

（
青
六
一
丁
オ
）

ま
ず
摂
受
門
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

摂
受
門
ト
者
、
諸
仏
菩
薩
の
本
地
の
化
道
也
。
人
利
根
に
し
て
、
因
果
に
明
ら

か
な
る
国
に
は
、
本
地
の
功
徳
を
の
へ
た
る
経
法
を
も
て
済
度
し
玉
ふ
に
煩
な

き
故
に
。
天
竺
震
旦
即
ち
そ
の
国
也
。�

（
青
六
一
丁
オ
）

摂
受
門
と
は
、
仏
菩
薩
が
そ
の
姿
の
ま
ま
で
化
導
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
機
根

が
勝
れ
た
人
、
因
果
の
論
理
を
理
解
し
て
い
る
人
が
存
在
す
る
中
国
や
イ
ン
ド
の
た

め
の
済
度
の
方
便
と
す
る
。

　

次
に
折
伏
門
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

折
伏
門
者
、
聖
教
に
暗
し
て
、
因
果
に
ま
と
へ
る
者
の
為
に
、
賞
罰
を
顕
し
て
、

縁
を
む
す
は
し
め
玉
ふ
、
日
本
国
即
是
也
。
所
謂
る
君
の
御
為
に
は
大
神
と
な

り
、
民
の
為
に
は
小
神
と
な
り
て
、
蘋
蘩
鼓
笛
い
さ
ゝ
か
の
縁
を
も
て
八
相
成

道
の
大
き
な
る
基
と
せ
ん
と
な
り
。
何
況
仏
法
に
帰
し
て
、
実
と
の
心
を
発
し

て
、
生
死
を
離
れ
ん
と
思
は
ん
人
を
は
、
い
か
計
り
か
哀
れ
と
思
召
す
ら
ん
。

�

（
青
六
一
丁
オ
〜
ウ
）

こ
こ
で
は
折
伏
門
が
、
因
果
に
惑
う
も
の
、
つ
ま
り
鈍
根
の
も
の
が
存
在
す
る
日
本

の
た
め
の
済
度
の
方
便
と
し
、
賞
罰
に
よ
っ
て
仏
縁
を
結
ぶ
た
め
に
顕
れ
た
も
の
が

日
本
の
神
と
す
る
。

　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
三
国
的
世
界
観
に
基
づ
い
た
論
理
で
あ
り
、
伊
藤
聡
氏
は
こ
れ

を
「
時
間
的
・
空
間
的
に
仏
教
よ
り
疎
外
さ
れ
た
日
本
と
い
う
否
定
的
国
土
観
）
11
（

」
と

す
る
。
つ
ま
り
信
瑞
は
日
本
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
劣
位
に
あ
る
こ
と
を
示
し

た
う
え
で
、
そ
れ
に
対
応
し
て
化
現
し
、「
賞
罰
」
に
よ
っ
て
結
縁
た
ら
し
め
ん
と

し
た
も
の
が
日
本
の
神
明
で
あ
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
神
明
が
仏
教
者
を
守
護
す
る
例
証
と
し
て
、「
新
羅
明
神
園
城
寺
守
護
説

話
」（
青
六
一
ウ
〜
六
二
オ
）
を
引
用
す
る
。
こ
の
説
話
は
三
井
寺
が
焼
失
し
た
際
、



八
三

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

あ
る
僧
侶
の
夢
に
新
羅
明
神
が
現
れ
、
新
羅
明
神
が
守
護
す
る
の
は
寺
で
も
経
巻
で

も
な
く
、
出
離
生
死
の
心
を
起
こ
す
発
心
で
あ
る
と
す
る
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
出
離
を
願
う
人
は
、
今
の
時
機
相
応
の
法
に
鑑
み
れ
ば
称
名
念
仏
を
行
う
人
で
あ

る
と
す
る
。

静
に
思
レヘ
ハ
之
ヲ
。
今
の
世
に
出
離
の
心
さ
し
あ
ら
ん
人
は
、
時
期
相
応
の
法
な

る
か
故
に
、
弥
陀
に
帰
し
て
名
号
唱
へ
は
、
是
は
こ
れ
発
心
の
人
也
。

�
�（

青
六
三
丁
ウ
）

こ
の
新
羅
明
神
は
、
こ
こ
ま
で
説
示
し
た
本
地
の
有
無
に
よ
る
神
明
と
は
異
な
っ
た

存
在
、
仏
法
の
守
護
を
す
る
神
明
の
代
表
と
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。

新
羅
明
神
の
み
な
ら
す
、
諸
の
神
明
の
発
心
の
者
を
随
喜
擁
護
し
玉
う
事
多
シレ

之
。
し
け
き
か
故
に
の
せ
す�

（
青
六
三
丁
オ
）

こ
こ
で
新
羅
明
神
と
い
う
外
来
の
神
明
を
提
示
し
た
こ
と
は
、
三
国
的
世
界
観
に
基

づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
仏
法
の
中
心
た
る
イ
ン
ド
・
中
国
か
ら
辺

地
た
る
日
本
へ
と
仏
法
を
守
護
す
る
た
め
に
渡
来
し
た
新
羅
神
明
を
、
両
者
を
繋
ぐ

橋
渡
し
的
存
在
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
答
で
は
、
先
述
の
本
地
垂
迹
説
で
は
示
さ
な
か
っ
た
「
仏
菩
薩
が
日
本
で

示
現
し
た
姿
が
神
明
で
あ
る
こ
と
」
の
根
拠
と
構
造
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に

そ
の
橋
渡
し
的
存
在
と
し
て
仏
法
の
守
護
者
と
い
う
立
場
を
有
し
た
新
羅
明
神
説
話

を
提
示
し
た
う
え
で
、「
神
明
自
身
も
念
仏
を
愛
楽
す
る
こ
と
」
を
主
張
し
、
神
前

で
も
念
仏
が
有
効
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
⑶
　
第
二
十
四
疑
　
④�

　

次
い
で
上
原
は
以
下
の
よ
う
に
問
う
。

問
。
神
明
に
事
ら
ん
身
と
し
て
、
其
本
地
に
帰
し
、
も
し
は
其
本
地
の
御
意
に

か
な
へ
ら
れ
、
経
巻
を
読
誦
シ
テ
法
楽
に
そ
な
へ
ん
事
は
然
へ
し
。
世
の
人
み

な
お
も
へ
ら
く
、
念
仏
は
一
向
後
世
の
為
也
。
葬
家
の
追
善
の
外
に
、
現
世
の

祈
祷
に
是
を
も
ち
い
す
。
然
れ
は
今
生
の
所
求
い
の
り
申
さ
ん
神
明
の
御
前
に

し
て
、
念
仏
申
て
法
楽
に
そ
な
へ
ん
事
憚
あ
り
と
思
へ
り
。
こ
の
義
い
か
ん
。

�

（
青
六
三
丁
ウ
〜
青
六
四
丁
オ
）

上
原
は
神
道
と
仏
道
と
の
根
本
的
な
目
的
の
相
違
を
指
摘
し
、
念
仏
は
現
世
で
は
な

く
後
世
の
た
め
、
も
し
く
は
追
善
の
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
世
に
対
す
る

祈
祷
を
目
的
と
す
る
神
道
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
、
そ
し

て
現
世
利
益
を
恃
む
神
社
と
い
う
空
間
に
お
い
て
念
仏
を
修
す
る
こ
と
に
憚
り
が
あ

る
と
い
う
疑
問
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
信
瑞
は
ま
ず
称
名
念
仏
に
現
世
利
益
が
あ
る
こ
と
を
、『
龍
舒
浄

土
文
』
と
「
信
空
書
簡
）
11
（

」
を
例
証
と
し
て
示
し
、

只
単
へ
に
往
生
の
為
に
念
仏
せ
は
、
は
か
ら
さ
る
に
現
世
の
祈
り
と
も
な
る
へ

き
な
り
。�

（
青
七
二
丁
ウ
）

と
し
て
、
往
生
を
求
め
れ
ば
自
ず
と
現
世
の
利
益
の
祈
り
に
な
る
こ
と
を
示
す
。

　

そ
し
て
神
社
に
お
い
て
念
仏
を
修
す
る
こ
と
が
神
明
に
叶
う
こ
と
を
、「
勢
多
尼

が
賀
茂
明
神
へ
参
詣
し
た
説
話
）
11
（

」「
聖
真
子
が
念
仏
を
愛
楽
し
た
説
話
」
を
具
体
的

例
証
と
し
て
示
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
の
神
明
が
念
仏
を
愛
楽
す
る
根
拠
と
し
て

い
る
。

　
　
⑷
　
第
二
十
四
疑
　
⑤

　

信
瑞
の
回
答
を
受
け
て
上
原
は
さ
ら
に
、



八
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

問
。
両
社
の
外
の
天
神
地
祇
乃
至
日
本
国
中
の
諸
神
等
の
念
仏
を
愛
楽
し
玉
ふ

事
、
其
証
を
き
か
ん
と
思
ふ
。�

（
青
七
三
丁
ウ
）

と
問
い
、
先
の
賀
茂
明
神
・
聖
真
子
の
両
宮
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
神
明
に
お

け
る
念
仏
愛
楽
の
具
体
的
例
証
を
求
め
る
。

　

信
瑞
は
こ
れ
に
対
し
て
「
良
忍
名
帳
説
話
」
を
も
っ
て
証
左
と
す
る
。
こ
の
説
話

は
良
忍
が
念
仏
の
勧
進
を
、
結
縁
者
の
名
前
を
記
す
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た

こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
証
明
に
神
明
自
ら
も
そ
の
名
帳
に
名
前
を
記
し
た
と
い
う
説

話
で
あ
り
、
そ
の
記
帳
し
た
二
八
あ
ま
り
も
の
神
明
と
部
類
眷
属
を
提
示
す
る
こ
と

で
神
明
が
念
仏
を
愛
楽
し
た
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
念
仏
の
法
は

中
国
・
日
本
の
諸
僧
も
修
し
た
も
の
で
、
末
法
に
相
応
し
い
行
で
あ
る
こ
と
を
再
度

強
調
す
る
。

　
　
⑸
　
第
二
十
四
疑
　
⑥
⑦ 

　

さ
ら
に
上
原
は
良
忍
名
帳
説
話
に
お
け
る
「
梵
釈
四
王
日
月
星
宿
等
」（
以
下

「
諸
天
」）、「
日
域
の
神
明
等
」
が
念
仏
を
愛
楽
し
て
い
る
根
拠
を
尋
ね
る
。

　

⑥
問
。
梵
釈
四
王
日
月
星
宿
等
の
念
仏
を
愛
楽
し
て
、
各
ノ
百
返
を
う
け
玉
ふ
意

い
か
ん
。�

（
青
七
八
丁
オ
）

　

⑦
問
。
諸
天
等
念
仏
を
う
け
玉
ふ
道
理
も
と
も
然
へ
し
。
日
域
の
神
明
等
の
各
百

返
を
う
け
玉
ふ
意
い
か
ん
。�

（
青
七
九
丁
ウ
〜
青
八
〇
丁
オ
）

　

こ
れ
に
対
し
て
信
瑞
は
、
神
明
自
体
が
念
仏
を
愛
楽
す
る
根
拠
を
提
示
す
る
。

　

ま
ず
諸
天
が
念
仏
を
愛
楽
す
る
根
拠
と
し
て
、「
法
味
飡
受
」「
聞
法
随
喜
」「
離

業
得
道
」
を
提
示
す
る
。「
法
味
飡
受
」
と
は
、
念
仏
三
昧
が
無
上
の
法
味
で
あ
り
、

神
明
が
威
光
を
増
す
た
め
に
念
仏
を
愛
楽
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
聞
法
随
喜
」
と
は
、

尸
棄
大
梵
、
釈
提
桓
因
等
が
仏
在
世
よ
り
以
来
、
仏
の
教
え
を
聞
き
讃
嘆
し
続
け
て

お
り
、
念
仏
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
離
業
得
道
」
と
は
、

諸
天
が
そ
の
身
の
業
を
離
れ
て
極
楽
往
生
の
道
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
諸
天
を
「
権

跡
」
と
「
実
行
」
に
二
分
し
）
11
（

、
実
行
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

且
く
其
権
跡
を
は
置
ク
。
実
行
に
付
是
を
云
に
、
最
勝
の
因
を
修
て
上
界
の
生

を
得
た
れ
と
も
、
皆
是
三
界
の
内
に
し
て
、
い
ま
た
一
道
に
い
た
ら
す
。
彼
忉

利
天
上
の
億
千
歳
の
楽
み
、
大
梵
王
宮
の
深
禅
定
の
楽
、
こ
れ
ら
の
諸
楽
い
ま

た
楽
と
す
る
に
た
ら
す
。
輪
転
無
際
に
し
て
三
塗
を
ま
ぬ
か
れ
す
。
乃
至
悲
想

も
阿
鼻
に
堕
す
。�

　
（
青
七
九
丁
ウ
）

こ
れ
は
先
述
し
た
神
明
の
二
分
法
と
一
致
し
、
実
行
に
分
類
さ
れ
る
神
明
は
、
因
果

に
よ
っ
て
天
界
に
生
じ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
一
道
に
い
た
ら
ず
、
い
ま
だ
三
界
内
の

存
在
で
あ
る
か
ら
）
11
（

、
そ
の
身
を
離
れ
て
極
楽
往
生
を
願
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
権
跡
と
実
行
の
二
分
の
定
義
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
諸
天
を
二
分
す
る
点
、

「
聞
法
随
喜
」
の
中
で
あ
え
て
「
尸
棄
大
梵
」「
釈
提
桓
因
」
と
示
す
点
を
踏
ま
え
る

と
、
権
跡
は
諸
天
の
な
か
の
特
定
の
「
尸
棄
大
梵
」「
釈
提
桓
因
」
を
指
し
、
実
行

と
は
そ
れ
に
随
従
す
る
「
部
類
眷
属
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
日
域
の
神
明
が
念
仏
を
愛
楽
す
る
根
拠
と
し
て
「
法
味
飡
受
」「
勧
進

衆
生
」「
離
業
得
道
」
を
提
示
す
る
。「
法
味
飡
受
」
で
は
諸
天
と
同
様
に
、
念
仏
が

無
上
の
甘
露
で
あ
り
、
威
光
を
増
す
た
め
に
念
仏
を
愛
楽
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
根

拠
と
し
て
浄
土
宗
の
解
釈
で
な
い
こ
と
を
断
っ
た
う
え
で
、
智
顗
「
観
心
念
仏
文
）
11
（

」、

源
信
「
念
仏
略
観
之
文
）
1（
（

」、
永
観
『
念
仏
勧
進
之
縁
起
）
11
（

』
に
よ
っ
て
念
仏
に
功
徳
が

あ
る
こ
と
を
説
示
す
る
。「
勧
進
衆
生
」
と
は
、
こ
れ
は
本
地
を
有
す
る
神
明
が
、



八
五

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

衆
生
を
勧
進
す
る
た
め
に
、
念
仏
を
愛
楽
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
離
業
得

道
」
と
は
、
内
証
不
明
の
神
明
が
そ
の
身
を
離
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
衆
生

と
同
じ
く
浄
土
往
生
を
願
う
存
在
で
あ
る
か
ら
念
仏
を
愛
楽
す
る
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
先
の
「
な
に
が
し
の
大
明
神
」
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
な
か

に
は
諸
天
で
説
示
さ
れ
た
よ
う
な
具
体
的
な
二
分
法
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、「
離
業

得
道
」
の
中
で
「
其
部
類
眷
属
の
な
か
に
実
者
多
し
（
青
八
三
丁
オ
）」
と
す
る
こ

と
か
ら
、
先
の
諸
天
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
『
広
疑
瑞
決
集
』
で
説
示
さ
れ
る
本
地
垂
迹
の
構
造
を
図
示
す
る
と
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

神
明
観

　

先
述
し
た
よ
う
に
、『
興
福
寺
奏
状
』
で
提
示
さ
れ
た
神
明
の
権
実
の
二
分
法
は
、

『
諸
神
本
懐
集
』
で
理
論
づ
け
ら
れ
、『
広
疑
瑞
決
集
』
は
そ
の
前
段
階
的
位
置
付
け

で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
信
瑞
は
明
ら
か
に
日
本
の
神
明
を
本
地

の
有
無
に
よ
っ
て
二
分
し
て
い
る
も
の
の
、
伊
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
権
実
と
い
う

語
句
を
も
っ
て
は
っ
き
り
と
二
分
化
し
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

　

す
な
わ
ち
『
広
疑
瑞
決
集
』
で
本
地
垂
迹
が
説
示
さ
れ
た
目
的
は
、
上
原
敦
広
が

有
す
る
内
面
的
問
題
を
浄
土
教
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う

に
段
階
的
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
信
瑞
は
神
道
と
仏
教
の
立
場
が
同
一
で
あ
り
、
仏
菩
薩
が
念
仏
を
愛
楽
す

る
こ
と
か
ら
神
明
も
念
仏
を
愛
楽
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

第
二
に
社
頭
に
お
い
て
も
仏
事
を
行
う
べ
き
と
し
、
空
間
的
断
絶
に
よ
っ
て
因
果

に
迷
え
る
日
本
の
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
、
神
明
が
仏
菩
薩
の
示
現
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
。
加
え
て
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
新
羅
明
神
を
示
す
こ
と
で
、
空
間
的
断
絶

を
越
え
て
仏
教
を
守
護
す
る
存
在
を
提
示
し
た
。

　

第
三
に
大
陸
に
お
け
る
諸
天
と
日
本
の
神
明
を
対
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
目
的
は

異
な
れ
ど
も
す
べ
て
の
天
・
神
明
が
、
念
仏
愛
楽
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
巻
第
三
に
説
示
さ
れ
た
神
明
を
整
理
す
る
と
、
神
明
は
三
種
類
に
分

類
で
き
る
。
①
仏
菩
薩
の
本
地
を
有
す
る
神
明
、
②
新
羅
明
神
の
よ
う
に
印
度
・
中

国
に
お
け
る
仏
法
の
守
護
者
た
る
「
諸
天
」
が
来
朝
し
た
神
明
、
③
本
地
を
有
さ
な

い
も
の
の
衆
生
と
同
様
に
仏
法
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
神
明
の
三
種
で
あ
る
。
こ
れ

は
神
明
を
分
断
・
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
念
仏
愛
楽
の
一
元
的
存
在
と

し
て
論
証
し
よ
う
し
た
信
瑞
の
神
明
観
で
あ
り
、
そ
れ
ら
全
て
に
念
仏
愛
楽
の
立
場

を
有
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
巻
第
四
で
は
、
こ
の
神
明
の
分
類
に
対
し
て
殺
生
祭
神
を
ど
う
配
す
る
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
殺
生
祭
神
と
は
、
殺
生
を
伴
う
祭
祀
を
求
め
る
神
明
で
あ

り
、
不
殺
生
の
立
場
を
有
す
る
仏
教
と
し
て
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

仏
菩
薩

神
明
（
本
地
無
、
廟
神
、
実
者
）

神
明
（
本
地
有
）

法
味
飡
受

法
味
飡
受

離
業
得
道

離
業
得
道

勧
進
衆
生

聞
法
随
喜

（

）

梵
帝
四
王
日

月
星
宿
な
ど

諸
天

部
類
眷
属
＝
実
行

主
（
権
跡
）

新
羅
明
神
仏
教
の
守
護
者

示
現

仏
教
守
護
インド・
中国日域
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こ
の
問
題
に
対
し
て
信
瑞
は
再
度
本
地
垂
迹
を
も
っ
て
そ
の
殺
生
祭
神
の
位
置
づ

け
を
試
み
る
が
、
そ
れ
ら
に
念
仏
愛
楽
の
立
場
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
部
の

殺
生
祭
神
に
つ
い
て
は
切
り
捨
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
次
節
で
は
こ
の
殺
生
祭
神

を
含
め
、『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
殺
生
肉
食
論
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
三
　
殺
生
肉
食
論

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
は
各
所
に
殺
生
に
関
す
る
説
示
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
上
原
敦

広
が
積
極
的
に
殺
生
に
関
す
る
問
い
を
立
て
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
殺
生
に

関
す
る
内
容
は
巻
第
四
、
巻
第
五
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
全
巻
を
通
じ
た
主
要
な
テ

ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
殺
生
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
争
点
と
な

っ
て
い
る
。
松
井
輝
昭
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
研
究
者
は
、
信
瑞
が
殺
生
行
為

を
許
容
し
な
い
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
）
11
（

、
筆
者
も
こ
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
伊
藤
聡
氏
は
「
殺
生
禁
断
と
殺
生
仏
果
の
論
理
と
を
無
理
に
接
合
さ
せ
た

論
を
立
て
る
）
11
（

」
と
し
、
金
光
哲
氏
は
こ
の
説
話
の
主
体
で
あ
る
教
待
和
尚
が
殺
生
に

よ
る
結
縁
を
行
う
こ
と
を
も
っ
て
、「
和
光
同
塵
」
に
よ
る
殺
生
許
容
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
る
と
指
摘
す
る
）
11
（

。
さ
ら
に
中
村
生
雄
氏
は
、『
広
疑
瑞
決
集
』
が
「
肉
食

を
神
仏
の
慈
悲
に
解
消
」
す
る
こ
と
で
「
殺
生
肉
食
の
現
実
を
糊
塗
し
、
そ
の
罪
業

性
の
直
視
を
ま
ぬ
か
れ
よ
う
と
す
る
心
理
」
と
し
）
11
（

、
中
澤
克
昭
氏
も
こ
れ
に
賛
同
し

て
い
る
）
11
（

。

　

こ
こ
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
殺
生
と
肉
食
を
一
括
り
に
し
て
良

い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
が
説
示
す
る
「
教
待
和
尚
説
話
」「
三

種
浄
肉
」
は
殺
生
肉
食
の
論
理
に
関
し
て
複
雑
な
交
錯
が
見
ら
れ
る
。
中
澤
氏
も
こ

の
点
に
つ
い
て
「
三
種
浄
肉
と
殺
生
功
徳
論
は
そ
ち
ら
も
肉
食
を
許
容
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
が
、
論
理
と
し
て
は
大
き
く
異
な
る
」
と
す
る
）
11
（

。
こ
の

点
に
注
意
し
な
が
ら
、
巻
第
四
の
構
造
と
殺
生
祭
神
、
殺
生
祭
祀
の
解
釈
を
提
示
し
、

信
瑞
の
殺
生
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　

衆
生
の
殺
生
行
為

　

殺
生
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
誰
が
そ
の
殺
生
を
行
う
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
は
一
貫
し
て
衆
生
の
殺
生
行
為
を
許
容
し
て
い
な
い
。
第
十

疑
①
で
上
原
は
以
下
の
よ
う
に
問
う
。

第
十
疑
云
、
殺
生
を
と
ゝ
め
す
し
て
は
、
い
か
に
念
仏
申
と
も
、
往
生
は
か
な

ひ
難
く
候
歟
。
又
殺
生
は
す
と
も
念
仏
た
に
申
候
は
ゝ
、
往
生
は
遂
へ
く
候
歟

と
。�

（
青
二
四
丁
オ
）

こ
こ
で
は
端
的
に
殺
生
を
し
な
が
ら
で
も
往
生
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
信
瑞
は
、

殺
生
を
と
ゝ
め
す
し
て
、
念
仏
申
さ
ん
人
は
、
後
に
改
悔
し
て
む
ま
れ
ん
を
は

し
ら
す
。
当
時
の
如
き
は
、
往
生
不
定
の
人
也
。�

（
青
二
四
丁
オ
〜
ウ
）

と
述
べ
、
殺
生
を
行
っ
て
い
る
限
り
は
往
生
不
定
で
あ
る
と
す
る
）
11
（

。
上
原
は
こ
の
問

答
を
は
じ
め
と
し
て
、
巻
第
二
で
は
第
十
三
疑
の
罪
人
の
死
罪
に
つ
い
て
、
第
十
七

疑
の
堂
を
造
る
際
に
お
け
る
虫
の
殺
生
、
第
十
八
疑
の
万
灯
会
に
お
け
る
虫
の
殺
生

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
け
る
殺
生
に
関
し
て
尋
ね
て
い
る
。
信
瑞
は
第
十
三

疑
に
対
し
て
は
、

近
年
ニ
武
家
に
死
罪
を
な
た
め
て
、
流
罪
に
お
こ
な
は
る
ゝ
事
、
最
上
の
善
根

也
。�

（
青
三
二
丁
ウ
）
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疑
瑞
決
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』
と
諏
訪
信
仰

と
し
て
、
死
罪
で
は
な
く
流
罪
に
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
、
第
十
七
疑
で
は

す
な
こ
を
あ
つ
く
ち
ら
し
て
、
自
お
い
い
で
ん
草
を
は
手
曳
に
せ
は
、
虫
い
と

死
な
し
と
覚
ゆ�

（
青
三
六
丁
オ
〜
ウ
）

と
し
て
、
具
体
的
な
回
避
方
法
を
示
し
）
11
（

、
第
十
八
疑
で
は
、
万
灯
会
の
功
徳
を
認
め

な
が
ら
も
、

但
し
是
は
少
灯
也
。
万
灯
ま
て
か
ゝ
け
て
、
多
の
虫
を
こ
ろ
さ
ん
事
は
か
り
な

き
罪
業
也
。
ゆ
め
〳
〵
有
へ
か
ら
す
。�

（
青
三
八
丁
ウ
）

と
し
て
、
少
な
い
灯
明
で
供
養
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
第
五
で
は
殺

生
行
為
が
悪
業
の
中
で
最
も
重
罪
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
十
件
に
わ
け
て
説
示
す
る
。

一
、
旧
親
の
命
を
断
つ　

二
、
極
悪　

三
、
八
大
地
獄
の
通
業　

四
、
十
罪　

五
、
三
悪
道
の
因　

六
、
華
果
二
宝
と
も
に
悪　

七
、
得
道
の
人
ま
で
も
ま
ぬ

が
れ
ず　

八
、
羅
漢
果
の
聖
者
ま
で
も
ま
ぬ
が
れ
ず　

九
、
仏
果
ま
で
も
尽
き

ず　

十
、
現
身
に
其
の
報
を
感
ず�

（
青
一
二
六
丁
ウ
〜
青
一
三
八
丁
ウ
）

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
殺
生
が
悪
因
で
あ
り
悪
報
を
招
く
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
愚
な
る
人
を
し
て
、
因
果
の
空
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
、
知
し
め
ん
が
為
に
聊

か
こ
れ
を
記
す
、
見
ん
者
聞
ん
者
、
恐
れ
ず
し
て
は
後
の
世
を
い
か
ゞ
せ
ん
、

此
故
に
殺
生
す
べ
か
ら
ず
、�

（
青
一
三
八
丁
ウ
）

こ
の
よ
う
に
、
上
原
は
殺
生
を
行
い
続
け
る
自
分
自
身
の
救
済
を
切
実
に
求
め
、
そ

の
殺
生
の
具
体
的
な
範
囲
ま
で
尋
ね
る
も
の
の
、
信
瑞
は
一
貫
し
て
衆
生
の
殺
生
行

為
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

巻
第
四
の
構
造

　

次
に
殺
生
肉
食
の
議
論
の
中
心
と
な
る
巻
第
四
全
体
の
構
造
を
確
認
し
た
い
。
巻

第
四
の
最
後
の
疑
で
あ
る
第
二
十
五
疑
①
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

或
人
物
の
命
を
殺
す
こ
と
か
ぎ
り
な
く
、
神
の
信
施
の
た
か
き
こ
と
心
も
及
ば

ず
候
が
、
堂
塔
を
も
造
立
し
、
念
仏
を
も
申
し
、
常
に
は
結
縁
に
も
入
り
、
現

世
の
為
と
て
大
般
若
を
も
か
き
、
我
身
に
も
千
体
の
観
音
を
作
り
、
又
人
を
す

す
め
て
も
、
千
体
の
地
蔵
を
つ
く
ら
せ
た
る
人
の
候
は
い
か
が
候
べ
き
と
。

�

（
知
二
丁
オ
）

こ
こ
は
殺
生
と
善
根
の
併
修
に
つ
い
て
問
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
信
瑞
は
、

然
れ
と
も
物
の
命
を
殺
す
事
限
な
し
。
諸
の
地
獄
の
報
ま
ぬ
か
れ
難
し
。（
中

略
）
当
時
の
如
き
は
こ
の
度
の
出
離
は
叶
ひ
難
き
歟
。
但
し
殺
生
は
漸
々
に

と
ゝ
ま
り
て
、
念
仏
た
に
も
ね
ん
こ
ろ
に
申
さ
は
、
順
次
の
往
生
何
そ
疑
は
ん
。

�

（
知
二
丁
ウ
）

と
し
て
、
殺
生
を
行
っ
て
い
る
限
り
往
生
が
叶
う
こ
と
は
な
い
が
、
殺
生
を
止
め
念

仏
を
称
え
れ
ば
往
生
で
き
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
上
原
は
、

問
。
次
に
き
か
ん
と
思
ふ
。
昔
よ
り
已
来
た
福
を
得
ん
為
に
、
生
を
殺
し
て
神

を
祭
る
事
あ
り
。
此
義
然
る
へ
し
や
。�

（
知
三
丁
オ
）

と
問
い
か
け
る
。
こ
れ
は
自
身
の
諏
訪
信
仰
を
意
識
し
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
を
問

う
た
も
の
で
あ
る
が
、
信
瑞
は
「
甚
然
る
へ
か
ら
す
」
と
述
べ
、『
法
句
経
』
や

『
法
苑
珠
林
』『
雑
宝
蔵
経
』『
幽
明
記
』『
日
本
霊
異
記
』
を
例
証
と
し
て
提
示
し
、

殺
生
に
よ
る
祭
祀
が
悪
報
を
招
く
も
の
と
し
て
否
定
す
る
。
そ
し
て
、

願
く
は
生
を
こ
ろ
し
て
神
を
ま
つ
る
社
ろ
〳
〵
に
詣
て
ゝ
、
な
か
く
殺
生
を

と
ゝ
め
て
香
花
菜
飯
、
も
し
は
音
楽
等
を
も
ち
て
是
を
ま
つ
り
て
ん
。

�

（
知
九
丁
ウ
）

と
述
べ
、
直
ち
に
殺
生
を
止
め
て
、
香
花
・
菜
飯
・
音
楽
等
に
よ
っ
て
祭
祀
す
べ
き
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で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
上
原
は
信
瑞
を
激
し
く
批
判
す
る
。

た
と
ひ
ゆ
る
す
人
あ
り
と
も
、
昔
よ
り
こ
の
か
た
、
久
し
く
つ
と
め
来
れ
る
殺

生
祭
神
の
礼
を
そ
む
き
て
、
香
花
等
を
用
ひ
ば
、
神
は
非
礼
を
う
け
ざ
る
が
故

に
、
ま
つ
ら
ざ
る
が
如
し
て
、
神
恩
に
は
あ
づ
か
ら
ず
し
て
、
汝
か
へ
つ
て
神

罰
を
か
う
ぶ
る
べ
し
。
か
け
ま
く
も
此
義
云
ふ
こ
と
な
か
れ
。

�

（
知
九
丁
ウ
〜
一
〇
丁
オ
）

上
原
は
香
花
・
音
楽
等
の
殺
生
を
伴
わ
な
い
祭
祀
で
は
殺
生
祭
神
の
神
恩
に
与
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
べ
き
で
は
な
い
と
信
瑞
を
た

し
な
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
信
瑞
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。

愚
な
る
者
は
、
仏
道
と
神
道
と
の
底
、
一
つ
な
る
や
う
を
し
ら
ず
し
て
、
多
く

こ
の
疑
を
い
た
す
べ
し
。
今
管
見
に
よ
り
、
愚
案
に
任
せ
て
、
神
慮
に
叶
ふ
べ

き
道
理
を
立
ん
と
思
ふ
。
是
に
二
あ
り
。
一
に
は
清
浄
祭
祀
の
義
、
二
に
は
無

邪
憐
民
の
義
な
り
。�

（
知
一
〇
丁
オ
）

信
瑞
は
こ
の
よ
う
な
疑
が
起
こ
る
理
由
を
、
仏
道
と
神
道
の
根
底
が
同
一
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
る
と
し
、
香
花
・
菜
飯
・
音
楽
等
の
祭
祀
が
神
慮
に
叶
う

理
由
と
し
て
、「
清
浄
祭
祀
」
と
「
無
邪
憐
民
」
の
二
義
を
巻
第
四
の
大
半
を
割
い

て
提
示
し
、
そ
の
解
決
を
図
る
。

　
　

清
浄
祭
祀

　

清
浄
祭
祀
と
は
、
神
明
の
本
地
が
仏
菩
薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
浄
に
祭
祀
を
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
菩
薩
は
衆
生
を
救
う
た
め
に
肉
食
を

す
る
ふ
り
を
す
る
が
、
実
際
に
は
生
き
る
も
の
を
憐
み
、
殺
生
を
憎
む
存
在
で
あ
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

清
浄
祭
祀
義
と
者
、
し
つ
か
に
生
を
殺
め
祭
る
所
の
神
明
を
き
く
に
、
多
く
本

地
を
あ
ら
は
せ
り
。
其
本
地
と
は
み
な
是
深
位
の
大
士
果
満
の
如
来
な
り
。

（
中
略
）
神
明
又
如
是
。
利
生
の
た
め
に
光
を
和
て
一
切
み
な
凡
夫
に
同
し
て

肉
を
食
す
る
由
し
を
は
現
し
玉
ふ
と
も
、
実
に
は
食
し
玉
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
か

ん
と
な
れ
は
本
地
は
み
な
慈
悲
広
大
の
仏
菩
薩
に
し
て
生
を
あ
は
れ
ひ
殺
を
に

く
み
玉
ふ
故
也
。�

（
知
一
〇
丁
オ
〜
ウ
）

こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
巻
第
四
の
、

是
ノ
故
ニ
菩
薩
ハ
不
レ
習
ハ三
食
二フ
コ
ト
ヲ
肉
ヲ一
為
レメ
ニ
度
二セ
ム
カ
衆
生
ヲ一
示
三
現
シ
テ
食
二コ
ト
ヲ
肉
ヲ一

雖
レト
モ
現
三ス
ト
食
二コ
ト
ヲ
之
ヲ一
、
其
レ
実
ニ
ハ
不
食
セ一
。
善
男
子
如
是
一
菩
薩
ハ
清
浄
ノ
之

食
ス
ラ
猶
尚
不
食
セ一
。
況
ヤ
当
食
ス
肉
ヲ一
。�

（
知
一
〇
丁
ウ
〜
一
一
丁
ウ
）

と
い
う
一
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
菩
薩
は
衆
生
救
済
の
為
に
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
示

現
す
る
が
、
実
際
に
は
食
し
て
い
な
い
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
信
瑞
は
具
体
的
な
例
証
と
し
て
「
教
待
和
尚
説
話
」
を
引
用
す
る
。

三
井
寺
ノ
教
待
和
尚
ハ
弥
勒
ノ
後
身
也
。
世
人
ノ
み
る
と
こ
ろ
魚
ニ
あ
ら
さ
れ
は

食
セ
ス
。
酒
ニ
あ
ら
さ
れ
は
の
ま
す
。
つ
ね
に
は
湖
ノ
辺
リ
ニ
遊
行
シ
テ
魚
鼈
ヲ
と
り
て

斎
食
ノ
菜
ト
ス
。
し
か
る
を
和
尚
行
年
百
六
十
二
ニ
シ
テ
た
ち
ま
ち
に
隠
去
。
又
大

衆
悲
嘆
シ
テ
そ
の
住
坊
ヲ
み
れ
は
、
と
し
こ
ろ
つ
も
り
て
魚
鼈
ノ
骨
ト
み
え
し
物
ハ

み
な
蓮
華
ト
成
云
々
。（
中
略
）
も
し
し
か
ら
は
、
利
生
ノ
た
め
に
権
ニ
世
ニ
あ
ら

は
れ
た
ま
へ
る
か
慈
氏
菩
薩
ノ
後
身
ノ
教
待
和
尚
、
あ
に
殺
生
肉
食
ノ
義
あ
ら
む

や
。
本
地
ヲ
き
ゝ
て
い
ま
の
ふ
る
ま
ひ
を
お
も
ふ
に
、
た
ゝ
こ
れ
等
覚
ノ
菩
薩
ノ

観
機
三
昧
ノ
眼
ヲ
も
ち
て
、
湖
中
浮
沈
ノ
果
報
転
シ
か
た
き
魚
鼈
ノ
、
あ
る
ひ
は
自

死
ニ
あ
る
ひ
は
た
ゝ
い
ま
い
の
ち
つ
き
た
る
を
み
つ
め
た
ま
ひ
て
、
を
の
つ
か

ら
こ
れ
を
と
り
て
食
ま
ね
し
て
和
光
同
塵
ノ
い
さ
ゝ
か
の
結
縁
ヲ
は
し
め
と
し



八
九

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

て
、
八
相
成
道
ノ
を
は
り
に
み
な
こ
と
〳
〵
く
に
済
度
せ
む
と
也
。
余
ノ
一
切
ノ

和
光
神
明
ノ
義
ま
た
〳
〵
か
く
の
こ
と
し
。�

（
知
一
二
丁
オ
〜
一
三
丁
ウ
）

　

三
井
寺
創
建
以
前
、
そ
こ
に
は
教
待
和
尚
が
住
し
て
お
り
、
魚
を
食
い
、
酒
を
飲

み
、
魚
鼈
を
獲
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
教
待
和
尚
が
亡
く
な
っ
た
後
に
そ
の

住
処
を
見
る
と
そ
の
骨
は
す
べ
て
蓮
華
と
な
っ
て
い
た
。
教
待
和
尚
は
「
弥
勒
の
後

身
」
で
あ
り
、
結
縁
の
た
め
に
死
ん
だ
ば
か
り
の
魚
を
集
め
て
食
べ
る
ふ
り
を
し
て

い
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
を
神
明
に
も
拡
大
す
る
。

所
謂
か
の
神
明
等
跡
ヲ
た
れ
居
ヲ
卜
メ
た
ま
ひ
し
は
し
め
、
愚
痴
闇
鈍
ニ
し
て
畜

生
ノ
報
あ
ら
た
め
か
た
き
鹿
鳥
等
ノ
、
あ
る
ひ
は
自
死
あ
る
ひ
は
い
の
ち
つ
き

た
る
を
照
見
シ
テ
、
実
ニ
ハ
食
ス
ル
事
な
し
と
い
へ
と
も
、
教
待
和
尚
ノ
こ
と
く
に

縁
ヲ
む
す
は
し
め
む
か
た
め
に
、
か
の
神
明
等
も
し
は
示
現
シ
、
も
し
は
託
宣

し
て
、
を
の
つ
か
ら
社
壇
ニ
そ
な
へ
た
り
け
る
な
る
へ
し
。
一
定
仏
菩
薩
ノ
推

化
た
ら
む
神
明
ハ
こ
と
さ
ら
に
殺
生
食
肉
ノ
儀
有
へ
か
ら
す
。

�

（
知
一
三
丁
ウ
〜
一
四
丁
オ
）

本
地
を
有
す
る
神
明
は
み
な
、
結
縁
の
た
め
に
命
の
尽
き
た
ば
か
り
の
生
物
を
自
ら

社
壇
に
供
え
る
も
の
の
、
殺
生
も
肉
食
も
行
っ
て
は
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（
こ

の
行
為
を
「
虚
構
的
殺
生
」、「
虚
構
的
肉
食
」
と
呼
称
す
る
）。

　

こ
の
清
浄
祭
祀
を
提
示
す
る
目
的
は
、「
祭
祀
の
構
造
」
を
解
体
す
る
こ
と
に
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
、
殺
生
祭
神
（
祭
祀
の
対
象
）
に
つ
い
て
は
、
生
を
殺
し
て
祭
祀
す
る

（
祭
祀
の
方
法
）
と
い
う
祭
祀
構
造
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
祭
祀
の
対
象
」

が
殺
生
を
憎
む
仏
菩
薩
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
た
と
え
社
壇
に
肉
を
供
え
た
と
し
て
も
、

仏
菩
薩
が
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
し
殺
生
祭
祀
の
起
源
が
、
い
つ
の
ま
に
か
生
物
が
社
壇
に
供
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
明
自
身
の
結
縁
行
為
で
あ
り
、
衆
生
で
あ
る

我
々
が
肉
を
供
養
す
る
こ
と
を
「
祭
祀
の
方
法
」
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
仏
菩
薩
が
好
む
清
浄
な
祭
祀
の
方
法
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
が

こ
の
義
の
本
意
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
教
待
和
尚
の
説
話
は
、
我
々
が
肉
食
す
る
こ
と
、
殺
生
を
す
る
こ
と
の

論
理
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
祭
祀
の
対
象
」
で
あ
る
神
明

の
本
地
が
仏
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
「
祭
祀
の
方
法
」
を
批
判
し
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
金
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
凡
夫
の
殺
生

許
容
の
論
理
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
11
（

。

　

一
方
で
、
信
瑞
は
そ
の
祭
祀
方
法
の
妥
協
点
と
し
て
『
四
分
律
』
に
説
か
れ
る

「
三
種
浄
肉
」
を
提
示
す
る
。

た
ゝ
し
な
ほ
神
ノ
ち
か
ひ
か
き
り
な
く
し
て
肉
味
を
も
ち
て
ま
つ
ら
さ
ら
む
に

も
、
も
し
そ
の
た
ゝ
り
あ
ら
は
、
せ
め
て
は
三
種
の
浄
肉
も
ち
ゐ
る
へ
き
歟
。

三
種
ノ
浄
肉
ト
イ
ハ
見
聞
疑
ヲ
は
な
れ
た
る
一
切
ノ
肉
こ
れ
也
。
見
ト
イ
ハ
者
わ
か
た

め
に
こ
ろ
す
と
み
す
。
聞
ト
イ
ハ
者
わ
か
た
め
に
こ
ろ
す
と
き
か
す
。
疑
ト
イ
ハ
者
わ

か
た
め
に
こ
ろ
し
て
も
や
あ
る
ら
む
と
い
ふ
う
た
か
ひ
な
き
肉
也
。
今
案
ス
ル
ニ

市
町
ニ
テ
買
肉
こ
れ
也
。�

（
知
一
五
丁
オ
）

「
三
種
浄
肉
」
と
は
自
分
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
見
ず
、
聞
か
ず
、
そ

の
疑
い
の
な
い
肉
を
指
し
、
そ
れ
は
町
で
売
ら
れ
て
い
る
肉
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
衆
生
で
あ
る
我
々
に
よ
る
肉
食
を
想
定
し
た
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
神
明
が
肉
食
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。



九
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
肉
食
を
求
め
殺
生
祭
祀
を
強
要
す
る
神
明
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

な
ほ
肉
味
ヲ
こ
の
み
香
花
ヲ
き
ら
ひ
て
罸
ヲ
あ
た
へ
ん
神
明
ヲ
ハ
、
こ
れ
は
こ
れ
実

業
ノ
邪
神
な
り
と
し
り
て
仏
力
を
も
ち
て
対
治
せ
ん
に
何
ノ
事
カ
あ
ら
む
や
。

�

（
知
一
六
丁
オ
〜
ウ
）

こ
の
よ
う
に
殺
生
祭
祀
を
強
要
す
る
神
明
に
つ
い
て
は
「
実
業
の
（
＝
本
地
を
持
た

な
い
）
邪
神
」
で
あ
る
と
断
じ
、
対
治
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
す
る
。

　

前
節
の
本
地
垂
迹
に
よ
る
神
明
の
分
類
を
踏
ま
え
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

本
地
有
…
…
殺
生
祭
神
で
は
な
い
も
の
…
…
…
…
…
…
念
仏
愛
楽
の
立
場

本
地
有
…
…
殺
生
祭
神
で
あ
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
虚
構
的
殺
生
を
行
う
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

念
仏
愛
楽
の
立
場

本
地
不
明
…
殺
生
祭
神
で
は
な
い
も
の
…
…
…
…
…
…
念
仏
愛
楽
の
立
場

本
地
不
明
…
殺
生
祭
祀
を
強
要
す
る
も
の
…
…
…
…
…
邪
神

　

巻
第
三
ま
で
は
、
本
地
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
神
明
を
念
仏
愛
楽
す
る
存
在
と
定

義
し
て
い
た
も
の
の
、
殺
生
祭
神
の
存
在
に
よ
っ
て
再
定
義
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

そ
し
て
仏
教
論
理
に
よ
っ
て
祭
祀
の
対
象
を
仏
菩
薩
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

祭
祀
方
法
を
も
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
肉
食
に
関
し
て
、
中
村
生
雄
氏
、
中
澤
克
昭
氏
は

「（
肉
食
を
神
仏
の
慈
悲
に
解
消
す
る
こ
と
で
）
殺
生
肉
食
の
現
実
を
糊
塗
し
、
そ
の

罪
業
性
の
直
視
を
免
れ
よ
う
と
す
る
）
11
（

（
中
略
）
安
手
の
御
都
合
主
義
」
で
あ
る
と
し
、

三
種
浄
肉
を
殺
生
・
肉
食
の
現
実
に
向
き
合
っ
た
唯
一
の
「
妥
協
策
」
と
す
る
）
11
（

。
両

氏
の
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
的
を
射
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　

信
瑞
は
仏
教
的
立
場
か
ら
衆
生
の
殺
生
行
為
を
一
貫
し
て
否
定
し
て
お
り
、「
教

待
和
尚
説
話
」
を
含
め
た
虚
構
的
肉
食
の
説
示
は
、
そ
の
祭
祀
構
造
の
転
換
の
根
拠

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
衆
生
を
主
体
と
し
た
行
為
に
つ
い
て
提
示
し
た
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
殺
生
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
に
対
し
て
、
極
め
て
論
理
的
に
対
処

し
た
説
示
で
あ
り
、
殺
生
行
為
に
よ
る
罪
業
性
を
論
理
的
に
正
面
か
ら
対
処
し
よ
う

と
し
た
信
瑞
独
自
の
理
解
と
し
て
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
両
氏
の
述
べ
る
罪
業
性
の
直
視
を
免
れ
よ
う
と
す
る
行
為
が
、
自
身
の
罪

の
無
自
覚
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
な
ら
ば
）
11
（

、
そ
れ
は
念
仏
信
仰
自
体
が

当
時
抱
え
続
け
て
い
た
問
題
で
も
あ
る
。
念
仏
さ
え
行
じ
て
い
れ
ば
他
は
何
を
し
て

も
良
い
と
い
う
悪
の
無
自
覚
に
対
し
て
信
瑞
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
て
悪
を
お
そ
れ
、
念
仏
を
申
す
事
は
、
只
人
目
は
か
り
に
て
、
内
心
は
昔
に

か
は
ら
す
し
て
、
底
に
は
悪
も
お
そ
ろ
し
か
ら
す
、
念
仏
も
申
さ
れ
す
は
、
わ

れ
未
タ
摂
取
を
か
う
ふ
ら
す
。�

（
青
一
八
丁
オ
）

こ
の
よ
う
に
信
瑞
は
悪
の
自
覚
が
な
い
限
り
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
じ
る
。

信
瑞
は
、
殺
生
行
為
を
行
っ
て
い
て
も
念
仏
を
す
れ
ば
往
生
で
き
る
と
い
う
御
都
合

主
義
な
念
仏
を
説
く
の
で
は
な
く
、
自
身
の
罪
業
性
を
主
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
上
原
が
抱
え
る
罪
業
性
の
問
題
を
受
け
止
め

た
か
ら
こ
そ
、
祭
祀
構
造
の
解
体
・
転
換
と
い
う
独
自
な
説
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

諏
訪
明
神
の
位
置
付
け

　

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
信
瑞
が
諏
訪
明
神
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か

を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
諏
訪
明
神
の
本
地
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
廟
神
の
説
示
が
諏
訪
の
神
明
を
示

唆
す
る
こ
と
か
ら
本
地
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
殺
生
祭
祀
を
行
う
こ
と
か
ら
明
ら
か



九
一

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

に
殺
生
祭
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
諏
訪
明
神
は
「
邪
神
」

と
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
信
瑞
は
本
文
中
に
お
い
て
諏
訪
明
神
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
な
い
。
先

の
廟
神
説
示
箇
所
で
も
明
ら
か
に
諏
訪
明
神
を
意
識
し
な
が
ら
「
な
に
が
し
の
明

神
」
と
し
、
そ
の
本
地
を
「
な
い
」
の
で
は
な
く
「
不
明
」
と
し
、
そ
の
神
明
に
本

地
が
存
在
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
先
の
良
忍
名
帳
説
話
内
で
、
諏
訪
の
部

類
眷
属
も
そ
の
一
柱
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
元
々
は
念
仏
を
愛

楽
す
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
殺
生
祭
神
の

問
題
へ
と
発
展
し
て
し
ま
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
定
義
を
あ
え
て
曖
昧
に
し
た

ま
ま
議
論
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
信
瑞
の
殺
生
肉
食
論
に
つ
い
て
、
殺
生
に
関
す
る
記
述
を
整
理
し
、
清
浄

祭
祀
の
説
示
に
よ
っ
て
殺
生
祭
祀
の
構
造
を
論
理
的
に
解
体
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
一
部
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
信
瑞
の
殺
生
許
容
の
論
理
と
は
、
仏

菩
薩
主
体
の
虚
構
的
殺
生
・
虚
構
的
肉
食
と
衆
生
の
殺
生
の
議
論
を
混
同
し
た
た
め

に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
信
瑞
は
衆
生
を
主
体
と
す
る
殺
生
行
為
を
一
切
認
め
て
い

な
い
の
で
あ
る
）
11
（

。

　
四
　
治
世
論

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
鎌
倉
期
の
治
世
論
を
提
示
す
る
書
と

し
て
も
注
目
さ
れ
た
。
伊
藤
唯
真
氏
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
を
「
在
地
領
主
の
た
め
に

治
世
論
を
展
開
さ
せ
た
一
書
」
で
あ
る
と
し
）
11
（

、
そ
の
治
世
論
を
「
垂
迹
的
神
明
観
に

根
ざ
し
た
撫
民
思
想
」
で
あ
り
、「
治
政
は
本
来
神
仏
の
聖
慮
そ
の
も
の
）
11
（

」
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
こ
の
治
世
論
は
、
前
節
で
「
神
慮
に
叶
う
べ
き
道
理
」
と
し
て
信
瑞

が
提
示
し
た
二
義
の
ひ
と
つ
、「
無
邪
憐
民
」
の
説
示
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
無
邪
憐
民
に
お
け
る
治
世
論
の
説
示
は
非
常
に
分
量
が
多
く
、
巻
第
四
の
約

三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
本
節
で
は
上
原
敦
広
と
の
問
答
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う

に
大
部
に
わ
た
っ
て
「
治
世
論
」
が
説
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
目
的
と
構
造
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　
　

無
邪
憐
民

　

無
邪
憐
民
と
は
、
治
世
の
法
は
不
正
な
く
民
を
憐
れ
む
こ
と
を
根
幹
と
し
、
こ
れ

が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
民
は
誠
を
尽
く
し
、
国
が
栄
え
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
ニ
無
邪
憐
民
ノ
義
ト
イ
ハ
お
ほ
よ
そ
世
ヲ
お
さ
む
る
法
、
民
ヲ
あ
は
れ
ふ
を
本
ト
ス
。

民
ヲ
あ
は
れ
ふ
道
、
政
ニ
邪
な
く
し
て
正
ニ
帰
ス
ル
ニ
ハ
し
か
す
。
言
心
ハ
非
理
ニ
民
ヲ

せ
め
て
わ
つ
ら
ひ
を
な
す
を
邪
ト
い
ひ
、
民
ヲ
あ
は
れ
ふ
心
ふ
か
く
し
て
理
ニ
あ

た
る
を
正
ト
い
ふ
。
政
道
端
お
ほ
け
れ
は
邪
正
又
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
、
た
ゝ

詮
ス
ル
と
こ
ろ
民
ヲ
あ
は
れ
む
を
も
ち
て
根
ト
シ
本
ト
ス
。
こ
の
根
本
立
ヌ
レ
ハ
民
あ
つ

く
国
さ
か
へ
す
と
い
ふ
事
な
し�

（
知
二
二
丁
ウ
〜
二
三
丁
オ
）

そ
し
て
こ
の
根
拠
と
し
て
『
論
語
』『
礼
記
』
を
引
用
す
る
。

論
語
ノ
為
政
ニ
孔
子
ノ
曰
ク
、
詩
三
百
、
一
言
以
テ
蔽
之
曰
ク
、
思
レヘ
ト
無
二コ
ト
ヲ
邪
一
、

包
氏
注
シ
テ
曰
ク
、
帰
ス
ル
ソ
ト
於
正
ニ
也
。
又
礼
記
ニ
魯
ノ
哀
公
問
テ
孔
子
ニ
曰
ク
人

道
誰
ヲ
カ
為
ル
ト
大
イ
ナ
リ
ト
。
孔
子
対
テ
曰
、
君
ノ
之
及
二ヘ
ル
ハ
此
ノ
言
一ニ
也
、
百
姓
ノ
之

徳
ナ
リ
ト
也
。
固
ニ
臣
敢
テ
無
レク
シ
テ
辞
ス
ル
コ
ト
而
対
ヘ
ム
。
曰
ク
人
道
ハ
政
コ
ト
ヲ
為
ト
大
一ナ
リ
ト
。

哀
公
ノ
曰
ク
問
フ
何
ヲ
カ
謂
フ
ト
政
一コ
ト
ト
、
孔
子
対
テ
曰
ク
、
政
者
正
也
。
君
為
ハレ
正
ヲ
、

則
チ
百
姓
従
フ
政
一コ
ト
ニ
矣
。
君
ノ
之
所
レロ
ハ
為
ル
、
百
姓
ノ
之
所
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
従
一フ
也
。
も

し
邪
な
く
し
て
正
ニ
帰
ス
ル
ハ
こ
れ
善
政
ノ
極
也
。
神
明
ヲ
感
セ
シ
メ
霊
貺
に
あ
つ
か
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ら
む
事
、
な
ん
の
う
た
か
ふ
と
こ
ろ
か
あ
ら
む
。　
　

�
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『
論
語
』
か
ら
「
無
邪
」
は
正
に
帰
す
こ
と
を
、『
礼
記
』
か
ら
政
は
正
で
あ
り
、
君

主
が
正
し
く
あ
れ
ば
民
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
示
し
、
不
正
な
く
正
し
く
あ
る
こ
と

が
「
善
政
」
の
極
致
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
明
の
利
益
を
受
け
ら
れ
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
尚
書
』
を
引
用
す
る
。

尚
書
ニ
周
ノ
成
王
命
二シ
テ
君
陳
ニ一
曰
、
我
聞
ク
至
治
ノ
馨
香
ハ
感
二セ
シ
ム
於
神
明
ヲ一
、
黍
稷

非
スレ
馨
シ
キ
ニ
。
明
徳
惟
馨
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
ま
さ
に
し
る
へ
し
、
神
明
ハ
徳
ヲ
う
け
て
物
ヲ

う
け
す
。
徳
ト
イ
ハ
政
治
ノ
徳
也
。�

（
知
二
三
丁
ウ
）

　

こ
れ
は
、
善
政
を
治
め
る
と
香
り
立
つ
「
香
」
は
神
明
を
感
ぜ
し
め
る
が
、
こ
れ

は
供
物
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
善
政
の
徳
に
よ
る
「
香
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、

神
明
は
善
政
に
よ
る
徳
は
受
け
る
が
供
物
等
の
物
は
受
け
取
ら
な
い
と
し
、
こ
の
例

証
と
し
て
中
国
と
日
本
に
お
け
る
善
政
を
行
っ
た
賢
王
・
良
臣
の
説
話
を
挙
げ
る
。

賢
王
と
し
て
一
二
人
（
中
国
・
二
人
、
日
本
・
一
〇
人
）、
良
臣
と
し
て
七
人
（
中

国
・
四
人
、
日
本
・
三
人
）
の
計
一
九
人
を
、『
孝
文
本
紀
』『
貞
観
政
要
』、
そ
し

て
『
古
事
談
』『
続
古
事
談
』『
続
本
朝
往
生
伝
』『
後
拾
遺
往
生
伝
』
等
か
ら
引
用

す
る
。

　

そ
し
て
賢
王
・
良
臣
の
例
証
を
示
し
た
後
に
、
さ
ら
に
「
勧
農
の
明
文
」
と
し
て
、

農
の
つ
と
め
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
示
す
。

抑
か
く
の
こ
と
く
倭
漢
ノ
王
、
臣
ノ
政
ニ
邪
な
く
し
て
、
民
ヲ
あ
は
れ
ひ
た
ま
ふ

事
を
聞
キ
習
ヒ
テ
、
辺
土
遠
国
ノ
大
小
卿
庄
ノ
領
主
等
ニ
い
た
る
ま
て
も
、
民
ヲ
あ
は

れ
ふ
心
あ
り
て
、
農
ノ
つ
と
め
を
さ
ま
た
け
す
は
、
上
備
か
く
る
事
な
く
し
て
、

下
ノ
烟
に
き
は
ゝ
さ
ら
む
や
。
世
人
ノ
た
め
に
勧
農
ノ
明
文
少
々
こ
れ
を
引
ム
。�

�

�
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こ
こ
で
は
『
帝
範
』『
貞
観
政
要
』『
論
語
』
等
を
用
い
な
が
ら
、
農
業
が
民
の
、
ひ

い
て
は
国
の
安
寧
を
も
た
ら
す
た
め
、
為
政
者
は
農
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
す
る
。
こ
れ
は
先
の
賢
王
が
民
を
憐
れ
む
例
示
か
ら
発
展
し
、
よ
り
具
体
的
に

農
民
へ
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

こ
れ
が
無
邪
憐
民
の
概
要
で
あ
り
、
善
政
に
よ
っ
て
民
を
憐
れ
む
こ
と
こ
そ
が
神

明
の
徳
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
理
を
、
膨
大
な
例
証
を
も
っ
て
提
示
し

た
の
で
あ
る
。

　

次
に
伊
藤
氏
が
提
示
す
る
「
治
世
論
」
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　

祭
祀
の
解
体

　

こ
の
治
世
論
の
説
示
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
は
信
瑞
の
対
論
者
で
あ
る
上
原
敦
広
の

背
景
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

信
瑞
は
敦
広
の
背
景
に
あ
る
諏
訪
信
仰
や
、
祖
神
に
対
す
る
氏
族
的
侵
信
仰
を

紐
帯
に
し
た
武
士
団
の
存
在
を
意
識
し
、
さ
ら
に
は
諸
国
大
小
霊
廟
の
社
司
の

こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
神
祇
論
を
中
心
に
念
仏
門
へ
の
誘
化
を
大
い
に
は
か
っ

た
の
で
あ
る
）
11
（

。

こ
こ
に
あ
る
武
士
団
の
存
在
と
は
、
諏
訪
信
仰
上
に
存
在
し
た
氏
人
と
し
て
の
同
族

意
識
を
伴
っ
た
武
士
集
団
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
こ
の
武
士
集
団
を
「
在
地
領
主
と
し

て
自
己
を
発
展
さ
せ
て
き
た
中
世
武
士
団
）
1（
（

」、「
所
説
の
対
象
者
は
国
王
朝
臣
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
『
辺
土
遠
国
の
大
小
郷
荘
の
領
主
等
』
に
あ
っ
た
）
11
（

」
と
述

べ
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
氏
は
上
原
敦
広
を
「
在
地
領
主
層
」
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、

そ
の
具
体
的
あ
り
方
を
「
無
邪
憐
民
＝
治
世
論
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
善
政

の
み
が
神
恩
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。



九
三

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

　

伊
藤
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
概
ね
首
肯
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込

み
、「
治
世
論
を
説
示
す
る
必
要
性
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
上
原
敦
広
は
護
国
安
寧
の
た
め
に
長
年
殺
生
祭
神
を
祭
祀
し
て

き
た
自
負
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
祭
祀
を
批
判
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
恩

に
は
あ
づ
か
ら
ず
し
て
、
汝
か
へ
つ
て
神
罰
を
か
う
ぶ
る
べ
し
。
か
け
ま
く
も
此
義

云
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
信
瑞
へ
の
激
し
い
批
判
へ
と
繋
が
っ
た
。

　

こ
の
批
判
に
対
し
て
信
瑞
は
、
第
一
に
清
浄
祭
祀
を
挙
げ
た
。
こ
れ
は
前
節
で
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
殺
生
祭
祀
の
対
象
」
を
仏
菩
薩
と
す
る
こ
と
で
、「
殺
生
祭

祀
の
方
法
」
か
ら
殺
生
と
い
う
要
素
を
取
り
除
く
と
い
う
祭
祀
構
造
の
転
換
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
第
二
の
無
邪
憐
民
は
、「
祭
祀
の
対
象
」「
祭
祀
の
方
法
」
で
は
な
く
、
そ

の
根
幹
た
る
「
祭
祀
の
目
的
」
に
対
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
第
四
の
最

後
に
信
瑞
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
と
ひ
祭
祀
ハ
お
ろ
そ
か
な
り
と
も
、
政
道
ニ
邪
ま
な
く
は
、
神
明
ハ
う
け
給
へ

し
。
た
と
ひ
祭
祀
は
ね
む
こ
ろ
な
り
と
も
、
政
道
ニ
邪
マ
あ
ら
は
、
神
明
ハ
う
け

給
へ
か
ら
す
。�

�（
知
五
五
丁
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正
し
く
治
世
さ
え
す
れ
ば
、
た
と
え
祭
祀
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
も
、
神
明
は
そ
の

徳
を
受
け
、
護
国
安
寧
の
果
を
も
た
ら
す
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
祭
祀
の
目
的
で

あ
る
護
国
安
寧
を
達
成
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
祭
祀
自
体
の
意
味
が
消
失
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
信
瑞
は
祭
祀
の
目
的
に
対
す
る
具
体
的
方
法
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
祭
祀
そ
の
も
の
の
解
体
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

仏
教
と
神
道
と
儒
教

　

信
瑞
は
諏
訪
信
仰
の
殺
生
を
伴
う
祭
祀
構
造
を
、
清
浄
祭
祀
と
無
邪
憐
民
の
二
義

の
説
示
に
よ
っ
て
そ
の
解
体
を
図
っ
た
。
し
か
し
信
瑞
は
こ
れ
ら
を
提
示
し
た
後
に
、

さ
ら
に
仏
教
と
儒
教
の
思
想
が
同
一
で
あ
る
こ
と
ま
で
も
主
張
す
る
。

原
夫
レ
釈
教
ノ
慈
悲
、
儒
教
ノ
善
政
、
詞
こ
と
に
意
ロ
お
な
し
。
内
外
ノ
指
帰
、
こ

の
一
事
を
根
本
ト
ス
。
そ
の
余
ハ
枝
葉
也
。�

�（
知
五
〇
丁
ウ
）

信
瑞
は
清
浄
祭
祀
で
挙
げ
た
仏
教
の
「
慈
悲
」
と
、「
無
邪
憐
民
」
で
挙
げ
た
儒
教

の
「
善
政
」
が
言
葉
は
異
な
る
が
そ
の
意
味
は
同
一
で
あ
る
と
し
、
仏
教
と
儒
教
の

根
本
思
想
が
一
致
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
両
者
の
本
質
が
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

さ
ら
に
は
清
浄
祭
祀
内
で
仏
道
と
神
道
の
同
一
化
を
提
示
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
神
道
も
こ
の
構
造
の
中
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
信
瑞
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

諸
仏
ハ
慈
悲
あ
る
人
ヲ
随
喜
シ
、
神
明
ハ
善
政
行
フ
人
ヲ
擁
護
し
た
ま
ふ
。
そ
の
神

明
ト
イ
ハ
者
す
な
は
ち
諸
仏
菩
薩
ノ
垂
迹
也
。　

�
�（
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丁
ウ
）

こ
の
よ
う
に
信
瑞
は
仏
教
的
立
場
と
儒
教
的
立
場
の
二
義
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
「
神

明
」
と
い
う
言
葉
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
仏
・
儒
・
神
の
思
想
の
同
一
化
を
図
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
先
に
も
検
討
し
た
、
信
瑞
の
論
証
態
度
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
信
瑞
は
論
拠
や
出
典
に
関
し
て
、
原
則
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
、

も
し
く
は
中
国
、
日
本
の
二
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
典
拠
を
求
め
る
。
こ
こ
で
も
同
様
に

仏
教
と
イ
ン
ド
、
儒
教
と
中
国
、
神
道
と
日
本
を
対
応
さ
せ
、
三
国
に
お
け
る
例
証

と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
論
証
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



九
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

以
上
、
本
論
で
は
上
原
敦
広
の
背
景
で
あ
る
諏
訪
信
仰
を
概
観
し
た
う
え
で
、

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
説
示
さ
れ
る
神
明
観
・
殺
生
肉
食
論
・
治
世
論
の
検
討
を
行
っ

た
。
信
瑞
は
仏
教
者
と
し
て
往
生
浄
土
を
勧
め
る
な
か
で
、
諏
訪
信
仰
に
深
く
組
み

込
ま
れ
て
い
る
殺
生
祭
祀
と
い
う
祭
祀
方
法
を
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
解
体
し
、
治

世
論
に
よ
っ
て
祭
祀
の
目
的
自
体
を
意
味
消
失
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
思
を
確
認
し
た
。

さ
ら
に
は
神
明
が
仏
の
垂
迹
で
あ
り
、
善
政
を
行
う
人
を
擁
護
す
る
と
い
う
点
か
ら
、

仏
教
の
慈
悲
、
儒
教
の
善
政
を
「
神
明
」
と
い
う
語
句
を
媒
介
と
し
て
同
一
化
す
る

と
い
う
論
理
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

�

＊
本
研
究
は
平
成
三
〇
年
度
・
令
和
元
年
度
浄
土
宗
研
究
生
奨
学
金
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

　
　

註
（
１
）
現
在
は
諏
訪
大
社
と
呼
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
四
八
年
に
諏
訪
神
社
か
ら
改
称

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
原
則
諏
訪
神
社
で
統
一
す
る
。

（
２
）
金
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』（
名
著
出
版
、
一
九
八
二
）
四
～
六
頁
。
以
下
、
諏
訪
明

神
に
関
し
て
は
こ
の
書
に
基
づ
く
。
ま
た
、金
井
氏
は「
諏
訪
信
仰
の
性
格
と
そ
の
変
遷
」

（『
諏
訪
信
仰
の
発
生
と
展
開
』
人
間
社
文
庫
、
二
〇
一
七
）
で
も
諏
訪
明
神
に
つ
い
て

整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
荒
神
と
し
て
の
性
格
は
、
蛇
の
姿
で
あ
る
点
や
『
古
事
記
』
の
大
国
主
と
対
立
す
る

神
格
を
有
し
て
い
る
点
か
ら
、
軍
神
と
し
て
の
性
格
は
、『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
に
坂
上

田
村
麻
呂
が
蝦
夷
討
伐
を
祈
願
し
た
点
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
「
関
よ
り
東
の
い
く
さ

が
み
、
鹿
島
、
香
取
、
諏
訪
の
宮
」
の
記
述
か
ら
、
狩
猟
神
と
し
て
の
性
格
は
、
建
暦

二
年
に
鷹
狩
り
を
禁
じ
た
中
で
、
諏
訪
神
社
の
み
を
除
外
し
た
点
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　
結

（
４
）
井
原
今
朝
男
「
鎌
倉
期
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
み
る
神
道
と
仏
道
」（『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
九
、二
〇
〇
八
）
一
五
八
頁
。
井
原
氏
は
そ
の
代
表
的
な

史
料
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
を
挙
げ
る
。

（
５
）
福
田
晃
・
徳
田
和
夫
・
二
本
松
康
宏
編
『
諏
訪
信
仰
の
中
世
︱
神
話
・
伝
承
・
歴
史
︱
』

（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
五
）
一
一
二
頁
。
近
年
の
諏
訪
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
は
、

二
本
松
康
宏
編
『
諏
訪
信
仰
の
歴
史
と
伝
承
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
九
）、
古
部
族

研
究
会
編
『
古
諏
訪
の
祭
祀
と
氏
族
』『
古
代
諏
訪
と
ミ
シ
ャ
ク
ジ
祭
政
体
の
研
究
』『
諏

訪
信
仰
の
発
生
と
展
開
』（
人
間
社
文
庫
、
二
〇
一
七
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
６
）『
陬
波
御
記
文
』『
陬
波
私
注
』
は
神
奈
川
県
金
沢
文
庫
所
蔵
。
い
ず
れ
も
鎌
倉
後
期

写
本
。
金
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』
に
も
紹
介
さ
れ
る
。

（
７
）
宝
治
三
年
の
奥
書
を
有
す
る
、
上
社
の
優
位
性
を
訴
え
る
訴
状
。

（
８
）
井
原
今
朝
男
「
鎌
倉
期
の
諏
訪
神
社
関
係
史
料
に
み
る
神
道
と
仏
道
」
に
、寶
月
圭
吾
、

伊
藤
富
雄
・
石
井
進
・
宮
坂
光
昭
の
真
贋
論
争
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

（
９
）
井
原
氏
は
こ
の
表
記
を
行
う
現
存
の
文
書
で
、
こ
の
解
状
を
除
く
鎌
倉
期
の
も
の
は
、

正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
で
あ
る
と
す
る
。

（
10
）『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
九
、一
六
一
～
一
六
八
頁
。

（
11
）『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
三
三
〇
頁
。

（
12
）『
肉
食
の
社
会
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
）
三
一
〇
頁
。

（
13
）『
諏
訪
信
仰
の
中
世
︱
神
話
・
伝
承
・
歴
史
︱
』
一
二
四
頁
。

（
14
）『
広
疑
瑞
決
集
』
の
問
答
は
二
十
五
の
疑
に
加
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
問
答
が
存
在

す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
小
問
答
を
枝
番
と
し
て
丸
付
き
数
字
で
示
す
。

（
15
）『
広
疑
瑞
決
集
』
の
出
典
は
、
巻
第
四
は
知
恩
寺
本
（「
知
◯
丁
」
と
示
す
）、
そ
れ
以

外
の
巻
を
大
正
大
学
図
書
館
所
蔵
青
焼
謄
写
本
（「
青
◯
丁
」
と
示
す
）
を
使
用
す
る
。

（
16
）
諏
訪
円
忠
著
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』（
一
三
五
六
成
立
）
の
中
で
、
主
人
公
た
る
甲
賀

三
郎
は
蛇
の
姿
の
現
人
神
と
し
て
示
現
す
る
。
ま
た
、
こ
の
神
と
蛇
身
に
つ
い
て
は
中

村
生
雄
『
日
本
の
神
と
王
権
』
の
中
で
、
全
て
の
神
の
本
体
が
蛇
身
で
あ
っ
た
と
い
う

見
解
も
あ
る
。



九
五

　
　
　
　『
広
疑
瑞
決
集
』
と
諏
訪
信
仰

（
17
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』「
興
福
寺
叢
書
第
二
」（
仏
書
刊
行
会
、一
九
一
七
）
一
〇
五
頁
上
。

（
18
）
岩
橋
小
彌
太
「
浄
土
教
神
道
に
就
い
て
」（『
国
史
学
』
二
〇
、一
九
三
四
）

　

浅
井
了
宗
「
浄
土
教
に
於
け
る
神
仏
交
渉
発
達
論
︱
広
疑
瑞
決
集
と
諸
神
本
懐
宗
に
就

い
て
︱
」（『
宗
学
院
論
集
』
三
六
、一
九
四
二
）

　

宮
崎
圓
遵
「
諸
神
本
懐
集
の
底
本
の
問
題
」（『
宮
崎
圓
遵
著
作
集
』
六
〈
思
文
閣
、

一
九
八
八
〉）

　

北
西
弘
「
諸
神
本
懐
集
の
成
立
」（
宮
崎
圓
遵
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
真
宗
史
の
研
究
』、

一
九
六
五
）

　

今
堀
太
逸
『
神
祇
信
仰
の
展
開
と
佛
教
』
第
一
部
～
第
二
部
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
〇
）

　

佐
々
木
瑞
雲
「
中
世
真
宗
教
学
と
『
広
疑
瑞
決
集
』」（『
印
仏
研
』
四
八
・
二
、二
〇
〇
〇
）

　

伊
藤
聡
『
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
』「
本
地
垂
迹
思
想
の
展
開
」（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
六
）

　

中
村
生
雄
『
日
本
の
神
と
王
権
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
）

　

門
屋
温
「
神
仏
習
合
の
形
成
」（
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
一
一
『
日
本
仏
教
の
礎
』〈
佼
成
出
版
、

二
〇
一
〇
〉）

（
19
）『
真
宗
史
の
研
究
』
二
〇
七
～
二
〇
九
頁
、『
神
祇
信
仰
の
展
開
と
仏
教
』
二
四
頁
、「
中

世
真
宗
教
学
と
『
広
疑
瑞
決
集
』」。

（
20
）
伊
藤
聡
「
神
仏
習
合
理
論
の
変
容
」（『
宗
教
研
究
』
八
一
・
二
、二
〇
〇
七
年
）、「
本

地
垂
迹
思
想
の
展
開
」（『
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
』、
今
堀
太
逸
『
神
祇
信
仰
の
展
開

と
仏
教
』。

（
21
）
日
本
思
想
大
系
一
九
『
中
世
神
道
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
）
一
八
三
頁
。

（
22
）
同
前　

一
九
〇
頁
。

（
23
）
浅
井
了
宗
「
浄
土
教
に
於
け
る
神
仏
交
渉
発
達
論
」。

こ
の
ほ
か
、
両
書
の
二
分
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

 

・
宮
崎
圓
遵
「
諸
神
本
懐
集
の
底
本
の
問
題
」

　

宮
崎
氏
は
浅
井
氏
の
論
を
受
け
て
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
中
の
諸
神
を
権
実
に
分
別
が
あ

る
一
方
で
「『
本
懐
集
』
の
そ
れ
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
徹
底
せ
し
め
た
も
の

で
あ
る
」
と
す
る
。

 

・  

今
堀
太
逸
『
神
祇
信
仰
の
展
開
と
仏
教
』

　

 

今
堀
氏
は
『
諸
神
本
懐
集
』
を
中
心
に
権
実
を
説
示
し
、『
広
疑
瑞
決
集
』
を
多
く
引
用

し
な
が
ら
も
そ
の
権
実
の
内
容
ま
で
は
示
し
て
い
な
い
。

（
24
）伊
藤
聡『
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
』六
五
頁
。
ま
た
、伊
藤
氏
は『
広
疑
瑞
決
集
』を「
殺

生
禁
断
と
殺
生
仏
果
の
論
理
と
を
無
理
に
接
合
さ
せ
」
た
と
し
、「
実
際
の
信
仰
現
場
で

の
錯
綜
し
た
神
祇
信
仰
と
仏
道
と
の
関
係
を
説
明
で
き
な
い
」（
同
書
六
八
頁
）
こ
と
を

示
す
資
料
と
し
て
い
る
。

（
25
）『
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
』
七
三
頁
。

（
26
）
こ
の
「
信
空
書
簡
」
と
は
、嘉
禄
二
年
に
左
衛
門
尉
惟
宗
忠
義
が
念
仏
に
対
す
る
「
不

審
十
四
か
条
」
を
示
し
、
そ
れ
に
信
空
が
答
え
た
も
の
で
あ
る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
で
は

第
九
段
、
信
瑞
『
明
義
進
行
集
』
で
は
第
一
・ 

四 

・
一
〇
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）
こ
の
説
話
は
『
古
事
談
』
巻
第
五
を
出
典
と
す
る
説
話
で
あ
る
。

（
28
）
こ
の
「
権
跡
」
と
「
実
行
」
の
出
典
は
智
顗
『
維
摩
経
略
疏
』
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
維
摩
経
略
疏
』
第
二

　

問
、
勝
天
甚
多
、
何
故
別
出
梵
王
帝
釋
。
答
、
梵
王
是
世
界
主
天
、
帝
是
地
居
天
主
。

皆
是
請
佛
轉
法
輪
主
。
又
並
是
佛
檀
越
故
先
別
列
證
經
親
故　

并
餘
至
會
座
三
列
八

部
衆
。
八
部
義
多
有
所
關
。
今
略
案
文
釋
也
。
大
威
力
者
通
貫
八
部
。
上
文
但
出
梵

釋
今
更
總
擧
欲
界
五
天
及 

画
像
四
禪
中
五
那
含
天
。
各
有
王
及
眷
屬
倶
來
聽
法
。
實

行
可
知
。
若
是
權
迹
生
此
等
天
者
。
住
不
動
三
昧
。
生
四
天
王
天
。
悦
意
生
炎
魔･

青
色
生
兜
率･

黄
色
生
化
樂･

赤
色
生
他
化･

照
鏡
生
那
含
。皆
爲
引
諸
天
來
聽
法
也
。

 

（
正
蔵
三
八
・
五
八
二
上
）

（
29
）
こ
こ
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
二
「
欣
求
浄
土
」（
浄
全
一
五
・
五
〇
）
の
説
示
を
踏

ま
え
て
い
る
。

（
30
）
こ
れ
は
智
顗
の
著
作
と
さ
れ
る
『
西
方
浄
業
義
』
を
指
す
。
こ
の
「
勧
心
念
仏
文
」

の
名
称
を
有
す
る
典
籍
は
覚
運
の
撰
と
な
っ
て
い
る
が
、
題
号
の
下
に
「
天
台
大
師
新



九
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

修
西
方
業
儀
式
」
と
細
注
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
二
四
（
天
台
小
部

集
釈
）
に
所
収
さ
れ
る
が
、
源
信
『
妙
行
心
要
集
』
に
も
全
文
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の

詳
細
は
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』（
百
華
苑
、
一
九
六
一
）
五
六
三
～
五
六
六
頁

参
照
。

（
31
）
舜
昌
撰
『
述
懐
鈔
』
の
な
か
で
源
信
撰
の
『
念
仏
略
記
』
の
内
容
と
一
致
す
る
た
め
、

こ
れ
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。（
続
浄
九
・
一
〇
六
下
）

（
32
）
現
存
せ
ず
。『
長
西
録
』
に
そ
の
名
を
確
認
で
き
る
。

（
33
）
松
井
輝
昭
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
問
題
点
︱
信
瑞
著
『
広
疑
瑞
決
集
』

の
史
的
位
置
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（『
史
学
研
究
』
一
六
七
、一
九
八
五
）、
今
堀
太
逸
『
神

祇
信
仰
の
展
開
と
仏
教
』「
第
一
部
「
専
修
念
仏
と
神
祇
」、
祢
津
宗
伸
『
中
世
地
域
社

会
と
仏
教
文
化
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
）。

（
34
）
伊
藤
聡
「
本
地
垂
跡
思
想
の
展
開
」（『
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
六
）
六
八
頁
。

（
35
）
金
光
哲
「
殺
生
と
和
光
同
塵
と
諏
訪
大
明
神
と
神
功
皇
后
と
」（『
鷹
陵
史
学
』

二
〇
、一
九
九
五
）
六
二
～
六
九
頁
。

（
36
）
中
村
生
雄
『
日
本
の
神
と
王
権
』
一
五
七
頁
。

（
37
）
中
澤
克
昭
『
肉
食
の
社
会
史
』
二
五
三
～
二
五
四
頁
。

（
38
）
中
澤
克
昭
「『
広
疑
瑞
決
集
』
と
殺
生
功
徳
論
」（『
諏
訪
信
仰
の
歴
史
と
伝
承
』〈
三

弥
井
書
店
、
二
〇
一
九
〉）
四
四
頁
。

（
39
）
こ
の
往
生
の
定
・
不
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
40
）
た
だ
し
こ
の
回
答
の
前
半
部
分
で
は
、
律
文
献
か
ら
僧
侶
が
「
知
是
看
是
」
と
行
者

に
指
示
す
れ
ば
、
そ
れ
を
心
得
て
掃
除
を
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
こ
こ

で
は
上
原
と
い
う
僧
侶
で
な
い
人
物
へ
回
答
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
信
瑞
は
自
身
の

考
え
る
具
体
的
な
回
避
案
を
提
示
し
て
い
る
。

（
41
）
原
典
は
正
蔵
一
二
・
三
八
六
中
。

（
42
）
こ
の
論
理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
明
が
食
す
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
供
え
た

酒
肉
に
対
し
て
、
信
瑞
は
「
た
だ
こ
れ
社
司
等
が
宴
会
也
」
と
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。

（
43
）
た
だ
し
、
衆
生
の
肉
食
に
対
す
る
信
瑞
の
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、「
清
浄

祭
祀
」
の
最
後
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
「
能
食
」（
虚
構
的
肉
食
）、「
所
食
」（
結
縁
の
た

め
に
自
身
の
肉
を
衆
生
に
食
べ
さ
せ
る
）
の
義
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
も
、
問
題
と
し

て
は
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
衆
生
の
殺
生
行
為
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
清
浄
祭
祀
は
説

示
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）『
日
本
の
神
と
王
権
』
一
五
七
頁
。

（
45
）『
肉
食
の
社
会
史
』
二
五
三
頁
。

（
46
）
中
村
・
中
澤
両
氏
、
特
に
中
村
氏
の
こ
の
よ
う
な
見
解
が
何
に
基
づ
い
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
神
観
念
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
村
氏
は
い
わ
ゆ
る
蛇
身
を
有

す
る
実
社
神
を
衆
生
と
同
一
化
し
、〈
苦
し
む
神
〉
と
し
て
捉
え
た
。

（
47
）
た
だ
し
、
こ
の
和
光
同
塵
の
殺
生
理
論
は
仏
菩
薩
に
還
元
す
れ
ば
そ
の
行
為
が
正
当

化
さ
れ
る
と
い
う
論
理
構
造
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
よ

り
二
年
前
に
成
立
し
た
『
古
今
著
聞
集
』
に
は
、
神
明
に
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
が
後
世
の

結
縁
に
繋
が
る
と
い
う
説
話
が
あ
り
、『
沙
石
集
』
で
は
厳
島
神
社
で
奉
納
さ
れ
た
魚
に

つ
い
て
、
神
に
祀
ら
れ
る
こ
と
で
仏
縁
を
得
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
殺
生
仏
果
論
と
さ
れ

る
議
論
で
あ
り
、
後
に
諏
訪
信
仰
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
論
で
あ
る
。

（
48
）伊
藤
唯
真「
専
修
念
仏
者
の
神
祇
観
と
治
世
論
」（
伊
藤
唯
真『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
）、
三
五
六
頁
。
な
お
、
伊
藤
氏
の
論
考
に
は
「
中
世
武
士
の

撫
民
思
想
と
念
仏
者
の
治
政
論
ー
信
瑞
の
『
広
疑
瑞
決
集
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（『
伊
藤

唯
真
著
作
集
』
Ⅳ
〈
法
蔵
館
、
一
九
九
六
〉
第
六
章
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
改
稿
し
た

も
の
が
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
所
収
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
則
こ
れ
を

参
照
す
る
。
ま
た
「
治
世
」
と
「
治
政
」
の
両
語
句
が
使
用
さ
れ
る
も
の
の
、
原
則
「
治

世
」
を
使
用
す
る
。

（
49
））『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
六
五
頁
。

（
50
）『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
五
〇
～
三
五
一
頁
。

（
51
）『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
五
四
頁
。

（
52
）『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
五
九
頁
。
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　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

　

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を
省
略
す
る
）
の
主
著
で
あ
る
『
選
択
集
』
に
は
実
に

数
多
く
の
諸
本
が
存
在
し
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
写
本
は
五
種
類
以
上（１
）、
木
版
本

は
六
四
種
類
以
上（２
）あ

り
、
文
体
も
漢
字
の
み
を
使
用
し
た
漢
文
、
漢
字
と
片
仮
名
を

使
用
し
た
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
（
延
書
）、
和
字
を
使
用
し
た
和
文
と
様
々
で
あ

る（３
）。

　

こ
れ
ま
で
に
も
『
選
択
集
』
諸
本
を
め
ぐ
っ
て
は
語
句
の
異
同
、
及
び
先
徳
が
書

き
残
し
た
書
物
に
基
づ
き
、
幾
つ
も
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
（
４
）。

ま
た
過
去

に
は
系
統
論
も
展
開
さ
れ
、
如
何
な
る
特
徴
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
成

立
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
端
的
な
見
解
が
示
さ
れ
た
（
５
）。

　

し
か
し
、
諸
本
と
註
釈
書
の
数
が
非
常
に
多
く（６
）、

全
て
の
情
報
を
網
羅
す
る
の
は

大
変
困
難
で
あ
る
こ
と
、
加
え
て
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
本
が
多
数
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら（７
）、
各
本
の
性
格
や
関
係
性
に
関
し
て
は
未
だ
十
分
な
結
論
が
出
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
選
択
集
』
諸
本
の
実
態
解
明
に
資
す
る
べ
く
、
最
古
の
写

本
で
あ
る
廬
山
寺
本
『
選
択
集
』（
以
下
、「
廬
山
寺
本
」
と
記
す
）
と
緊
密
な
関
係

に
あ
る
他
本
へ
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
中
で
『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面
に

つ
い
て
愚
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

二
、「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
他
本

　

考
察
に
先
立
ち
、
本
節
で
は
「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
他
本
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
本
が
挙
げ
ら
れ
る
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

１
、
判
断
の
基
準

　

既
に
十
分
な
対
校
が
行
わ
れ
、「
廬
山
寺
本
」
は
特
有
の
文
章
や
字
句
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
８
）。

　

代
表
的
な
も
の
は
ⅰ
二
八
丁
オ
か
ら
二
八
丁
ウ
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀

仏
の
本
願
成
就
に
関
す
る
問
答（９
）、
ⅱ
六
四
丁
オ
か
ら
六
五
丁
オ
に
か
け
て
見
て
取
れ

る
『
往
生
礼
讃
』
の
奇
妙
な
序
数
）
（1
（

（
四
修
の
項
目
が
一
、
三
、
四
と
い
う
順
番
で
提

示
さ
れ
て
い
る
）、
ⅲ
八
六
丁
ウ
か
ら
八
九
丁
オ
に
か
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
『
無

量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
説
示
順
序
を
議
論
し
た
問
答
）
（（
（

（
以
下
、「
寿
観
二

経
説
示
前
後
論
）
（1
（

」
と
記
す
）
で
あ
る
）
（1
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
や
字
句
の
内
、
ど
れ
か
一
つ
で
も
継
承
し
て
い
れ

ば
、
継
承
し
て
い
る
本
は
間
違
い
な
く
「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
）
（1
（

。

　『
選
択
集
』諸
本
の
一
側
面　

─
廬
山
寺
本
『
選
択
集
』
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
他
本
を
通
じ
て
─

�

春　

本　

龍　

彬　
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２
、
継
承
し
て
い
る
本

　

で
は
、
ⅰ
か
ら
ⅲ
の
文
章
や
字
句
を
継
承
し
て
い
た
、
も
し
く
は
継
承
し
て
い
る

本
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
た
い
。

　
　
ａ
、
本
願
成
就
に
関
す
る
問
答

　

ま
ず
ⅰ
を
継
承
す
る
本
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
様
々
な
文
献
を
調
べ
て
み
て
も
、
本
文
に
ⅰ
を
有
す
る
本
が
あ
っ
た
と
い

う
よ
う
な
伝
承
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

よ
っ
て
ⅰ
は
「
廬
山
寺
本
」
の
み
に
存
在
す
る
問
答
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
た

本
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

　
　

ｂ
、
奇
妙
な
序
数

　

次
に
ⅱ
を
継
承
し
て
い
る
本
は
、
管
見
の
限
り
、
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
鎌
倉
時
代
の
写
本
）
（1
（

（
以
下
、「
禿
庵
文
庫
本
」
と
記
す
）
と
大
東
急
記
念
文
庫
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
木
版
本
）
（1
（

（
以
下
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
と
記
す
）

で
あ
る
。

　
「
禿
庵
文
庫
本
」
と
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
取
り
上

げ
る
が
、
両
者
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
前
者
は
以
前
よ
り
「
廬
山
寺
本
」
と
の
関

係
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
写
本
で
あ
る
）
（1
（

。
そ
し
て
後
者
は
、
末
巻
し
か
遺
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、他
の
木
版
本
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
幾
つ
も
有
し
て
い
る
の
で
、

注
目
を
集
め
て
き
た
本
で
あ
る
）
（1
（

。

　

な
お
、
過
去
に
は
ⅱ
を
有
す
る
本
が
他
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
現

在
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
「
大
東
急
記
念
文
庫

本
」
は
木
版
本
で
あ
る
た
め
、
同
一
の
版
木
か
ら
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
何
部
か
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
本
の
存
在
を
明
記
し
た
史
料
は
寡
聞

に
し
て
存
じ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
ⅱ
を
引
き
継
い
で
い
る
本
は
、さ
し
あ
た
り
「
禿
庵
文
庫
本
」
と
「
大

東
急
記
念
文
庫
本
」
の
二
点
の
み
が
把
握
出
来
る
。

　
　
ｃ
、「
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
」

　

最
後
に
ⅲ
を
継
承
し
て
い
る
本
は
、良
忠
が「
広
本
）
（1
（

」と
呼
称
し
た
本
で
あ
る
）
11
（

。『
浄

土
宗
要
集
』（
以
下
、『
東
宗
要
』と
記
す
）に
よ
れ
ば
、「
広
本
」に
は
間
違
い
な
く「
寿

観
二
経
説
示
前
後
論
」
が
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
）
1（
（

。

　

た
だ
し
、「
広
本
」
の
原
本
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
は
「
広
本
」
を
延
書
に

し
た
も
の
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
南
北
朝
時
代
の
写
本
（
以
下
、「
存
覚
相
伝
本
」

と
記
す
）
が
龍
谷
大
学
に
わ
ず
か
一
点
の
み
所
蔵
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
）
11
（

。

　

ち
な
み
に
、「
存
覚
相
伝
本
」も
完
本
で
は
な
く
、
実
際
の
と
こ
ろ
は「
寿
観
二
経
説

示
前
後
論
」を
見
て
取
れ
な
い
訳
だ
が
、
一
方
で
「
存
覚
相
伝
本
」
の
状
態
と
様
々
な

文
献
に
認
め
ら
れ
る「
広
本
」の
伝
承
が
良
く
一
致
す
る
の
で
）
11
（

、以
前
は「
存
覚
相
伝
本
」

の
第
十
二
章
に
「
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

そ
の
た
め
、
ⅲ
を
受
け
継
い
で
い
た
本
と
し
て
は
ま
ず
「
広
本
」
が
挙
げ
ら
れ
、

加
え
て
現
存
し
て
い
る
諸
本
の
中
で
は
「
存
覚
相
伝
本
」
が
指
摘
出
来
る
。

　

三
、「
禿
庵
文
庫
本
」

　

そ
れ
で
は
、「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
「
禿
庵
文
庫
本
」「
大
東
急
記
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　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

念
文
庫
本
」「
広
本
」「
存
覚
相
伝
本
」
の
内
、は
じ
め
に
本
節
で
は
「
禿
庵
文
庫
本
」

に
焦
点
を
当
て
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　

１
、「
禿
庵
文
庫
本
」
と
は
―
来
歴
を
中
心
に
―

　
「
禿
庵
文
庫
本
」は
も
と
も
と
高
山
寺
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
本
で
あ
る
。そ
の
証
に
、

表
表
紙
に
は
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
の
頃
に
作
ら
れ
た
高
山
寺
の
聖
教
目
録
で

あ
る
『
方
便
智
院
聖
教
目
録
）
11
（

』
の
内
容
と
合
致
す
る
箱
番
号
）
11
（

が
「
東
第
十
四
箱
）
11
（

」
と

墨
書
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
見
返
し
に
は
「
十
無
尽
院
）
11
（

」
と
高
山
寺
の
蔵
書
印
も
押

さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

な
お
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
の
頃
に
認
め
ら
れ
た
『
高
山
寺
聖
教
目
録
）
11
（

』
に

は
三
部
三
帖
の
『
選
択
集
』
が
登
載
さ
れ
て
お
り
）
1（
（

、
こ
の
中
に
は
「
禿
庵
文
庫
本
」

が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
）
11
（

。
そ
の
た
め
、「
禿
庵
文
庫
本
」
が
鎌
倉
時
代
か
ら

江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
高
山
寺
の
経
蔵
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
禿
庵
文
庫
本
」
に
添
付
さ
れ
て
い
る
一
紙
の
添
状
に
よ
る
と
、
高

山
寺
の
蔵
書
で
あ
っ
た
「
禿
庵
文
庫
本
」
が
山
外
に
安
置
さ
れ
た
の
は
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
添
状
に
は
高
山
寺
の
慧
友
が

浄
勝
寺
の
順
芸
へ
「
禿
庵
文
庫
本
」
を
贈
与
す
る
旨
が
記
し
て
あ
り
、
こ
の
時
点
で

「
禿
庵
文
庫
本
」
が
浄
勝
寺
の
宝
物
に
な
っ
た
状
況
が
窺
え
る
）
11
（

。

　

そ
し
て
そ
の
後
、何
ら
か
の
経
緯
で
大
谷
瑩
誠
氏
が
「
禿
庵
文
庫
本
」
を
所
持
し
、

続
い
て
そ
れ
を
大
谷
大
学
が
受
け
継
い
だ
こ
と
か
ら
、
現
在
「
禿
庵
文
庫
本
」
は
大

谷
大
学
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。

　

２
、
朱
書
と
異
本
注
記
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、そ
の
よ
う
な
来
歴
を
有
す
る
「
禿
庵
文
庫
本
」
で
あ
る
が
、「
禿
庵
文
庫
本
」

に
は
「
廬
山
寺
本
」
に
認
め
ら
れ
る
『
往
生
礼
讃
』
の
奇
妙
な
序
数
）
11
（

以
外
に
も
『
選

択
集
』
諸
本
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
幾
つ
か
見
て
取
れ
る
。

　

例
え
ば
、
空
白
の
部
分
に
書
き
込
ま
れ
た
朱
書
や
行
間
に
書
き
記
さ
れ
た
異
本
注

記
が
意
味
す
る
内
容
は
、
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
禿
庵
文
庫
本
」
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
朱
書
や
異
本
注
記
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
観
察
し
て
み
た
い
。

　
　
ａ
、
朱
書

　

そ
れ
で
は
ま
ず
朱
書
で
あ
る
。「
禿
庵
文
庫
本
」
に
は
次
の
よ
う
な
朱
書
が
見
ら

れ
る
。

　

①
「
先
」
の
文
字
に
対
す
る
傍
点
と
「
本
艸
本
」
の
朱
書
（
一
丁
オ
）
11
（

）

　

②
第
一
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
一
丁
オ
）
11
（

）

　

③
第
一
章
引
文
が
終
了
す
る
こ
と
を
示
す
朱
書
（
一
丁
ウ
）
11
（

）

　

④
第
一
章
私
釈
段
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
一
丁
ウ
）
11
（

）

　

⑤
第
二
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
四
丁
オ
）
11
（

） 

　

⑥
第
二
章
引
文
に
対
す
る
挿
入
符
と
「
名
」
の
朱
書
（
四
丁
オ
）
1（
（

）

　

⑦
第
二
章
私
釈
段
に
対
す
る
挿
入
符
と
「
名
」
の
朱
書
（
五
丁
オ
）
11
（

）

　

⑧
第
三
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
八
丁
オ
）
11
（

） 

　

⑨
第
四
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
一
二
丁
ウ
）
11
（

）

　

⑩
第
五
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
一
五
丁
オ
）
11
（

）

　

⑪
第
八
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
一
八
丁
オ
）
11
（

）
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⑫
第
九
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
二
五
丁
ウ
）
11
（

）

　

⑬
第
九
章
私
釈
段
中
の
「
行
」
に
対
す
る
横
線
と
斜
線
の
朱
書
（
二
五
丁
ウ
）
11
（

）

　

⑭
第
一
一
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
二
八
丁
オ
）
11
（

）

　

⑮
第
一
二
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
三
一
丁
オ
）
11
（

）

　

⑯
第
一
三
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
三
六
丁
オ
）
1（
（

）

　

⑰
第
一
四
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
三
七
丁
オ
）
11
（

）

　

⑱
第
一
五
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
三
八
丁
オ
）
11
（

）

　

⑲
第
一
六
章
篇
目
に
対
す
る
科
段
を
示
す
朱
書
（
三
九
丁
オ
）
11
（

）

　

⑳
第
一
六
章
私
釈
段
中
の
科
段
を
示
す
朱
書
（
四
三
丁
ウ
）
11
（

）

　

㉑
尾
題
に
対
す
る
「
竟
」
の
追
記
を
意
味
す
る
朱
書
（
四
三
丁
ウ
）
11
（

）

㉒
裏
見
返
し
に
対
す
る
「
承
元
二
年
二
月
自
佐
法
印
賜
之
了
暁
之
／
大
谷
寺
御
留

之
艸
本
也
可
秘
々
々
」
の
追
記
を
意
味
す
る
朱
書
（
裏
見
返
し
）
11
（

） 
 

＊
（ 　

）
の
中
は
記
入
さ
れ
て
い
る
場
所
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
朱
書
は
筆
跡
や
墨
色
か
ら
江
戸
時
代
後
期
に
慧
友
が
書
き
込

ん
だ
も
の
だ
と
判
断
出
来
る
）
11
（

。
そ
の
た
め
、
慧
友
が
何
に
基
づ
い
て
上
述
し
た
朱
書

を
施
し
た
の
か
、
従
来
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
議
論
の
結
果
、
こ
れ
ま

で
は
『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
の
朱
書
）
11
（

や
①
に
見
て
取
れ
る
「｛
艸
本
｝
）
11
（

」
の
文
字
な

ど
に
基
づ
き
、
慧
友
は
草
稿
本
と
対
校
し
た
『
選
択
集
』、
及
び
草
稿
本
系
統
の
『
選

択
集
』
を
用
い
て
「
禿
庵
文
庫
本
」
に
朱
書
を
施
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
）
1（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
高
山
寺
に
伝
わ
る
目
録
類
に
従
え
ば
、
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）

の
時
点
で
高
山
寺
に
は
『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』
に
確
認
さ
れ
る
「
禿
庵
文
庫
本
」

の
一
冊
し
か
『
選
択
集
』
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
）
11
（

。

　

よ
っ
て
、
慧
友
が
上
述
し
た
よ
う
な
二
種
類
の
『
選
択
集
』
を
手
に
し
、
朱
書
を

行
っ
た
と
い
う
所
論
は
容
易
に
首
肯
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
検
討
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

ｂ
、
情
報
源
と
そ
の
扱
い

　

で
は
、
慧
友
は
何
に
基
づ
い
て
上
記
の
よ
う
な
朱
書
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
の
頃
に
認
め
ら
れ
た
『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
の
『
選

択
集
』
に
関
す
る
項
目
、
及
び
同
時
代
に
活
躍
し
た
真
宗
僧
侶
の
見
解
等
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
㉒
の
内
容
に
相
通
じ
る
『
選

択
集
』
関
連
の
記
述
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慧
友
は
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
「
禿

庵
文
庫
本
」
へ
書
き
込
み
を
施
し
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
高

山
寺
に
あ
る
『
選
択
集
』
が
「
草
本
」、
つ
ま
り
草
稿
本
と
対
校
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
①
で
整
理
し
た
書
き
込
み
を
行
っ
た
経
緯
も
窺
う
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

専
修
念
仏
選
択
集
…
内
一
帖
。
承
元
二
年
、
佐
法
印
御
房
、
自
大
谷
上
人
附
属

之
本
、
即
大
谷
寺
念
仏
会
之
本
｛
也
。
予
｝
以
草
本
一
交
了
。
奉
施
入
于
梅
尾

御
坊
也
。
隆
暁
法
印
）
11
（

。

　

ま
た
、
深
励
の
『
選
択
集
講
義
』
に
は
、
左
記
の
よ
う
に
法
然
が
自
ら
『
選
択
集
』

の
冒
頭
に
「
念
仏
為
本
」
と
書
き
、
廬
山
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
本
も
冒
頭
は
「
念

仏
為
本
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
言
及
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
草

稿
本
と
認
め
ら
れ
る
「
廬
山
寺
本
」
の
冒
頭
は
「
念
仏
為
本
」
と
な
っ
て
お
ら
ず
、「
念

仏
為
先
）
11
（

」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
記
事
内
容
を
参
照
し
、
慧
友
が
①
で

（
マ
マ
・
栂
）



一
〇
一

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

紹
介
し
た
書
き
込
み
を
実
施
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

元
祖
ノ
真
筆
ガ
為
本
ナ
リ
。
…
廬
山
寺
ノ
宝
物
ノ
選
択
集
モ
為
本
ト
ア
ル
ト
云

コ
ト
ナ
リ
。）

11
（

　

今
後
と
も
、「
禿
庵
文
庫
本
」
に
お
け
る
朱
書
の
情
報
源
を
め
ぐ
っ
て
は
、ど
の
『
選

択
集
』
諸
本
に
も
確
認
さ
れ
な
い
⑥
・
⑦
・
㉑
で
指
摘
し
た
字
句
が
何
に
依
っ
て
記

載
さ
れ
た
の
か
）
11
（

、或
い
は
⑬
で
挙
げ
た
書
き
込
み
は
何
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

加
え
て
㉒
で
示
し
た
文
章
の
一
部
分
で
あ
る
「
二
月
）
11
（

」
と
い
う
時
は
何
を
根
拠
に
し

て
い
る
の
か
な
ど
更
な
る
考
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
文
献
の
存
在
が
僅
か
で
も
見
出
せ

る
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、現
在
は
出
典
が
詳
ら
か
で
は
な
い
書
き
込
み
に
関
し
て
も
、

何
ら
か
の
情
報
に
立
脚
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
文
献
は
な
く
、
慧
友
が
独
断
で
追
記
し
た
と
判
断
す
る
の

が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
な
る
と
、「
禿
庵
文
庫
本
」
の
朱
書
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
慧
友
が
独
自
に
行
っ

た
校
訂
作
業
の
痕
跡
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
禿
庵

文
庫
本
」
の
朱
書
が
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
事
実
に
従
え
ば
、「
禿
庵
文

庫
本
」
に
お
け
る
朱
書
の
情
報
に
は
少
な
か
ら
ず
慧
友
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い

る
の
で
、
朱
書
か
ら
直
接
的
に
『
選
択
集
』
諸
本
の
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
ｃ
、
異
本
注
記

　

さ
て
、「
禿
庵
文
庫
本
」
に
は
上
述
し
た
朱
書
の
他
に
も
『
選
択
集
』
諸
本
に
纏

わ
る
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
行
間
に
記
さ
れ
た
下
記
の
よ
う
な
異
本
注
記

で
あ
る
。

　

㊀
「
魯
」
の
文
字
に
対
す
る
「
迷
イ
」
と
い
う
異
本
注
記
（
三
丁
ウ
）
11
（

） 

　

㊁
「
親
」
の
文
字
に
対
す
る
「
結
イ
」
と
い
う
異
本
注
記
（
六
丁
オ
）
11
（

）

　

㊂
「
弥
陀
」
の
文
字
に
対
す
る
「
釈
迦
」
と
い
う
異
本
注
記
（
四
三
丁
オ
）
11
（

）

　

㊃
「
文
」
の
文
字
に
対
す
る
「
疏
イ
」
と
い
う
異
本
注
記
（
四
三
丁
オ
）
1（
（

） 

　

㊄
「
弥
陀
」
の
文
字
に
対
す
る
「
釈
迦
」
と
い
う
異
本
注
記
（
四
三
丁
オ
）
11
（

）

　

㊅
「
直
」
の
文
字
に
対
す
る
「
伝
イ
」
と
い
う
異
本
注
記
（
四
三
丁
オ
）
11
（

）

 

＊
（　

 

）
の
中
は
記
入
さ
れ
て
い
る
場
所
を
示
し
て
い
る
。

　

な
お
、「
禿
庵
文
庫
本
」
は
三
人
、
も
し
く
は
二
人
の
筆
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
）
11
（

、
筆
跡
や
墨
色
か
ら
し
て
、
上
記
の
異
本
注
記
は
最
初
に
筆

を
染
め
、
且
つ
本
文
の
大
部
分
を
筆
記
し
た
人
物
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
受
け
止
め
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

ｄ
、
対
校
に
用
い
ら
れ
た
本

　

で
は
、上
述
し
た
異
本
注
記
と「
禿
庵
文
庫
本
」の
本
文
に
基
づ
き
、「
禿
庵
文
庫
本
」

の
対
校
に
用
い
ら
れ
た
『
選
択
集
』
の
本
文
を
復
元
し
た
場
合
、
そ
れ
と
完
全
に
一

致
す
る
本
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

残
念
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
本
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
存
覚
相
伝
本
」
の
本
文
に
認
め
ら
れ
る
「
迷
）
11
（

」
の
文
字
と
聖
冏
の
『
伝

通
記
糅
鈔
』
に
確
認
さ
れ
る
「
五
ニ
釈
二
常
有
一
僧
等
已
下
ヲ一
中
ニ
今
順
二
選
択
集
ノ
義
一

故
ニ
云
二
弥
陀
ト一
。
若
シ
依
二ラ
ハ
広
本
ニ一
応
レ
云
二
釈
迦
ト一
。
）
11
（

」と
い
う
説
示
に
基
づ
け
ば
、㊀
・

㊂
の
異
本
注
記
で
言
及
さ
れ
て
い
る
字
句
と
「
広
本
」
の
本
文
が
一
致
し
て
い
た
と
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捉
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
禿
庵
文
庫
本
」
の
対
校
に
用
い
ら
れ
た
本
は
「
広
本
」
で
あ
っ

た
可
能
性
が
提
示
出
来
る
。

　

し
か
し
、「
禿
庵
文
庫
本
」
と
対
校
さ
れ
て
い
る
本
が
「
広
本
」
で
あ
る
と
仮
定

し
た
場
合
、異
本
注
記
で「
広
本
」に
存
在
し
て
い
た
他
の
特
徴
的
な
文
章
や
字
句（
例

え
ば
「
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
）
11
（

」
な
ど
）
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
状
況
は
聊
か

不
自
然
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
㊃
・
㊄
・
㊅
は
「
広
本
」
の
姿
を
探
っ
て
い
け
る
「
存
覚
相
伝
本
」
の

該
当
箇
所
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
、
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
㊁
の
異
本
注
記
と
「
存

覚
相
伝
本
」
の
本
文
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
問
題
視
さ
れ
よ
う
）
11
（

。

　
　
ｅ
、「
広
本
」
系
統
の
本

　

で
は
、
対
校
に
用
い
ら
れ
た
本
は
「
広
本
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
対
校
に
用
い
ら
れ
た
本
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
広
本
」
で

は
な
く
、「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
本
文
の
様
子
と
㊂
・
㊃
・
㊄
・
㊅
の
異
本

注
記
に
示
さ
れ
る
内
容
が
合
致
し
て
い
る
）
11
（

。

　

ま
た
、
龍
谷
大
学
の
所
蔵
で
「
暦
応
四
歳
…
）
11
（

」
の
奥
書
を
有
す
る
写
本
、
並
び
に

日
野
環
氏
の
所
蔵
で
「
貞
和
二
歳
…
）
1（
（

」
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
写
本
、
龍
谷
大
学
の

所
蔵
で
「
釈
了
宗
）
11
（

」
が
所
持
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
室
町
時
代
中
期
の
写
本
、
大
谷

大
学
の
所
蔵
で
「
元
禄
二
｛
己
／
巳
｝
年
…
）
11
（

」
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
写
本
、
大
谷

大
学
の
所
蔵
で
「
実
如
上
人
）
11
（

」
が
延
書
に
し
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
後
期
の
写
本
は

そ
れ
ぞ
れ
本
文
の
様
子
と
㊂
・
㊄
・
㊅
の
異
本
注
記
に
示
さ
れ
る
内
容
が
符
合
し
て

い
る
）
11
（

。

　

そ
の
た
め
、
以
上
の
状
況
と
本
稿
第
三
節
第
二
項
ｄ
で
触
れ
た
『
伝
通
記
糅
鈔
）
11
（

』

の
記
事
（
㊂
の
異
本
注
記
で
示
さ
れ
て
い
る
字
句
が
「
広
本
」
に
あ
っ
た
と
伝
え
て

い
る
も
の
）
を
参
考
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
広
本
」
か
ら
派

生
し
た
「
広
本
」
系
統
の
本
が
存
在
し
て
お
り
、
且
つ
そ
れ
が
少
な
く
と
も
鎌
倉
時

代
か
ら）11
（

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、「
広
本
」と
近
似
し
た「
広
本
」系
統
の
本
が「
禿
庵
文
庫
本
」

の
対
校
に
用
い
ら
れ
た
蓋
然
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

３
、「
禿
庵
文
庫
本
」
を
通
じ
て

　

以
上
、
本
節
で
は
「
禿
庵
文
庫
本
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
主
に
朱
書
や
異
本
注
記

を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、「
禿
庵
文
庫
本
」
の
朱
書
は
、
慧
友
が
独
自
に
行
っ
た
校
訂
作
業
の

痕
跡
で
あ
り
、『
選
択
集
』
諸
本
の
様
子
を
完
全
に
は
伝
え
て
い
な
い
こ
と
、及
び
「
禿

庵
文
庫
本
」
の
異
本
注
記
か
ら
「
禿
庵
文
庫
本
」
は
「
広
本
」
系
統
の
本
と
対
校
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
ま
で
、
こ
の
よ
う

な
点
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
選
択
集
』
諸
本
の
実
態
を
把

握
す
る
上
で
は
極
め
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
「
禿
庵
文
庫
本
」
自
体
は
、「
廬
山
寺
本
」
特
有
の
字
句
を
継
承
し
つ
つ
も
）
11
（

、

本
文
が
當
麻
寺
奥
院
の
所
蔵
で「
元
久
元
年
…
）
11
（

」の
奥
書
を
有
す
る
写
本（
以
下
、「
往

生
院
本
」
と
記
す
）
と
非
常
に
近
い
た
め
）
1（
（

、
推
敲
半
ば
の
「
廬
山
寺
本
」
か
ら
「
広

本
」
が
成
立
し
た
後
、
更
に
推
敲
が
加
え
ら
れ
た
「
廬
山
寺
本
」
を
清
書
し
た
も
の

か
）
11
（

、
も
し
く
は
そ
れ
を
清
書
し
た
本
）
11
（

を
改
め
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
良
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選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

さ
そ
う
で
あ
る
。

　

つ
ま
り「
禿
庵
文
庫
本
」は
、清
書
本
の
一
種
類
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

四
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」

　

そ
れ
で
は
、続
い
て
「
広
本
」「
存
覚
相
伝
本
」
よ
り
先
に
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　

１
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
と
は
―
来
歴
を
中
心
に
―

　
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
鎌
倉
時
代
の
木
版
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鎌
倉
時
代

か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
来
歴
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、
は
っ
き
り
と
し
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
次
項
で
検
討
す
る

こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
大
正
時
代
以
降
の
来
歴
に
限
っ
て
述
べ
る
。

　

ま
ず
、
大
正
時
代
は
久
原
房
之
介
氏
が
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
を
所
有
し
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
久
原
氏
が
所
持
し
た
典
籍
群
は
久
原
文
庫
と
呼
ば
れ
）
11
（

、「
大
東
急

記
念
文
庫
本
」
は
「
久
原
文
庫
）
11
（

」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
時
が
経
ち
、
久
原
文
庫
は
京
都
大
学
の
図
書
館
に
寄
託
所
蔵
さ
れ
、
名
称

も
古
梓
堂
文
庫
へ
と
改
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
）
11
（

。
そ
れ
に
伴
っ
て
「
大
東
急
記
念
文

庫
本
」
も
「
古
梓
堂
文
庫
）
11
（

」
に
収
ま
り
、
以
降
は
し
ば
ら
く
の
間
、
古
梓
堂
文
庫
の

蔵
書
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
後
、
今
度
は
東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
（
現
在
の
東
急
株
式
会
社
）

の
創
始
者
で
あ
る
五
島
慶
太
氏
が
古
梓
堂
文
庫
を
手
に
し
、
文
庫
の
名
称
を
大
東
急

記
念
文
庫
へ
と
変
更
し
た
）
11
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書
が
大
東
急
記
念
文
庫
の
架
蔵
と

な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
）
11
（

。

　

２
、
実
態
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
来
歴
を
有
す
る
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
、
本
稿
第
二
節

第
二
項
ｂ
で
触
れ
た
よ
う
に
「
廬
山
寺
本
」
に
確
認
出
来
る
『
往
生
礼
讃
』
の
奇
妙

な
序
数
を
継
承
す
る
木
版
本
と
し
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
第
三
節
第

二
項
ｅ
で
言
及
し
た
通
り
、「
広
本
」
系
統
の
本
と
し
て
も
注
意
す
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
過
去
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
本
書
は
あ
ま
り
研
究

の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
原
因
と
し
て
は
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
に
は
前
項
で
触
れ
た

事
柄
、
即
ち
鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
来
歴
が
詳
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
ａ
、
妄
補
さ
れ
た
刊
記

　

で
は
、
こ
の
期
間
の
来
歴
は
全
く
の
不
明
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
が
「
大
東
急

記
念
文
庫
本
」
に
妄
補
さ
れ
た
次
の
刊
記
で
あ
る
。

　
　

正
中
二
年
十
月　

日
／
比
丘
了
延　

刻

　

こ
の
刊
記
に
よ
れ
ば
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
が
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
よ

り
も
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
も
と

も
と
無
刊
記
本
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。

　
　

ｂ
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
建
暦
版
『
選
択
集
』

　

で
は
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
以
前
に
刊
行
さ
れ
、
且
つ
刊
記
が
な
い
木
版
本

（
100
）

（
101
）

（
102
）
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と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

浅
見
の
知
る
限
り
、
こ
の
条
件
に
該
当
す
る
本
は
一
点
し
か
な
い
。
そ
れ
は
建
暦

年
間
に
開
版
さ
れ
た
木
版
本
（
以
下
、「
建
暦
版
」
と
記
す
）
で
あ
る
。

　

た
だ
し
「
建
暦
版
」
は
、
焚
書
事
件
を
通
じ
て
、
そ
の
大
半
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
本
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
義
山
が
見
つ
け
出
し
た
よ
う
で
あ
る
も
の
の
、
義
山
が

ど
こ
で
「
建
暦
版
」
を
入
手
し
た
の
か
未
詳
で
あ
り
、
更
に
義
山
の
所
持
し
た
「
建

暦
版
」
の
行
方
も
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
に
至
っ
て
は
十
中
八
九
散

逸
し
て
し
ま
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、義
山
等
が
板
行
し
た『
選
択
集
』や
註
釈
書
か
ら
理
解
出
来
る「
建
暦
版
」

の
原
文
を
一
々
考
慮
し
な
け
れ
ば
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
上
述
し
た
刊
記
の

部
分
を
中
心
と
し
て
、現
に
判
断
が
つ
く
範
囲
内
（
序
文
か
ら
第
七
章
以
外
）
で
「
建

暦
版
」
の
様
子
と
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
他
の
木
版
本
と
比
較
し
た
場
合
、
こ
の
本
は
基
本
的
に
一
行
が
一
八

字
詰
（
一
部
は
一
行
が
一
九
字
詰
）
で
あ
っ
た
り
、
末
巻
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

冒
頭
に
首
題
が
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
極
め
て
異
質
な
特
徴
を
種
々
有
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
明
ら
か
に
他
の
木
版
本
と
別
系
統
の

も
の
で
あ
る
と
言
え
、
印
刷
に
用
い
ら
れ
た
版
木
も
他
の
木
版
本
を
印
刷
し
た
版
木

と
は
造
り
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
本
書
は
「
廬
山
寺
本
」
特
有
の
字
句
を
継
承
し
て
お
り
、そ
の
上
「
広
本
」

と
も
親
和
性
が
高
い
の
で
、
本
文
の
様
相
的
に
は
法
然
院
の
所
蔵
で
「
延
応
第
一
之

暦
…
」
の
刊
記
を
有
す
る
木
版
本
（
以
下
、「
延
応
版
」
と
記
す
）
よ
り
も
時
代
が

上
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
以
上
の
状
況
証
拠
か
ら
し
て
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
実
際
の
と
こ

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）

（
110
）

（
111
）

（
112
）

ろ
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
建
暦
版
」
で
あ
る
と
見
做
す
の
が
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。

　

逆
説
的
に
言
え
ば
、「
建
暦
版
」
は
版
木
と
印
刷
し
た
幾
つ
か
の
本
が
燃
や
さ
れ

て
し
ま
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
素
性
が
良
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
大

東
急
記
念
文
庫
本
」
の
来
歴
も
詳
し
く
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

３
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
を
通
じ
て

　

以
上
、
本
節
で
は
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
の
来
歴
を
整
理
し
た
上
で
、「
大
東

急
記
念
文
庫
本
」
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
本
節
の
考
察
が
妥
当
で
あ

れ
ば
、実
は
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
と
見
ら
れ
て
き
た
「
建

暦
版
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
本
稿
第
三
節
第
二
項
ｅ
で
触
れ
た
よ
う
に
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」

は
「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
る
と
見
て
取
れ
る
の
で
、「
建
暦
版
」
も
「
広
本
」
系

統
の
本
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
に
な
る
。

　

そ
し
て
、「
建
暦
版
」
が
「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
る
と
す
る
と
、「
大
東
急
記
念

文
庫
本
」
に
は
「
広
本
」
最
大
の
特
徴
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
「
寿
観
二
経
説

示
前
後
論
」
が
な
い
た
め
、「
建
暦
版
」
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
広
本
」
か
、
或
い
は

そ
れ
に
近
い
本
を
底
本
と
し
て
、
少
な
か
ら
ず
内
容
を
修
正
の
上
、
開
版
さ
れ
た
本

で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
森
新
之
介
氏
は
「
建
暦
版
」
が
「
延
応
版
」
系
統
の
本
に
淘
汰
さ
れ

て
い
っ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
建
暦
版
」
が
「
広
本
」
系
統
の

本
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
極
め
て
妥
当
性
が
高

い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。「
延
応
版
」
の
刊
記
に
あ
る
通
り
、「
展
転
錯
鏐
」
が
目
立
っ
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一
〇
五

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

た
「
建
暦
版
」
は
、
無
く
な
る
べ
く
し
て
無
く
な
っ
て
い
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

五
、「
広
本
」
と
「
存
覚
相
伝
本
」

　

そ
れ
で
は
最
後
に
「
広
本
」
と
「
存
覚
相
伝
本
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

な
お
便
宜
上
、
ま
ず
は
「
広
本
」
に
つ
い
て
述
べ
、
引
き
続
き
「
存
覚
相
伝
本
」
に

つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

１
、「
広
本
」
と
は
―
伝
承
に
注
目
し
て
―

　

様
々
な
伝
承
を
総
合
す
れ
ば
、「
広
本
」
は
『
選
択
集
』
の
撰
述
に
携
わ
っ
た
真

観
房
感
西
が
初
学
者
の
た
め
に
名
目
な
ど
を
書
き
加
え
た
本
で
あ
っ
た
と
理
解
出
来

る
。
た
だ
し
、
基
本
的
に
は
世
間
に
広
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ

り
、
法
然
が
九
条
兼
実
へ
進
呈
し
た
も
の
と
は
内
容
が
聊
か
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
広
本
」
が
最
初
に
造
ら
れ
た
草
稿
本
の
『
選
択
集
』
で
あ
る
と
い

う
情
報
も
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
に
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
提
示
、
及
び
注

目
さ
れ
た
一
見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
広
本
」は
推
敲
半
ば
の「
廬

山
寺
本
」
か
、
或
い
は
そ
れ
を
書
写
し
た
他
の
『
選
択
集
』
に
基
づ
き
、
二
次
的
に

成
立
し
た
本
で
あ
る
と
見
做
し
て
問
題
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

２
、
逸
文
を
め
ぐ
っ
て

　

で
は
、
上
述
し
た
性
格
を
有
す
る
「
広
本
」
の
内
容
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、以
下
の
文
献
に「
広

本
」
の
本
文
を
依
用
し
た
説
示
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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◯
『
観
経
疏
伝
通
記
』

　
　

◯
『
伝
通
記
糅
鈔
』

　
　

◯
『
観
念
法
門
私
記
見
聞
』

　
　

◯
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（
以
下
、『
決
疑
鈔
』
と
記
す
）

　
　

◯
『
決
疑
鈔
見
聞
』

　
　

◯
『
決
疑
鈔
直
牒
』

　
　

◯
『
選
択
疑
問
答
』

　
　

◯
『
選
択
決
疑
鈔
見
聞
』

　
　

◯
『
選
択
集
大
綱
抄
』

　
　

◯
『
徹
選
択
集
私
志
記
』

　
　

◯
『
一
枚
起
請
之
註
』

　
　

◯
『
鎮
西
名
目
問
答
奮
迅
鈔
』

　
　

◯
『
三
心
私
記
裒
益
』

　
　

◯
『
東
宗
要
』

　
　

◯
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』

　
　

◯
『
観
経
疏
講
録
』

　
　

◯
『
迦
才
浄
土
論
余
暉
鈔
』

　
　

◯
『
十
六
箇
条
事
』

　
　

◯
『
浄
土
宗
問
答
集
』

　
　

◯
『
選
択
集
講
義
』

 
＊
可
能
な
限
り
整
理
し
た
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
文
献
に
見
ら
れ
る
説
示
を
整
理
し
、
逸
文
に
関
し
て
端
的
に
示
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一
〇
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ア
「
広
本
」
に
は
「
念
仏
為
本
」
と
記
し
て
あ
っ
た
。

イ
〃
「
正
当
速
疾
直
往
之
行
」
〃
。

ウ
〃
「
準
レシ
テ
大
ニ
思
レ
之
ヲ
」
〃
。

エ
〃
「
所
レ
云
等
ト
者
指
二
上
ノ
三
経
ヲ一
。
全
ク
非
スレ
等
二
取
ル
ニ
余
経
諸
典
ヲ一
。」
〃
。

オ
〃
「
称
名
念
仏
ハ
是
レ
彼
仏
ノ
本
願
ノ
行
ナ
リ
也
。
故
ニ
修
レス
ル
之
ヲ
者
乗
二シ
テ
彼
ノ
仏

願
ニ一
必
ス
得
二
往
生
ヲ一
。
由
ル二
願
不
ル一
レニ
虚
カ
ラ
。
故
ニ
以
テ二
念
仏
ヲ一
為
二
正
定
ノ
之
業
ト一
。

本
願
ノ
之
義
至
テレ
下
ニ
応
レ
弁
ス
。
但
シ
正
定
ト
ハ
者
法
蔵
菩
薩
於
二
二
百
一
十
億
ノ

諸
仏
ノ
誓
願
海
ノ
中
ニ一
選
二
定
シ
タ
マ
ウ
念
仏
往
生
ノ
之
願
ヲ一
。
故
ニ
云
レ
定
ト
也
。
選

択
ノ
之
義
亦
応
レ
候
ツレ
下
ヲ
。
依
二ル
カ
斯
レ
等
ノ
意
ニ一
故
ニ
以
二
念
仏
ヲ一
名
テ
為
二
正
定
ノ

之
業
ト一
者
也
。
読
誦
等
ノ
行
ハ
即
非
二
本
願
選
択
ノ
之
行
ニ一
。
故
ニ
名
テ
為
スレ
助
ト
。

念
仏
ハ
亦
是
レ
正
中
ノ
之
正
ナ
リ
。
礼
誦
等
ハ
是
レ
正
中
ノ
之
助
ナ
リ
。助
正
雖
レ
異
ナ
リ
ト

同
ク
在
二
弥
陀
ニ一
。
故
ニ
為
レ
正
ト
也
。
然
ト
モ
而
非
レ
無
ニ二
勝
劣
ノ
之
義
一
。」
〃
。

カ
〃
「
安
然
和
尚
ノ
教
時
義
ノ
中
ニ
引
二テ
菩
薩
処
胎
経
ヲ一
云
、
一
ニ
胎
化
蔵
、
二
ニ

中
陰
蔵
、
三
ニ
摩
訶
衍
方
等
蔵
、
四
ニ
戒
律
蔵
、
五
ニ
十
住
蔵
、
六
ニ
雑
蔵
、

七
ニ
金
剛
蔵
、
八
ニ
仏
蔵
也
。」
〃
。

キ
〃
「
四
阿
含
ト
ハ
者
一
ニ
増
一
阿
含
、
二
ニ
長
阿
含
、
三
ニ
中
阿
含
、
四
ニ
雑
阿

含
也
。」
〃
。

ク
〃 「
律
ノ
二
十
犍
度
ト
ハ
者
、一
ニ
受
戒
犍
度
、二
ニ
説
戒
犍
度
、三
ニ
安
居
犍
度
、

四
ニ
自
恣
犍
度
、
五
ニ
皮
革
犍
度
、
六
ニ
衣
犍
度
、
七
ニ
薬
犍
度
、
八
ニ
迦
絺
那

衣
犍
度
、
九
ニ
鳩
睒
弥
犍
度
、
十
ニ
瞻
婆
犍
度
、
十
一
ニ
訶
責
犍
度
、
十
二
ニ

人
犍
度
、
十
三
ニ
覆
蔵
犍
度
、
十
四
ニ
遮
犍
度
、
十
五
ニ
破
僧
犍
度
、
十
六
ニ

滅
諍
犍
度
、
十
七
ニ
尼
犍
度
、
十
八
ニ
法
犍
度
、
十
九
ニ
房
舍
犍
度
、
二
十
ニ
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雑
犍
度
ナ
リ
。」
〃
。

ケ
〃
「
八
犍
度
ト
ハ
者
一
ニ
業
、
二
ニ
使
、
三
ニ
智
、
四
ニ
定
、
五
ニ
根
、
六
ニ
大
、

七
ニ
見
、
八
ニ
雑
ナ
リ
。」
〃
。

コ
〃
「
一
ニ
修
多
羅
蔵
、
二
ニ
毗
尼
蔵
、
三
ニ
阿
毗
曇
蔵
、
四
ニ
雑
蔵
、
五
ニ
咒
蔵

也
。」
〃
。

サ
〃
「
唐
宋
両
伝
ノ
十
科
ト
ハ
者
一
ニ
訳
経
、
二
ニ
義
解
、
三
ニ
習
禅
、
四
ニ
明
律
、

五
ニ
護
法
、六
ニ
感
通
、七
ニ
遺
身
、
八
ニ
読
誦
、
九
ニ
興
福
、
十
ニ
雑
科
也
。」
〃
。

シ
〃
「
大
乗
義
章
ノ
五
聚
ト
ハ
者
一
ニ
教
聚
、
二
ニ
義
聚
、
三
ニ
染
聚
、
四
ニ
浄
聚
、

五
ニ
雑
聚
也
。」
〃
。

ス
〃
「
取
レ
要
ヲ
言
ニレ
之
ヲ
正
ハ
即
チ
雖
レト
モ
有
ト二
読
誦
観
察
礼
拝
称
名
讃
嘆
等
ノ
五
種
ノ

不
同
一
、
取
テ二
称
名
ヲ一
為
二
正
行
ト一
。」
〃
。

セ
〃
「
念
仏
ハ
是
正
、
万
行
ハ
是
レ
雑
ナ
リ
。」
〃
。

ソ
〃
「
念
仏
如
レ
前
ノ
。
諸
行
ハ
是
レ
雑
ナ
リ
。
如
ノレ
是
三
師
、
言
異
意
一ナ
リ
。
各
立
テ二

　

二
行
ヲ一
摂
ス二
往
生
ノ
行
ヲ一
。
甚
タ
得
二タ
リ
其
ノ
旨
ヲ一
。
最
モ
可
二
帰
依
ス一
。
余
師
ハ
不
レ
然
。

行
者
思
択
セ
ヨ
。」
〃
。

タ
〃
「
善
導
和
尚
往
生
礼
讃
ノ
中
ニ
細
ク
判
二ス
二
行
ノ
得
失
ヲ一
。」
〃
。

チ
〃
「
要
集
下
ニ
云
ク
」
〃
。

ツ
〃
「
問
、
若
凡
下
ノ
輩
、
亦
得
ハ二
往
生
ヲ一
、
云
何
ソ
近
代
於
テ二
彼
ノ
国
土
ニ一
求
ル
者
ノ

千
万
ニ
シ
テ
得
ル
ハ
無
ヤ二
一
二
モ一
。
答
、綽
和
尚
ノ
云
、信
心
不
レ
深
カ
ラ
。
若
クレ
存
ル
カ
、

若
レク
ナ
ル
亡
キ
カ
故
ニ
信
心
不
レ
一
ナ
ラ
。
不
二ル
カ
決
定
セ一
故
ニ
信
心
不
二
相
続
セ一
。
余
念

間
ツ
ル
カ
故
ニ
此
ノ
三
不
ル二
相
応
セ一
者
ノ
不
レ
能
二
往
生
一ス
ル
コ
ト
。
若
シ
具
二シ
テ
三
心
ヲ一

　

不
二ト
イ
ウ
ハ
往
生
セ一
者
、
無
レシ
ト
有
二コ
ト
是
ノ
処
一リ
。
導
和
尚
ノ
云
、
若
シ
能
ク
如
レク
上
ノ

念
念
相
続
シ
テ
畢
命
ヲ
為
レル
期
ト
者
ノ
ハ
十
ハ
即
十
生
シ
、百
ハ
即
百
生
ス
。若
シ
欲
三ン
捨
レテ
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一
〇
七

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

専
ヲ
修
二セ
ン
ト
雑
業
ヲ一
者
ノ
ハ
百
ノ
時
希
ニ
得
二
一
二
ヲ一
、千
ノ
時
希
ニ
得
二
三
五
ヲ一
。」
〃
。

テ
〃
「
此
問
答
ノ
意
明
シ
。
以
二
導
和
尚
二
修
ヲ一
欲
レ
決
二ン
ト
往
生
極
楽
之
者
ヲ一
。」

〃
。

ト
〃
「
又
善
導
和
尚
ノ
往
生
礼
讃
ニ
尚
専
修
雑
行
ノ
文
ヲ
為
二
指
南
一ト
。」
〃
。

ナ
〃
「
又
綽
禅
師
ノ
三
信
三
不
モ
亦
是
レ
専
雑
二
修
ノ
之
義
ナ
リ
。
答
ノ
中
ノ
二
文
ハ

為
レナ
リ
成
二セ
ン
カ
一
意
ヲ一
。
師
資
雷
同
シ
テ
無
レキ
差
ウ
コ
ト
而ノ
ミ已

。」
〃
。

ニ
〃
「
念
ニ
有
二リ
唱
ノ
訓
一
。」
〃
。

ヌ
〃
「
諸
師
ハ
別
シ
テ
云
二ハ
十
念
往
生
ノ
願
一ト
者
、
不
レハ
満
レ
十
即
不
二
得
生
一セ
。
善
導

之
意
ハ
総
シ
テ
云
二ウ
念
仏
往
生
ノ
願
一ト
。
不
レ
限
二ラ
員
数
ヲ一
、
称
念
ス
レ
ハ
皆
生
ス
。」
〃
。

ネ
〃
「
一
師
ノ
意
耳
。」
〃
。

ノ
〃
「
問
曰
、
双
巻
観
経
二
経
ノ
前
後
互
ニ
有
二リ
是
非
一
。
古
今
ノ
諍
論
ナ
リ
。
然
ニ

今
得
二テ
カ
何
ノ
決
智
ヲ一
定
二ン
寿
経
前
説
一ト
乎
。
就
レテ
中
ニ
大
阿
弥
陀
経
ト
与
二ハ
双
巻
経
一

　

是
レ
同
本
異
訳
也
。
然
ニ
彼
ノ
大
阿
弥
陀
経
ニ
云
下
阿
闍
世
王
ノ
太
子
和
休
聞
二テ

　

二
十
四
願
経
ヲ一
発
上ス
レト
願
ヲ
。
此
ノ
観
経
ニ
云
ク
、有
二リ
一
リ
ノ
太
子
一
。
名
二ト
阿
闍
世
一ト
。

及
二ホ
シ
テ
太
子
ノ
前
後
一ニ
応
レ
知
ル
。
如
二ン
ハ
此
ノ
説
一
者
観
経
ハ
是
レ
前
キ
、
寿
経
ハ
是
レ

後
ナ
ル
コ
ト
ヲ
。
答
曰
、
二
経
ノ
前
後
実
ニ
雖
レ
難
レト
知
リ
而
以
二
道
理
ヲ一
推
験
ル
ニ
寿

経
ハ
是
レ
前
説
ナ
リ
。
一
ニ
云
仏
ト
与
二
行
者
一
修
因
感
果
ノ
之
理
、
二
ニ
云
仏
身
観
ノ

中
ノ
念
仏
衆
生
ノ
之
理
、
三
ニ
云
法
蔵
比
丘
四
十
八
大
願
等
ノ
之
理
也
。
一
二
仏
ト

与
二ノ
行
者
一
理
ト
者
、
双
巻
経
ノ
中
ニ
説
二キ
法
蔵
比
丘
ノ
修
因
ヲ一
、
及
ヒ
明
二ス
無
量
寿

仏
ノ
感
果
ヲ一
。
此
ノ
観
経
ノ
中
ニ
説
二キ
行
者
ノ
定
散
修
因
ヲ一
、
及
ヒ
明
二ス
九
品
往
生
ノ
感

果
ヲ一
。
若
シ
夫
レ
前
ニ
不
レン
ハ
聞
二カ
仏
ト
与
ヲ一

レ
土
、云
何
カ
後
ニ
有
二テ
修
因
一
求
レン
果
ヲ
也
。

然
レ
ハ
則
次
二テ
於
弥
陀
修
因
感
果
一ニ
来
二ル
ナ
リ
于
行
者
ノ
修
因
感
果
一
。
故
ニ
知
ヌ
。
寿

経
ハ
前
キ
、
観
経
ハ
後
ノ
説
ト
イ
ウ
コ
ト
ヲ
也
。
二
ニ
念
仏
衆
生
之
理
ト
者
、
念
仏
ノ
之
行
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162
）

（
163
）

（
164
）

相
細
ク
説
二リ
双
巻
経
一ニ
。
此
ノ
経
ノ
之
中
ニ
説
二テ
定
散
ノ
諸
行
ヲ一
未
レタ
説
二カ
念
仏
ノ
行
相
ヲ一
。

　

若
シ
亦
双
巻
在
レテ
前
ニ
不
レル
ニ
説
二カ
念
仏
ヲ一
以
レカ
何
ヲ
得
レン
知
レコ
ト
ヲ
有
二ト
念
仏
ノ
法
一
。
而
ニ

　

於
二
寿
経
ノ
中
一ニ
本
願
ヲ
為
レシ
テ
首
ト
説
二タ
マ
ウ
ニ
念
仏
ノ
法
ヲ一
有
二リ
七
処
ノ
文
一
。一
ニ
謂
ク

本
願
ノ
文
、
二
ニ
謂
ク
願
成
就
ノ
文
、
三
ニ
謂
ク
上
輩
ノ
之
中
ノ
一
向
専
念
ノ
文
、
四
ニ

謂
ク
中
輩
ノ
之
中
ノ
一
向
専
念
ノ
文
、
五
ニ
謂
ク
下
輩
ノ
之
中
ノ
乃
至
十
念
ノ
文
、
六
ニ

謂
ク
同
輩
ノ
之
中
ノ
乃
至
一
念
ノ
文
、
七
ニ
謂
ク
流
通
ノ
之
初
メ
一
念
無
上
ノ
文
、
是
ナ
リ

　

也
。
若
シ
念
仏
ノ
法
不
レン
ハ
聞
二カ
于
前
一ニ
云
何
カ
直
ニ
説
二ン
念
仏
衆
生
一ト
。
故
ニ
知
ヌ
。

寿
前
観
後
ナ
ル
コ
ト
ヲ
。
三
ニ
法
蔵
比
丘
ノ
之
理
ト
者
、
第
七
観
ノ
終
ニ
云
二
是
本
法

蔵
比
丘
願
力
所
成
一ト
、
中
品
下
生
ノ
之
中
ニ
又
云
二
亦
説
法
蔵
比
丘
四
十
八
大

願
一ト
。
若
法
蔵
ノ
因
ヲ
名
二ル
コ
ト
六
八
願
一ト
不
レン
ハ
説
二カ
于
前
一ニ
云
何
能
ク
直
ニ
云
二ン
法
蔵

比
丘
ノ
四
十
八
ノ
大
願
一ト
也
。
以
二
此
レ
等
ノ
理
ヲ一
而
モ
推
二
験
ル
ニ
之
ヲ一
寿
前
観
後
正
ニ

是
レ
明
シ
矣
。
但
シ
至
三テ
ハ
王
ト
与
二ニ
太
子
一
者
、
妙
楽
大
師
云
二
部
別
見
別
不
須

和
会
一ト
。
仰
二ク
荊
渓
独
步
ノ
之
才
ヲ一
。
故
ニ
知
ヌ
。
観
経
所
説
ノ
念
仏
起
レル
自
二リ
寿

経
一。
所
以
ニ
大
経
ハ
是
レ
念
仏
ノ
根
本
、
説
二カ
本
願
ヲ一
故
。
観
経
ハ
是
レ
念
仏
ノ
枝

末
、
依
二カ
本
願
一ニ
故
ニ
。
然
ハ
則
雖
レ
説
二ト
定
散
ノ
諸
行
ヲ一
非
二カ
本
願
一ニ
故
ニ
以
テ
不
二ル

付
属
一シ
タ
マ
ハ
者
也
。」
〃
。

ハ
〃
「
釈
迦
」
〃
。

 

＊
可
能
な
限
り
整
理
し
た
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

　

３
、「
存
覚
相
伝
本
」
と
は
―
来
歴
を
中
心
に
―

　

さ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
広
本
」
の
本
文
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
り
得
る
情
報
は

概
ね
上
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
既
に
本
稿
第
二
節
第
二
項
ｃ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ

れ
ら
の
情
報
と
良
く
状
態
の
一
致
す
る
写
本
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
存
覚
相

（
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）

（
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）

（
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）
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伝
本
」
で
あ
る
。

　

奥
書
と
識
語
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
に
存
覚
か
ら
覚
善
が

相
伝
し
、
更
に
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
に
覚
善
か
ら
「
善
明
尼
」
が
相
伝
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
理
解
出
来
る
。

　

た
だ
し
そ
の
後
、「
存
覚
相
伝
本
」
が
い
ず
れ
の
人
師
の
間
で
受
け
継
が
れ
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
龍
谷
大
学
の
所
蔵
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
詳
し
い

こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
が
俟

た
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
第
一
章
と
第
二
章
が
「
本
上
」、
第
三
章
が
「
本
中
」、
第
四
章
か
ら

第
七
章
ま
で
が
「
本
下
」、
第
八
章
と
第
九
章
が
「
末
上
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
状

況
に
基
づ
く
と
、当
初
は
本
書
が
本
巻
三
帖
（
本
上
、本
中
、本
下
）
と
末
巻
三
帖
（
末

上
、
末
中
、
末
下
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在

は
四
帖
（
本
上
、
本
中
、
本
下
、
末
上
）
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
第
十
章
以

降
の
本
文
を
収
め
て
い
た
二
帖
分
（
末
中
、
末
下
）
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

４
、
異
同
を
め
ぐ
っ
て

　

と
こ
ろ
で
、「
存
覚
相
伝
本
」
に
確
認
出
来
る
特
殊
な
文
章
や
字
句
に
つ
い
て
は
、

既
に
詳
細
な
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
整
理
の
結
果
と
本
節
第
二
項
で
示
し
た
ア
～
ハ
の
内
容
を
比
較
対
照
し

た
場
合
、
両
者
の
大
部
分
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
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（
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ａ
、「
広
本
」
の
伝
承
と
合
致
し
な
い
文
章
や
字
句

　

し
か
し
、
本
節
第
二
項
で
示
し
た
ア
～
ハ
の
内
容
と
「
存
覚
相
伝
本
」
に
確
認
さ

れ
る
特
殊
な
文
章
や
字
句
を
注
意
深
く
比
較
し
て
み
る
と
、ノ
と
ハ
に
つ
い
て
は「
存

覚
相
伝
本
」
の
該
当
箇
所
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
、
厳
密
な
判
断
は
難
し
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
明
ら
か
に
ネ
と
「
存
覚
相
伝
本
」
の
状
況
は
齟
齬
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

加
え
て
、「
存
覚
相
伝
本
」
は
「
広
本
」
に
関
す
る
伝
承
に
は
見
て
取
れ
な
い
独

自
の
文
章
や
字
句
を
多
数
有
し
て
い
る
状
況
が
理
解
出
来
る
。
例
え
ば
、「
存
覚
相

伝
本
」
独
自
の
文
章
や
字
句
と
し
て
、
代
表
的
な
も
の
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
整
理
の
都
合
上
、「
存
覚
相
伝
本
」
が
も
と
は
漢
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
事
例
の
表
記
は
推
定
復
元
し
、
漢
文
と
し
た
。

（1）
「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
安
楽
集
ノ
上
ヲ一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（2）
〃
「
大
悲
」
〃
。

（3）
〃
「
諸
鄣
」
〃
。

（4）
〃
「
顕
密
二
教
」
〃
。

（5）
〃
「
非
二ス
今
ノ
正
意
一ニ
。」
〃
。

（6）
〃
「
惣
シ
テ
」
〃
。

（7）
〃
「

ヘ
シ宜レシ

ク
摂
二ス
倶
舎
成
実
諸
部
ノ
律
宗
ヲ一
」
〃
。

（8）
〃
「

ヘ
シ当
レニ
知
ル
。」
〃
。

（9）
〃
「
三
部
経
ト
イ
ウ
」
〃
。

（10）
〃
「
即
チ
」
〃
。

（11）
〃
「
往
生
論
ノ
註
ニ
」
〃
。

（12）
〃
「
無
レシ
法
二
契
悟
一ス
ル
ニ
。」
〃
。
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　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（13）
〃
「
溺
二レ
ン
コ
ト
幽
塗
一ニ
」
〃
。

（14）
〃
「
天
台
迦
才
等
ノ
意
、
准
レシ
テ
之
ニ
可
レシ
知
リ
ヌ
。」
〃
。

（15）
〃
「
有
二ラ
其
ノ
志
願
一
」
〃
。

（16）
〃
「
愚
迷
」
〃
。

（17）
〃
「
恵
文
」
〃
。

（18）
〃
「
恵
威
」
〃
。

（19）
〃
「
又
」
〃
。

（20）
〃
「
如
二ク
聖
道
家
ノ
師
資
相
継
一ノ
」
〃
。

（21）
〃
「
有
二リ
譜
系
一
。」
〃
。

（22）
〃
「
門
徒
非
レス
一
ツ
ニ
。」
〃
。

（23）
〃
「
恵
遠
法
師
」
〃
。

（24）
〃
「
而
モ
」
〃
。

（25）
〃
「
恵
寵
法
師
」
〃
。

（26）
〃
「
小
康
法
師
。」
〃
。

（27）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
観
経
義
ノ
第
四
巻
ヲ一
」
〃
。

（28）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（29）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（30）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（31）
〃
「
例
セ
ハ
如
丁シ
彼
ノ
法
華
ノ
記
ノ
第
五
巻
ノ
中
ニ
妙
楽
大
師
釈
二シ
テ
十
力
等
功
徳
ノ

文
ヲ一
云
丙エ
ル
カ
所
レノ
言
ウ
等
ト
イ
ウ
者
非
二ス
唯
タ
供
仏
一ノ
ミ
ニ
兼
乙ヌ
ト
浄
土
ノ
行
ヲ甲
。
如
レキ
此
ク
ノ

等
ノ
例
、
甚
タ
モ
テ
多
シ
。
恐
レレ
テ
繁
キ
ヲ
不
レ
出
タ
サ
。
学
者
更
ニ
検
エ
テ
加
レエ
ヨ
之
ヲ
。

五
種
ノ
正
行
皆
限
二ル
弥
陀
一
仏
ノ
功
徳
一ニ
。
其
故
ニ
観
察
礼
拝
称
名
讃
嘆
四
箇
ノ
正

行
、
既
ニ
唯
タ
在
二リ
彼
ノ
弥
陀
ノ
依
正
一ニ
。
豈
ニ
読
誦
ノ
行
独
リ
兼
二ネ
ン
ヤ
他
経
ヲ一
。」
〃
。
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（32）
〃
「
云
三エ
ル
一
心
ニ
専
注
シ
思
想
シ
観
察
シ
テ
憶
二
念
ス
ト
彼
ノ
国
ノ
依
正
二
報
ヲ一
」
〃
。

（33）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（34）
〃
「
讃
二
嘆
供
三
養
ス
弥
陀
ヲ一
。」
〃
。

（35）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（36）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（37）
〃
「
讃
嘆
ト
」
〃
。

（38）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（39）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（40）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（41）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（42）
〃
「
廻
向
シ
テ
」
〃
。

（43）
〃
「
無
間
有
間
対
」
〃
。

（44）
〃
「
不
廻
向
廻
向
対
」
〃
。

（45）
〃
「
結
二フ
親
眤
ヲ一
。」
〃
。

（46）
〃
「
観
経
義
ノ
」
〃
。

（47）
〃
「
是
レ
」
〃
。

（48）
〃
「
翻
レシ
テ
親
ヲ
謂
レワ
是
レ
ヲ
者
」
〃
。

（49）
〃
「
観
経
義
ノ
」
〃
。

（50）
〃
「
是
レ
」
〃
。

（51）
〃
「
翻
レシ
テ
近
ヲ
謂
レワ
是
レ
ヲ
者
」
〃
。

（52）
〃
「
於
二イ
テ
阿
弥
陀
仏
一ニ
」
〃
。

（53）
〃
「
是
レ
雑
行
也
。
翻
二シ
テ
無
間
ヲ一
謂
レワ
是
レ
ヲ
者
、」
〃
。

（54）
〃
「
於
二イ
テ
阿
弥
陀
仏
一ニ
」
〃
。
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（55）
〃
「
即
チ
文
ニ
云
下エ
ル
若
シ
行
二ス
ル
ハ
後
ノ
雑
行
ヲ一
、
即
チ
心
常
ニ
間
断
上ス
ト
」
〃
。

（56）
〃
「
而
モ
」
〃
。

（57）
〃
「
観
経
義
ノ
」
〃
。

（58）
〃
「
是
レ
雑
行
也
。
翻
二シ
テ
不
廻
向
ヲ一
謂
レワ
是
レ
ヲ
者
、」
〃
。

（59）
〃
「
是
レ
雑
行
也
。
翻
レシ
テ
純
ヲ
謂
レワ
是
レ
ヲ
者
、
修
二ス
ル
雑
行
ヲ一
者
、」
〃
。

（60）
〃
「
於
二イ
テ
二
十
揵
度
之
中
一ニ
、
而
モ
立
二ツ
雜
揵
度
ヲ一
。」
〃
。

（61）
〃
「

ヘ
シ当レニ
知
ル
。」
〃
。

（62）
〃
「
雜
揵
度
」
〃
。

（63）
〃
「
於
二イ
テ
八
揵
度
之
中
一ニ
、
而
モ
立
二ツ
雜
揵
度
ヲ一
。」
〃
。

（64）
〃
「

ヘ
シ当レニ
知
ル
。」
〃
。

（65）
〃
「
雜
揵
度
」
〃
。

（66）
〃
「
又
小
乗
ノ
経
量
部
ニ
ハ
於
二イ
テ
五
蔵
之
中
一ニ
、
而
モ
立
二ツ
雜
蔵
ヲ一
。」
〃
。

（67）
〃
「

ヘ
シ当レニ
知
ル
。
四
ツ
ハ
純
、
一
ツ
ハ
雜
ナ
リ
。
又
」
〃
。

（68）
〃
「
於
二イ
テ
十
科
之
中
一ニ
、
而
モ
立
二ツ
雜
科
ヲ一
。」
〃
。

（69）
〃
「

ヘ
シ当レニ
知
ル
。」
〃
。

（70）
〃
「
立
二ツ
五
聚
ノ
法
門
ヲ一
。
其
ノ
中
ニ
有
二リ
雜
聚
一
。」
〃
。

（71）
〃
「

ヘ
シ当レニ
知
ル
。」
〃
。

（72）
〃
「
如
レキ
ノ
斯
ク
ノ
」
〃
。

（73）
〃
「
且
ク
」
〃
。

（74）
〃
「
挙
二ク
少
分
ヲ一
」
〃
。

（75）
〃
「
而
モ
」
〃
。

（76）
〃
「
然
レ
ハ
則
チ
」
〃
。

（77）
〃
「
而
モ
」
〃
。
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（78）
〃
「
又
」
〃
。

（79）
〃
「
唯
タ
。」
〃
。

（80）
〃
「
雜
ニ
即
チ
雖
レモ
有
二リ
ト
疎
遠
有
間
廻
向
雜
等
ノ
五
義
ノ
不
同
一
取
二リ
テ
純
雜
ノ
義
ヲ一

名
ツ
ケ
テ
為
二
雜
行
一ト
。」
〃
。

（81）
〃
「
如
レク
此
ク
ノ
」
〃
。

（82）
〃
「
唯
タ
独
リ
」
〃
。

（83）
〃
「
又
」
〃
。

（84）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
彼
ノ
文
ヲ一
」
〃
。

（85）
〃
「
無
レキ
カ
有
二ル
コ
ト
慚
愧
悔
過
一
」
〃
。

（86）
〃
「
似
二タ
レ
如
ト
モ
小
苦
一ニ
」
〃
。

（87）
〃
「
凡
ソ
此
ノ
文
者
是
レ
行
者
ノ
至
要
也
。
専
雑
之
訓
エ
、
得
失
之
誡
メ
、
甚
タ
以
テ

苦
ロ
也
。
求
二メ
ン
極
楽
ヲ一
人
、
盍
レソ
貯
二エ
寸
府
一ニ
哉
。
若
シ
夫
レ
抛
レテ
テ
雑
ヲ
修
レス
ル
専
ヲ
者
ハ

百
即
百
生
、如
二シ
棄
レテ
テ
迂
ヲ
向
カ
ウ
カ

一
レ

直
ニ
。
豈
ニ
以
テ
不
レラ
ン
届
ラ
也
。
捨
レテ
テ
専
ヲ
修
レス
ル

雑
ヲ
者
ハ
千
中
無
一
、
如
二シ
捨
レテ
テ
夷
ヲ
趣
ク
カ

一
レ
嶮
ニ
。
遂
ニ
以
テ
弗
レ
達
セ
。
故
ニ
」
〃
。

（88）
〃
「
意
ノ
云
ワ
ク
若
シ
依
二リ
テ
専
修
一ニ
而
モ
行
用
ス
レ
者
、
千
万
悉
ク
生
ス
。
若
シ
拠
二リ
テ

雑
業
一ニ
而
モ
欣
求
ス
レ
者
、
一
二
モ
叵
レシ
生
シ
。」
〃
。

（89）
〃
「
其
ノ
余
ノ
末
学
、
寧
ロ
不
二ラ
ン
ヤ
依
憑
一セ
。
既
ニ
知
リ
ヌ
、
恵
心
尚
オ
以
テ
敍
用
ス
。

何
ニ
況
ン
ヤ
於
二イ
テ
ヲ
其
ノ
余
ノ
世
ノ
人
一ニ
乎
。
就
中
ニ
我
カ
輩
、
隔
二テ
タ
ル
コ
ト
賢
愚
一ヲ
者

万
万
里
、
人
情
念
ニ々
下
劣
之
故
ニ
、
去
二ル
コ
ト
時
代
一ヲ
者
二
百
廻
、
仏
法
日
日
ニ

澆
薄
之
故
ニ
、
云
何
ソ
近
代
浅
識
之
徒
、
処
レシ
テ
愚
ニ
誚
レリ
賢
ヲ
、
居
レシ
テ
末
ニ
非
レセ
ン

本
ヲ
。
然
レ
ハ
則
チ
決
定
シ
テ
欲
レワ
ハ
得
レン
ト
生
二ス
ル
コ
ト
ヲ
彼
ノ
極
楽
国
土
一ニ
、
由
二リ
テ
此
ノ

答
ノ
意
一ニ
、
捨
レテ
テ
雑
ヲ
修
レセ
ヨ
専
ヲ
。
是
レ
先
徳
ノ
意
ナ
リ
。
不
レ
可
二カ
ラ
懈
慢
一ス
。
努

力
メ
ヨ
努
力
メ
ヨ
。」
〃
。
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一
一
一

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（90）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
無
量
寿
経
ノ
上
一ヲ
」
〃
。

（91）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
観
念
法
門
｛
善
／
導
｝一ヲ
」
〃
。

（92）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
往
生
礼
讃
｛
善
／
導
｝一ヲ
、
又
」
〃
。

（93）
〃
「
惣
別
」
〃
。

（94）
〃
「
惣
ト
」
〃
。

（95）
〃
「
定
光
如
来
」
〃
。

（96）
〃
「
即
チ
」
〃
。

（97）
〃
「
人
天
」
〃
。

（98）
〃
「
無
二シ
所
着
一
。」
〃
。

（99）
〃
「
又
」
〃
。

（100）
〃
「
曇
摩
訶
」
〃
。

（101）
〃
「
結
二
得
ス
是
ノ
二
十
四
願
経
一ヲ
。」
〃
。

（102）
〃
「
称
二シ
テ
其
ノ
国
ノ
仏
ノ
御
名
一ヲ
」
〃
。

（103）
〃
「
其
ノ
」
〃
。

（104）
〃
「
不
レ
能
レワ
摂
二ス
ル
コ
ト
一
切
ノ
家
具
一ヲ
。」
〃
。

（105）
〃
「
智
恵
」
〃
。

（106）
〃
「
智
恵
ノ
」
〃
。

（107）
〃
「
是
ニ
」
〃
。

（108）
〃
「
聞
二キ
テ
御
名
一ヲ
」
〃
。

（109）
〃
「
或
イ
ハ
」
〃
。

（110）
〃
「
僉
式
テ
信
受
セ
ヨ
。
敢
エ
テ
莫
二カ
レ
孤
疑
一ス
ル
コ
ト
。」
〃
。

（111）
〃
「
第
一
ノ
」
〃
。

（112）
〃
「
無
三
悪
趣
ノ
」
〃
。
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（113）
〃
「
第
二
ノ
」
〃
。

（114）
〃
「
不
更
悪
趣
ノ
」
〃
。

（115）
〃
「
彼
ノ
国
ノ
」
〃
。

（116）
〃
「
第
二
十
一
ノ
」
〃
。

（117）
〃
「
具
三
十
二
相
ノ
」
〃
。

（118）
〃
「
皆
」
〃
。

（119）
〃
「
上
ニ
所
レノ
引
ク
往
生
礼
讃
ニ
」
〃
。

（120）
〃
「
釈
家
得
二タ
リ
願
ノ
旨
一ヲ
。

ヘ
シ須
二ク
ラ
仰
イ
テ
信
一ス
耳
。」
〃
。

（121）
〃
「
一
異
」
〃
。

（122）
〃
「｛
已
／
上
｝ 

」
〃
。

（123）
〃
「
即
チ
」
〃
。

（124）
〃
「
亦
タ
依
二ル
ニ
此
ノ
意
一ニ
、
念
声
是
レ
一
ツ
ナ
リ
。

ヘ
シ当
レニ
知
ル
。」
〃
。

（125）
〃
「
乃
下
之
義
」
〃
。

（126）
〃
「
所
レノ
言
ウ
」
〃
。

（127）
〃
「
所
レノ
対
ス
ル
」
〃
。

（128）
〃
「
非
レス
一
ツ
ニ
。
且
ク
如
二シ
宿
命
通
ノ
願
ニ
云
一ウ
カ
。」
〃
。

（129）
〃
「
皆
」
〃
。

（130）
〃
「
方
ニ
准
二
例
ス
ル
ニ
上
ノ
八
種
之
願
一ニ
」
〃
。

（131）
〃
「
中
ニ
」
〃
。

（132）
〃
「
所
レノ
引
二ク
解
釈
一ニ
」
〃
。

（133）
〃
「
冥
二エ
リ
経
ノ
旨
一ニ
。」
〃
。

（134）
〃
「
解
二ス
ル
ニ
此
ノ
願
一ヲ
」
〃
。

（135）
〃
「
惣
シ
チ
」
〃
。
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一
一
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（136）
〃
「
広
ク
」
〃
。

（137）
〃
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
無
量
寿
経
ノ
下
巻
一ヲ
云
ワ
ク
」
〃
。

（138）
〃
「
智
恵
」
〃
。

（139）
〃
「
智
恵
」
〃
。

（140）
〃
「
智
恵
」
〃
。

（141）
〃
「
念
二セ
シ
ム
無
量
寿
仏
ノ
御
名
一ヲ
。」
〃
。

（142）
〃
「｛
已
／
上
｝ 

」
〃
。

（143）
〃
「
云
下エ
ル
善
導
ノ
観
経
義
ノ
中
ニ
上
ヨ
リ
来
タ
雖
レモ
説
二ク
ト
定
散
両
門
之
益
一ヲ
望
二ム
ニ

仏
ノ
本
願
ノ
意
一ヲ
在
上リ
三ト
衆
生
ヲ
シ
テ
一
向
ニ
専
ラ
称
二セ
シ
ム
ル
ニ
弥
陀
仏
ノ
御
名
一ヲ
」
〃
。

（144）
〃
「
在
三リ
衆
生
ヲ
シ
テ
専
ラ
称
二セ
シ
ム
ル
ニ
弥
陀
ノ
御
名
一ヲ
。」
〃
。

（145）
〃
「
其
レ
」
〃
。

（146）
〃
「
三
種
ノ
」
〃
。

（147）
〃
「
観
経
義
ノ
」
〃
。

（148）
〃
「
挙
二ケ
テ
五
種
ノ
助
成
一ヲ
」
〃
。

（149）
〃
「
不
レ
論
二セ
正
助
一ヲ
。」
〃
。

（150）
〃
「
一
期
」
〃
。

（151）
〃
「
就
二イ
テ
諸
行
ノ
門
一ニ
」
〃
。

（152）
〃
「
為
レニ
顕
二サ
ン
カ
念
仏
之
正
業
一ヲ
」
〃
。

（153）
〃
「
尋
ネ
見
レ
ハ
」
〃
。

（154）
〃
「
念
仏
一
万
遍
」
〃
。

（155）
〃
「
観
経
義
ニ
」
〃
。

（156）
〃
「
非
二ス
比
挍
一ニ
。」
〃
。

（157）
〃
「
惣
シ
テ
」
〃
。
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（158）
〃
「
蒙
二フ
ル
光
接
一ヲ
。」
〃
。

（159）
〃
「
言
下ウ
自
余
ノ
衆
善
雖
レモ
名
二ツ
ク
ト
是
レ
善
一ト
若
シ
比
二フ
レ
念
仏
一ニ
者
全
ク
非
中ス
ト
比

挍
上ニ
」
〃
。

（160）
〃
「
云
三ウ
全
ク
非
二ス
ト
比
挍
一ニ
。」
〃
。

（161）
〃
「
云
三ウ
全
ク
非
二ス
ト
比
挍
一ニ
。」
〃
。

（162）
〃
「｛
已
／
上
｝ 

」
〃
。

（163）
〃
「
観
経
義
ニ
」
〃
。

（164）
〃
「
如
レク
ス
ル
払
二ウ
カ
頭
燃
一ヲ
」
〃
。

（165）
〃
「
讃
二
嘆
ス
彼
ノ
阿
弥
陀
仏
及
ヒ
依
正
二
報
一ヲ
。」
〃
。

（166）
〃
「
讃
二
嘆
ス
一
切
衆
生
ノ
三
業
所
為
ノ
善
一ヲ
。」
〃
。

（167）
〃
「
教
ヲ
ハ
」
〃
。

（168）
〃
「
辟
支
仏
」
〃
。

（169）
〃
「
讃
二
嘆
シ
極
楽
ノ
種
ノ々
荘
厳
一ヲ
」
〃
。

（170）
〃
「
捉
リ
テ
」
〃
。

（171）
〃
「
満
ツ
ハ
」
〃
。

（172）
〃
「
智
恵
ノ
」
〃
。

（173）
〃
「
鄣
二
惑
ス
ル
ヤ
於
我
一レ
ヲ
。」
〃
。

（174）
〃
「
火
炎
」
〃
。

（175）
〃
「
狭
少
ナ
リ
。」
〃
。

（176）
〃
「
空
迥
ノ
」
〃
。

（177）
〃
「
火
炎
」
〃
。

（178）
〃
「
蒙
二フ
ル
ニ
釈
迦
ノ
撥
遣
一ヲ
」
〃
。

（179）
〃
「
信
二
順
シ
テ
二
尊
之
御
意
一ニ
」
〃
。
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一
一
三

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（180）
〃
「
慶
楽
ス
ル
コ
ト
」
〃
。

（181）
〃
「
欲
レワ
往
二
生
セ
ン
ト
浄
国
土
一ニ
」
〃
。

（182）
〃
「
讃
二
嘆
称
三
揚
シ
彼
ノ
仏
一ヲ
」
〃
。

（183）
〃
「
他
ニ
」
〃
。

（184）
〃
「
惣
シ
テ
」
〃
。

（185）
〃
「
称
二シ
テ
彼
ノ
仏
ノ
御
名
一ヲ
」
〃
。

（186）
〃
「
讃
嘆
」
〃
。

（187）
〃
「
礼
讃
シ
」
〃
。

（188）
〃
「
惣
シ
テ
」
〃
。

（189）
〃
「
惣
シ
テ
」
〃
。

（190）
〃
「
発
レス
ル
恵
ヲ
」
〃
。

（191）
〃
「
抄
二
写
シ
テ
尊
経
一ヲ
」
〃
。

（192）
〃
「
無
二シ
時
ト
シ
テ
暫
ク
モ
捨
テ
テ
不
一ル
レコ
ト
念
二ワ
耶
嬢
一ヲ
。」
〃
。

（193）
〃
「
是
ノ
」
〃
。

（194）
〃
「
精
勤
」
〃
。

（195）
〃
「
修
二シ
テ
念
仏
誦
経
一ヲ
」
〃
。

（196）
〃
「
行
」
〃
。

　
　
　

＊
前
後
の
字
句
ま
で
含
ん
で
い
る
場
合
は
、
該
当
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
。

　
　
　

＊
可
能
な
限
り
整
理
し
た
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

　

５
、
独
自
の
字
句
や
文
章
が
認
め
ら
れ
る
理
由

　

で
は
、
何
故
「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
前
項
で
示
し
た

（1）
か
ら

（196）
の
よ
う
な
文
章
や

字
句
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
主
に
次
の
二
点
が
挙
げ

（
360
）

（
361
）

（
362
）

（
363
）

（
364
）

（
365
）

（
366
）

（
367
）

（
368
）

（
369
）

（
370
）

（
371
）

（
372
）

（
373
）（

374
）

（
375
）

（
376
）

（
377
）

（
378
）

ら
れ
る
。

　
　
ａ
、
人
為
的
な
仕
業

　

第
一
に
、
人
為
的
な
仕
業
に
よ
っ
て
文
字
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
存
覚
相
伝
本
」
は
写
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
自
の
文
章
や
字
句
が
確
認

出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
写
の
過
程
で
誤
写
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
意
図
的
に

文
章
や
字
句
が
改
編
さ
れ
た
か
、
或
い
は
恣
意
的
に
文
章
や
字
句
が
追
記
さ
れ
た
か

の
い
ず
れ
か
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
存
覚
相
伝
本
」
の
原
本
に
あ
た
る
「
広
本
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ど

の
文
章
や
字
句
が
ど
の
出
来
事
に
よ
っ
て
発
生
し
た
の
か
を
事
細
か
に
判
断
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば

（2）
で
指
摘
し
た
「
大
悲
」
は
「
慈
」
と
「
悲
」
の
形
状

が
似
て
い
る
た
め
、「
大
慈
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、

（31）
で
言
及
し
た
湛
然
の
『
法
華
文
句
記
』
を
引
き
合
い
に
し
た
文
章
は
、

誤
写
と
認
め
る
に
は
聊
か
長
文
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
書
写
す
る
時
に
意
図
的

に
文
章
が
改
編
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
恣
意
的
に
文
章
が
追
記
さ
れ
た
か
の
ど
ち
ら

か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

ｂ
、
表
面
的
に
は
他
本
の
特
徴

　

第
二
に
、
表
面
的
に
は
他
本
の
特
徴
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、（137）
で
示
し
た
「
謹
ン
テ
案
二ス
ル
ニ
無
量
寿
経
ノ
下
巻
一ヲ
云
ワ
ク
」
と
い
う
字
句
は
、

『
決
疑
鈔
』
で
「
建
暦
版
」
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、

（137）
の
内
容
だ
け
に
注
意
す
れ
ば
、「
存
覚
相
伝
本
」
は
「
広
本
」

で
は
な
く
、「
建
暦
版
」
を
延
書
に
し
た
本
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
不
可
能
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一
一
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

で
は
な
い
。

　

し
か
し
、本
稿
第
四
節
第
三
項
で
考
察
し
た
通
り
、そ
も
そ
も
「
建
暦
版
」
は
「
広

本
」
系
統
に
位
置
す
る
本
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、「
広
本
」
を
延
書
に
し
た
「
存
覚
相
伝
本
」
に
「
建
暦
版
」
の
特
徴

が
備
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

お
そ
ら
く

（137）
で
紹
介
し
た
字
句
は
、
も
と
も
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
広
本
」
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
建
暦
版
」
に
引
き
継
が
れ
、
最
終
的
に
は
木
版
本
の
中

で
「
建
暦
版
」
を
区
別
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
、目
下
の
と
こ
ろ
「
建

暦
版
」
の
特
徴
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

６
、「
広
本
」
と
「
存
覚
相
伝
本
」
を
通
じ
て

　

以
上
、
本
節
で
は
「
広
本
」
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
上
で
「
存
覚
相
伝
本
」
に

関
し
て
論
及
し
て
き
た
。

　

様
々
な
文
献
に
見
て
取
れ
る「
広
本
」の
情
報
に
基
づ
け
ば
、「
存
覚
相
伝
本
」が「
広

本
」を
延
書
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
存

覚
相
伝
本
」
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
「
広
本
」
の
内
容
を
確
実
に
継
承
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
本
節
を
通
じ
て
「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
「
広
本
」
の
本
文
が
収
め
ら
れ

て
い
る
と
同
時
に
誤
写
・
改
編
・
追
記
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
章
や
字

句
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
取
れ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、「
存
覚
相
伝
本
」
は
「
広
本
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
延
書
し
た
も
の

で
は
な
い
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
「
建
暦
版
」
の
特
徴
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
字

（
384
）

句
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

よ
っ
て
今
後
「
存
覚
相
伝
本
」
は
、「
広
本
」
と
「
建
暦
版
」
の
両
方
の
特
徴
を
兼

ね
備
え
た
本
と
し
て
、
更
に
言
え
ば
「
建
暦
版
」
が
「
広
本
」
の
特
徴
を
引
き
継
い

で
い
た
こ
と
を
示
す
文
献
と
し
て
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

六
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、本
稿
で
は
「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
他
本
に
注
目
し
、

そ
れ
ら
を
考
察
す
る
中
で
『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面
に
つ
い
て
愚
見
を
述
べ
て
き

た
。
本
稿
を
通
じ
て
、『
選
択
集
』
諸
本
の
実
態
解
明
に
寄
与
す
る
こ
と
が
出
来
た

と
考
え
る
。

　

本
稿
を
擱
筆
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
論
及
し
た
内
容
を
整
理
し
、
改
め
て
以
下

に
示
し
た
い
。

・「
廬
山
寺
本
」
と
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
他
本
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
「
禿

庵
文
庫
本
」「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」「
広
本
」「
存
覚
相
伝
本
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・「
禿
庵
文
庫
本
」
の
朱
書
は
江
戸
時
代
後
期
に
慧
友
が
独
自
に
施
し
た
も
の
で

あ
り
、『
選
択
集
』
諸
本
に
関
す
る
情
報
を
完
全
に
は
伝
え
て
い
な
い
の
で
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

・「
禿
庵
文
庫
本
」
の
異
本
注
記
は
「
広
本
」
系
統
の
本
と
対
校
し
た
結
果
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

・「
禿
庵
文
庫
本
」
は
「
廬
山
寺
本
」
特
有
の
字
句
を
継
承
し
つ
つ
も
、本
文
が
「
往

生
院
本
」
と
近
い
こ
と
か
ら
、
推
敲
が
終
了
し
た
「
廬
山
寺
本
」
か
、
も
し
く

は
そ
れ
を
清
書
し
た
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
清
書
本
の
一
種
類
と
認
め



一
一
五

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

ら
れ
る
。

・「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
「
建
暦
版
」
の
伝
承
と
基
本
的
に
相
反
し
な
い
事
実
、

並
び
に
他
の
木
版
本
と
明
ら
か
に
別
系
統
の
本
で
あ
る
事
情
、
印
刷
に
用
い
ら

れ
た
版
木
の
構
造
が
特
異
で
あ
る
こ
と
、「
延
応
版
」
よ
り
も
時
代
が
上
が
る

と
考
え
ら
れ
る
状
況
な
ど
を
全
て
勘
案
す
れ
ば
、「
建
暦
版
」
で
あ
る
と
受
け

止
め
ら
れ
る
本
で
あ
る
。

・「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
る
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
が
「
建
暦
版
」
で
あ
る

と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、「
建
暦
版
」
は
「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ

る
と
言
え
る
。

・「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
寿

観
二
経
説
示
前
後
論
」
が
な
い
た
め
、「
建
暦
版
」
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
広
本
」

か
、
或
い
は
そ
れ
に
近
い
本
を
底
本
と
し
て
、
少
な
か
ら
ず
内
容
を
修
正
の
上
、

開
版
さ
れ
た
本
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

・「
存
覚
相
伝
本
」
は
推
敲
半
ば
の
「
廬
山
寺
本
」
か
、
或
い
は
そ
れ
を
書
写
し

た
他
の
『
選
択
集
』
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
「
広
本
」
を
延
書
に
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
本
文
に
は
書
写
の
過
程
で
変
化
し
た
文
章
や
字
句
を
多
く
含
ん
で
い

る
の
で
、「
広
本
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
延
書
し
た
も
の
で
は
な
い
。

・「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
「
建
暦
版
」
の
特
徴
だ
と
さ
れ
て
い
る
字
句
が
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、「
存
覚
相
伝
本
」
は
今
後
「
広
本
」
と
「
建
暦
版
」
の
両
方
の

特
徴
を
兼
ね
備
え
た
本
と
し
て
、
ま
た
「
建
暦
版
」
が
「
広
本
」
の
特
徴
を
引

き
継
い
で
い
た
こ
と
を
示
す
文
献
と
し
て
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
『
選
択
集
』
は
法
然
畢
生
の
書
で
あ
り
、
浄
土
宗
第
一
の
根
本
聖
典
で
あ
る
。『
選

択
集
』
諸
本
の
実
態
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
重
要
な
書
物
で
あ
る
『
選
択
集
』
の
歴
史

を
よ
り
深
く
、
正
確
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
と
共
に
、
法
然
門
下
の
間
で
法
然
の
説
い
た
教
え
の
解
釈
に
異
な

り
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
も
新
た
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

予
想
さ
れ
る
。

　

今
後
と
も
『
選
択
集
』
諸
本
の
成
立
や
流
伝
に
関
し
て
は
、
継
続
的
な
研
究
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

（
1
）藤
堂
祐
範「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範『
選
択
集
大
観
』一
四
三
～
一
四
八
頁
、

山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
、
少

な
く
と
も
三
〇
点
以
上
の
写
本
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
何
グ
ル
ー
プ
に
分
類
出

来
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
写
本
に
つ
い
て
は
藤

堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
四
三
～
一
四
八
頁
、

山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
並
び
に
「
写
伝
篇

（1）
解
説
」（
親
鸞
聖
人
全
集

刊
行
会
編
『
定
本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
、 

二
一
三
～
二
二
四
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
）、

「
古
写
本
刊
本
・
研
究
文
献
目
録
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大

学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
六
八
七
～
七
〇
〇
頁
、
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）、佐
々
木
勇
編『
専
修
寺
蔵『
選
択
本
願
念
仏
集
』延
書　

影
印
・
翻
刻
と
総
索
引
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）、
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選

択
本
願
念
仏
集
』（
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、 

二
〇
一
二
）、 「
資
料
紹
介　

金
剛
寺
蔵
『
選

択
本
願
念
仏
集
』
上
下
」（『
法
然
上
人
研
究
』
八
、 

二
〇
一
六
）、 

国
文
学
研
究
資
料
館
「
日

本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

館
蔵
和
古
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」〈http://dbrec.

nijl.ac.jp/K
TG

_W
_4966

〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）藤
堂
祐
範「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範『
選
択
集
大
観
』一
四
八
～
一
七
九
頁
、



一
一
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

一
八
二
～
一
八
三
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た

だ
し
、 「
岩
田
淳
慶
旧
蔵
本
」
は
写
本
で
あ
り
（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生

編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
六
九
〇
～
六
九
一
頁
、
永

田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）、「
選
択
集
十
六
章
段
画
図
」
は
書
物
で
は
な
い
た
め
（
藤
堂
祐

範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
六
九
頁
、
山
喜
房
仏
書

林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
点
数
を
計
算
す
る
際
に
除
い
た
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
、

少
な
く
と
も
二
四
〇
点
以
上
の
木
版
本
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
何
グ
ル
ー
プ
に

分
類
出
来
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
木
版
本
に
つ

い
て
は
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
四
八
～

一
七
九
頁
、
一
八
二
～
一
八
三
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
並
び
に

国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

館
蔵
和
古
書
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」〈http://dbrec.nijl.ac.jp/K

TG
_W

_4966
〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
な
お
、
欧
文
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
はM

orris J. A
ugustine and K

ondō Tesshō, 

trans. Senchaku H
ongan N

em
butsu Shū: A C

ollection of Passages on the N
em

butsu 

C
hosen in the O

riginal Vow. B
D

K
 English Tripiṭaka 104-II. B

erkeley: N
um

ata C
enter 

for B
uddhist Translation and R

esearch, 1997.

やSenchakushū English Translation 
Project, trans. and ed. H

ōnen's Senchakushū: Passages on the Selection of the N
em

butsu 

in the O
riginal Vow

 (Senchaku H
ongan N

em
butsu Shū). H

onolulu: U
niversity of 

H
aw

ai'i Press and Tokyo: Sōgō B
ukkyō K

enkyūjo, Taishō U
niversity, 1998.

な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
例
え
ば
養
鸕
徹
定
『
祖
蹟
跋
文
』（
一
丁
オ
～
二
丁
ウ
、
出
経
堂
、
明
治
期
）、
並
び

に
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』、
山
喜
房
仏

　

書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
新
村
出
「
選
択
集
古
版
本
考
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集

大
観
』、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
石
田
充
之
『
選
択
集
研
究
序
説
』

（
五
〇
～
七
二
頁
、
百
華
苑
、
一
九
七
六
）、
小
島
英
裕
「『
選
択
集
』
の
流
伝
」（『
深
草

　

教
学
』
一
七
、一
九
九
七
）、
稲
岡
満
了
「『
選
択
集
』
流
伝
史
概
観
」（『『
選
択
集
』
撰
述

　

八
〇
〇
年　

粟
生
光
明
寺
開
創
八
〇
〇
年
記
念
論
集　

西
山
学
会
年
報
』
八
、  

一
九
九
八
）、

宇
高
良
哲
「『
選
択
集
』
諸
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
―
特
に
原
文
引
用
の
比
較
検
討
を
中

心
に
―
」（『
阿
川
文
正
教
授
古
稀
記
念
論
集　

法
然
浄
土
教
の
思
想
と
伝
歴
』、
山
喜
房
仏

書
林
、
二
〇
〇
一
）、
三
栗
章
夫
・
高
松
俊
景
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
延
書
本
の
意
義
」（
龍

谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、 

選
択
本
願
念

仏
集
（
延
書
）、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

（
5
）『
浄
全
』
七
・
三
四
七
上
、
並
び
に
大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸

本
の
研
究
〈
資
料
編
〉』
四
・
義
山
版
（
原
本
写
真
版
、
一
〇
六
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
写
本
や
木
版
本
に
つ
い
て
は
前
掲
註
1
・
2
で
示
し
た
文
献
の
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い

が
、
活
字
本
や
銅
版
本
、
近
年
の
出
版
物
に
つ
い
て
は
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研

究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
七
九
～
一
八
二
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／

一
九
七
五
）、
並
び
に
法
然
上
人
全
集
刊
行
会
編
『
定
本　

法
然
上
人
全
集
』
一
（
三
八
八

～
三
九
三
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
七
）、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合

目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

館
蔵
和
古
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」〈http://dbrec.nijl.ac.jp/K

TG
_

W
_4966

〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
註
釈

書
に
つ
い
て
は
石
井
教
道
『
選
択
集
の
研
究　

註
疏
篇
』（
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
四
五
）、

並
び
に
法
然
上
人
全
集
刊
行
会
編
『
定
本　

法
然
上
人
全
集
』
一
（
四
〇
一
～
四
二
四

頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
七
）、「
古
写
本
刊
本
・
研
究
文
献
目
録
」（
龍
谷
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）

七
〇
一
～
七
一
六
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
例
え
ば
聖
光
、
源
智
、
幸
西
、
親
鸞
等
が
所
持
し
た
『
選
択
集
』
は
散
逸
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
石
井
教
道
『
選
択
集
の
研
究　

総
論
篇
』（
二
九
八
～
三
〇
三
頁
、
平

楽
寺
書
店
、
一
九
五
一
）、
並
び
に
「
写
伝
篇
⑴
解
説
」（
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
『
定

本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
、 

二
一
三
～
二
一
八
頁
、法
蔵
館
、一
九
七
〇
）、佐
伯
良
雄
「『
選

択
集
』
の
附
属
に
つ
い
て
」（『『
選
択
集
』
撰
述
八
〇
〇
年　

粟
生
光
明
寺
開
創
八
〇
〇
年

記
念
論
集　

西
山
学
会
年
報
』
八
、 

一
九
九
八
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。



一
一
七

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（
8
）
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』（
六
九
～
一
三
八
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／

一
九
七
五
）、
並
び
に
藤
堂
祐
範
校
訂
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
土
川
勧
学
宗
学
興
隆
会
、

一
九
三
三
／
一
九
三
六
／
一
九
四
〇
／
一
九
六
七
／
一
九
六
九
／
一
九
七
六
／
一
九
八
三
／

一
九
八
九
／
一
九
九
三
／
一
九
九
五
）、『
昭
法
全
』
三
一
〇
～
三
五
〇
、
大
谷
大
学
・
大
谷

大
学
真
宗
学
総
合
研
究
班
編
『
大
谷
大
学
図
書
館
蔵　

禿
庵
文
庫
選
択
本
願
念
仏
集
』（
五

～
四
一
頁
、大
谷
大
学
、一
九
七
四
）、法
然
上
人
全
集
刊
行
会
編
『
定
本　

法
然
上
人
全
集
』

一
（
二
一
五
～
三
二
七
頁
、 
山
喜
房
仏
書
林
、一
九
七
七
）、 「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」

（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、
二
〇
〇
二
）、
兼

岩
和
広
「『
選
択
集
』
の
成
立
史
的
研
究
」
付
録
資
料　

法
然
遺
文
四
本
対
照
表
（『
選
択
集
』、 

「
広
本
選
択
集
」、 「
三
部
経
釈
」、『
逆
修
説
法
』）（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、 

二
〇
〇
三
）、
岸

一
英
「
金
剛
寺
蔵
『
選
択
集
』
上
・
下
解
説
」（
落
合
俊
典
『
金
剛
寺
一
切
経
の
総
合
的
研

究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究　

研
究
成
果
報
告
書
』
一
、 

四
〇
六
～
四
〇
八
頁
、
高
山
、

二
〇
〇
七
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編『『
選
択
集
』諸
本
の
研
究〈
資
料
編
〉』一
・
廬
山
寺
本（
原

本
写
真
版
、
二
九
～
三
〇
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）
同
上
六
五
～
六
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）
同
上
八
八
～
九
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）「
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
は
柴
田
泰
山
「
法
然
遺
文
中
に
お
け

る
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
に
つ
い
て
」（『
廣
川
堯
敏
教
授
古
稀
記
念
論
集　

浄
土
教
と
仏

教
』、
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）
詳
し
く
は
前
掲
註
8
で
示
し
た
文
献
の
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、『
選
択
集
』
諸
本
の

対
校
結
果
は
非
常
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
、
全
て
の
文
字
を
比
較
対
照
し
、
そ

の
デ
ー
タ
を
包
括
的
に
分
析
し
た
と
し
て
も
、
結
局
は
諸
本
の
関
係
性
を
整
理
す
る
際
に
困

難
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
今
ま
で
に
注
目
さ
れ
て
き
た
「
廬
山
寺
本
」
特

有
の
文
章
や
字
句
の
中
で
も
異
質
な
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大

橋
俊
雄
校
注
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
一
九
一
～
一
九
三
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）、
並

び
に
拙
稿
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
法
然
上
人
に
よ
る
推
敲
―
第
九
章

私
釈
段
に
注
目
し
て
―
」（『
浄
土
学
』
五
五
、 

一
四
〇
～
一
四
四
頁
、
二
〇
一
八
）
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）
な
お
、 

他
に
も
「
廬
山
寺
本
」
特
有
の
文
章
や
字
句
と
し
て
、
特
に
第
八
章
の
引
文

『
観
経
疏
』
の
至
誠
心
釈
中
に
お
け
る
欠
文
（
大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択

集
』
諸
本
の
研
究
〈
資
料
編
〉』
一
・
廬
山
寺
本
、
原
本
写
真
版
、
五
〇
頁
、
文
化
書
院
、

一
九
九
九
）、
並
び
に
第
八
章
の
引
文
『
観
経
疏
』
の
深
心
釈
中
に
お
け
る
欠
文
（
大
正
大

学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本
の
研
究
〈
資
料
編
〉』
一
・
廬
山
寺
本
、
原
本

写
真
版
、
五
二
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）、
第
八
章
の
引
文
『
観
経
疏
』
の
回
向
発
願

心
釈
中
に
お
け
る
欠
文
（
大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本
の
研
究
〈
資

料
編
〉』
一
・
廬
山
寺
本
、
原
本
写
真
版
、
五
八
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）
が
挙
げ
ら

れ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
既
に
論
及
さ
れ
、
同
じ
欠
文
を
有
し
て
い
る
本
は
他

に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
兼
岩
和
広
「『
選
択
集
』
の
成
立
史
的
研
究
」（
九
五
～
九
六
頁
、
国
立
国

会
図
書
館
蔵
、
二
〇
〇
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
一
～

九
二
頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土

教
の
総
合
的
研
究
」、
二
二
九
～
三
〇
〇
頁
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）
稲
田
順
学
・
稲
吉
満
了
・
吉
良
潤
・
加
藤
義
諦
「『
禿
庵
文
庫
選
択
集
』
の
由
来
」（『
深

草
教
学
』
一
五
、一
九
九
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇
頁
、
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）『
浄
全
』
七
・
一
九
〇
下
。

（
20
）
な
お
、 
他
に
も
良
忠
は
「
選
択
広
本
」（『
浄
全
』
一
一
・
四
四
上
）、及
び
「
広
選
択
」（『
浄

全
』一
一
・
一
一
〇
上
）と
い
う
呼
称
を
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、 

本
稿
で
は
統
一
的
に「
広

本
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
21
）『
浄
全
』
一
一
・
一
一
〇
上
～
一
一
一
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、義
山
が
「
稿
本
」（
大



一
一
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本
の
研
究
〈
資
料
編
〉』
四
・
義
山
版
、
原

本
写
真
版
、
一
〇
六
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）
と
呼
称
し
た
本
に
も
「
寿
観
二
経
説
示

前
後
論
」
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
廬
山
寺
本
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
（
拙

稿
「
義
山
所
説
の
『
選
択
集
』「
稿
本
」
と
「
廬
山
寺
本
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
仏
教
文
化
学
会

紀
要
』
二
六
、  
二
〇
一
七
）、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
22
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
一
～
二
四
六
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
五
節
で
改
め
て
詳
し
く
触
れ
る
。

（
24
）『
昭
法
全
』三
九
六
～
三
九
七
、 
並
び
に「
写
伝
篇

（1）
解
説
」（
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編『
定

本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
、 

二
一
五
～
二
一
六
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
）
な
ど
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
25
）
金
水
敏
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
解
題
」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資

料
叢
書
』
一
八
、
明
恵
上
人
資
料
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
一
八
（
明
恵
上
人
資
料
四
、

四
二
〇
～
四
二
五
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
三
頁
、

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）。

（
28
）
同
上
四
頁
。

（
29
）
な
お
、
方
便
智
院
の
蔵
書
印
で
は
な
く
、
何
故
十
無
尽
院
の
蔵
書
印
が
捺
印
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
30
）
奥
田
勲
「『
高
山
寺
聖
教
目
録
』」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢

書
』
一
四
、
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
一
四
（
高
山
寺
経
蔵
古
目
録

二
五
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）、
並
び
に
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
口

絵
一
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
） 

高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
四
七
頁
、 

文
華
堂
書
店
、 

一
九
七
七
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
33
）
細
川
行
信
「
選
択
集
の
書
誌
」（
大
谷
大
学
・
大
谷
大
学
真
宗
学
総
合
研
究
班
編
『
大
谷

大
学
図
書
館
蔵　

禿
庵
文
庫
選
択
本
願
念
仏
集
』
六
二
～
六
四
頁
、
大
谷
大
学
、
一
九
七
四
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
34
）
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
二
七
頁
、
三
二
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、細
か
な
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
細
川
行
信
「
選
択
集
の
書
誌
」（
大

谷
大
学
・
大
谷
大
学
真
宗
学
総
合
研
究
班
編
『
大
谷
大
学
図
書
館
蔵　

禿
庵
文
庫
選
択
本
願

念
仏
集
』六
一
～
六
二
頁
、大
谷
大
学
、一
九
七
四
）、並
び
に
高
橋
正
隆『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』

（
二
七
～
三
一
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
35
）
本
稿
第
二
節
第
二
項
ｂ
の
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
五
頁
、

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）。

（
37
）
同
上
五
頁
。

（
38
）
同
上
六
頁
。

（
39
）
同
上
六
頁
。

（
40
）
同
上
一
一
頁
。

（
41
）
同
上
一
一
頁
。
な
お
、「
名
」
の
左
側
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
挿
入
符
だ
と
い
う
見
解

に
つ
い
て
は
大
谷
大
学
編『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』

（
一
〇
三
頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）
同
上
一
三
頁
。
な
お
、「
名
」
の
左
側
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
挿
入
符
だ
と
い
う
見
解

に
つ
い
て
は
大
谷
大
学
編『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』

（
一
〇
五
頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
）
同
上
一
九
頁
。

（
44
）
同
上
二
八
頁
。

（
45
）
同
上
三
三
頁
。

（
46
）
同
上
三
九
頁
。

（
47
）
同
上
五
四
頁
。

（
48
）
同
上
五
四
頁
。



一
一
九

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（
49
）
同
上
五
九
頁
。

（
50
）
同
上
六
五
頁
。

（
51
）
同
上
七
五
頁
。

（
52
）
同
上
七
七
頁
。

（
53
）
同
上
七
九
頁
。

（
54
）
同
上
八
一
頁
。

（
55
）
同
上
九
〇
頁
。

（
56
）
同
上
九
〇
頁
。

（
57
）
同
上
九
一
頁
。

（
58
）
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
五
一
～
五
二
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
59
）
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
一
四
（
高
山
寺
経
蔵
古
目
録

二
五
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）、
並
び
に
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
口

絵
一
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
60
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
五
頁
、

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）。

（
61
）
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
四
七
～
五
六
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
62
）
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
三
（
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書

目
録
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
）、
並
び
に
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高

山
寺
資
料
叢
書
』
五
（
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
）、

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
八
（
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録

三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
）、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料

叢
書
』
一
〇
（
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
）、
高
山

寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
一
一
（
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
索

引
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
）、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料

叢
書
』
一
四
（
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）、
高
山
寺
典
籍
文

書
綜
合
調
査
団
編『
高
山
寺
資
料
叢
書
』二
二（
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
、 

東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
二
）、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
二
四
（
高
山
寺
経

蔵
典
籍
文
書
目
録　

完
結
篇
、 

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
）、 

石
塚
晴
通
「
明
治
一
八
年
高
山

寺
「
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
」」（『
平
成
二
〇
年
度　

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調

査
団　

研
究
報
告
論
集
』、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
二
〇
〇
九
）、
石
塚
晴
通
・
池

田
証
寿
・
徳
永
良
次
「
明
治
一
八
年
高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』（
影
印
・

翻
刻
）」（『
平
成
二
一
年
度　

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団　

研
究
報
告
論
集
』、
高
山
寺

典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
二
〇
一
〇
）、
拙
稿
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
来
歴

を
め
ぐ
っ
て
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
八
、 

六
四
～
六
九
頁
、
二
〇
一
九
）
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
63
）
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
口
絵
一
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）。

（
64
）大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編『『
選
択
集
』諸
本
の
研
究〈
資
料
編
〉』一
・
廬
山
寺
本（
原

本
写
真
版
、
三
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
65
）
香
月
院
深
励
『
選
択
集
講
義
』（『
香
月
院
深
励
著
作
集
』
四
、 

五
一
頁
、
法
蔵
館
、

一
九
七
六
）。

（
66
）
な
お
、
本
稿
第
三
節
第
二
項
ａ
の
⑥
と
同
⑦
で
紹
介
し
た
字
句
に
限
っ
て
は
、
慧
友
が

『
観
経
疏
』
を
参
照
し
、「
禿
庵
文
庫
本
」
に
書
き
込
ん
だ
可
能
性
も
指
摘
出
来
る
。
た
だ
し
、

現
時
点
に
お
い
て
筆
者
は
該
当
箇
所
に
「
名
」
の
文
言
が
あ
る
『
観
経
疏
』
を
確
認
し
て
い

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
正
蔵
』
三
七
・
二
七
二
中
、並
び
に
堤
玄
立
・
平
松
令
三
編
『
専

修
寺
本　

善
導
大
師
五
部
九
巻
』
Ⅱ
（
三
八
五
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
八
六
）、
龍
谷
大
学
図

書
館
「
貴
重
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

龍
谷
蔵
」〈http://w

w
w.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/

cont_05/pages_05/0509S/0509.htm
l

〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。『
観
経
疏
』
諸
本
の
中
で
該
当
箇
所
に
「
名
」
の
文
言
を
有
す
る
も
の
は
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
67
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
九
一

頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）。

（
68
）
同
上
一
〇
頁
。



一
二
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
69
）
同
上
一
五
頁
。

（
70
）
同
上
八
九
頁
。
な
お
、
本
文
を
訂
正
す
る
た
め
に
「
釈
迦
」
の
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ

た
可
能
性
も
想
定
出
来
る
が
、
本
事
例
で
は
「
弥
陀
」
の
文
字
に
対
し
て
見
せ
消
ち
が
施
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
異
本
注
記
と
判
断
し
た
。「
禿
庵
文
庫
本
」
内
で
見
せ
消
ち
が
行
わ
れ

て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択

本
願
念
仏
集
』（
九
頁
、
三
四
頁
、 

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、 

二
〇
一
二
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
71
）
同
上
八
九
頁
。

（
72
）
同
上
八
九
頁
。

（
73
）
同
上
八
九
頁
。
な
お
、
本
文
を
訂
正
す
る
た
め
に
「
釈
迦
」
の
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ

た
可
能
性
も
想
定
出
来
る
が
、
本
事
例
で
は
「
弥
陀
」
の
文
字
に
対
し
て
見
せ
消
ち
が
施
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
異
本
注
記
と
判
断
し
た
。「
禿
庵
文
庫
本
」
内
で
見
せ
消
ち
が
行
わ
れ

て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
註
70
の
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
74
）
細
川
行
信
「
選
択
集
の
書
誌
」（
大
谷
大
学
・
大
谷
大
学
真
宗
学
総
合
研
究
班
編
『
大
谷

大
学
図
書
館
蔵　

禿
庵
文
庫
選
択
本
願
念
仏
集
』
六
二
頁
、
大
谷
大
学
、
一
九
七
四
）、
並

び
に
高
橋
正
隆
『
鎌
倉
新
仏
教
管
見
』（
二
九
～
三
〇
頁
、
文
華
堂
書
店
、
一
九
七
七
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
75
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
二
五
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
76
）『
浄
全
』
三
・
一
〇
四
九
上
。

（
77
）『
浄
全
』
一
一
・
一
一
〇
上
～
一
一
一
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
78
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
四
四
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
79
）「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土

教
の
総
合
的
研
究
」、
二
九
七
～
二
九
八
頁
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
80
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
三
三
九
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
81
）
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
『
定
本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
（
選
択
本
願
念
仏
集　

仮
字

本
一
八
五
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
）。

（
82
）
龍
谷
大
学
図
書
館
「
貴
重
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

龍
谷
蔵
」〈http://w

w
w.afc.

ryukoku.ac.jp/kicho/cont_04/pages_04/0417S/0417.htm
l

〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
二
八
日
ア

ク
セ
ス
）。

（
83
）『
選
択
本
願
念
仏
集
』
末
（
五
七
丁
ウ
、
宗
大
二
五
九
〇
、
大
谷
大
学
蔵
）。

（
84
）
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏
集
』（
二
四
八

頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）。

（
85
）『
選
択
本
願
念
仏
集
』
末
（
五
六
丁
オ
～
ウ
、
宗
大
二
五
九
〇
、
大
谷
大
学
蔵
）、
並
び

に
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
『
定
本　

親
鸞
聖
人
全
集
』
六
（
選
択
本
願
念
仏
集　

仮
字
本

一
八
二
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
）、
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍

谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
三
三
八
頁
、
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）、
大
谷
大
学
編
『
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念　

選
択
本
願
念
仏

集
』（
二
四
八
頁
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）、
二
〇
一
二
）、
龍
谷
大
学
図
書
館
「
貴

重
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

龍
谷
蔵
」〈http://w

w
w.afc.ryukoku.ac.jp/kicho/cont_04/

pages_04/0417S/0417.htm
l

〉（
二
〇
二
〇
年
六
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
86
）『
浄
全
』
三
・
一
〇
四
九
上
。

（
87
）「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
が
鎌
倉
時
代
に
開
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
川
瀬
一
馬
『
貴
重
書
解
題　

仏
書
之
部
』（
一
二
六
頁
、
財
団
法
人　

大

東
急
記
念
文
庫
、
一
九
五
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
88
）な
お
、 

専
修
寺
の
所
蔵
で「
正
安
第
四
…
」（
佐
々
木
勇
編『
専
修
寺
蔵『
選
択
本
願
念
仏
集
』

延
書　

影
印
・
翻
刻
と
総
索
引
』
一
三
一
頁
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）
の
書
写
奥
書
を
有

す
る
写
本
や
京
都
大
学
の
所
蔵
で
「
永
享
十
一
年
…
」（『
選
択
本
願
念
仏
集
』
下
、 

四
六
丁

オ
、
一
ー
二
六
・
セ
・
二
一
、
京
都
大
学
蔵
）
の
書
写
奥
書
を
有
す
る
写
本
等
は
、
本
文
の

様
子
と
本
稿
第
三
節
第
二
項
ｃ
の
㊃
と
同
㊅
の
異
本
注
記
に
示
さ
れ
る
内
容
が
一
致
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
本
の
性
格
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
下
（
四
四
丁
ウ
、
一
ー
二
六
・
セ
・
二
一
、
京
都
大
学
蔵
）、



一
二
一

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

並
び
に
佐
々
木
勇
編
『
専
修
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
延
書　

影
印
・
翻
刻
と
総
索
引
』

（
一
二
八
頁
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
89
）
本
稿
第
二
節
第
二
項
ｂ
の
内
容
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
90
）大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編『『
選
択
集
』諸
本
の
研
究〈
資
料
編
〉』二
・
往
生
院
本（
原

本
写
真
版
、
一
一
一
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
91
）
小
島
英
裕
「『
選
択
集
』
古
本
四
種
異
同
表
」（『
深
草
教
学
』
一
九
、一
九
九
九
）、
並
び

に
小
島
英
裕
「『
往
生
院
本
』
は
『
選
択
集
』
草
稿
の
転
写
本
」（『
深
草
教
学
』
一
九
、五
八

頁
、
一
九
九
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、「
廬
山
寺
本
」
で
見
せ
消
ち
さ
れ
て
い
る

字
句
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
つ
つ
諸
本
間
の
異
同
を
判
断
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
か
、
ま

た
は
「
廬
山
寺
本
」
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
諸
本
と
対
校
し

た
ら
良
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
92
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
法
然
上
人
に

よ
る
推
敲
―
第
十
二
章
段
に
お
い
て
見
せ
消
ち
さ
れ
た
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
七
、 

一
五
四
頁
、
二
〇
一
九
）
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
93
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
来
歴
を
め
ぐ
っ
て
」（『
仏

教
文
化
学
会
紀
要
』
二
八
、 

六
四
頁
、
二
〇
一
九
）
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
94
）
反
町
茂
雄
『
日
本
の
古
典
籍　

そ
の
面
白
さ　

そ
の
尊
さ
』（
三
四
六
頁
、
八
木
書
店
、

一
九
八
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
95
）
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇
頁
、
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）。

（
96
）
反
町
茂
雄
『
日
本
の
古
典
籍　

そ
の
面
白
さ　

そ
の
尊
さ
』（
三
四
七
頁
、
八
木
書
店
、

一
九
八
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
97
）
岸
一
英
「
金
剛
寺
蔵
『
選
択
集
』
上
・
下
解
説
」（
落
合
俊
典
『
金
剛
寺
一
切
経
の
総

合
的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究　

研
究
成
果
報
告
書
』
一
、 

三
九
六
頁
、
高
山
、

二
〇
〇
七
）。

（
98
）
反
町
茂
雄
『
日
本
の
古
典
籍　

そ
の
面
白
さ　

そ
の
尊
さ
』（
三
四
七
頁
、
八
木
書
店
、

一
九
八
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
99
）
な
お
、
細
か
な
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂

祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
並
び
に

「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の

総
合
的
研
究
」、
二
二
五
～
二
二
六
頁
、
二
〇
〇
二
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
100
）「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏
集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土

教
の
総
合
的
研
究
」、
二
九
九
頁
、
二
〇
〇
二
）。

（
101
）
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇
頁
、
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
刊
記
が
妄
補
さ
れ
た

の
は
明
治
時
代
で
あ
る
と
い
う
説
が
存
在
し
て
い
る
が
（
川
瀬
一
馬
『
貴
重
書
解
題　

仏
書

之
部
』
一
二
六
頁
、
財
団
法
人　

大
東
急
記
念
文
庫
、
一
九
五
六
）、
こ
の
説
は
根
拠
が
不

明
で
あ
る
た
め
、
容
易
に
首
肯
出
来
な
い
。
少
な
く
と
も
刊
記
の
文
字
情
報
か
ら
判
断
す
れ

ば
、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
よ
り
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
で
あ

る
と
受
け
止
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
102
）
な
お
、
妄
補
さ
れ
た
刊
記
か
ら
、
過
去
に
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
は
「
了
延
」
な
る

人
物
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
（
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」
藤
堂
祐

範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）。
ま
た
、
安

土
の
浄
厳
院
に
は
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
と
同
様
の
刊
記
を
有
す
る
『
阿
弥
陀
経
』
が
遺

さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
所
在
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
同
様
の
刊
記
を
持
つ
『
安
楽
集
』
の

存
在
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
（
藤
堂
祐
範
『
増
訂
新
版　

浄
土
教
版
の
研
究
』
六
八
～

六
九
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
三
〇
／
一
九
七
六
）、「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
を
初
め
と

す
る
三
点
の
文
献
は
、
特
定
の
場
所
で
一
緒
に
管
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。

（
103
）
岸
一
英
「
金
剛
寺
蔵
『
選
択
集
』
上
・
下
解
説
」（
落
合
俊
典
『
金
剛
寺
一
切
経
の
総

合
的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究　

研
究
成
果
報
告
書
』
一
、 

三
九
五
～
三
九
七

頁
、
高
山
、
二
〇
〇
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
建
暦
版
」
に
は
刊
記
が
あ
っ
た
と

い
う
指
摘
も
あ
る
が
（
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』



一
二
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

一
四
三
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
、
森
新
之
介
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』

建
暦
版
の
開
版
流
布
と
絶
版
亡
佚
―
印
刷
史
と
思
想
史
を
横
断
し
て
―
」『
浄
土
学
』
五
二
、 

二
三
九
頁
、 
二
〇
一
五
）、 

こ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
『
選
択
決
疑
鈔
見
聞
』
の
一
節
に
は

「
次
者
案
二ル
ニ
此
序
幷
ニ
奥
書
ノ
意
一ヲ
」（『
浄
全
』
七
・
六
四
〇
上
）
と
あ
り
、厳
密
に
は
「
刊
記
」

で
は
な
く
、「
奥
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
書
を
書
き
込
ん
だ
「
建
暦
版
」

が
以
前
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、「
建
暦
版
」
自
体
に
は
刊
記
が
な
か
っ
た
と

受
け
止
め
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
104
）
森
新
之
介
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
建
暦
版
の
開
版
流
布
と
絶
版
亡
佚
―
印
刷
史
と
思
想

史
を
横
断
し
て
―
」（『
浄
土
学
』
五
二
、 
二
四
五
～
二
四
七
頁
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
105
）
同
上
二
三
八
～
二
四
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
106
）
義
山
が
板
行
し
た
『
選
択
集
』、
並
び
に
恵
空
の
『
科
選
択
集
』、
及
び
恵
空
が
板
行
し

た
『
選
択
集
』、
或
い
は
昌
堂
の
『
選
択
集
校
輯
要
義
鈔
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
建
暦
版
」

の
本
文
や
対
校
の
結
果
に
は
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
（
石
井
教
道
「
恵
空
校
合　

建

暦
版
選
択
集
に
就
て
」『
浄
土
学
』
一
三
、 

六
五
～
六
六
頁
、
一
九
三
八
）、
そ
れ
ら
の
本
に

見
て
取
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
一
々
「
建
暦
版
」
の
判
断
基
準
に
用
い
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
107
）
詳
し
く
は
『
浄
全
』
七
・
二
四
七
上
、
並
び
に
『
浄
全
』
七
・
六
四
〇
上
～
六
四
七
上
を

参
照
さ
れ
た
い
が
、
他
に
も
「
建
暦
版
」
に
は
訓
点
の
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
石
井
教
道
「
恵
空
校
合　

建
暦
版
選
択
集
に
就
て
」（『
浄
土
学
』

一
三
、 

六
五
頁
、一
九
三
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
108
）
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇

頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、
並
び
に
「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏

集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、
二
二
六

頁
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
他
に
も
本
巻
の
文
字
数
が
多
か
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏

集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、二
二
五
頁
、

二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
109
）
な
お
、
改
行
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
部
分
に
改
行
が
施
さ
れ
て
い
な
い
状
況
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
五
〇

頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）。
こ
の
点
は
、
印
刷
に
用
い
ら
れ
た
版
木

の
構
造
が
異
質
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
傍
証
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
110
）
本
稿
第
二
節
第
二
項
ｂ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
111
）
本
稿
第
三
節
第
二
項
ｅ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
112
）大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編『『
選
択
集
』諸
本
の
研
究〈
資
料
編
〉』三
・
延
応
版（
原

本
写
真
版
、
一
三
七
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
113
）
森
新
之
介
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
建
暦
版
の
開
版
流
布
と
絶
版
亡
佚
―
印
刷
史
と
思
想

史
を
横
断
し
て
―
」（『
浄
土
学
』
五
二
、 

二
四
八
～
二
五
〇
頁
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
114
）大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編『『
選
択
集
』諸
本
の
研
究〈
資
料
編
〉』三
・
延
応
版（
原

本
写
真
版
、
一
三
七
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
115
）『
浄
全
』
七
・
三
四
七
上
、
並
び
に
『
浄
全
』
七
・
六
一
五
上
、
仏
教
大
系
完
成
会
編
『
仏

教
大
系　

選
択
集
』
二
（
七
三
六
頁
、 

仏
教
大
系
完
成
会
、 

一
九
二
三
）
な
ど
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
116
）『
浄
全
』
七
・
三
四
七
上
、
並
び
に
大
正
大
学
浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本

の
研
究
〈
資
料
編
〉』
四
・
義
山
版
（
原
本
写
真
版
、
一
〇
六
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
117
）『
選
択
集
商
量
鈔
』
一
〇
（
四
丁
ウ
、
宗
大
九
五
七
、
大
谷
大
学
蔵
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
118
）
な
お
、「
広
本
」
が
最
初
に
造
ら
れ
た
草
稿
本
の
『
選
択
集
』
で
あ
る
と
い
う
記
事
は
、

義
聞
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
講
習
玄
譚
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
石
井
教
道
『
選
択
集
の
研
究　

総
論
篇
』（
二
三
七
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
一
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
119
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
法
然
上
人
に

よ
る
推
敲
―
第
十
二
章
段
に
お
い
て
見
せ
消
ち
さ
れ
た
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
を
め
ぐ
っ
て



一
二
三

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

―
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
七
、 

一
四
五
～
一
五
四
頁
、
二
〇
一
九
）
を
併
せ
て
参
照

さ
れ
た
い
。

（
120
）『
浄
全
』
二
・
三
八
九
上
～
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
121
）『
浄
全
』
三
・
九
五
二
上
、
同
一
〇
四
九
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
122
）『
浄
全
』
四
・
三
〇
三
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
123
）『
浄
全
』
七
・
一
九
〇
下
、
同
二
〇
三
上
、
同
二
一
六
下
～
二
一
七
上
、
同
二
二
二
下
～

二
二
三
上
、
同
二
二
三
下
、
同
二
二
四
上
、
同
二
二
五
上
、
同
二
四
三
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
124
）『
浄
全
』
七
・
三
八
九
上
、
同
三
九
六
下
、
同
三
九
七
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
125
）『
浄
全
』
七
・
四
八
四
下
、
同
五
〇
三
上
、
同
五
〇
五
下
、
同
五
一
〇
上
、
同
五
一
一
上
、

同
五
一
三
下
～
五
一
四
上
、
同
五
四
二
上
～
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
126
）『
浄
全
』
七
・
六
一
七
下
、
同
六
一
八
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
127
）『
浄
全
』
七
・
六
九
二
上
、
同
六
九
二
下
、
同
七
一
〇
上
、
同
七
一
三
下
、
同
七
一
八
上
、

同
七
九
五
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
128
）『
浄
全
』
八
・
二
〇
下
、
同
五
一
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
129
）『
浄
全
』
八
・
一
二
四
上
、
同
一
二
五
上
、
同
一
八
九
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
130
）『
浄
全
』
九
・
四
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
131
）『
浄
全
』
一
〇
・
四
七
一
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
132
）『
浄
全
』
一
〇
・
六
六
一
下
～
六
六
二
上
、 

同
六
六
八
上
、同
六
六
九
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
133
）『
浄
全
』
一
一
・
四
四
上
、
同
九
九
上
、
同
一
一
〇
上
～
一
一
一
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
134
）『
浄
全
』
一
二
・
一
八
六
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
135
）『
続
浄
』
二
・
二
五
四
下
、
同
二
五
五
上
、
同
二
八
八
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
136
）『
続
浄
』
七
・
一
二
二
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
137
）『
続
浄
』
一
〇
・
二
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
138
）『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
〇
上
、
同
四
一
五
下
、 

同
四
一
八
上
、 

同
四
一
八
下
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
139
）
香
月
院
深
励
『
選
択
集
講
義
』（『
香
月
院
深
励
著
作
集
』
四
、 

五
一
頁
、
法
蔵
館
、

一
九
七
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
140
）
な
お
、
恵
空
が
開
版
し
た
『
選
択
集
』
に
は
「
此
序
者
…
広
本
亦
入
レ
之
。」（『
選
択
本

願
念
仏
集
』
序
一
丁
ウ
、
筆
者
蔵
）
と
あ
り
、「
広
本
」
に
は
序
文
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
本
文
に
つ
い
て
の
情
報
で
は
な
く
、
序
文
に
関
す
る
も
の
な
の

で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
広
本
」
に
序
文
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
は
、

智
通
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
口
筆
鈔
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

石
井
教
道
『
選
択
集
の
研
究　

註
疏
篇
』（
九
〇
頁
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
四
五
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
141
）『
浄
全
』
七
・
一
九
〇
下
。
な
お
、『
浄
全
』
八
・
一
二
四
上
、
並
び
に
『
浄
全
』
八
・

一
二
五
上
に
は
同
様
の
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
142
）『
浄
全
』七
・
三
八
九
上
。
な
お
、 『
浄
全
』七
・
六
九
二
下
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、

文
言
の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ
た
字
句
が

引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
143
）『
浄
全
』
七
・
二
〇
三
上
。

（
144
）『
浄
全
』
七
・
七
一
三
下
。

（
145
）『
浄
全
』
七
・
二
一
六
下
～
二
一
七
上
。
な
お
、『
浄
全
』
二
・
三
八
九
上
～
下
、並
び
に
『
浄

全
』
七
・
五
〇
五
下
、『
浄
全
』
七
・
七
一
八
上
に
は
同
様
の
字
句
が
一
部
分
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
浄
全
』
七
・
三
九
七
上
、及
び
『
浄
全
』
八
・
一
八
九
上
、『
浄
全
』
一
〇
・
四
七
一
上
、

『
浄
全
』
一
一
・
四
四
上
、『
浄
全
』
一
二
・
一
八
六
上
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
文

言
の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ
た
字
句
が
引

用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
146
）『
浄
全
』
七
・
二
二
二
下
。

（
147
）『
浄
全
』
七
・
二
二
二
下
。

（
148
）『
浄
全
』
七
・
二
二
二
下
～
二
二
三
上
。

（
149
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
上
。

（
150
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
上
。

（
151
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
上
。

（
152
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
上
。



一
二
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（
153
）『
浄
全
』
七
・
七
一
〇
上
。
な
お
、『
浄
全
』
七
・
五
〇
三
上
に
は
同
様
の
字
句
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。

（
154
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
下
。

（
155
）『
浄
全
』
七
・
二
二
三
下
。

（
156
）『
浄
全
』
一
一
・
九
九
上
。
な
お
、『
浄
全
』
八
・
二
〇
下
に
は
同
様
の
字
句
が
一
部
分
引

用
さ
れ
て
い
る
。

（
157
）『
浄
全
』
八
・
五
一
上
。

（
158
）『
浄
全
』
七
・
二
二
四
上
。
な
お
、『
浄
全
』
八
・
五
一
上
に
は
同
様
の
字
句
が
一
部
分
引

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
浄
全
』
七
・
六
一
七
下
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
文
言

の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ
た
字
句
が
引
用

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
159
）『
浄
全
』
七
・
六
一
七
下
。

（
160
）『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
五
下
。

（
161
）『
浄
全
』
七
・
二
二
四
上
。
な
お
、『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
八
下
に
は
同
様
の
字
句
が
一
部

分
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
八
上
、
及
び
『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
八

下
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
文
言
の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ
た
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
162
）『
浄
全
』
七
・
六
一
八
上
。
な
お
、『
浄
全
』
七
・
二
四
三
下
に
は
同
様
の
字
句
が
一
部
分

引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
浄
』
一
〇
・
四
一
〇
上
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、

文
言
の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ
た
字
句
が

引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
163
）『
浄
全
』
七
・
五
四
二
上
～
下
。
な
お
、『
続
浄
』
一
〇
・
二
下
に
は
趣
旨
が
同
じ
で
あ
る

も
の
の
、
文
言
の
多
少
異
な
っ
て
い
る
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
文
言
の
異
な
っ

た
字
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
164
）『
浄
全
』
七
・
七
九
五
下
。

（
165
）『
浄
全
』
一
一
・
一
一
〇
上
～
一
一
一
上
。

（
166
）『
浄
全
』
三
・
一
〇
四
九
上
。

（
167
）
な
お
、
整
理
に
あ
た
り
、「
広
本
」
の
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
内
容
に
立
脚
し
て
い
る

が
、
本
文
が
引
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
引
用
範
囲
が
明
確
で
は
な
い
も
の
（『
浄
全
』

三
・
九
五
二
上
や
『
浄
全
』
七
・
二
二
五
上
等
）、
並
び
に
本
文
の
引
用
が
他
の
文
献
か
ら
の

孫
引
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
（『
浄
全
』
一
〇
・
六
六
一
下
～
六
六
二
上
や
『
浄
全
』

一
〇
・
六
六
八
上
等
）
な
ど
に
つ
い
て
は
除
い
た
。

（
168
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
七
一
～
七
二
頁
、
一
一
六
～
一
一
七
頁
、
一
七
七
頁
、
二
四
五
頁
、
永

田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
169
）
三
栗
章
夫
・
高
松
俊
景
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
延
書
本
の
意
義
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文

化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）

六
三
五
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
170
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
日
下
無
倫
「
親
鸞
聖
人
見
写
の
選
択
集
及
び
そ
の
延
書
」（『
仏
教

研
究
』
四
―
一
、 

四
八
～
五
〇
頁
、
一
九
二
三
）、
並
び
に
三
栗
章
夫
・
高
松
俊
景
「『
選
択

本
願
念
仏
集
』
延
書
本
の
意
義
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大

学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
六
三
四
～
六
三
五
頁
、
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）
な
ど
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
171
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
三
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
172
）
同
上
七
四
頁
。

（
173
）
同
上
一
一
九
頁
。

（
174
）
同
上
一
八
〇
頁
。

（
175
）
な
お
、
細
か
な
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂

祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
四
五
～
一
四
六
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）、

並
び
に
「
古
写
本
刊
本
・
研
究
文
献
目
録
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍

谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
六
八
九
～
六
九
〇
頁
、
永
田
文
昌

堂
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。



一
二
五

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（
176
）
今
岡
達
音
「
広
本
選
択
集
延
書
」（『
今
岡
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』（
浄
土
学　

第
五
、 

六
輯
）、
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会
、
一
九
三
三
）、
並
び
に
「
正
中
版
『
選
択
本
願
念
仏

集
』」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、
二
二
六

～
二
二
七
頁
、
二
〇
〇
二
）、 

龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学

善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
三
七
九
～
五
四
二
頁
、
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
177
）
た
だ
し
、
僅
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
相
違
を
見
て
取
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
「
存

覚
相
伝
本
」
に
は
「
大
ニ
准
シ
テ
小
ヲ
オ
モ
ウ
ニ
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田

利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
一
四
頁
、永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）、
並
び
に
「
コ
ノ
問
答
ノ
コ
ヽ
ロ
ア
キ
ラ
ケ
シ
。
善
導
和
尚
ノ
二
修
ヲ
モ
テ
往

生
極
楽
ノ
行
ヲ
決
セ
ン
ト
オ
モ
ウ
モ
ノ
ナ
リ
。」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生

編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
六
八
～
六
九
頁
、
永
田
文

昌
堂
、二
〇
〇
九
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
広
本
」
に
は
「
準
レシ
テ
大
ニ
思
レ
之
ヲ
」（『
浄
全
』

七
・
二
〇
三
上
）、 

及
び
「
此
問
答
ノ
意
明
シ
。
以
二
導
和
尚
二
修
一ヲ
欲
レ
決
二ン
ト
往
生
極
楽
之
者
一ヲ
。」

（『
浄
全
』
七
・
六
一
七
下
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
故
、
両
者
に
相
違
が

認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
関
連
典
籍
が
木
版
本
と
し
て
開
版
さ
れ

る
際
、
本
文
が
ど
の
程
度
変
容
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
178
）「
広
本
」
の
第
四
章
に
は
「
一
師
ノ
意
耳
。」（『
浄
全
』
七
・
七
九
五
下
）
と
記
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
存
覚
相
伝
本
」
の
第
四
章
に
は
一
切
そ
の
よ
う
な
文
句
が
見
当

た
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大

学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
一
二
〇
～
一
四
五
頁
、
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
179
）
藤
堂
祐
範
「
選
択
集
之
書
史
学
的
研
究
」（
藤
堂
祐
範
『
選
択
集
大
観
』
一
四
六
頁
、
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
二
二
／
一
九
七
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
180
）
な
お
、
漢
文
の
推
定
復
元
に
あ
た
り
、
藤
堂
祐
範
校
訂
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
土
川

勧
学
宗
学
興
隆
会
、
一
九
三
三
／
一
九
三
六
／
一
九
四
〇
／
一
九
六
七
／
一
九
六
九
／

一
九
七
六
／
一
九
八
三
／
一
九
八
九
／
一
九
九
三
／
一
九
九
五
）、
並
び
に
浄
土
宗
宗
典
研

究
室
編
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
無
量
寿
経
釈
』（
佛
教
大
学
蔵
、
私
家
版
）、
浄
土

宗
宗
典
研
究
室
編
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
観
無
量
寿
経
釈
』（
佛
教
大
学
蔵
、
私

家
版
）
な
ど
を
適
宜
参
照
し
た
。

（
181
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
五
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
182
）
同
上
八
頁
。

（
183
）
同
上
八
頁
。

（
184
）
同
上
一
〇
頁
。

（
185
）
同
上
一
二
頁
。

（
186
）
同
上
一
四
頁
。

（
187
）
同
上
一
四
頁
。

（
188
）
同
上
一
七
頁
。

（
189
）
同
上
一
七
頁
。

（
190
）
同
上
一
七
頁
。

（
191
）
同
上
一
八
頁
。

（
192
）
同
上
二
三
頁
。

（
193
）
同
上
二
三
頁
。

（
194
）
同
上
二
四
頁
。

（
195
）
同
上
二
四
頁
。

（
196
）
同
上
二
五
頁
。

（
197
）
同
上
二
五
頁
。

（
198
）
同
上
二
五
頁
。

（
199
）
同
上
二
六
頁
。

（
200
）
同
上
二
六
頁
。

（
201
）
同
上
二
六
頁
。

（
202
）
同
上
二
六
頁
。

（
203
）
同
上
二
六
頁
。



一
二
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
204
）
同
上
二
七
頁
。

（
205
）
同
上
二
七
頁
。

（
206
）
同
上
二
七
頁
。

（
207
）
同
上
二
八
頁
。

（
208
）
同
上
二
九
頁
。

（
209
）
同
上
二
九
頁
。

（
210
）
同
上
三
二
頁
。

（
211
）
同
上
三
二
～
三
四
頁
。

（
212
）
同
上
三
四
頁
。

（
213
）
同
上
三
五
頁
。

（
214
）
同
上
三
五
頁
。

（
215
）
同
上
三
五
頁
。

（
216
）
同
上
三
五
頁
。

（
217
）
同
上
三
五
頁
。

（
218
）
同
上
四
〇
頁
。

（
219
）
同
上
四
二
頁
。

（
220
）
同
上
四
二
頁
。

（
221
）
同
上
四
二
頁
。

（
222
）
同
上
四
三
頁
。

（
223
）
同
上
四
四
頁
。

（
224
）
同
上
四
四
頁
。

（
225
）
同
上
四
四
頁
。

（
226
）
同
上
四
四
頁
。

（
227
）
同
上
四
五
頁
。

（
228
）
同
上
四
五
頁
。

（
229
）
同
上
四
六
頁
。

（
230
）
同
上
四
七
頁
。

（
231
）
同
上
四
七
頁
。

（
232
）
同
上
四
八
頁
。

（
233
）
同
上
四
八
頁
。

（
234
）
同
上
四
八
頁
。

（
235
）
同
上
四
八
頁
。

（
236
）
同
上
四
九
頁
。

（
237
）
同
上
四
九
頁
。

（
238
）
同
上
五
〇
頁
。

（
239
）
同
上
五
〇
～
五
一
頁
。

（
240
）
同
上
五
三
頁
。

（
241
）
同
上
五
四
頁
。

（
242
）
同
上
五
四
頁
。

（
243
）
同
上
五
四
頁
。

（
244
）
同
上
五
五
頁
。

（
245
）
同
上
五
五
頁
。

（
246
）
同
上
五
五
頁
。
な
お
、
本
事
例
と
「
小
乗
経
量
部
ノ
五
蔵
ト
ハ
者
広
本
ニ
云
」（『
浄
全
』
七
・

二
二
三
上
）
と
い
う
説
示
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
247
）
同
上
五
五
頁
。

（
248
）
同
上
五
五
頁
。

（
249
）
同
上
五
六
頁
。

（
250
）
同
上
五
六
頁
。

（
251
）
同
上
五
六
頁
。

（
252
）
同
上
五
七
頁
。

（
253
）
同
上
五
八
頁
。

（
254
）
同
上
五
八
頁
。

（
255
）
同
上
五
八
頁
。

（
256
）
同
上
五
八
頁
。



一
二
七

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（
257
）
同
上
五
八
頁
。

（
258
）
同
上
五
八
頁
。

（
259
）
同
上
五
八
頁
。

（
260
）
同
上
五
九
頁
。
な
お
、 

本
事
例
と「
広
選
択
ノ
意
五
番
相
対
ハ
第
五
ノ
純
雜
対
ニ
有
リ
ト
云
エ
リ
。」

（『
浄
全
』
七
・
五
一
〇
上
）
と
い
う
説
示
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
261
）
同
上
五
九
頁
。

（
262
）
同
上
五
九
頁
。

（
263
）
同
上
六
一
頁
。

（
264
）
同
上
六
一
頁
。

（
265
）
同
上
六
三
頁
。

（
266
）
同
上
六
五
頁
。

（
267
）
同
上
六
六
～
六
七
頁
。

（
268
）
同
上
六
九
頁
。

（
269
）
同
上
六
九
～
七
一
頁
。

（
270
）
同
上
七
五
頁
。

（
271
）
同
上
七
六
頁
。

（
272
）
同
上
七
七
頁
。

（
273
）
同
上
七
八
頁
。

（
274
）
同
上
七
八
頁
。

（
275
）
同
上
七
九
頁
。

（
276
）
同
上
八
〇
頁
。

（
277
）
同
上
八
一
頁
。

（
278
）
同
上
八
二
頁
。

（
279
）
同
上
八
三
頁
。

（
280
）
同
上
八
三
頁
。

（
281
）
同
上
八
四
頁
。

（
282
）
同
上
九
一
頁
。

（
283
）
同
上
九
六
頁
。

（
284
）
同
上
九
六
頁
。

（
285
）
同
上
一
〇
〇
頁
。

（
286
）
同
上
一
〇
〇
頁
。

（
287
）
同
上
一
〇
一
頁
。

（
288
）
同
上
一
〇
二
頁
。

（
289
）
同
上
一
〇
三
頁
。

（
290
）
同
上
一
〇
四
頁
。

（
291
）
同
上
一
〇
四
頁
。

（
292
）
同
上
一
〇
五
頁
。

（
293
）
同
上
一
〇
五
頁
。

（
294
）
同
上
一
〇
五
頁
。

（
295
）
同
上
一
〇
六
頁
。

（
296
）
同
上
一
〇
六
頁
。

（
297
）
同
上
一
〇
六
頁
。

（
298
）
同
上
一
〇
八
頁
。

（
299
）
同
上
一
〇
九
頁
。

（
300
）
同
上
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
。

（
301
）
同
上
一
一
〇
頁
。

（
302
）
同
上
一
一
一
頁
。

（
303
）
同
上
一
一
一
頁
。

（
304
）
同
上
一
一
一
頁
。

（
305
）
同
上
一
一
二
頁
。

（
306
）
同
上
一
一
三
頁
。

（
307
）
同
上
一
一
三
頁
。

（
308
）
同
上
一
一
三
頁
。

（
309
）
同
上
一
一
四
頁
。



一
二
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
310
）
同
上
一
一
四
頁
。

（
311
）
同
上
一
一
四
頁
。

（
312
）
同
上
一
一
四
頁
。

（
313
）
同
上
一
一
四
頁
。

（
314
）
同
上
一
一
四
頁
。

（
315
）
同
上
一
一
六
頁
。

（
316
）
同
上
一
一
六
頁
。

（
317
）
同
上
一
二
〇
頁
。

（
318
）
同
上
一
二
二
頁
。

（
319
）
同
上
一
二
四
頁
。

（
320
）
同
上
一
二
六
頁
。

（
321
）
同
上
一
二
七
～
一
二
八
頁
。

（
322
）
同
上
一
二
八
頁
。

（
323
）
同
上
一
二
九
～
一
三
〇
頁
。

（
324
）
同
上
一
三
〇
～
一
三
一
頁
。

（
325
）
同
上
一
三
一
頁
。

（
326
）
同
上
一
三
一
頁
。

（
327
）
同
上
一
三
四
頁
。

（
328
）
同
上
一
三
四
頁
。

（
329
）
同
上
一
三
五
頁
。

（
330
）
同
上
一
三
六
頁
。

（
331
）
同
上
一
三
八
頁
。

（
332
）
同
上
一
四
〇
頁
。

（
333
）
同
上
一
四
七
頁
。

（
334
）
同
上
一
五
〇
頁
。

（
335
）
同
上
一
六
八
頁
。

（
336
）
同
上
一
七
二
頁
。

（
337
）
同
上
一
七
四
頁
。

（
338
）
同
上
一
七
五
頁
。

（
339
）
同
上
一
七
五
～
一
七
六
頁
。

（
340
）
同
上
一
七
六
頁
。

（
341
）
同
上
一
七
六
頁
。

（
342
）
同
上
一
八
二
頁
。

（
343
）
同
上
一
八
二
頁
。

（
344
）
同
上
一
八
三
頁
。

（
345
）
同
上
一
八
五
頁
。

（
346
）
同
上
一
八
六
頁
。

（
347
）
同
上
一
九
二
頁
。

（
348
）
同
上
一
九
六
頁
。

（
349
）
同
上
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
。

（
350
）
同
上
二
〇
七
頁
。
な
お
、
本
事
例
と
「
異
本
作
レ
捉
」（『
続
浄
』
二
・
二
五
七
上
）
と
い

う
説
示
、 

並
び
に
「
一
心
ニ
投
ジ
」
の
「
投
」
の
文
字
に
対
す
る
校
異
（『
西
叢
』
二
・
一
八
五

下
）
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
351
）
同
上
二
〇
八
頁
。

（
352
）
同
上
二
一
〇
頁
。

（
353
）
同
上
二
一
〇
頁
。

（
354
）
同
上
二
一
三
頁
。

（
355
）
同
上
二
一
四
頁
。

（
356
）
同
上
二
一
八
頁
。

（
357
）
同
上
二
一
九
頁
。

（
358
）
同
上
二
二
一
頁
。

（
359
）
同
上
二
二
二
頁
。

（
360
）
同
上
二
二
二
頁
。

（
361
）
同
上
二
二
四
頁
。



一
二
九

　
　
　
　『
選
択
集
』
諸
本
の
一
側
面

（
362
）
同
上
二
二
四
頁
。

（
363
）
同
上
二
三
〇
頁
。

（
364
）
同
上
二
三
二
頁
。

（
365
）
同
上
二
三
二
頁
。

（
366
）
同
上
二
三
三
頁
。

（
367
）
同
上
二
三
五
頁
。

（
368
）
同
上
二
三
六
頁
。

（
369
）
同
上
二
三
六
頁
。

（
370
）
同
上
二
三
八
頁
。

（
371
）
同
上
二
三
八
頁
。

（
372
）
同
上
二
四
〇
頁
。

（
373
）
同
上
二
四
一
頁
。

（
374
）
同
上
二
四
一
頁
。

（
375
）
同
上
二
四
二
頁
。

（
376
）
同
上
二
四
三
頁
。

（
377
）
な
お
、
整
理
の
都
合
上
、
対
校
本
と
し
て
藤
堂
祐
範
校
訂
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
土

川
勧
学
宗
学
興
隆
会
、
一
九
三
三
／
一
九
三
六
／
一
九
四
〇
／
一
九
六
七
／
一
九
六
九
／

一
九
七
六
／
一
九
八
三
／
一
九
八
九
／
一
九
九
三
／
一
九
九
五
）
を
使
用
し
た
。
上
記
の
資

料
を
使
用
し
た
理
由
は
、『
選
択
集
』
は
本
に
よ
っ
て
文
章
や
字
句
が
少
な
か
ら
ず
異
な
る

の
で
、
後
学
の
た
め
に
も
、
汎
用
性
を
高
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
整
理
に
あ
た
り
、
異
体
字
・
旧
字
体
・
踊
り
字
は
常
用
漢
字
、
及
び
元
の
文
字
に
適

宜
改
め
た
。
加
え
て
、「
存
覚
相
伝
本
」
が
字
句
を
欠
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
煩

瑣
を
避
け
る
べ
く
、
特
に
示
さ
な
か
っ
た
。
更
に
、
補
読
に
関
し
て
は
築
島
裕
・
坂
詰
力
治
・

後
藤
剛
編『
最
明
寺
本　

往
生
要
集　

索
引
篇
』（
汲
古
書
院
、二
〇
〇
三
）を
適
宜
参
照
し
た
。

（
378
）
な
お
、「
存
覚
相
伝
本
」
は
字
配
り
に
も
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
八
章
の
第

二
の
引
文
と
第
三
の
引
文
が
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田

利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
二
二
三
頁
、
永
田
文

昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。
何
故
、
改
行
が
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

（
379
）
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』
二
七
（
選
択
本

願
念
仏
集
（
延
書
）
八
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）。

（
380
）
同
上
三
二
～
三
四
頁
。

（
381
）
同
上
一
二
〇
頁
。

（
382
）『
浄
全
』
七
・
二
四
七
上
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
383
）
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、『
決
疑
鈔
』
に
は
「
仏
告
等
ト
者
若
シ
準
二セ
ハ
余
ノ
篇
一ニ
応
レシ
云
二ウ
無

量
寿
経
下
云
一ト
。 

無
キ
ハ
者
略
セ
リ
也
。
故
ニ
建
暦
二
年
ノ
開
版
ノ
摺
本
ニ
ハ
有
二リ
此
ノ
言
一
也
。」（『
浄

全
』
七
・
二
四
七
上
）
と
あ
り
、「
存
覚
相
伝
本
」
に
は
「
ツ
シ
ン
テ
無
量
寿
経
ノ
下
巻
ヲ
案

ス
ル
ニ
イ
ワ
ク
」（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
大
田
利
生
編
『
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
』

二
七
、
選
択
本
願
念
仏
集
（
延
書
）
一
二
〇
頁
、 

永
田
文
昌
堂
、 

二
〇
〇
九
）
と
あ
る
の
で
、 

『
決
疑
鈔
』
の
記
述
と
「
存
覚
相
伝
本
」
の
本
文
と
の
間
に
は
若
干
の
字
句
の
相
違
が
認
め

ら
れ
る
。
何
故
、
両
者
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
関
連

典
籍
が
木
版
本
と
し
て
開
版
さ
れ
る
際
、
本
文
が
ど
の
程
度
変
容
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と

併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
384
）
な
お
、「
広
本
」
や
「
選
択
広
本
」
な
ど
と
い
う
ワ
ー
ド
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
他
に

も
金
剛
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
選
択
集
』
に
は
「
広
本
」
の
本
文
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

る
文
章
や
字
句
と
近
し
い
内
容
の
書
き
入
れ
が
見
て
取
れ
る
。
何
故
、
金
剛
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
『
選
択
集
』
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
確
認
出
来
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
五
節
第
二
項
カ
、
及
び
同
ナ
の
内
容
、

並
び
に
岸
一
英
「
金
剛
寺
蔵
『
選
択
集
』
上
・
下
解
説
」（
落
合
俊
典
『
金
剛
寺
一
切
経
の

総
合
的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究　

研
究
成
果
報
告
書
』
一
、三
九
八
～
三
九
九

頁
、
高
山
、
二
〇
〇
七
）、「
資
料
紹
介　

金
剛
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
上
下
」（『
法
然

上
人
研
究
』
八
、 

六
二
～
六
三
頁
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。



一
三
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

〈
凡
例
〉

一
、
／
は
改
行
、｛ 

｝
は
割
註
、
…
は
省
略
を
意
味
し
て
い
る
。

一
、
引
用
文
に
対
し
て
句
読
点
を
適
宜
施
し
た
。

一
、
訓
点
は
一
部
改
め
た
。

一
、
送
り
仮
名
の
漢
字
表
記
や
合
略
仮
名
は
基
本
的
に
片
仮
名
で
示
し
た
。

一
、「
存
覚
相
伝
本
」
の
右
訓
や
左
訓
は
記
さ
な
か
っ
た
。
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三
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（
設
置
）

第
1
条
　
浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
2
条
　
編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
3
条
　
編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
二
　
　
委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
三
　
　
委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
4
条
　
各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　
二
　
　
各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　
三
　
　
委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　
四
　
　
採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
5
条
　
委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
6
条
　
こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則
　
　
こ
の
規
程
は2012

年
（
平
成
24
年
）
1
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

本
号
は
統
一
テ
ー
マ
の
特
集
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
、
佐
藤
堅
正
先
生
、
吉
田
淳
雄
先
生
、
中
御
門
敬
教
先
生
、

南
宏
信
先
生
、
平
間
理
俊
先
生
に
任
意
の
論
題
で
ご
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
寄

稿
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
伊
藤
真
昭
先
生
の
研
究
は
教
学
院
研
究
助
成
報
告
、
前
島
信
也
先
生
、
春
本
龍
彬
先
生
の
研
究
は
浄
土

宗
研
究
生
の
研
究
報
告
を
浄
土
宗
の
依
頼
に
よ
り
論
文
と
し
て
掲
載
し
た
も
の
で
す
。

　

今
後
と
も
伝
統
あ
る
『
佛
教
文
化
研
究
』
を
、
浄
土
宗
門
に
お
け
る
宗
学
を
基
調
と
し
た
学
術
研
究
を
先
導
す

る
専
門
誌
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
学
院
会
員
諸
氏
の
ご
寄
稿
と
ご
支
援
を
切
に
お
願
い

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。　

合
掌

�

（
Ｋ
・
Ｈ
）

　

○
編
集
委
員　

小
嶋
知
善　

林
田
康
順　
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神奈川 大光院 宮林　雄彦
神奈川 大蓮寺 大橋　雄人
神奈川 西林寺 大橋　俊史
神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄
神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
新潟 長善寺 炭屋　昌彦
富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 十念寺 袖山　榮輝
長野 観音寺 中嶋　英見
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 城泉山観音寺 鷹司　誓榮
長野 玄向寺 荻須　眞教
長野 瑠璃光寺 關　恒明
長野 安楽寺 飯田　実雄
長野 安性寺 飯田　英心
静岡 宝台院 野上　智徳
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 法雲寺 水谷　浩志
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 龍音寺 岡田　康佑
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
伊勢 西光寺 西　央成
伊賀 西光寺 服部　純啓
伊賀 西光寺 服部　純雄
岐阜 本誓寺 淺野　義光
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 東光寺 小川　法道
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 願海寺 廣瀬　卓爾
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 見性寺 野田　隆生
京都 上徳寺 塩竈　義明

京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 松月院 加藤　弘孝
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 大光寺 河村　将直
京都 安心院 本庄　良文
京都 浄音寺 法澤　賢祐
京都 善照寺 池見　澄隆
京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 無量寺 半田　将之
奈良 蓮臺寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 佛國寺 岡　典正
奈良 称念寺 伊藤　茂樹
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 極楽寺 唐井　隆徳
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 大道寺 永田　真隆
大阪 圓通寺 中御門　敬教
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
大阪 西光寺 寺尾　昌治
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
兵庫 法巖寺 伊藤　真宏
岡山 泰安寺 漆間　勇哲
広島 法然寺 別府　一道
福岡 峯高寺 村上　德和
福岡 西念寺 椙原　俊彰
福岡 浄光寺 田島　明伸
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 長昌寺 今井　英之
大分 龍音寺 髙橋　昌彦
北米 北米開教本院 後根　定璽

（以上、敬称略）　
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東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
山梨 円通寺 曾根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
大阪 薬師寺 森山　清徹
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
福岡 弘善寺 柴田　泰山
【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 来迎寺 林　純教
東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 龍泉寺 武田　道生
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 春光院 石川　琢道
長野 西方寺 金子　英一
長野 正満寺 和田　典善
尾張 建中寺 村上　真瑞
京都 見性寺 野田　秀雄
京都 帰白院 藤堂　俊英
京都 喜運寺 佐藤　健
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
兵庫 光堂寺 小野田　俊蔵
【嗣講】
北一 称名寺 高橋　昌宏
青森 天徳寺 相馬　恵泉
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明
宮城 雲上寺 東海林　良昌

福島 大千寺 畑　和徳
群馬 雲晴院 茂木　恵順
栃木 三宝院 岡平　英明
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 吉水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
茨城 西光寺 春本　龍彬
埼玉 淨念寺 名和　清隆
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 智福寺 池田　智光
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 龍泉寺 森部　光哉
東京 光雲寺 遠田　憲弘
東京 天然寺 後藤　史孝
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 天然寺 後藤　智孝
東京 瑞眞院 八木　宣諦
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 玄信寺 倉　信法
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 真行院 飯島　正起
東京 浄念寺 石田　典正
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 光明寺 大野　泰行
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 光照寺 市川　隆士
東京 心行寺 佐藤　堅正
東京 蓮宝寺 小川　有閑
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
神奈川 專念寺 佐々木　敬易
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【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏
山口 西蓮寺 藤本　淨彦

【已講】
宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇高　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 長松寺 西村　實則
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　川中光敎

【顧問】　　　金子寛哉　小澤憲珠　廣川堯敏　石上善應　佐藤良純　榊　泰純　藤本淨彦

　 　　　　　宮澤正順

【理事長】　　勝崎裕彦

【副理事長】　中野正明

【理事】　　　小此木輝之、落合崇志、小嶋知善、田中典彦、藤堂俊英、西村實則、

　 　　　　　長谷川匡俊、林田康順、平岡隆聡、本庄良文、松永知海、森山淸徹、山極伸之

【監事】　　　曾根宣雄、小野田俊蔵

会員名簿（令和 3年 1月 25 日現在）

　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※会員資格が停止されている方は含まれません。

【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 大長寺 石上　善應
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏
山口 西蓮寺 藤本　淨彦
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rjes su slob pa ni」とあるが、科文に基づいて「bcu lnga pa」と理解した。

25）Lokesh Chandra〔1963〕p.46,17 には、「drug pa de rnams kyi don bsdu ba ni」とあるが、科文に

基づいて「bcu drug pa」と理解した。 

26）例えば、『華厳経入法界品』に特化した、唐般若訳『大方広仏華厳経』（『大正蔵』10,no.293）の内

題は、「入不思議解脱境界普賢行願品」である。

27）cf. 注 33）

28（Cecil Bendall〔1977〕pp.291.11 以下、『十地経』「第一歓喜地」の十大願個々の引用が続く。

29）Lokesh Chandra〔1963〕には属格 kyi（の）とあるが、文脈からして具格 kyis と読んだ。

30）Lokesh Chandra〔1963〕には byang chub sems paʼi（菩薩思の）とあるが、通常の用語法から

byang chub sems dpaʼi に改める。

31）チベット宗義書の学派分類において、シャーンティデーヴァは中観帰謬論証派に位置づけられる。

cf. 御牧、森山、苫米地〔1996〕p.207

32）cf. 中御門〔2004〕（『大乗集菩薩学論』論文）

33）cf.Kondo〔1936〕p.22

iti hi bhavanto jinaputrā imāny evam
4

-rūpān
4

i mahā-pran
4

idhānāni mahā-vyavasāyām
4

 mahābhirirhārām
4

 

daśa-mahā-pram
4

idhāna-mukhāni pramukham
4

 kr
4

tvā paripūrn
4

āni daśa-pran
4

idhānāsam
4

khyeya-śata-

sahasrān
4

i yāni bodhisattvah
4

 pramuditāyām
4

 bodhisattva-bhūmau sthito ʼbhinirharati /

試訳：あなた方、勝者の子たちよ、このような、これら諸々の偉大な誓願と、偉大な決意と、偉大

な出離という十の偉大な誓願（十大願）の門をはじめとして、無数百万に満ちた諸々の誓願を、歓

喜菩薩地に住する菩薩は成就する。

34）ゲルク派による『入中論』解釈を研究したツルティム、藤仲〔2002〕では、チャンドラキールティ

の『入中論』偈頌と、ゲンドゥンドゥプ著『入中論の注釈－明らかな鏡－』が訳注研究されている。本

稿との関係でいえば、ibid.,p.42 註に、「『十地経』（Rahder ed.p.14-,D.No.44 kha177a-）に説かれた十大

願のように、第一地の菩薩が立てる無限の誓願のすべては、根本としての普賢菩薩の誓願に含まれる。」

と明記される点が重要である。

35）例えば、唯識派の『大乗荘厳経論』でも、『十地経』の十大願は第一歓喜地と結びつけて説かれて

いる。cf. 袴谷、荒井〔1993〕p.98,330

36）なお、本稿の考察によって理解できた、『普賢行願品』の成立地を考察する際の、二つの材料を提

示しておきたい。『普賢行願品』とは大陸でいわれる浄土四経（『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』『普

賢行願品』）の一つであり、華厳浄土義を説く中心的な仏典である。これは『四十華厳』巻四十に相当

する異名であり、漢訳としてのみ存在する。それもあって、古来、インド撰述か、中国撰述であるか、

その成立地が定まっていない。

①『十地経』「第一歓喜地」の「十大願」に見られる「十尽句」が、『普賢行願品』においても用いら

れている。

②巻四十は特に『普賢行願品』といわれる程、「普賢行願」に特化した巻である。その「普賢行願」が、

インドの二人の論師の理解によると、「十大願」を包摂する関係にある。
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rmad byung theg pa mchog gi lam bzang ba /

ʼdzin cing spel bas rgyal baʼi gdung ʼdzin pa /

ʼphags pa bod mkhas grub dam paʼi skye bo ni /

ji snyed mchis la sgo gsum gus pas ʼdud / /

16）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1

zab don nor bus legs gtams byin rlabs rlabs kyi phreng ba ci yang dkrigs /

theg mchog rigs kyi gdengs ka rab mdzes klu dbang bye bas nye bar bsten /

sras bcas rygal baʼi ngo tshar mdzad paʼi chu klung ʼbum phrag gcig tu ʼkhyil /

kun bzang spyod paʼi smon lam rgya mtsho rnam par ʼbyed la bdag yid spro / /

17）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.61

ʼPhags bZang po spyod paʼi smon lam gyi rnam par bshad pa Kun tu bzang poʼi dgongs pa gsal bar byed paʼi 

rgyan zhes bya ba ʼdi ni/ dPal ldan sMad rgyud paʼi dGe bshes Bla ma Zhabs drung Shes rab bstan 

dar gyis yang dang yang du bskul ba dang/ chos ʼdi la mos paʼi mchog dman du ma la phan par ʼdod 

paʼi bsam pas kun nas bslangs te theg pa mchog gi gsung rab la sbyangs pa cung zad byas par rloms 

paʼi lCang skya rol paʼi rdo rje dGe slong Ye shes bstan paʼi sGron meds sbyar baʼi yi ge pa ni dPyod 

ldan dGe tshul dGe legs nam mkhas bgyis paʼo / /

ʼdis kyang bstan pa dang sems can thams can la phan thogs par gyur cig / /

18）cf. 中御門〔2011〕p.92 注 1

19）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.24,8ff.

slop dpon phyogs kyi glang poʼi ʼgrel pa ʼdi dang / ʼphags pa klu sgrub kyis mdzad zer baʼi ʼgrel pa 

gnyis sdus don dang bshad pa ji lta ba bzhin ʼdra bar snang ngo / / slob dpon shakya bshes gnyen 

gyis ʼgrel par bsdus don mdzad pa ni / ～

試訳：軌範師陳那のこの注釈と、聖者龍樹が作られたといわれる注釈、〔これら〕二つ〔の注釈〕は、

摂義（sdus don）と説明はそのまま同じであるように見える。軌範師釈友が注釈において摂義なさっ

たことは〔以下に〕～〕

　このことからチャンキャ二世は「4-2-11-4.」までは、主に龍樹釈を参照しながら陳那釈を基準に解説

したこと、「4-2-11-5.」以後は釈友釈に対する解説が始まることが理解できる。

20）「4-3. 本文の義そのものを説明すること（p.26,1ff.）」以下が、チャンキャ二世自身が考える注釈方法

の説明である。

21）Lokesh Chandra〔1963〕p.42,8 に は、「gnyis pa byang chub sems dpaʼi stobs bcu sgrub paʼi 

smon lam ni」とあるが、科文に基づいて「bcu gnyis pa」と理解した。

22）Lokesh Chandra〔1963〕p.43,20 には、「gsum pa gnyen po bsgrub pa ni」とあるが、科文に基づ

いて「bcu gsum pa」と理解した。

23）Lokesh Chandra〔1963〕p.44,8 には、「bzhi pa byang chub smes dpaʼ i las ni」とあるが、科文に

基づいて「bcu bzhi pa」と理解した。

24）Lokesh Chandra〔1963〕p.45,4 には、「lnga pa rjes su slob pa la gnyis las de bzhin gshegs paʼ i 
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spyod pa’i smon lam gyi don kun bsdus。軌範師〔である〕陳那御前がお造りになった。あらゆる仏と

菩薩に敬礼する。

　普賢行願には十種類の意味がある。すなわち、

　　1. 如来に敬礼することと（vv.1-4）、

　　2. 彼を供養することと（vv.5-7）、

　　3. 罪を告白すること（懺悔）と（v.8）、

　　4. 福徳に随喜することと（v.9）、

　　5. 法輪を転じるよう勧請することと（v.10）、

　　6. 如来が住されるよう懇願することと（v.11）、

　　7. 積んだ善根を廻向することと（v.12）、

　　8. それ（普賢行願）の区分と（vv.13-45）、

　　9. それの究竟と（v.46）、

　　10. それの善である（vv.47-54）。」

11）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.25.15ff.

de dag ni rgya ʼgrel rnams kyis bshad tshul yin la / bod ʼgrel ʼgaʼ zhig ʼdug pa las gzhan rnams ni 

ʼbru non tsam las mi snang la / jo nang rje btsun ta ra na tha dang kun mkhyen stobs ʼbar ʼod zer 

baʼi ʼgrel pa gnyis tsung zad rgyas par snang naʼang snga mas bshad pa phal cher sa mthon po ʼbaʼ 

zhig la sbyar ba dang / gzhung gzhan dang ye mi mthun paʼi bshad pa mang bar ʼdug pa dang / phyi 

mas shākya bshes gnyen gyi rjes su ʼbrang bar ʼdug kyang gzhung gi gcod mtshams rnams sa bcu 

dang phar phyin bcu dang sbyar baʼi bshad pa la gzhung chen po rnams kyi bshad srol dang mthun 

dkaʼ ba dgaʼ zhig snang zhing khyad par sa bcuʼi lam la rim par sbyar ba rnams la mtshan nyid 

mtshungs pa tsam las ji bzhin ʼbyor ba dkaʼ bar snang bas ʼdir de dag gi dgag bzhag rgyas pa mi 

spro la /

12）佛教大学総合研究所編〔2011〕の解題内容に基づく（藤仲孝司氏の担当箇所）。本稿の内容も、藤

仲氏との共同研究に基づくものであり、考察にあたっても同氏より種々の御教示を頂いた。

13）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1

dge legs bsod nams bye baʼi dpal gyis srid pa gsum gyi bla na mtho /

sgirb bral ye shes nyi maʼi ʼod kyis shes byaʼi dngos kun cig car gsal /

zab rgyas gsung snyan tshang paʼi dbyangs kyis ʼgro la legs paʼi lam bzang ston /

thugs rjeʼi gter gyur ston pa mtshungs med de la gus pas phyag ʼtshal lo / /

14）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1

sar gnas rgyal sras dpaʼ boʼi zlos gar gyis /

mthaʼ yas zhing du rgyal baʼi mdzad pa bsgrub /

rlabs chen yon ton rgya mtshoʼi mdzod ʼdzin pa /

kun tu bzang dang ʼjam paʼi dbyangs la ʼdud / /

15）cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1
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て翻訳されていた。〔それも〕同時代内（唐代）においてである。それら三つのすべての漢訳は、

スシャマ・デーヴィ（Sushama Devi）の初版（edito princeps）に墨筆の書体で複書されている。

その書籍（cf.Samamantabhadracaryā-pranidhānarāja,Śatapiṭaka,Indo-Asian Literature Vol.4,New Delhi）

はサンスクリット語とチベット語のテクストにおけるヴァリアント〔を付加している点で〕価値が

あり、加えて pp.158-172 に完全な梵蔵索引を〔具えている〕。誉れ高い Central Asian state of 

Khotan は〔Bhadracarī に関する〕一本のコータン語版を保管しており、これは J.P. アスムッセン

（J.P.Asmussen）によって校訂されている（cf.The Khotanese Bhadracaryâdesanâ,Copenhagen,1961）。

　Bhadracarī に関するチベット語とサンスクリット語のテクストはすでに校訂されている。それゆ

えこの出版に際しては、〔『普賢行願讃』自体の〕偈頌は繰り返し述べない。Bhadracarī の注釈はずっ

と 以 前 か ら 待 望 さ れ て い た。 チ ャ ン キ ャ・ ク ト ゥ ク ト ゥ（ チ ャ ン キ ャ 二 世、Lcang-skya-

Khutukhtu）の目下存在する注釈は、この偉大な大乗叙情詩（Bhadracarī）を解明する際、大いに

役立つはずだと我々は確信する。その一方で、この注釈はかつて出版された、ある主要な蔵外チベッ

ト注釈でもある。それは、ラグ・ヴィラ（Raghu Vira）教授の収集文献にある北京版（55folios）

の写真から複写されている。その余白にある短い題名は KHA：Bzang-spyod-ṭīkka である。それは、

Lcang-skya-Khutukhtu Ⅱ Rol-paʼi-rdo-rje、別名 Ye-shes-bstan-paʼi-sgron-me（1717-1786 年）の著

作集（bkaʼ-ʼbum）第二（KHA）函の三番目にある著作である。（以下、主にチャンキャ二世の伝記）」

5）刊本所在：lCang-skya-Khutukhtu・Rol-paʼi-rdo-rjeʼi bKaʼ ʼbum,Kha

活字本所載書：Lokesh Chandra.,Lcaṅ-skya Khutukhtu Lalitavajra’s Commentary on the Samantabhadracaryāpraṇidhānarāja

（Namgyal Institute of Tibetolog,Gangtok,Sikkim,1963）

6）不空訳『普賢菩薩行願讃』（『大正蔵』10,no.297）の奥書が伝え、アティシャ（982-1054）、ツォンカ

パなども教えている。

7）・龍樹釈　ʼPhags pa bZang po spyod paʼi smon lam gyi rgyal po chen poʼi bshad sbyar

　　D.no.4011;P.no.5512　A.Klu sgrub　T.Thig le bum pa（K.）,Blo ldan shes rab

　・陳那釈　Kun tu bzang po’i spyod pa’i smon lam gyi don kun bsdus

　　D.no.4012;P.no.5513　A.Phyogs kyi glang po　T. 欠

　・厳賢釈　ʼPhags pa bzang po spyod paʼi smon lam gyi rgyal poʼi rgya cher ʼgrel pa

　　D.no.4014;P.no.5515　A.rGyan bzang po　T.Jñānagarbha / Ska ba dpal brtshegs

　・世親釈　ʼPhags pa bzang po spyod paʼi smon lam gyi ʼgrel pa

　　D.no.4015;P.no.5516　A.dByig gnyen　T.D.Ānanda,Bhadrapāla,P.Ananta（Ānanda）,Bhadrapāla

8）・釈友釈　ʼPhags pa bzang po spyod paʼi smon lam gyi rgyal poʼi rgya cher ʼgrel pa 

　　D.no.4013; P.no.5514　A.Śākyaʼ i bshes gnyen　T.D.Shākyasiṃha,dPal brtsegs

9）・イェシェデ釈　bZang spyod kyi ’grel pa bzhi’i don bsdus nas brjed du byas pa 

　　D.no.4359;P.no.5846

10）陳那釈の冒頭に付された、『普賢行願全義摂科文』の冒頭によって、「普賢行願の十義」を紹介する。

「（D.Nyi182a1-184a7）（P.Nyi211a2-213b4）インドの言葉では、Sa ma nta bha dra tsa rya pra ṇi dhā na 

rtha saṃ gra ha。軌範師〔である〕陳那御前による著作。チベットの言葉では、Kun du bzang po’i 
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Gandangdarjaling パンディタ・ケンポの寺院）（53）、Tugnugaltayevesky datsan（Tung-e galtai-

yin dacang）（No.1150）、Tsongolsky datsan（Conggol-un Baldangbrayibungling）（No.1260）、

Guninsky datsan（Gunei-yin Dasidarjaling）（No.1669）、Burgaltayevsky datsan（Cegeji 

Burgaltai-yin Dondubling）（No.1671）などである。Bhadracarī は『誓願集』として広く知られてい

る九部の一つとしても頻繁に出版されている（いわゆる「ゲルク派の九誓願集」）。

1. Byang chub sems dpa’i ltung ba bshags pa（菩薩堕過懺悔、D.no.6939）

2. ’Phags pa bzang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po（聖賢行誓願王、D.no.6940）

3. ’Phags pa byams pa’i smon lam（聖弥勒誓願、D.no.6941）

4. Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa（入菩薩行、D.no.6942） 

5. Thog mtha’ ma（初中後品、D.no.6943）

6. bDe smon（最上国開門、D.no.6944）

7. Ji srid thub mchog ma（「およそ最勝牟尼云々」をもってはじまる誓願文、D.no.6945）

8. Byams pa’i sku gzugs ma（弥勒色身品、D.no.6946）

9. bDe chen lhun grub ma（大楽自然成就品、D.no.6947））。

　それはカンギュルに二度、見られる。一つ目はその〔目録上の〕規則的な順序（cf.P.no.761,Phal 

chen、D.no.44,Phal chen）に、次にはダラニ集の収集を含む巻（cf.P.no.716,rGyud、D.no.1095,gZung 

ʼdus）に〔見られる〕。二言語を〔対照させ〕併用する北京版はチベット語の他に、ランチャ文字と

チベット文字（有頭字）によるサンスクリット語テクストを含んでおり、その印刷上の美しさのた

めに特別の扱いを受けている。『東北目録』（TWB）は〔Bhadracarī に関する〕注釈を一つだけリス

トに挙げている。つまり、ʼPhags-pa-bzang-po-spyod-paʼi tshig-don-gyi ʼgrel-pa：Legs-bshad-kun-las-

btus-pa（35folios）である（cf. 東北 no.6810）。Bhadracarī を基本とした二つの儀礼小品は興味深い

ものかもしれない。〔つまり〕ダライラマ五世（1617-1682.Ngag-dbang-blo-bzang-rgya-mtsho）に

よる Bzang-spyod-las-byung-baʼi nyal-sgom-gyi nyams-len bde-ldan-zhing-gi ʼjug-ngogs（cf. 東北 no.5618-

46）は「睡眠中に自身の魂をポワする方法」を授け、ダルマバドラ（1772-1851.Dngul-chu ／

Dharmabhadra） に よ る 他 の テ ク ス ト Bzang-spyod-khi-ʼchi-blu-bya-tshul（cf. 東 北 no.6321） は

「Bhadracaryāpraṇidhāna を読誦することで再生に向かう死をもたらす方法」に関係する。そしてそ

れは、尊者ガクワン・チャンパ（1682-1762.Rje Ngag-dbang-byams-pa）、ペルデン・イェシェ

（1505-1567.Dpal-ldan-ye-shes）、その他の諸見解に従って説明している。

　〔インド学者〕ヴィンテルニッツ（Winternitz）はこの誓願を、耳に心地よいドーダカ韻律

（Dodhaka）に位置づけている。それは仏教詩の最も美しい表現法中の韻律である。そしてこの誓

願は四世紀以来、大乗仏教諸国において礼拝を目的に、ずっと使用されている。中国の三蔵（一切経）

においてさえ、〔『普賢行願讃』には〕三つの翻訳がある。つまり、東晋時代の覚賢によって翻訳さ

れたもの（『文殊師利発願経』（『大正蔵』10,no.296））、唐時代の不空によって翻訳されたもの（『普

賢菩薩行願讃』（『大正蔵』10,no.297））、そして同じ唐時代の間に Gaṇḍavyūha（『入法界品』）〔を翻

訳する〕際に、〔訳経僧の〕般若によって翻訳されたものである（『大方広仏華厳経』（『大正蔵』

10,no.293））。このように、中国仏教の最盛期に、我々のテクスト（『普賢行願讃』）は二度にわたっ
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Edited with an Introduction by Lokesh Chandra

・Lcang-skya khutukhtu Lalitavajraʼs Commentary on the Samantabhadracaryāpran
4

idhānarāja,

Gangtok,Sikkim,1963

Edited by Cecil Bendall

・S
4

ikshāsamuccaya, 名著普及会（再出）,1977

Nakamikado Keiyo

・Bhadracaryāvidhi in the Śiks
4

āsamuccaya Chap.16,（『印度学仏教学研究』53-1、2004）

──────────────────────────────────────────────
1）チャンキャ二世（lCang skya2）には、Janggyia qutugtu、Ye shes bstan paʼi sGron med、lCang 

skya khutukhtu、lCang skya3、章嘉呼図克図、blobsan danjin tümi、Lalitavajra という、多くの別名

が存在している。ちなみに根本〔2016〕p.25 注 52 には、チャンキャ・ロルペードルジェが「チャンキャ

二世」もしくは、「チャンキャ三世」と呼ばれることについて、以下のように説明する。

「転生者の系譜を遡って、キェンラプ・ダクパ・ウーセル（Mkhyen rab grags pa ʼod zer : d.1641 ）

をチャンキャ 1 世と見なすならば、ロルペードルジェはチャンキャ 3 世であるが、ガワン・ロサン・

チューデン（Ngag dbang blo bzang chos ldan: 1642-1714）をチャンキャ 1 世と見なすならば、ロ

ルペードルジェはチャンキャ 2 世ということになる。」

　本稿においては「チャンキャ二世」の使用で統一する。

2）cf. ツルティム、小谷〔1994〕pp.12-13、石濱、福田〔2008〕p.84

3）チャンキャ二世の伝記については、近年の研究成果として根本〔2016〕p.25、根本〔2017〕pp.59-60

が重要である（同氏は Smith.E.G.Among Tibetan Texts,History & Literature of the Himalayan Plateau,Boston : 

Wisdom Publications. の 133ff. の存在も指摘する）。また石濱〔2011〕は、チャンキャ二世の活動を詳細

に示すものであり、本稿執筆にあたり大いに参考にさせて頂いた。

4）以下に、校訂者ローケーシュ・チャンドラによる『聖普賢行願』の釈論　－普賢の意趣を明らかに

する荘厳－』（＝『チャンキャ釈』）に対する「INTRODUCTION」を和訳の形で紹介する（cf.Lokesh 

Chandra〔1963〕pp. ⅰ - ⅲ）。

「『普賢行願讃』（Samantabhadracaryāpraṇidhānarāja）、『ナーマサンギーティ』（Nāmasaṅgīti）、『宝徳

蔵般若』（Prajñāpāramitā-ratna-guṇasaṃcaya-gāthā）の三部は、チベット語会話圏の全世帯の家庭祭

壇を飾っている。そしてモンゴル人、満州人の諸民族によって居住された土地の残りの地域におい

て〔も同様である〕。彼らはラマ教信仰の同朋に属していた。Skt.Bhadracarī あるいは Tib.Bzang-

spyod（略称として使用）は、著名な〔仏教〕僧院印刷所は言うに及ばす、最も外れにあり、最も

小さな諸僧院において〔さえ〕、チベット語で印刷されてきた。シベリア北東にあるバイカル湖近

郊の諸僧院でさえ、彼ら自身の Bhadracarī 諸版を木版印刷した。その諸版は、人が居住する、それ

ら外れの諸地域におけるこのテクストの幅広い大衆性を十分に証明している。バイカル人の木版印

刷 者 の 多 く は、 彼 ら 自 身 の 諸 版 を 出 版 し た。 例 え ば、Gusinozersky datsan（Kölung ün 
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　早稲田大学出版部、2011

井ノ口泰淳

・『中央アジアの言語と仏教』法蔵館、1995

瓜生津隆真、中沢中

・『全訳チャンドラキールティ入中論』起心書房、2012

奥住毅

・『チャンドラキールティ 入中論および自註』山喜房仏書林、2019

香川孝雄

・『浄土教の成立史的研究』山喜房仏書林、1993

近藤隆晃（Kondo Ryūkō）

・『梵文大方広仏華厳経十地品』大乗仏教研究会、1936

龍山章真

・『梵文和訳十地経』国書刊行会、1982

ツルティム・ケサン、小谷信千代

・『アーラヤ識とマナ識の研究』文栄堂、1994

ツルティム・ケサン、藤仲孝司

・『ツォンカパ中観哲学の研究Ⅴ』文栄堂、2002

中御門敬教

・「阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究（1）　－陳那、釈友、智軍の〈普賢行願讃〉理

解　七支供養の章（1-7 章）－」（『浄土宗学研究』32、2006）、同「（2）」（同 34、2008）、同

「（3）」（同 35、2009）、同「（4）」（同 36、2010）

・「往生後論攷」（『高橋弘次先生古稀記念論集　浄土学仏教学論叢』山喜房仏書林、2004）

・「普賢十大願、浄土思想、科文を介した＜普賢行願讃＞理解－『四十華厳』巻四十を参照

して－」（『浄土宗学研究』30、2004）

根本裕史

・『ツォンカパの思想と文学　－縁起讃－』平楽寺書店、2016

・「チャンキャ・ロルペードルジェ『知見の歌』研究序説」（『比較論理学研究』（比較論理学

研究プロジェクト研究センター報告）14、2017）

袴谷憲昭、荒井裕明校註

・『大乗荘厳経論』（「新国訳大蔵経　瑜伽・唯識部 12」大蔵出版、1993）

佛教大学総合研究所編

・『浄土経典籍目録』、2011

御牧克己、森山清徹、苫米地等流

・『ツォンカパ』（「大乗仏典〈中国・日本篇〉15」中央公論社、1996）

宮坂宥勝

・『密教の思想』（「宮坂宥勝著作集」第四巻）法蔵館、1998
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などというのと、〔v.39〕「諸法の海を観察させて」というようなこと、

3）〔十大願のうち〕第三〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.35 に〕「また出現なさっていない」

などというのから、〔v.35 に〕「主すべてのもとに私は参る。」というようなこと、(p.53)

4）〔十大願のうち〕第四〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.40 に〕「行の海を浄めて」とい

うようなこと、

5）〔十大願のうち〕第五〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.39 に〕「有情の海を済度し」と

いうようなこと、

6）〔十大願のうち〕第六〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.39 に〕「国土の海を浄化し」と

いうようなこと、

7）〔十大願のうち〕第七〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.34 に〕「そのようにあらゆる方

向すべてにおける勝者たちの国土の荘厳に入る」というようなこと、

8）〔十大願のうち〕第八〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.42 に〕「その賢者と等しく行ず

るために」などというようなこと、

9）〔十大願のうち〕第九〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.36 に〕「普く功徳を行ずる力と」

などというのと、〔v.41 に〕「また三世に属するどんな勝者の」などというようなこと、

10）〔十大願のうち〕第十〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.46 に〕「虚空の究竟の程度」な

どというのであり、それにより例証して、上下の語義について観察し、結びつける仕方

を詳しく知るべきである。

小結

　一般的には、『十地経』と『入法界品』が『華厳経』の双璧とされる。チャンキャ二世は、

その両者に出る大乗の菩薩行を、インド系仏典を根拠にして矛盾のない一味として捉えてい

る。具体的には彼は、①『十地経』「十大願」と『入法界品』を象徴する「普賢行（普賢行願）」

とを同義としたチャンドラキールティの説、そして、②チャンドラキールティと同じ理解の

シャーンティデーヴァの説、この二説を基本にして、最終的には『十地経』十大願の内容が

『普賢行願讃』に対応する点を指摘する。こうした「普賢行願」の理解は、ディグナーガ釈

を基本とする『普賢行願讃』略釈系統に出る普賢行願説（輪廻を厭わない永続的な菩薩行。

根拠は『文殊師利仏土厳浄経』）と、菩提心と菩薩行に対する捉え方の面では矛盾はない。

しかしその教証面ではチャンドラキールティ、シャーンティデーヴァの論書に示されるよう

に、ディグナーガ釈を基本とする略釈系統とは異なる特徴を有している36）。

主な参考文献

石濱裕美子、福田洋一

・『聖ツォンカパ伝』大東出版社、2008

石濱裕美子

・『清朝とチベット仏教　－菩薩になった乾隆帝－』（「早稲田大学学術叢書」20）
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　年代的にもこのシャーンティデーヴァを承けたチャンキャ二世は、普賢行願を考える際に、

「〔十大願等の〕菩薩の無数百万〔に満ちた〕大誓願」という文句を使用することから、先ず

『十地経』「第一歓喜地」を踏まえて、次にその「第一歓喜地」に出る十大願を普賢行願とす

る記述が、『大乗集菩薩学論』「賢行儀軌品」でも支持されていること（『同論』はカダム派

の六法に含まれる程、チベット人の仏教者にとっては重要な論書である）、合わせてゲルク

派学僧の通念として、その根拠が『入中論』に存在することの自明的知見をもって、先の解

釈を行ったと考える34）。ただしチャンキャ釈においては、『十地経』「第一歓喜地」十大願

は中観派の著作に結びつけられているが、唯識派の著作でも同様に十大願は歓喜地に即して

論じられている35）。このように十大願自体は、中観派に限らず広くインド説において周知

されていたものである。

　チャンキャ二世は普賢行願に十大願が含まれることを指摘した後、その十大願が『普賢行

願讃』にも対応することを指摘する。これはチャンキャ二世が『入中論』の「普賢の誓願（kun 

tu bzang poʼi smon ba）」中の「普賢」を、『普賢行願讃』と捉えていることに繋がる。チャ

ンキャ釈の当該箇所を以下に示して、その点を確認しよう。

　（p.52,18）1）deʼi dang po ni / ʼdas paʼi sagns rgyas zhes sogs tshigs bcad gcig dang / 

sagns rgyas rgya mtsho rab tu mchod byed cing / zhes pa lta bu dang /

2）gnyis pa ni / rgyal pa rnams kyi dam paʼi chos ʼdzin cing / zhes sogs dang / chos 

rnams rgya mtsho rab tu mthong byed cing / zhes pa lta bu dang /

3）gsum pa ni / gang yang ma byon zhes pa nas / mgon po kun gyi drung du bdag 

mchiʼo / / zhes paʼi bar lta bu dang /

4）bzhi pa ni / spyod pa rgya mtsho rnam par dag byed cing / zhes pa lta bu dang /

5）lnga pa ni / sems can rgya mtsho dag ni rnam pa sgrol / zhes pa lta bu dang /

6）drug pa ni / zhing khams rgya mtsho rnam par dag byed cing /zhes pa lta bu dang /

7）bdun pa ni / de ltar ma lus phyogs rnams thams cad du / / rgyal ba dag gi zhing 

rnams bkod la ʼjug / / ces pa lta bu dang /

8）brgyad pa ni / mkhas pa de dang mtshungs par spyad paʼi phyir / zhes sogs lta bu 

dang / 

9）dgu pa ni / kun tu yon tan spyod paʼi stobs rnams dang / zhes sogs dang / gang yang 

dus gsum gshegs paʼi rygal ba yi / zhes sogs lta bu dang /

10）bcu pa ni / nam mkhaʼi mthar thug gyur pa ji tsam pa / zhes sogs lta bu yin la / des 

mtshon nas gong ʼog gi tshig don rnams la brtags te sbyor tshul zhib par shes par byaʼo / /

試訳：1）〔十大願のうち〕その第一〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.13 に〕「過去の諸仏」

などという一偈頌と、〔v.40 に〕「仏の海を供養し」というようなこと、

2）〔十大願のうち〕第二〔の願〕は、〔『普賢行願讃』v.26 に〕「勝者たちの妙法を受持し」
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が同義である根拠は何に求められるのであろうか。結論としては、チャドラキールティ著『入

中論』と考えられる。『入中論』は『十地経』の十地説を発心の十段階にあてはめて進行す

るが、そこの第一歓喜地（第一発心）の記述において、十大願やその他の諸誓願を「普賢の

誓願」に収めている。『入中論』の当該箇所を以下に示して、その点を確認する。

『入中論』自作偈頌（1.4cd,1.5ab）

（Poussin〔1977〕p.11,18ff.）rgyal baʼi sras po ʼdi yi sems gang ʼgro ba rnams / rnam par 

grol bar bya phyir snying rjeʼi dbang gyur cing / kun tu bzang poʼi smon bas rab bsngos 

dgaʼ ba la / rab tu gnas pa de ni dang po zhes byaʼo / /（1.4cd,1.5ab）

試訳：この仏子（菩薩）の心は、衆生たちが解脱するために、悲のなすがままであり、

普賢の誓願によって、よく廻向し、歓喜に安住する。その者（菩薩）は第一といわれる

（1.4cd,1.5ab）。

『入中論』自作偈頌（1.4cd,1.5ab）の対応注

　（Poussin〔1977〕p.12,15ff.）de la byang chub sems dpaʼ ji skad bshad paʼi tshul gyis ʼgro 

ba rang bzhin med par mthong ba snying rjeʼi khyad par nyid du nye bar bzung baʼi 

sems gang snying rjeʼi gzhan gyi dbang du gyur zhing / byang chub sems dpaʼ kun tu 

bzang poʼi smon lam gyis yongs su bsngos pa rab dgaʼ ba zhes bya baʼi ming can gnyis su 

med paʼi ye shes deʼi rgyu can gyi ʼbras bu nye bar mtshon pa de la ni / dang po bya bar 

brjod do / / de la smon lam chen po bcu la sogs pa smon lam ʼbum phrag grang med pa 

phrag bcu po gang dag byang chub sems dpaʼ sems dang po bskyed pas ʼdebs pa de dag 

ni byang chub sems dpaʼi kun tu bzang poʼi smon lam gyi nang du ʼdus pa yin te / / smon 

lam ma lus pa nye bar bsdu bar bya baʼi phyir kun tu bzang poʼi smon lam khyad par du 

bkod pa yin no / /

試訳：それについては、述べたとおりの菩薩の仕方によって、衆生を無自性と見て、悲

の特性に捉えられた心は、悲のなすがままであり、普賢菩薩の誓願によって廻向した極

歓喜といわれる名前を持ち、かの不二智を因とする果を提示する、それを第一〔歓喜地〕

という。そのうち、菩薩が初発心することによって立てる〔『十地経』「第一歓喜地」の〕

「十大願等の無数百万〔に満ちた〕誓願33）」は、普賢菩薩の誓願の中に収まっている。

余り無い誓願を含むから、普賢の誓願を特に配置している。

　シャーンティデーヴァは、この『入中論』「第一歓喜地」の記述（十大願は普賢行願に収

まる）に基づいて、『大乗集菩薩学論』「賢行儀軌品」の教証に「十大願」を使用したと考え

られる。
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8）byang chub sems dpaʼ thams cad dang bdag nyid bsam sbyor gcig par smon pa 

dang /

9）spyod pa dang nyam len thams cad don gyi mchog kho na mthaʼ yas pa ʼgrub par 

smon pa dang /

10）nam mkhaʼi mthas gtugs pa thams cad du mdzad pa mthaʼ yas pa ston paʼi tshul 

gyi mngon par rdzogs par ʼtshang ryga bar smon pa dang bcu yin te /

試訳：これ以前の誓願の本分／本行（dngos gzhi）は完了していて、主シャーンティデー

ヴァは、「菩薩の無数百万〔に満ちた〕大誓願」〔すなわち〕『〔十地〕経』27）に出ている

ものは、この〔普〕賢行願に収まることを〔『大乗集菩薩学論』「賢行儀軌品」に〕お説

きになっている〔28）。その〕十大誓願とは、

1）すべての諸仏に対して、すべての供養でもって、供養するよう誓願することと、

2）すべての正法を摂持し、守護するよう誓願することと、

3）十方の諸仏が驚異的な行いを為される、〔その〕すべてのもとに、障礙のない身

によって29）私は行くし、殊勝な行いをするよう誓願することと、

4）常にすべての菩薩の30）行を行ずるよう誓願することと、

5）私がすべての有情を成熟させるよう誓願することと、

6）成仏するであろう国土〔である〕無辺の世界を成就するよう誓願することと、

7）現成した諸国土も無辺で不可思議なものを行境としたものより、最高の菩薩に

より満たされたものなど広博なもののみとして治浄するよう誓願することと、

8）すべての菩薩と私が、思惟・行動が同一であるよう誓願することと、

9）すべての行と実践が、無辺のまさに最上の利益だけを成就するよう誓願するこ

とと、

10）虚空の辺際により到達するすべてにおいて無辺の行いを示す状態により現等覚

（成仏）するよう誓願することと、〔以上、合計〕十です。（中略：以下『十地経』

「第一歓喜地」の十大願の引用）。

　上記の文言からだけでは不明であるが、チャンキャ二世は本作の主題である「普賢行／普

賢行願」を解釈する際に、シャーンティデーヴァ31）（690-750.ca.）著『大乗集菩薩学論』「賢

行儀軌品」以外に、チャンドラキールティ（600-650.ca.）著『入中論』（『十地経』「第一歓

喜地」）をも念頭にしている。その点を、出典を示しつつ以下に説明していきたい。

　『大乗集菩薩学論』「賢行儀軌品」は、福徳を増長する儀礼として「七支供養」（狭義の普

賢行）を挙げる。これは、輪廻を厭わない永続的な誓願行（広義の普賢行）と共に、「普賢行」

のもつ多面性をよく示すものである32）。彼は、この七支供養（狭義の普賢行）の教証の一

つとして、『十地経』「第一歓喜地」に出る「十大願」を引用するのである。ただし『十地経』

「第一歓喜地」自体には、「十大願」を「普賢行願」とする記述は見られない。それでは両者
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4-3-3-1-4. 業障を尽きさせることになる利徳（p.55,8ff.）

4-3-3-2. 後の世々の利徳（p.55,20ff.）

4-3-3-2-1. 因によりまとめたこと（p.55,21ff.）

4-3-3-2-2. 果によりまとめたこと（p.56,8ff.）

4-3-4. 本文を唱えたことなどの利徳（p.56,15ff.）

4-3-4-1. 要約して説く（p.56,15ff.）

4-3-4-2. 普賢行を唱えることの善根を菩薩に従って廻向すること（p.57,3ff.）

4-3-4-3. 普賢行を唱えることの善根を如来に従って廻向すること（p.57,15ff.）

4-3-4-4. 障を断除したし、善の身である殊勝な依処を取ること（p.58,1ff.）

4-3-4-5. 授記を得ることと有情の利益を成就すること（p.58,5ff.）

・結語（p.60,12ff.）

・奥書（p.61,9ff.）

3.『『聖普賢行願』の釈論』の要義　－チャンキャ二世による普賢行願の理解－

　ここでは著者チャンキャ二世が『入法界品』の内容を象徴する「普賢行願」26）を、『十地経』

「第一歓喜地」の十大願によって会通し、その十大願と『普賢行願讃』の対応を提示する点、

すなわち『入法界品』『十地経』『普賢行願讃』が「普賢行願」によって摂受されている点を、

出典を示しつつ紹介したい。普賢行願と十地説の関係に関わるチャンキャ釈の当該箇所は以

下の通りである。

　（p.48,1）ʼdi yan chad kyi smon lam gyi dngos gzhi rdzogs pa yin la / mgon po Zhi ba 

lhas byang chub sems dpaʼi smon lam che po ʼbum phrag grangs med pa bcu mdo las 

ʼbyung ba rnams bzang po spyod paʼi smon lam ʼdir ʼdu bar gsungs paʼi smon lam chen po 

bcu ni /

1）sangs rygas thams cad la mchod pa thams cad kyis mchod par smon pa dang /

2）dam paʼi chos thams cad yongs su bzung zhing bsrung bar smon pa dang /

3）phyogs bcuʼi sangs rgyas rnams mdzad pa ngo mtshar can mdzad pa thams cad 

gyi drung du thogs pa med paʼi lus kyi bdag ʼgro zhing bya ba khyad par can byed 

par smon pa dang /

4）rtag tu byang chub sems paʼi spyod pa thams cad spyod par smon pa dang /

5）bdag gis sems can thams cad yongs su smin par byed par smon pa dang /

6）ʼtshang rgya bar ʼgyur baʼi zhing ʼjig rten gyi khams mthaʼ yas pa bsgrub par 

smon pa dang /

7）mngon par bsgrubs paʼi zhing khams rnams kyang mthaʼ yas pa bsam gyis mi 

khyab paʼi spyod yul can las byang chub sems dpaʼ mchog gis gang ba sogs dag pa 

rab ʼbyams ʼbaʼ zhig tu sbyong bar smon pa dang /
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4-3-2-2-11-6. 如来を見ることと彼の行境（対象領域）に発趣すること（p.40,22ff.）

4-3-2-2-11-7. 仏国土を現成することに発趣すること（p.41,8ff.）

4-3-2-2-11-8. 如来のほうへ行くのへ発趣することについて誓願すること（p.41,20ff.）

4-3-2-2-12. 菩薩の十力を成就する誓願21）（p.42,8ff.）

4-3-2-2-12-1. 第一の力（p.42,10ff.）

4-3-2-2-12-2. 第二の力（p.42,12ff.）

4-3-2-2-12-3. 第三の力（p.42,16ff.）

4-3-2-2-12-4. 第四の力（p.42,21ff.）

4-3-2-2-12-5. 第五の力（p.42,24ff.）

4-3-2-2-12-6. 第六の力（p.43,3ff.）

4-3-2-2-12-7. 第七の力（p.43,5ff.）

4-3-2-2-12-8. 第八の力（p.43,8ff.）

4-3-2-2-12-9. 第九の力（p.43,11ff.）

4-3-2-2-12-10. 第十の力（p.43,15ff.）

4-3-2-2-13. 対治を成就すること22）（p.43,20ff.）

4-3-2-2-14. 菩薩の業23）（p.44,8ff.）

4-3-2-2-15. 仏菩薩に随って学ぶことを区別すること24）（p.45,5ff.）

4-3-2-2-15-1. 仏に随って学ぶこと（p.45,5ff.）

4-3-2-2-15-2. 菩薩に随って学ぶこと（p.45,12ff.）

4-3-2-2-16. それらの意味をまとめること25）（p.46,17ff.）

4-3-2-3. 誓願の果が成就する度量（基準）（p.47,5ff.）

4-3-2-3-1. 第一誓願（p.48,15ff.）

4-3-2-3-2. 第二誓願（p.48,20ff.）

4-3-2-3-3. 第三誓願（p.49,4ff.）

4-3-2-3-4. 第四誓願（p.49,15ff.）

4-3-2-3-5. 第五誓願（p.49,24ff.）

4-3-2-3-6. 第六誓願（p.50,10ff.）

4-3-2-3-7. 第七誓願（p.50,17ff.）

4-3-2-3-8. 第八誓願（p.51,3ff.）

4-3-2-3-9. 第九誓願（p.51,16ff.）

4-3-2-3-10. 第十誓願（p.52,1ff.）

4-3-3. 誓願を作意したことの利徳（p.53,11ff.）

4-3-3-1. 現法すなわちこの世での利徳（p.53,13ff.）

4-3-3-1-1. 殊勝な福徳を摂取すること（p.53,13ff.）

4-3-3-1-2. 悪趣と罪悪の友を捨てて、如来のお顔が見えること（p.54,3ff.）

4-3-3-1-3. 利得を良く獲得したし、諸菩薩との衆同分を得ること（p.54,18ff.）
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4-3-1-2. 供養（p.27,24ff.）

4-3-1-2-1. 有上の供養（p.27,24ff.）

4-3-1-2-2. 無上の供養（p.28,13ff.）

4-3-1-3. 罪悪を懺悔する（p.29,1ff.）

4-3-1-4. 随喜（p.29,9ff.）

4-3-1-5. 請転法輪（p.29,14ff.）

4-3-1-6. 祈願（p.29,19ff.）

4-3-1-7. 廻向（p.30,1ff.）

4-3-2. 菩薩の誓願の次第を行持（実践）することそのもの（p.30,10ff.）

4-3-2-1. 信解行地の誓願の次第を行持すること（p.30,12ff.）

4-3-2-1-1. 清浄な思惟を修治すること（p.30,12ff.）

4-3-2-1-1-1. 仏陀を供養し、ご意思を円満に完成させようと誓願すること（p.30,14ff.）

4-3-2-1-1-2. 仏国土を完全に浄化する思惟（p.31,5ff.）

4-3-2-1-1-3. 有情すべてが安楽な勝れた思惟（増上意楽）を治浄すること（p.31,16ff.）

4-3-2-1-2. 菩提心を忘れない道（p.32,4ff.）

4-3-2-1-2-1. 生を憶念し、出家しようと誓願すること（p.32,5ff.）

4-3-2-1-2-2. 戒を損なわないよう誓願すること（p.32,6ff.）

4-3-2-1-2-3. 個々の言語の説法をするよう誓願すること（p.33,1ff.）

4-3-2-1-2-4. 相続が穏やかであり波羅蜜に努めよう誓願すること（p.33,7ff.）

4-3-2-1-2-5. 罪障を捨てるよう誓願すること（p.33,16ff.）

4-3-2-1-3. 不染汚の行動（p.33,22ff.）

4-3-2-1-4. 有情を益すること（p.34,16ff.）

4-3-2-1-5. 鎧を被るよう誓願すること（p.35,1ff.）

4-3-2-1-6. 同分の菩薩と出会うよう誓願すること（p.35,11ff.）

4-3-2-1-7. 善知識を喜ばせるよう誓願すること（p.35,19ff.）

4-3-2-1-8. 如来が現前になるよう誓願すること（p.36,4ff.）

4-3-2-1-9. 正法を摂持するよう誓願すること（p.36,15ff.）

4-3-2-1-10. 無尽の蔵を得るよう誓願すること（p.37,3ff.）

4-3-2-2. 聖者菩薩の地の誓願の次第を行持すること（p.38,7ff.）

4-3-2-2-11. 菩薩の解脱に入る（p.38,8ff.）

4-3-2-2-11-1. 極微一つの上に十方の極微ほど〔無数〕の清らかな器・有情〔世間〕の国土が

存するのを見るよう誓願すること（p.38,9ff.）

4-3-2-2-11-2. 同じく十方の諸国土すべてにおいてそのように見るよう誓願すること（p.38,16ff.）

4-3-2-2-11-3. 仏の語に発趣（悟入）すること（p.39,10ff.）

4-3-2-2-11-4. 如来の転法輪へ発趣すること（p.39,22ff.）

4-3-2-2-11-5. 劫の発趣に発趣すること（p.40,9ff.）
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4-2-8-14. 菩薩の業（p.22,19ff.）

4-2-8-15.〔仏菩薩に〕随って学ぶことを区別すること（p.22,23ff.）

4-2-8-15-1. 如来に随って学ぶこと（p.22,23ff.）

4-2-8-15-2. 菩薩に随って学ぶこと（p.23,1ff.）

4-2-8-16. それらの義をまとめること（p.23,5ff.）

4-2-9.〔廻向の〕辺際（p.23,6ff.）

4-2-10. 誓願の利徳（p.23,9ff.）

4-2-10-1. 現法の利得（p.23,11ff.）

4-2-10-1-1. 殊勝な福徳を摂取すること（p.23,11ff.）

4-2-10-1-2. 悪趣と罪の友を捨てて、如来のお顔を見ること（p.23,13ff.）

4-2-10-1-3. 利得を良く得るし、諸菩薩と等しい分際を得ること（p.23,15ff.）

〔4-2-10-1-4.〕（Lokesh Chandra〔1963〕には第四の項目が欠落している。）

4-2-10-2. 後の世々生々の利得（p.23,16ff.）

4-2-10-2-1. 因により包摂されたもの（p.23,18ff.）

4-2-10-2-2. 果により包摂されたもの（p.23,19ff.）

4-2-11. 本頌の十の科文に包摂されていない偈頌による説明（p.23,20ff.）

4-2-11-1. 利得を要約して出世間と非出世間の円満すべてを得ること（p.23,23ff.）

4-2-11-2. 普賢行の誓願を立てたことの善根を廻向すること（p.24,1ff.）

4-2-11-2-1. 菩薩に随った廻向（p.24,2ff.）

4-2-11-2-1. 如来に随った廻向（p.24,4ff.）

4-2-11-3. 障を捨てたし、清浄な身体〔すなわち〕殊勝な所依を受けたこと（p.24,6ff.）

4-2-11-4. 授記を得るし、有情の利益を成就すること（p.24,8ff.）

4-2-11-5. 軌範師釈友が注釈において摂義をなさったこと（p.24,10ff.）19）

4-2-11-5-1. 誓願の方便（p.24,17ff.）

4-2-11-5-2. 信解行地の誓願（p.24,24ff.）

4-2-11-5-3. 増上意楽の地の誓願（p.25,3ff.）

4-2-11-5-4. 果の誓願（p.25,3ff.）

4-2-11-5-5. 果の利得（p.25,7ff.）

4-2-11-5-6. 誓願の本文をただ唱えることほどの利得（p.25,9ff.）

4-3. 本文の義そのものを説明すること（p.26,1ff.）20）

4-3-1. 誓願が成就する因〔である〕集積・浄化すべき行持（実践）の次第（p.26,4ff.）

4-3-1-1. 礼拝（p.26,17ff.）

4-3-1-1-1. 三門を束ねた礼拝（p.26,17ff.）

4-3-1-1-2. 身の礼拝（p.27,3ff.）

4-3-1-1-3. 意の礼拝（p.27,10ff.）

4-3-1-1-4. 口の礼拝（p.27,17ff.）



13

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

4-2-3. 罪悪を懺悔すること（p.18,18ff.）

4-2-4. 福徳に随喜すること（p.18,20ff.）

4-2-5. 法輪を転ずるよう勧請すること（p.18,22ff.）

4-2-6. 涅槃されないよう祈願すること（p.19,1ff.）

4-2-7. 善根を廻向すること（p.19,3ff.）

4-2-8. その廻向の区別（p.19,5ff.）18）

4-2-8-1. 思惟が清浄であること（p.19,12ff.）

4-2-8-1-1. 如来に供養することと、意趣を完成させる思惟（p.19,13ff.）

4-2-8-1-2. 仏国土を浄める思惟（p.19,15ff.）

4-2-8-1-3. 有情すべてが安楽である〔という〕勝れた思惟を治浄すること（p.19,17ff.）

4-2-8-2. 菩提心を忘れないよう誓願すること（p.19,19ff.）

4-2-8-2-1.〔宿世〕の生を憶念するよう誓願すること（p.19,19ff.）

4-2-8-2-2. 出家するよう誓願すること（p.19,20ff.）

4-2-8-2-3. 戒を損なわないよう誓願すること（p.19,23ff.）

4-2-8-2-4. 衆生個々の言語により法を説くよう誓願すること（p.20,1ff.）

4-2-8-2-5. 相続が穏やかであり、六波羅蜜に精進しようと誓願すること（p.20,3ff.）

4-2-8-2-6. 罪悪を捨てるよう誓願すること（p.20,7ff.）

4-2-8-3. 不染の行動を説明すること（p.20,9ff.）

4-2-8-4. 有情を益すること（p.20,11ff.）

4-2-8-5. 鎧を被ること（p.20,13ff.）

4-2-8-6. 同分の菩薩と出会うことを誓願すること（p.20,17ff.）

4-2-8-7. 善知識を喜ばせることを誓願すること（p.20,20ff.）

4-2-8-8. 如来が現前になることを誓願すること（p.20,23ff.）

4-2-8-9. 正法を摂持することを誓願すること（p.21,1ff.）

4-2-8-10. 無尽の蔵を得ることを誓願すること（p.21,5ff.）

4-2-8-11. 発趣すること（p.21,7ff.）

4-2-8-11-1. 仏国土を見ることに誓願すること（1）（p.21,12ff.）

4-2-8-11-2. 仏国土を見ることに誓願すること（2）（p.21,12ff.）

4-2-8-11-3. 仏の語に発趣すること（p.21,16ff.）

4-2-8-11-4. 如来が法輪を転ずるのへ発趣すること（p.21,19ff.）

4-2-8-11-5. 劫の発趣に発趣すること（p.21,22ff.）

4-2-8-11-6. 如来を見ることと彼の行境（対象領域）に発趣すること（p.22,1ff.）

4-2-8-11-7. 仏国土を成就することに発趣すること（p.22,5ff.）

4-2-8-11-8. 如来のもとへ行くことに発趣すること（p.22,8ff.）

4-2-8-12. 力（p.22,14ff.）

4-2-8-13. 対治を成就すること（p.22,16ff.）
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稀有なる最上乗の良き道を、

受持し増長させることにより、勝者の種姓（家系）を保つ

聖なる国〔インド〕とチベットの学者・行者〔である〕上人の

あらゆる者に対して、〔身・語・意の〕三門により敬って礼拝します15）。

〔著作の宣誓〕cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1

試訳：甚深の義〔である〕宝により満ちた加持の波の列がおよそ募ったものには、

大乗の種姓〔である〕蛇冠がきわめて美しい千万（コーティ）の龍王が近侍する。

仏子をともなった勝者の驚くべき行いの十万の河が一つに流れ込む〔ところの〕

普賢行の誓願の海を弁別することに、私の意
こころ

は悦びいさむ16）。

〔奥書〕cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.61

試訳：『『聖普賢行願』の釈論　－普賢の意趣を明らかにする荘厳－』というこれは、ペ

ルデン・メギュ〔僧院〕の博士（善知識）・侍従シェーラブ・テンダルがたびたび勧め

たのと、この法について信解する優劣の多くの者に益したいとの思いにより動機づけら

れて、最上乗の聖教への修学を少ししたと自負するチャンキャ・ロルペードルジェ・イェ

シェーテンペードンメが著作した〔。その〕筆記者は、伺察を具えた沙弥ゲレク・ナム

ケーが行った。これによってまた教えと有情すべてに益するように！17）

2.『『聖普賢行願』の釈論』の構成と形式

　ここでは、チャンキャ釈の全体像を科文整理によって提示する。出所は Lokesh Chandra

〔1963〕に基づく。科分の通し番号は、原則として作中の通し番号を参考にしつつ、私に付

した。

・帰敬偈（p.1,1ff.）

・著作の宣誓（p.1,13ff.）

・著作の必要性や関係（p.2,1ff.）

1. 名の義
いみ

（p.2,5ff.）

2. 翻訳者の礼拝（p.2,12ff.）

3. この典籍の必要性（目的）と関係を説明する（p.2,13ff.）

4. 典籍本文の義
いみ

（p.2,22ff.）

4-1.『経』に因縁分（nidāna）がどのように説かれたかのあり方（p.2,24ff.）

4-1-1.「第一の善知識とその教え」から「第五三の善知識とその教え」（p.3,4ff.）

4-2. 聖なる国インドの注釈者たちがどのように説明したかのありかた（p.18,3ff.）

4-2-1. 礼拝すること（p.18,9ff.）

4-2-2. 供養すること（p.18,14ff.）
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④果、⑤誓願の利徳、⑥誓願本文を唱えるだけの利徳という六項目を立てるとし、『普賢行

願讃』本文により示してから、細分は上記二つとほぼ同じであり、ギェンサンポ（厳賢）釈

も同様であるという。チベット撰述は或る注釈（おそらくイェシェデ釈）以外は逐語釈程度

とし、ターラナータ（1573-1615. チョナン派）とトプバル・ウセルワ（未確認。14-15c のカギュ

派の人物か）の釈は少し大きいが、ターラナータ釈はほぼ高い地（Skt.bhūmi）のみに適用

して他の本文との不一致が多いし、トプバル・ウセルワ釈はシャーキャミトラに従うが、十

地と十波羅蜜への適用には大典籍との不一致が多いと論評する11）。

　次に自らの解釈として、

　　1）誓願が成就する因〔である〕集積・浄化すべき実践の次第

　　2）菩薩の誓願の次第を実践することそのもの

　　3）誓願を作意したことの利徳

　　4）本文を唱えたことなどの利徳

　という四項目を立てて説明する。1）では七支供養を通じて、2）では信解行地の実践、聖

者菩薩地の実践、果が成就する基準という三項目を通じて説明し、全誓願のまとめとされる

『十地経』「第一歓喜地」の十大願にも結びつける。3）の誓願作意の利徳は、現法と後世の

二項目で説明する。4）の本文唱誦などの利徳は五項目で説明するが、その第五の「授記の

獲得と有情利益の成就」の個所に、無量光仏の悲と誓願より成就したマンダラである浄土に

蓮華より化生し見仏し授記されること、刹那に無数の国土に自身を化作して利他することを

述べている12）。

1.『『聖普賢行願』の釈論』の冒頭と末尾

　ここでは『『聖普賢行願』の釈論』の要となる「帰敬偈」「著作の宣誓」（以上、冒頭）と「奥

書」（末尾）の紹介を行いたい。

〔帰敬偈〕cf.Lokesh Chandra〔1963〕p.1

試訳：百万の妙善の吉祥により、三つの有（生存）の上に高い、

障碍を離れた智慧の太陽の光は、所知の事物すべてを一斉に照らす。

甚深と広大の御言葉〔である、耳に〕快い声〔なる〕梵天の音声により、〔世の〕衆生

に善き妙道を示す。

悲の宝蔵となった、かの無比なる教師に対して、敬って帰命します13）。

〔大〕地に住する勝者子（菩薩）〔である〕勇者（英雄）の歌舞により、

無辺の国土において勝者の行いは成就される。

広大なる功徳の海の〔ような〕蔵を受持する

〔菩薩である〕普賢（サマンタバドラ）と妙音（マンジュゴーシャ／文殊師利）に対して、

礼拝します14）。
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bzang chos kyi nyi ma.18c.）、ケルサン ･ トゥプテン ･ ジクメー ･ ギャムツォ（sKal bzang 

thub bstan ʼjigs med rgya mtsho.1743-1811）などがいる。ちなみに本作の校訂者であるロー

ケーシュ・チャンドラ（1927-）4）は、特に翻訳監督官としての彼の業績に注目し、次のよう

な評価を与えている。

　「1741 年から諸学者中の有能な一団と共に、彼はモンゴル語テンギュルを改訂し、そ

れは 1749 年に完成した。〔彼を〕カンギュル、テンギュルをモンゴル語へと翻訳する改

訂版作成委員会の主席に皇帝が任命したことが、学術界に彼の名声を高めた。彼の博識

なる諸典籍がチベット、モンゴル、湟中（ツォンカ）の〔仏教〕学問寺で折しも研究さ

れるほどになった（Huth,291）。彼が活動期間中に、発揮した著作活動と、彼の先行者

（Lcang-skya Ⅰ）の著作活動は並はずれている。その上、彼は途方もない学者であった。」

　さて『入法界品』の末尾に編入され、その要約ともいえる『普賢行願讃』は、インドから

チベットにいたるまで七支供養（礼拝、供養、懺悔、随喜、勧請、祈願、廻向）のためしば

しば読誦され 5）6）、浄土教との関係でも重視されてきた。その vv.57-60 には、極楽世界に往

生し、智慧・慈悲に基づく普賢行により有情を済度することが説かれるのである。『普賢行

願讃』にはインド撰述とされる注釈も略釈四本（伝龍樹釈、伝世親釈、伝陳那釈、伝厳賢釈）7）、

広釈一本（釈友釈）8）がチベット訳に伝わり、チベットでも幾つか注釈書、関連儀軌書、語

釈書が著されたが、中でも本著は、主流のゲルク派の有力な学者の著作ということもあって、

重要かつ有名である。

　本著は、『入法界品』の善財童子が文殊の指導から諸善知識を順次訪ねて弥勒に至り、普

賢のマンダラを円満し、仏の境界を覚るという求法の旅の内容一つずつを因縁分（ニダーナ）

として提示すること、次にインドの四注釈、チベットのイェシェデ釈9）の傾向を紹介するこ

とが特徴である。具体的には、冒頭に『普賢行願讃』は仏の契経とインド、チベットの学者、

行者の論書においてあらゆる誓願のなかで所詮内容が甚深、広大で円満であるから「誓願王」

とされることを述べる（末尾近くには仏説なので加持が大きく菩薩の誓願すべてがここに収

まるので利益が大きいことにも言及する）。次にインド以来の通則として示すべき著作の目

的（必要性）と関係について言及される。諸菩薩の海のような功徳と行が所詮（brjod pa）

の内容であり、それらを意の対境として誓願することによる「大乗種姓の増長」と、「習気

の確立」、「利徳の現証」が目的（必要性 dgos pa）であり、究竟の利徳である「大正覚の現証」

が最終目的（nying dgos）とされる。その最終目的は目的（必要性）に、そして目的（必要

性）は所詮内容に掛かっているのが本著の関係であるが、それらはインドの諸注釈に出てい

ないという。

　本文の解説としては、まず因縁分としての善財童子の旅を経典要約の形式で述べる（mdoʼi 

don cung zad bsdus）。先行注釈の説明の仕方については、ディグナーガ釈が七支供養に廻

向の区別と廻向の辺際とその利徳という普賢行願の十義10）とその細分を立てたのに従い、

『普賢行願讃』本文を引いて概説し、これとナーガールジュナ釈とされるものは同様に見え

るという。シャーキャミトラ釈は、①誓願の方便、②信解行地の誓願、③増上意楽地の誓願、



9

チャンキャ・ロルペードルジェ著『『聖普賢行願』の釈論』解題研究

中　御　門　敬　教

　本稿で扱うチャンキャ・ロルペードルジェ（lCang skya Rol paʼi rdo rje.1717-1786 以下、

チャンキャ二世1）によるチベット撰述仏典『『聖普賢行願』の釈論　－普賢の意趣を明らか

にする荘厳－』（ʼPhags pa bZang po spyod paʼi smon lam gyi rnam par bshad pa:Kun tu 

bzang poʼi dgongs pa gsal bar byed paʼi rgyan）（以下『チャンキャ釈』）は、インド以来有

名である『華厳経入法界品』（以下『入法界品』）、特にその末尾に編入された『普賢行願讃』

と深く関係する。チャンキャ二世による、この著作のきっかけについては末尾の「奥書」が

詳しいが、著作の背景については未詳である。その点を私に推測するならば、ゲルク派の宗

祖ツォンカパ・ロサンタクパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa.1357-1419）が、『入法界品』

に基づいて菩提心と菩薩行を修学したことが挙げられる2）。チャンキャ二世もその伝統を重

視していたからである。チャンキャ釈には『入法界品』と同様に、善財童子による五十三善

知識の訪問と並行して、菩提心と菩薩行が説かれている。またチベット仏教史上、『華厳経』

に関するチベット撰述仏典は極めて稀少であるし、さらに浄土教の還相廻向に言及する点に

おいても、チャンキャ二世が果たしたこの功績は大きい。そうした諸点を踏まえ、今後筆者

はこのチャンキャ釈の全体訳を発表する予定である。しかし先行研究を探ったところ、この

釈は広く知られたものではない点が判明した。そこで先ずは解題を通して、その全容を紹介

する次第である。

　著者であるチャンキャ二世3）は、ゲルク派（ダライラマの系統）に属した、内モンゴル最

大の活仏（転生ラマ）である。生まれは青海であり、コンチョック ･ テンペー ･ ドンメ（dKon 

mchog bstan paʼi sgron me.1762-1823）によって活仏に認定され、北京で育てられた人物で

ある。師には、パンチェン ･ ロサンイェシェー（Pan chen blo bzang ye shes.1663-1737）や

ガワン ･ チャムパ（Ngag dbang byams pa.1682-1762）がいる。彼はゴンルン ･ チャムパリ

ンに住持し、トゥカン ･ ラマ（Thuʼu bkwan Ⅱ .1680-1736）の後、全モンゴルの教化を担う

掌印大ラマに任命される。満・漢・蒙の三カ国語に通じており、乾隆帝（1711-1799）の時

代の清朝やダライラマ七世（bsKal bzang rgya mtsho.1708-1757）のチベットとの交流に活

躍し、モンゴル語大蔵経カンギュルの翻訳と開版、満州語大蔵経カンギュルの翻訳を監督し

たこと、北京のチベット仏教諸寺院を建立したことでも有名である。仏教教学の理解も深く

七巻の著作を遺したが、特に『学説規定』は高く評価されている。弟子にコンチョック ･ ジ

クメー ･ ワンポ（dKon mchog ʼjigs med dbang po.1728-1791）、ロサン ･ チューキニマ（Blo 

はじめに
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縁如是事起隨喜迴向心。爲有如是所縁事。如彼菩薩摩訶薩所取相不

３．おわりに

　木村高尉先生は昨年九月にご遷化なさった．恐らく第五分冊の校訂を進めていたところで

体調を崩し，中断せざるを得なかったのだと思う．先生から指導を受けた者として恩に報い

るために，残りの部分の校訂に取り掛かった．出来の悪さに先生は苦笑いしているかもしれ

ない．身の程をわきまえず，本稿では取り扱えなかった京都大学写本を加えて，第五分冊を

完成させたいと思っている．

　本研究にあたっては，大正新脩大藏經の書籍に加えて，SAT 大正新脩大藏經テキスト

データベース (https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/) を使用した．

参考文献
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Part I. Fas. 1~18, Part II. Fas. 1, Pratāpacandra Ghoṣa, Bibliotheca 

Indica, Asiatic Society Calcutta 1902~1914.

Pañcaviṁśatisāhasrikā Prajñāpāramitā II・III, Takayasu Kimura, Sankibo Busshorin, Tokyo, 1986

「十万頌般若経資料覚え書き」木村高尉，豊山学報第五十号，真言宗豊山派総合研究院，

2007
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II-1, Takayasu Kimura, Sankibo Busshorin, Tokyo, 2009

Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II-2, Takayasu Kimura, Sankibo Busshorin, Tokyo, 2010

Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II-3, Takayasu Kimura, Sankibo Busshorin, Tokyo, 2010

Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā, II-4, Takayasu Kimura, Sankibo Busshorin, Tokyo, 2014
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nuprāptāḥ (T. a2) sakṛdāgāmiphalam anuprāptā anāgāmiphalam anuprāptā arhattvam anuprāptāḥ 

pratyekabodhim anuprāptā bodhisattvanyāmam avakrāntās teṣāṁ ca yāni kuśalamūlāni, yaiś ca tatra 

tathāgateṣu tiṣṭatsu vā (N. 485a1) parinirvṛteṣu vā kuśalamūlāny avaro (T. a3) pitāni tat sarvam 

abhisaṁkṣipyāprameyānumodanayānumodate, 

ཕན་པར་བཞེད་པ་དང་། ཐུགས་ ་ཆེན་པོ་དང་། སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་དང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་ཆོས་གང་བསྟན་པ་དང་།

ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ལ་བསླབས་ཤིང་། ན་དུ་ཞུགས་ (b6) པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བ་

དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་། རང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ ་ (b7) བ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དང་། 

གང་གིས་དེ་བཞིང་གཤེགས་པ་དེ་དག་བཞུགས་ཀྱང་རུང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ལ་དགེ་བའི་ ་བ་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བ ད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་

བ ས་ཏེ།

及爲利樂一切有情。大慈大悲大喜大捨。無數無量無邊佛法。及諸佛所説正法。若依彼法精勤

修學。得預流果。得一來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性離生。如是

所有一切善根及餘有情於諸如來應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆。若現住世若涅槃後所種善根。是

諸善根一切合集。現前隨喜既隨喜已。復以如是隨喜倶行諸福業事。與一切有情同共迴向阿耨

多羅三藐三菩提。

[N. 485a1, T. 386a3, P. 98b7, Ch. 907a10]

jyeṣṭhayā śreṣṭhayā varayā pravarayā praṇītayottamayā niruttarayāsamayāsamasamayā-

numodanayānumo(N. a2)date, evam anumodya tad anumodanāsahagataṁ puṇyakriyāvastu (T. 

a4) sarvasttvaiḥ sārdhaṁ sādhāraṇaṁ kṛtvānuttarāyāṁ samyaksaṁbodhau pariṇāmayaty anuttarayāḥ 

samyaksaṁbodher āhārakaṁ bhavatv iti. yat punar aparaṁ bodhisattvayā(N. a3)nasaṁprasthita evam (16... 

āha, tathā cittaṁ pariṇāmayati yair ārambaṇair vastubhis tac ci (T. a5) ttam utpannam, api nu tāni 

vastūni tāny ārambaṇāni tathopalabhyante17) yathā taiḥ kulaputrair nimittīkṛtāni....16)

(16...16) N. omits.

17) T. yathopalabhyante.

ས་སུ་ཡི་རང་བའི་ (b8) མཆོག། གཙོ་བོ།། དམ་པ་རབ་ཕུལ། གྱ་ནོམ་པ། བླ་ན་མེད་པ། གོང་ན་མེད་པ། མཉམ་པ་མེད་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པས་ ས་

སུ་ཡི་རང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ ས་སུ་ཡི་རང་ནས་ ས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་ (99a1) ། དངོས་པོ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་

ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ བ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྡོམ་ན་ (a2) ། དེ་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེས། དེ་སྐད་དུ་ ས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ མ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ན། དམིགས་པ་གང་དང་། དངོས་པོ་གང་དག་

གིས་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་ ས་པར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་ (a3) དམིགས་པ་དེ་དག་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་མཚན་མར་བྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ཡོང་ ་

ཡིན་ནམ།

願我以此善根。與一切有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸福業事。爲最

爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。於意云何。彌勒大士。彼菩薩摩訶薩。
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རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ (a8) མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་  ན་གྱི་ཁམས་

གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ (98b1) མྱ་ངན་ལས་

འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ 

爾時具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言。大士。是菩薩摩訶薩隨喜迴向心。普縁十方無數無量無邊

世界一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者。

[N. 484b5, T. 385b11, P. 98b1, Ch. 906c23]

teṣāṁ (N. b6) prathamacittotpādam upādā (T. b12)ya yāvad anuttarāṁ samyaksaṁbodhim abhi-

saṁbuddhānāṁ yāvad anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau parinirvṛtānāṁ yāvat saddharmāntardhānānām11), 

etasminn antare yat kiñcit kuśalamūlaṁ ṣa (N. b7) ṭpāramitāpratisaṁyuktaṁ, yac ca teṣāṁ 

śrāvakayā(T. b13)nasaṁprasthitānāṁ dānamayaṁ puṇyakriyāvastu, śīlamayaṁ puṇyakriyāvastu, 
(12... bhāvanāmayaṁ puṇyakriyāvastu, ...12) yāni ca teṣāṁ śikṣāṇāṁ kuśalamūlāny anāsravāṇi, yāni 

ca teṣāṁ tathāgatānām (13... arhatāṁ ...13) samyaksambuddhānāṁ (N. b8), śīlaskandhaḥ (T. 386a1) 

samādhiskandho prajñāskandho14) vimuktiskandho15) vimuktijñānadarśanaskandhaḥ, 

11) N., T. saddharmāntarahāṇi. Ch. 法滅 .

(12...12)N. omits.

(13...13) N. omits.

14) N., T. omit. Tib. adds ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། and Ch. adds 慧蘊 .

15) N. omits.

ཐུགས་དང་པོ་བ ད་པ་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་ གས་པར་སངས་ ས་པའི་བར་དང་། ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་ (b2) མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་མ་ནུས་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་བའི་ ་བ་ཕ་རོལ་ ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་དག་གི་ ན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་ (b3) དངོས་པོ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་

དངོས་པོ་དང་། བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དང་། སློབ་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་ཟག་པ་མེད་པ་དག་དང་། མི་སློབ་པ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ ་བ་

ཟག་པ་ (b4) མེད་པ་དག་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་སངས་ ས་དེ་དག་གི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་

པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། མ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་། མ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེ་ (b5) གཟིགས་པའི་ཕུང་པོ་དང་།

從初發心至得無上正等菩提。如是展轉入無餘依般涅槃。後乃至法滅。於其中間所有六波羅蜜

多相應善根。及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性戒性修性三福業事。若

彼聲聞弟子所有學無學無漏善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脱蘊解脱智見蘊。

[N. 484b8, T. 386a1, P. 98b5, Ch. 906c29]

yā ca hitaiṣitā, yā ca mahākaruṇā, ye cāsaṁkhyeyāprameyāś ca buddhadharmāḥ, yaś ca tair buddhair

bhagavadbhir dharmo deśitaḥ, ye ca tasyāṁ dharmadeśanāyāṁ śikṣitvā srotaāpattiphalam a(N. b9)-
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[N. 484a7, T. 385b4, P. 97b6, Ch. 906c20]

   athāyuṣmān subhūtir maitreyaṁ bodhisattvaṁ mahāsa (T. b5) ttvam etad avocat:  yat punar 

ayaṁ (N. a8) bodhisattvo mahāsattvo ye te pūrvasyāṁ diśy asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu 

lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye 

te dakṣiṇasyāṁ diśy asaṁkhye (T. b6) yāprameyā (N. a9) parimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ 

lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te paścimāyāṁ diśy 

asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhye(T. b7)yāprameyā 

(N. 484b1) buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te uttarasyāṁ diśy asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu 

lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye 

te uttarapūrvasyāṁ diśy asaṁ(T. b8)khyeyāpra (N. b2)meyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ 

lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te pūrvadakṣiṇasyāṁ 

diśy asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhye (T. b9)-

yāpra (N. b3) meyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te dakṣiṇapaścimāyāṁ diśy 

asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā 

bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te paścimottara(N. b4)syāṁ (T. b10) diśy asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu 

lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, 

ye te adhastād diśy asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv9) ekaikasmiṁ (N. b5) 

lokadhātāv asaṁ(T. b11)khyeyāprameyā buddhā bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, ye te upariṣṭād diśy 

asaṁkhyeyāprameyāparimāṇeṣu lokadhātuṣv ekaikasmiṁ lokadhātāv asaṁkhyeyāprameyā10) buddhā 

bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ 

9) N. dhātuṣv

10) N., T. asaṁkhyeyā.

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་འདི་ (b7) སྐད་ཅེས་ ས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་ ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་ (b8) 

མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་ ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་

རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་(98a1) མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་

གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ (a2) ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ (a3) འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ (a4) འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། 

ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་

ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ (a5) འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་

གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ (a6) ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། ནུབ་བྱང་གི་

ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་རེ་རེར་ཡང་། སངས་ ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་

པ་ཡོངས་ (a7) སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། འོག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་འཇིག་ ན་གྱི་ཁམས་
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(c6) 若餘有情隨喜迴向諸福業事。若諸異生聲聞獨覺諸福業事。所謂施性戒性修性三福業事。

(c8)(c12) 是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功徳。於彼異生聲聞獨覺諸福業事。爲最爲勝。爲尊爲高。

爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。(c15)

[N. 484a4, T. 385b1, P. 97a8, Ch. 906c15]

   tat kasya hetoḥ? tathā hi śrāvakapratyekabuddhayānikānāṁ dānamayaṁ puṇyakriyāvastv7) 

ātmadamanā(T. b2)yātmaśamanāyātmaparinirvāṇāya pratyupasthitaṁ smṛtyupasthānāni samyak-

prahāṇā (N. a5) ny ṛddhipādā indriyāni balāni bodhyaṅgāny āryāṣṭāṅgamārgāś catvāri dhyānāni 

catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattayaś catvā(T. b3)ry āryasatyāni śūnyatānimittāpraṇihita-

vimokṣamu (N. a6) khāni navānupūrvavihārasamāpattayaś catasraḥ pratisaṁvido yatrābhijñā 

ātmadamanāyātmaparinirvāṇāya bhavanti.

7) N., T. -vastuḥ.   

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་ ས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་ མས་ཀྱི་ ན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་།

བསྒོམ་(97b1)པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ནི། བདག་གདུལ་བ་དང་། བདག་ཞི་བར་བྱ་བ་དང་། བདག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་

གནས་པ་སྟེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ མས་དང་། ཡང་དག་པར་སྤོང་(b2)བ་ མས་དང་། ་འཕྲུལ་གྱི་ ང་པ་ མས་དང་། དབང་པོ་ མས་དང་། སྟོབས་ མས་དང་།

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ མས་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བ ད་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་། (b3) གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་བཞི་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། མ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། མ་པར་ཐར་པ་བ ད་དང་། 

མཐར་གྱིས་གནས་པའི་ (b4) སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དག་ཀྱང་། 

(c15) 何以故。大徳。以諸異生修福業事。但爲令己自在安樂聲聞獨覺修福業事。爲自調伏。

爲自寂靜。爲自涅槃。菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功徳。普爲一切有情調伏寂靜般涅槃故 (c19)  

(c8) 若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。四靜慮四無量四無色定。四聖諦。八

解脱八勝處九次第定十遍處。空無相無願解脱門。四無礙解。六神通等。諸福業事。(c12)

[N. 484a6, T. 385b3, P. 97b4, Ch. omits.]

bodhisattvaḥ punaḥ sarvasattvānāṁ (T. b4) damanāya śamanāya parinirvāṇāyānumodanā (N. a7)-

sahagataṁ puṇyakriyāvastu8) sarvasattvaiḥ sārdhaṁ sādhāraṇaṁ kṛtvānuttarāyai samyaksaṁbodhaye 

pariṇāmayaty anupalambhayogena.

8) N., T. -vastuḥ.

བདག་གདུལ་བ་དང་། བདག་ཞི་བར་བྱ་བ་དང་། བདག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་གནས་པར་ཟད་ (b5) ཀྱི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་གདུལ་བ་དང་། ཞི་བར་བྱ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་ ས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ (b6) 

དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཤིང་། མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ།
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２．校訂テキストとチベット語訳・漢訳対照

[N. 483b8, T. 385a10, P. 97a2, Ch. 906c2] 

   atha kha(N. b9) (T. a11) lu maitreyo bodhisattvo mahāsattvaḥ subhūtiṁ sthaviram āmantrayata: 

yad bhadanta subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanāsahagataṁ puṇyakriyāvastu1) sarva-

sattvaiḥ sārdhaṁ sādhā(N. 484a1)raṇaṁ kṛtvānutta(T. a12)rāyāṁ samyaksaṁbodhau pariṇāmayati, tac 

cānupalambhayogena.

1)  N., T. -vastuḥ. 

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་གནས་བརྟན་རབ་འབྱོར་ལ་ ས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་(a3)བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ ས་སུ་ཡིད་

རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་

(a4)ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大徳。若菩薩摩訶薩於一切有情所有功徳。隨喜倶行諸

福業事。若菩薩摩訶薩以此福業事。與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得爲

方便故。

[N. 484a1, T. 385a12, P. 97a4, Ch. 906c6]

yac ca sarvasattvānām anumodanāsahagataṁ puṇyakriyāvastu2) śrāvakayānikānāṁ pratyeka-

buddhayānikānāṁ ca dānamayaṁ puṇyakriyā(N. a2)vastu3) śīlamayaṁ puṇya(T. a13)kriyāvastu4) 
(5... bhāvanāmayaṁ puṇyakriyāvastv6) ...5) idam eva tato bodhisattvasya mahāsattvasyānumodanā-

sahagataṁ puṇyakriyāvastu sarvasattvaiḥ sārdhaṁ sādhāraṇaṁ kṛtvānuttarāyai samyaksaṁbodhaye 

pari (N. a3)ṇāmitam agram ākhyāyate jyeṣṭham ākhyāyate śreṣṭham ākhyāyate vara (T. 385b1)m 

ākhyāyate pravaram ākhyāyate praṇītam ākhyāyate anuttamam ākhyāyate niruttaram ākhyāyate 

asamam ākhyāyate  ’(N. a4)samasamam ākhyāyate.

2) 3) 4) N., T. -vastuḥ.

(5...5) T. omits.

6)  N. -vastuḥ. 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ས་སུ་ཡིད་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་(a5)ཡིན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་ མས་དང་། རང་སངས་ ས་ཀྱི་

ཐེག་པ་པ་ མས་ཀྱི་ ན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་

(a6)པོ་གང་ཡིན་པ་དག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ ས་སུ་ཡིད་(P. ཡི་)རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ གས་པའི་བྱང་(a7)ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ ་འདི་ཉིད་རབ་ཅེས་བྱའོ། །དམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཙོ་བོ་ཞེས་བྱའོ། 

།མཆོག་ཅེས་བྱའོ། །ཕུལ་ཞེས་བྱའོ། །གྱ་ནོམ་ ་ཞེས་བྱའོ། །བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གོང་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །མཉམ་པ་མེད་པ་ཞེས་(a8)བྱའོ། །མི་མཉམ་པ་དང་

མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །
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Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā II-5
冒頭の校訂テキストと蔵漢訳対照

佐　藤　堅　正

１．はじめに

　Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā（十万頌般若波羅蜜多経）の校訂テキストは，1902 年から

1914 年にかけて，P. Ghoṣa  が初めの約四分の一（第一部と，第二部の初めの部分）を出版

した．それからおよそ百年後の 2009 年から 2014 年にかけて，T. Kimura（木村高尉）が第

二部を五分冊（II-1~ 5）にして校訂出版する計画を進めたが，第四分冊 II-4 まで出版され

たところで中断し，惜しくも未完成のままになっている．本稿では，第五分冊 II-5 として

予定されていた部分の冒頭の梵文校訂テキストと，北京版のチベット語訳，及び，玄奘訳『大

般若波羅蜜多経』初会の対応部分を対照する．

梵文写本

　Kimura は校訂にあたって三本の梵文写本を使用している．

　　　東京大学写本．No. 383 （略号 T.）

　　　京都大学写本．No. 103 (E291)（略号 K.）

　　　高岡コレクション写本．PH 2-2 2 （略号 N.）

K. がまだ手に入っていないので，本校訂には T. と N. を用いた．T. は，東京大学東洋文化

研究所の「東京大学総合図書館所蔵 南アジア・サンスクリット語 写本データベース」を

使用した．（http://utlsktms.ioc.u-tokyo.ac.jp）N. は大正大学附属図書館の所蔵するマイクロ

フィルムから紙に印刷して使用した．

チベット語訳

北京版：ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བ ་པ་ Vol. 14, pp. 215-1-2 〜 215-5-4 (ཀྵ་ 97a2 〜 99a4) （略号 P.）

漢訳：『大般若波羅蜜多経』卷一六八の末尾，隨喜迴向品第三十一之一（大正 5, 906c~907a）

（略号 Ch.）
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